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第
一
節　

は
じ
め
に

　

こ
れ
ま
で
、
罰
金
刑
に
関
す
る
議
論
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
量
定
方
法
が
望
ま
し
い
か
が
争
わ
れ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
行
為
責

任
と
犯
罪
者
の
経
済
状
態
な
ど
の
事
情
を
総
合
的
に
斟
酌
し
、
罰
金
額
を
判
断
す
る
総
額
罰
金
制
度
（
定
額
罰
金
制
度
）
に
対
し）

1
（

、
犯

罪
者
の
行
為
責
任
を
「
日
数
」
で
、
犯
罪
者
の
事
情
を
「
日
額
」
で
そ
れ
ぞ
れ
量
定
し
、
両
者
の
積
を
罰
金
総
額
と
す
る
日
数
罰
金
制

度
（T

agessatzsystem
, T

agesbussensystem
, day fi ne system

）
が
主
張
さ
れ
て
き
た）

2
（

。
ど
ち
ら
の
量
定
方
法
が
望
ま
し
い

の
か
、
あ
る
い
は
、
第
三
の
量
定
方
法
が
模
索
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
の
か
を
判
断
す
る
た
め
に
は
、
罰
金
刑
の
目
的
を
明
確
に
す
る
必

要
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
罰
金
刑
の
ど
の
よ
う
な
点
に
着
目
し
、
ど
の
よ
う
な
目
的
で
罰
金
刑
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
の
か
に
よ
っ
て
、

ふ
さ
わ
し
い
量
定
方
法
が
異
な
っ
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
。
従
来
、
総
額
罰
金
制
度
の
短
所
を
改
善
す
る
こ
と
が
で
き
る

と
し
て
、
日
数
罰
金
制
度
が
か
な
り
肯
定
的
に
評
価
さ
れ
て
き
た
が
、
罰
金
刑
に
ど
の
よ
う
な
目
的
を
設
定
す
る
の
か
に
つ
い
て
の
議

論
は
そ
れ
ほ
ど
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
罰
金
刑
の
目
的
に
応
じ
て
望
ま
し
い
量
定
方
法
は
変
化
す
る
は

ず
で
あ
り
、
罰
金
刑
の
目
的
に
関
す
る
議
論
を
抜
き
に
し
て
日
数
罰
金
制
度
の
適
否
を
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ

で
、
本
章
で
は
、
罰
金
刑
の
望
ま
し
い
量
定
方
法
を
検
討
す
る
前
段
階
と
し
て
、
罰
金
刑
の
目
的
に
つ
い
て
論
ず
る
こ
と
と
し
た
い
。
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罰
金
刑
の
目
的
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
ま
ず
、
民
事
上
の
債
務
な
ど
と
の
差
異
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
金

銭
の
支
払
が
求
め
ら
れ
る
と
い
う
点
で
罰
金
刑
と
民
事
上
の
債
務
な
ど
は
共
通
す
る
た
め
、
罰
金
刑
が
い
か
な
る
法
的
性
質
を
有
し
て

い
る
か
、
そ
し
て
、
そ
の
法
的
性
質
に
合
致
し
た
目
的
、
さ
ら
に
は
量
定
方
法
が
問
題
と
な
る
た
め
で
あ
る
。
ま
た
、
民
事
上
の
債
務

な
ど
と
の
差
異
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
一
部
の
目
的
が
罰
金
刑
の
目
的
と
し
て
許
容
さ
れ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
可
能
性
が

あ
る
。

　

ま
た
、
罰
金
刑
と
自
由
刑
の
差
異
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
罰
金
刑
が
剥
奪
す
る
法
益
で
あ
る
財
産
の
量
は
、
自
由
刑

が
剥
奪
す
る
法
益
で
あ
る
自
由
の
量
と
比
べ
て
、
個
々
の
犯
罪
者
ご
と
に
そ
の
保
持
す
る
量
に
か
な
り
大
き
な
差
が
あ
る
。
つ
ま
り
、

収
入
や
資
産
に
は
大
き
な
格
差
が
存
在
す
る
の
に
対
し
、
通
例
、
時
間
、
言
い
換
え
れ
ば
寿
命
に
は
大
き
な
格
差
は
存
在
し
な
い
。
そ

れ
ゆ
え
、
自
由
刑
に
お
い
て
は
、
高
齢
や
病
気
な
ど
の
場
合
（
刑
事
訴
訟
法
四
八
〇
条
乃
至
四
八
二
条
）
を
除
い
て
、
賦
科
す
れ
ば
死

亡
し
な
い
限
り
執
行
が
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
罰
金
刑
に
お
い
て
は
、
財
産
が
な
か
っ
た
り
、
乏
し
か
っ
た
り
す
る
場
合
、

第
六
章
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
徴
収
・
執
行
の
工
夫
を
行
な
っ
た
と
し
て
も
、
徴
収
・
執
行
が
不
可
能
と
な
り
か
ね
な
い
。
罰
金
刑
の

徴
収
・
執
行
が
で
き
な
い
場
合
、
罰
金
刑
が
本
来
予
定
し
て
い
た
刑
罰
的
苦
痛
は
果
た
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
う）

3
（

。
そ
の
た
め
、

自
由
刑
と
は
異
な
り
、
罰
金
刑
に
お
い
て
は
、
徴
収
・
執
行
が
で
き
な
い
可
能
性
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
そ
の
目
的
を
検
討
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
徴
収
・
執
行
が
で
き
な
い
場
合
に
も
耐
え
う
る
目
的
を
設
定
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
ま
ず
、
罰
金
刑
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
論
じ
た
上
で
、
罰
金
刑
の
目
的
を
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
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罰
金
刑
の
法
的
性
質

　

罰
金
刑
は
、
私
法
上
の
債
務
な
ど
と
は
異
な
る
の
か
。
異
な
る
と
す
れ
ば
、
ど
の
よ
う
に
異
な
る
の
か
。
罰
金
刑
の
法
的
性
質
に
よ

っ
て
、
罰
金
刑
の
望
ま
し
い
目
的
、
さ
ら
に
は
量
定
方
法
が
変
わ
り
う
る
た
め
、
そ
の
法
的
性
質
が
問
題
と
な
る
。

　

我
が
国
に
お
い
て
は
、
第
一
に
、
旧
刑
事
訴
訟
法
五
五
四
条
一
項
を
受
け
て）

4
（

、
租
税
そ
の
他
の
公
課
若
し
く
は
専
売
に
関
す
る
法
令

違
反
に
よ
る
罰
金
刑
に
つ
い
て
、
相
続
財
産
に
対
し
て
執
行
で
き
る
と
定
め
ら
れ
て
い
る
（
刑
事
訴
訟
法
四
九
一
条
）。
こ
れ
は
、
国
庫

収
入
の
増
加
を
図
る
目
的
だ
け
に
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
と
も
に）

5
（

、
課
税
の
適
正
及
び
平
等
の
確
保
の
た
め
と
説
明
さ
れ
て
い
る）

6
（

。

し
か
し
、
こ
の
規
定
に
対
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
規
定
を
実
体
法
で
は
な
く
手
続
法
に
置
く
こ
と
が
適
切
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
の
ほ

か
に
、
国
庫
収
入
の
増
加
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
罰
金
刑
は
科
さ
れ
た
者
が
支
払
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
一
身

専
属
性
に
反
す
る
不
当
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る）

7
（

。

　

第
二
に
、
合
併
後
の
法
人
に
対
す
る
合
併
前
の
法
人
に
対
す
る
罰
金
刑
の
執
行
が
認
め
ら
れ
て
い
る
（
刑
事
訴
訟
法
四
九
二
条
）。
こ

れ
は
、
合
併
に
よ
り
合
併
後
の
法
人
に
あ
ら
ゆ
る
権
利
義
務
関
係
が
包
括
承
継
さ
れ
る
た
め
と
説
明
さ
れ
て
い
る）

8
（

。
し
か
し
、
執
行
逃

れ
の
た
め
の
合
併
は
、
法
人
ノ
役
員
処
罰
ニ
関
ス
ル
法
律
（
大
正
四
年
法
律
第
一
八
号
）
で
処
罰
さ
れ
る
上
、
単
純
に
金
銭
債
務
の
よ

う
に
承
継
さ
れ
る
と
す
る
と
し
て
し
ま
う
こ
と
に
は
疑
問
が
残
る
。

　

第
三
に
、
破
産
法
（
平
成
一
六
年
法
律
第
七
五
号
）、
民
事
再
生
法
（
平
成
一
一
年
法
律
第
二
二
五
号
）、
会
社
更
生
法
（
平
成
一
四

年
法
律
第
一
五
四
号
）
は
、
罰
金
刑
の
「
請
求
権
」
を
そ
れ
ぞ
れ
劣
後
的
破
産
債
権
（
破
産
法
九
九
条
一
項
一
号
・
九
七
条
六
号）

9
（

）、
再

生
債
権
（
民
事
再
生
法
九
七
条
）
又
は
更
生
債
権
（
会
社
更
生
法
一
四
二
条
二
号
）
と
し
て
い
る
。
破
産
法
が
劣
後
的
破
産
債
権
と
し

て
い
る
の
は
、
罰
金
刑
の
「
請
求
権
」
が
懲
罰
的
な
目
的
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
一
般
の
破
産
債
権
と
す
る
と
他
の
債
権
者
の
配



 

二
二
四

当
を
圧
迫
す
る
と
と
も
に
他
の
債
権
者
に
負
担
を
転
嫁
す
る
こ
と
と
な
る
こ
と
か
ら
、
科
さ
れ
た
者
に
負
担
さ
せ
よ
う
と
す
る
た
め
で

あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る）

10
（

。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
、
罰
金
刑
に
お
い
て
、「
請
求
権
」
や
「
債
権
」
と
い
う
扱
い
が
妥
当
で
あ
る
と
は
言

い
難
い）

11
（

。

　

第
四
に
、
民
事
再
生
法
及
び
会
社
更
生
法
は
、
再
生
手
続
又
は
更
生
手
続
開
始
の
決
定
が
あ
っ
た
と
き
は
、
再
生
手
続
又
は
更
生
手

続
が
終
了
す
る
ま
で
の
間
、
原
則
と
し
て
罰
金
刑
の
刑
の
時
効
（
刑
法
三
二
条
六
号
）
が
進
行
し
な
い
と
定
め
て
い
る
（
民
事
再
生
法

三
九
条
四
項
、
会
社
更
生
法
五
〇
条
一
一
項）

12
（

）。
こ
れ
は
、
国
庫
収
入
の
確
保
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、

私
法
上
の
措
置
に
よ
り
、
私
法
上
の
債
権
と
同
様
に
、
刑
の
時
効
が
停
止
す
る
の
は
不
自
然
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

我
が
国
に
お
い
て
は
、
罰
金
刑
が
あ
た
か
も
民
事
上
の
債
権
や
請
求
権
で
あ
る
か
の
よ
う
な
扱
い
を
な
さ
れ
て
い
る
規
定
が
あ
る
。
ま

た
、
こ
れ
と
関
連
し
て
、
国
庫
収
入
の
増
加
を
図
る
目
的
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。

　

ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
帝
国
刑
法
典
（RStGB

）
三
〇
条
が
相
続
財
産
へ
の
執
行
を
認
め
る
と
と
も
に
、
帝
国
刑
事
訴
訟
規
則

（RStPO

）
四
九
五
条
が
民
事
上
の
諸
原
則
に
従
い
徴
収
・
執
行
を
行
な
う
と
定
め
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
二
〇
世
紀
初
頭
ま
で
、
こ

の
問
題
に
つ
い
て
激
し
い
議
論
が
展
開
さ
れ
た）

13
（

。
以
下
で
は
、
そ
の
議
論
状
況
を
見
て
み
る
こ
と
と
し
た
い
。

　

ま
ず
、
罰
金
刑
は
、
犯
罪
者
及
び
そ
の
人
格
に
対
す
る
も
の
で
は
な
く
、
財
産
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
非
対
人
説
（
非
人
格

説
、U

npersönlichkeitstheorie

）
が
現
れ
た）

14
（

。
こ
の
見
解
は
、
罰
金
刑
を
没
収
の
よ
う
に
犯
罪
者
か
ら
切
り
離
し
、
端
的
に
財
産
に

対
す
る
も
の
で
あ
る
と
と
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
罰
金
刑
の
一
身
専
属
性
（H

öchstpersönlichkeit

）
を
否
定
す
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が

あ
る
。
そ
の
結
果
、
遺
産
へ
の
執
行
を
容
認
す
る
と
と
も
に
、
犯
罪
者
の
経
済
状
態
へ
の
配
慮
が
行
な
わ
れ
に
く
く
な
る
。
他
面
で
、

非
対
人
説
の
論
者
も
不
払
時
の
制
裁
と
し
て
自
由
刑
を
予
定
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
非
対
人
説
に
対
し
て
は）

15
（

、
①
没
収
刑
と
は
異
な

り
、
物
、
財
産
及
び
金
銭
自
体
に
危
険
性
は
な
い
は
ず
で
あ
り
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
②
犯
罪
者
に
よ
り
な
さ
れ
た
犯
罪
行
為
が
前
提
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で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
犯
罪
者
の
人
格
と
切
断
す
る
こ
と
は
お
か
し
い
と
批
判
さ
れ
た
。
ま
た
、
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
③
い
っ
た

ん
犯
罪
者
と
の
関
係
を
切
断
し
て
お
き
な
が
ら
、
不
払
時
に
だ
け
そ
の
関
係
が
復
活
す
る
こ
と
は
妥
当
で
な
い
と
指
摘
さ
れ
た
。
そ
し

て
、
④
一
身
専
属
性
に
反
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
さ
れ
た
。
こ
の
見
解
は
、
条
文
上
認
め
ら
れ
て
い
る
相
続
財
産
へ
の
執
行
を
理

論
的
に
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
以
上
の
よ
う
な
批
判
か
ら
一
九
世
紀
末
ま
で
に
支
持
を
失
っ
て
い
っ
た
。

　

こ
う
し
て
、
罰
金
刑
は
犯
罪
者
及
び
そ
の
人
格
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
対
人
説
（
人
格
説
、Persönlichkeitstheorie

）
が

主
張
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
対
人
説
は
、
罰
金
刑
が
債
務
で
あ
る
と
す
る
債
務
説
（O

bligationstheorie

）
と
、
債
務
で
は
な

く
、
刑
罰
に
純
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
純
粋
刑
罰
説
（Lehre von der reinen Strafnatur der Geldstrafe

）
に
分
か
れ

る
。

　

第
一
に
、
債
務
説
は
、
非
対
人
説
へ
の
批
判
に
応
え
、
罰
金
刑
を
対
人
的
な
も
の
と
観
念
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
債
務
説

は
、
私
法
上
の
債
務
と
見
る
か
否
か
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
二
つ
に
分
か
れ
て
い
た
。

　

ま
ず
、
罰
金
刑
が
犯
罪
者
の
死
亡
に
よ
り
私
法
上
の
債
務
に
変
じ
る
と
観
念
す
る
私
法
上
の
債
務
説
（zivilrechtlichen 

O
bligationstheorie

）
が
主
張
さ
れ
た）

16
（

。
こ
の
見
解
は
、
そ
の
変
容
の
点
を
と
ら
え
て
、
変
形
説
（V

erw
andlungstheorie

）
と
も

呼
ば
れ
る
。
こ
の
見
解
は
、
犯
罪
者
が
死
亡
し
た
場
合
、
自
由
刑
は
執
行
で
き
な
い
が
、
国
家
の
刑
罰
権
を
維
持
す
る
観
点
か
ら
、
罰

金
刑
は
執
行
で
き
る
と
し
て
、
相
続
財
産
へ
の
執
行
を
認
め
う
る
と
す
る
点
に
主
眼
が
あ
っ
た
。
こ
の
見
解
の
根
拠
と
な
っ
た
の
は
、

一
八
三
二
年
八
月
四
日
の
司
法
大
臣
（Justizm

inister

）
の
通
達
（Reskript

）
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
罰
金
刑
の
徴
収
に
お
い
て
、

国
家
が
一
般
の
債
権
者
と
同
じ
よ
う
に
扱
わ
れ
る
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
主
張
に
対
し
て
は）

17
（

、
①
自
由
刑
と
は
異
な
り
、
執
行
は
別
個

の
手
続
で
あ
り
、
判
決
確
定
時
に
国
家
に
財
産
が
帰
属
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
は
ず
だ
と
批
判
さ
れ
た
。
ま
た
、
②
一
八
六
八
年
に

債
務
拘
禁
が
廃
止
さ
れ
て
お
り
、
不
払
時
に
は
代
替
自
由
刑
が
科
さ
れ
る
点
と
も
相
容
れ
な
い
と
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
③
こ
の
時
期
に



 

二
二
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な
る
と
、
相
続
財
産
へ
の
執
行
そ
れ
自
体
が
問
題
視
さ
れ
、
相
続
財
産
へ
の
執
行
は
一
身
専
属
性
や
個
人
責
任
の
原
則
に
反
す
る
と
指

摘
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
④
相
続
財
産
へ
の
執
行
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
は
犯
罪
者
の
財
産
自
体
に
危
険
性
を
認
め
る
も
の
で
あ
っ
て
、

非
対
人
説
と
変
わ
り
が
な
い
と
さ
れ
、
こ
の
見
解
も
徐
々
に
支
持
者
を
失
う
こ
と
と
な
っ
た
。

　

こ
う
し
て
、
私
法
上
の
債
務
性
が
否
定
さ
れ
る
一
方
で
、
罰
金
刑
か
ら
の
収
入
の
国
家
財
政
へ
の
寄
与
を
重
視
し
、
犯
罪
者
に
対
す

る
国
家
の
請
求
権
と
と
ら
え
る
公
法
上
の
債
務
説
（publizistischen O

bligationstheorie

）
が
登
場
し
た）

18
（

。
こ
の
見
解
は
、
私
法
上

の
債
務
と
は
観
念
し
な
い
た
め
相
続
財
産
へ
の
執
行
は
許
さ
れ
な
い
と
し
つ
つ
、
刑
罰
と
し
て
の
強
制
力
を
維
持
し
国
庫
収
入
を
重
視

す
る
観
点
か
ら
一
身
専
属
性
に
こ
だ
わ
ら
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
主
張
に
対
し
て
は）

19
（

、
①
国
家
財
政
へ
の
寄
与
は
、
反
射

的
効
果
に
す
ぎ
ず
、
こ
れ
自
体
が
目
的
と
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
指
摘
さ
れ
た
。
ま
た
、
②
個
人
責
任
の
原
則
か
ら
、
罰
金
刑
の
感

銘
力
を
維
持
し
て
家
族
な
ど
の
他
の
者
に
負
担
を
課
さ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、
犯
罪
者
自
身
か
ら
の
剥
奪
が
重
視
さ
れ
る
べ
き
で
あ

っ
て
、
一
身
専
属
性
を
貫
徹
す
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
③
罰
金
刑
の
量
定
に
お
い
て
行
為
者
の
経
済
状
態
を

斟
酌
す
る
こ
と
が
既
に
こ
の
時
期
に
は
強
く
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
た
め）

20
（

、
一
身
専
属
性
が
弛
緩
す
る
と
こ
の
斟
酌
を
行
な

う
意
味
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
主
張
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
④
そ
も
そ
も
、
罰
金
刑
か
ら
国
家
に
生
じ
る
の
は
、
刑
罰
を
執
行
す
る
義

務
で
あ
っ
て
、
金
銭
の
請
求
権
と
観
念
す
る
こ
と
が
失
当
で
あ
る
と
批
判
さ
れ
た
。

　

か
く
し
て
、
二
〇
世
紀
に
な
る
と
、
罰
金
刑
の
執
行
が
刑
事
実
体
法
や
刑
事
手
続
法
で
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
や
、
第
三

者
に
よ
る
支
払
や
相
続
財
産
へ
の
執
行
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
と
の
立
場
か
ら
、
帝
国
刑
法
典
や
帝
国
刑
事
訴
訟
規
則
の
規
定
と
の

齟
齬
が
存
在
す
る
も
の
の
、
債
務
で
は
な
く
、
自
由
刑
と
並
ぶ
刑
罰
の
性
質
の
み
を
持
つ
と
す
る
純
粋
刑
罰
説
が
一
般
に
支
持
さ
れ
る

こ
と
と
な
っ
た）

21
（

。

　

こ
う
し
た
議
論
の
中
で
、
ド
イ
ツ
帝
国
裁
判
所
は
、
罰
金
刑
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
、
そ
の
立
場
を
明
確
に
し
て
い
た
と
は
言
い
難
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い
。
す
な
わ
ち
、
罰
金
刑
の
刑
罰
的
害
悪
は
刑
罰
目
的
の
た
め
の
手
段
と
し
て
の
み
用
い
ら
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
国
庫
や
個
々
の
財

産
の
観
点
は
捨
象
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
指
摘
し
た
も
の
の
、
積
極
的
に
純
粋
刑
罰
説
を
採
用
す
る
こ
と
を
明
言
す
る
こ
と
は
な
か
っ

た
の
で
あ
る）

22
（

。
そ
の
後
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
前
後
に
は
、
法
的
性
質
を
巡
る
争
い
は
鎮
静
化
し
た
が
、
依
然
と

し
て
公
法
上
の
請
求
権
と
い
う
性
格
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ナ
チ
ス
＝
ド
イ
ツ
に
よ
る
資
産
剥
奪
の
濫
用
の
経
験

か
ら
、
相
続
財
産
の
よ
う
な
資
産
を
対
象
と
し
て
国
庫
収
入
を
増
や
す
こ
と
に
は
、
抵
抗
感
が
強
い
よ
う
で
あ
る）

23
（

。
ま
た
、
第
二
章
で

検
討
し
た
よ
う
に
、
刑
罰
で
あ
れ
ば
、
実
体
的
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
（substantive due process

）
の
観
点
か
ら
、
一
身
専
属
性
を

前
提
に
、
過
度
の
法
益
剥
奪
と
な
ら
な
い
よ
う
、
犯
罪
者
の
事
情
、
特
に
経
済
状
態
に
適
合
し
た
罰
金
額
が
量
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
減
額
す
る
こ
と
な
く
全
額
の
支
払
を
求
め
る
債
務
説
の
性
質
は
併
存
し
え
な
い
と
考
え
ら
れ
る）

24
（

。

　

以
上
の
よ
う
な
学
説
の
内
容
か
ら
す
る
と
、
先
に
紹
介
し
た
我
が
国
の
一
部
の
規
定
は
、
公
法
上
の
債
務
説
に
立
っ
た
規
定
と
考
え

ら
れ
、
純
粋
刑
罰
説
と
は
相
容
れ
な
い
。
相
続
財
産
へ
の
執
行
、
合
併
後
の
法
人
へ
の
承
継
、
破
産
法
な
ど
に
お
け
る
「
請
求
権
」
や

「
債
権
」
と
し
て
の
扱
い
、
民
事
再
生
手
続
又
は
会
社
更
生
手
続
開
始
決
定
に
よ
る
罰
金
刑
の
刑
の
時
効
の
停
止
は
い
ず
れ
も
刑
罰
と
し

て
の
性
質
を
歪
め
る
も
の
で
あ
り
、
不
当
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
目
的
と
し
て
し
ば
し
ば
挙
げ
ら
れ
る
国
庫
収
入
の
増
加
を
図
る
目
的

を
重
視
す
る
こ
と
は
、
一
身
専
属
性
を
没
却
し
て
個
人
責
任
の
原
則
を
掘
り
崩
す
こ
と
に
な
り
か
ね
ず
、
妥
当
で
な
い
と
考
え
る
べ
き

で
あ
る
。

　

明
治
一
四
年
（
一
八
八
一
年
）
に
布
告
さ
れ
た
旧
刑
法
附
則
は
、
刑
罰
の
一
身
専
属
性
を
理
由
に）

25
（

、
罰
金
刑
を
完
納
す
る
前
に
犯
罪

者
が
死
亡
し
た
場
合
に
相
続
人
を
含
め
た
他
の
者
か
ら
徴
収
し
な
い
旨
を
明
確
に
し
て
い
た
（
同
附
則
二
〇
條）

26
（

）。
こ
の
規
定
は
、
一
九

世
紀
末
に
既
に
我
が
国
で
純
粋
刑
罰
説
が
支
配
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る）

27
（

。
理
論
的
に
妥
当
な
純
粋
刑
罰
説
を
貫
徹
し
、
こ
れ

に
反
す
る
諸
規
定
は
一
掃
す
べ
き
で
あ
る
。
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以
上
の
よ
う
に
、
罰
金
刑
は
、
私
法
上
の
債
務
な
ど
と
同
様
に
、
属
人
的
な
も
の
で
あ
る
点
で
共
通
す
る
も
の
の
、
債
務
の
性
質
を

全
く
有
さ
ず
、
刑
罰
と
し
て
の
性
質
だ
け
を
有
す
る
点
で
異
な
る
。
そ
し
て
、
刑
罰
と
し
て
の
性
質
か
ら
、
実
体
的
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ

ス
や
犯
罪
者
に
加
え
ら
れ
る
法
益
剥
奪
の
程
度
に
着
目
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
た
め
、
犯
罪
者
の
事
情
、
特
に
経
済
状
態
が
斟
酌
さ

れ
て
量
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
続
い
て
、
罰
金
刑
の
目
的
を
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

第
三
節　

罰
金
刑
の
目
的

　

で
は
、
罰
金
刑
の
目
的
は
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
先
に
取
り
上
げ
た
、
①
国
庫
収
入
の
増
加
を
図
る
目
的
の
ほ
か
、

罰
金
刑
が
純
粋
な
刑
罰
と
し
て
の
性
質
を
有
す
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
自
由
刑
や
没
収
刑
な
ど
と
同
様
の
目
的
を
考
え
る
こ
と
が
で
き

な
い
か
、
問
題
と
な
る
。
具
体
的
に
は
、
②
改
善
・
更
生
・
社
会
復
帰
の
目
的
、
③
抑
止
・
威
嚇
の
目
的
、
④
応
報
・
報
復
の
目
的
、

⑤
危
険
性
の
除
去
の
目
的
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
、
既
に
見
た
よ
う
に
、
①
国
庫
収
入
の
増
加
を
図
る
目
的
を
前
面
に
押
し
出
す

こ
と
は
、
一
身
専
属
性
の
観
点
か
ら
妥
当
で
な
い
。
そ
こ
で
、
②
か
ら
⑤
の
目
的
を
順
に
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

　

ま
ず
、
②
罰
金
刑
に
改
善
・
更
生
・
社
会
復
帰
の
目
的
を
持
た
せ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
代
表
的
な
論
者
と
し
て
、
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ

ル
ガ
ー
（W
ürtenberger

）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
ず
、
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ガ
ー
は
、
改
善
・
更
生
・
社
会
復
帰
の
目
的
を
達
成
す
る
た

め
に
は
、
罰
金
刑
の
感
銘
力
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
方
策
を
検
討
す
る
。
す
な
わ
ち
、
短
期
自
由
刑
の
弊

害
を
回
避
し
、
罰
金
刑
の
適
用
領
域
を
拡
大
す
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る）

28
（

。
そ
し
て
、
罰
金
刑
を
有
効
な
刑
罰
と
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
こ
と
か
ら
罰
金
刑
の
刑
罰
的
害
悪
を
行
為
者
人
格
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
に
適
合
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、
個
々
の
犯
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罪
者
の
経
済
的
・
社
会
的
状
態
、
さ
ら
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
人
的
及
び
環
境
的
な
状
態
を
も
考
慮
し
て
、
罰
金
刑
を
量
定
し
な
れ
ば
な
ら

な
い
と
し
た）

29
（

。
な
お
、
そ
の
際
、
そ
の
行
為
者
が
吝
嗇
で
あ
る
か
ど
う
か
、
浪
費
的
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
罰
金

刑
の
感
銘
力
が
異
な
る
こ
と
と
な
り
、
こ
の
よ
う
な
心
理
的
要
素
を
全
く
無
視
し
て
し
ま
う
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
一
般
に
外
形
的
・

客
観
的
視
点
か
ら
判
断
す
る
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
た）

30
（

。
具
体
的
に
は
、
収
入
及
び
財
産
だ
け
で
な
く
、
扶
養
義
務
、
税
負
担
、
そ
の
他

の
債
務
負
担
、
家
族
状
態
、
職
業
、
何
ら
か
の
利
得
の
可
能
性
、
年
齢
、
健
康
及
び
労
働
能
力
に
加
え
て
、
経
済
危
機
、
イ
ン
フ
レ
ー

シ
ョ
ン
、
景
気
、
失
業
率
な
ど
の
よ
う
な
一
般
的
な
社
会
的
及
び
経
済
的
現
象
を
も
考
慮
し
て
量
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た）

31
（

。

こ
の
よ
う
な
因
子
を
考
慮
に
入
れ
て
正
確
に
量
定
す
る
た
め
、
当
時
既
に
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
や
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
で
導
入
さ
れ
て
い
た
日
数

罰
金
制
度
（T

agesbußen
）
を
導
入
す
る
べ
き
で
あ
る
と
し
た）

32
（

。
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
に
、
罰
金
刑
の
感
銘
力
を
高
め
る
方
策
を

と
っ
た
と
し
て
も
、
自
由
刑
と
は
異
な
り
、
継
続
的
持
続
的
な
教
育
の
過
程
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
変
わ
り
が
な
い
た
め
、

改
善
効
果
が
低
い
こ
と
は
認
め
る）

33
（

。
し
か
し
、
犯
罪
者
が
罰
金
刑
を
支
払
う
た
め
に
、
何
ら
か
の
利
益
を
断
念
し
た
り
、
そ
の
金
銭
資

産
を
倹
約
し
よ
う
と
し
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
改
善
効
果
が
全
く
生
じ
な
い
わ
け
で
は
な
い
と
す
る）

34
（

。
例
え
ば
、
少
年
に
対
し
て

罰
金
刑
が
賦
科
さ
れ
、
分
割
払
（
分
納
）
が
保
護
観
察
（Schutzaufsicht

）
や
損
害
回
復
（W

iedergutm
achung

）
と
結
び
付
け

ら
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
改
善
効
果
が
可
視
的
な
も
の
と
な
る
と
す
る）

35
（

。

　

我
が
国
に
お
い
て
も
、
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ガ
ー
の
影
響
を
受
け
、
罰
金
刑
に
改
善
・
更
生
・
社
会
復
帰
の
目
的
を
持
た
せ
る
た
め
、

無
定
量
の
罰
金
刑
を
導
入
す
る
べ
き
と
す
る
見
解
が
あ
る）

36
（

。
こ
れ
は
、
犯
罪
者
に
改
善
・
更
生
・
社
会
復
帰
の
効
果
が
生
ず
る
ま
で
、

定
期
的
な
金
銭
の
剥
奪
を
続
け
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
て
、
不
定
期
刑
に
倣
っ
た
も
の
で
あ
る）

37
（

。

　

こ
れ
ら
の
見
解
は
、
罰
金
刑
と
自
由
刑
の
目
的
を
同
一
に
考
え
、
改
善
・
更
生
・
社
会
復
帰
の
目
的
を
持
た
せ
よ
う
と
す
る
。
そ
し

て
、
自
由
刑
同
様
に
、
罰
金
刑
の
賦
科
段
階
よ
り
も
徴
収
・
執
行
段
階
を
重
視
し
、
改
善
・
更
生
・
社
会
復
帰
の
目
的
を
持
た
せ
よ
う



 

二
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と
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
す
な
わ
ち
、
自
由
刑
の
執
行
段
階
に
お
け
る
刑
事
施
設
へ
の
収
容
及
び
処
遇
と
、
罰
金
刑
に
お
け
る

金
銭
の
支
払
を
同
視
し
、
い
ず
れ
か
ら
も
改
善
効
果
が
生
じ
る
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
発
想
は
、
特
に
無
定
量
の
罰
金
刑
の
主

張
に
顕
著
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
犯
罪
者
の
経
済
状
態
を
斟
酌
し
た
額
の
支
払
に
留
め
る
こ
と
で
、
過
度
の
法
益
剥
奪
を
防

ぎ
、
社
会
復
帰
を
困
難
に
す
る
こ
と
を
回
避
す
る
と
い
う
側
面
も
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
罰
金
刑
は
、
自
由
刑
と
は
継
続
性
や
持
続
性
の
点
で
異
な
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
執
行
段
階
に
お
い
て
、
自
由
刑
の
場
合
、

一
定
期
間
、
自
由
と
い
う
法
益
の
剥
奪
が
継
続
し
て
な
さ
れ
る
の
に
対
し
、
罰
金
刑
の
場
合
、
法
益
剥
奪
が
一
回
的
で
あ
り
、
継
続
性

や
持
続
性
が
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
分
割
払
が
な
さ
れ
る
場
合
も
同
じ
で
あ
り
、
毎
回
の
支
払
の
際
に
法
益
剥
奪
が
単
発
的
に
生
じ
て

い
る
に
す
ぎ
な
い
。
従
っ
て
、
自
由
刑
が
「
線
」
の
制
裁
で
あ
る
の
に
対
し
、
罰
金
刑
は
「
点
」
の
制
裁
で
あ
る
と
言
え
る
。
罰
金
刑

の
分
割
払
の
場
合
に
は
、「
点
」
が
複
数
あ
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
や
は
り
、「
線
」
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
複
数
回
の
支
払
を
求
め
る
無

定
量
の
罰
金
刑
も
同
様
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
自
由
刑
の
場
合
、
処
遇
を
行
な
う
時
間
や
機
会
が
存
在
す
る
た
め
改
善
・
更
生
・
社
会

復
帰
の
目
的
を
観
念
す
る
余
地
が
生
じ
や
す
い
の
に
対
し
て
、
罰
金
刑
の
場
合
、
こ
の
よ
う
な
時
間
や
機
会
が
乏
し
い
た
め）

38
（

ヴ
ュ
ル
テ

ン
ベ
ル
ガ
ー
も
認
め
た
よ
う
に
改
善
・
更
生
・
社
会
復
帰
の
目
的
を
観
念
し
難
い
。
そ
も
そ
も
、
金
銭
の
支
払
に
よ
り
、
積
極
的
な
改

善
効
果
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
せ
い
ぜ
い
許
さ
れ
な
い
行
為
で
あ
る
こ
と
を
公
的
に
認
定
し
て
、
再
発
防
止
を
求
め

る
訓
戒
刑
（D

enkzettelstrafe

）
の
よ
う
に
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
に
留
ま
る）

39
（

。
し
か
も
、
純
粋
刑
罰
説
を
前
提
と
す
る
以
上
、

罰
金
刑
の
場
合
、
自
由
刑
と
は
異
な
り
、
犯
罪
者
の
経
済
状
態
を
理
由
に
罰
金
額
全
額
の
徴
収
・
執
行
が
で
き
な
い
こ
と
も
少
な
く
な

い
。
そ
の
た
め
、
財
産
的
制
裁
に
改
善
・
更
生
・
社
会
復
帰
の
目
的
を
持
た
せ
よ
う
と
す
れ
ば
、
継
続
性
や
持
続
性
の
あ
る
他
の
刑
事

制
裁
や
働
き
か
け
を
付
加
的
に
利
用
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
例
え
ば
、
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ガ
ー
が
提
案
す
る
保
護
観
察
の
併
科
が
挙
げ
ら

れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
他
の
刑
事
制
裁
を
併
科
す
る
こ
と
と
な
れ
ば
、
新
た
な
法
益
剥
奪
や
負
担
を
犯
罪
者
に
強
制
す
る
こ
と



第
七
章　

罰
金
刑
の
目
的 

二
三
一

と
な
っ
て
し
ま
う
。
ま
た
、
そ
も
そ
も
、
こ
の
よ
う
な
目
的
は
、
付
加
さ
れ
る
刑
事
制
裁
に
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
罰
金
刑
自
体

に
は
存
在
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
念
が
払
拭
で
き
な
い
。
し
か
も
、
無
定
量
の
罰
金
刑
は
、
論
者
自
身
も
認
め
る
よ
う
に
、

罪
刑
法
定
主
義
違
反
と
の
批
判
を
免
れ
え
な
い）

40
（

。
従
っ
て
、
罰
金
刑
に
改
善
・
更
生
・
社
会
復
帰
の
目
的
を
設
定
す
る
こ
と
は
妥
当
で

な
い
。

　

次
に
、
③
抑
止
・
威
嚇
の
目
的
は
ど
う
か
。
前
出
の
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ガ
ー
は
、
特
に
利
欲
犯
の
場
合
、
犯
罪
行
為
か
ら
得
ら
れ
た

利
益
を
超
え
る
罰
金
額
を
犯
罪
者
に
支
払
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
犯
罪
者
に
と
っ
て
の
費
用
便
益
が
悪
化
す
る
た
め
、
抑
止
・
威
嚇
の

目
的
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る）

41
（

。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
連
邦
最
高
裁
判
所
も
、
同
様
の
考
え
方
を
と
る）

42
（

。
こ
う
し
た
見
解
も
、

②
改
善
・
更
生
・
社
会
復
帰
の
目
的
と
同
様
に
、
罰
金
刑
の
賦
科
段
階
よ
り
も
徴
収
・
執
行
段
階
を
重
視
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。

な
ぜ
な
ら
、
犯
罪
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
利
益
と
い
う
「
便
益
」
を
上
回
る
金
銭
の
支
払
と
い
う
「
費
用
」
が
賦
科
さ
れ
、
犯
罪
者
に
よ

り
実
際
に
支
払
わ
れ
て
初
め
て
、
抑
止
・
威
嚇
と
い
う
目
的
に
適
う
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
そ
も
そ
も
、
検
挙
さ
れ
、
訴
追
さ
れ
る
事
件
は
、
実
際
に
発
生
し
て
い
る
事
件
の
一
部
で
あ
り
、
犯
罪
者
が
必
ず
し
も
「
費

用
」
と
し
て
罰
金
刑
を
賦
科
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
賦
科
さ
れ
る
場
合
に
は
、
抑
止
・
威
嚇
効
果
を
高
め
る
た

め
、
犯
罪
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
利
益
に
比
し
て
罰
金
額
が
高
額
化
す
る
可
能
性
が
高
い
。
実
際
に
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
は
、
特
に
企

業
犯
罪
に
お
い
て
そ
の
傾
向
が
強
く
看
取
で
き
る）

43
（

。
し
か
し
、
抑
止
・
威
嚇
の
た
め
に
、
罪
刑
の
均
衡
を
著
し
く
失
す
る
ほ
ど
重
い
罰

金
刑
を
賦
科
し
て
徴
収
・
執
行
す
る
こ
と
は
、
純
粋
な
刑
罰
と
し
て
の
罰
金
刑
の
法
的
性
質
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い）

44
（

。
す
な
わ
ち
、
実
体

的
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
の
観
点
か
ら
も
、
責
任
主
義
の
観
点
か
ら
も
、
妥
当
で
な
い
。
ま
た
、
逆
に
、
犯
罪
者
の
経
済
状
態
を
理
由
に
、

罰
金
額
全
額
の
徴
収
・
執
行
が
で
き
な
い
こ
と
も
少
な
く
な
く
、
犯
罪
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
利
益
を
下
回
る
額
し
か
徴
収
・
執
行
で
き

な
い
可
能
性
も
多
分
に
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
も
そ
も
、
後
述
の
よ
う
に
、
犯
罪
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
利
益
を
没
収
刑
な
ど
で
は
な
く
罰
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金
刑
で
剥
奪
す
る
こ
と
に
は
財
産
的
制
裁
の
役
割
分
担
の
観
点
か
ら
疑
問
が
残
る
。
従
っ
て
、
抑
止
・
威
嚇
の
目
的
は
、
不
適
切
で
あ

り
、
し
か
も
、
制
約
を
受
け
る
蓋
然
性
が
高
い
と
言
え
る
た
め
、
罰
金
刑
に
抑
止
・
威
嚇
の
目
的
を
設
定
す
る
こ
と
は
妥
当
で
な
い
。

　

続
い
て
、
④
応
報
・
報
復
の
目
的
は
ど
う
か
。
こ
の
見
解
は
、
行
為
責
任
に
対
応
す
る
罰
金
額
を
賦
科
し
、
徴
収
・
執
行
を
行
な
い
、

犯
罪
者
に
財
産
的
苦
痛
を
与
え
る
こ
と
を
目
指
す
。
罰
金
刑
が
一
回
的
な
支
払
を
特
徴
と
す
る
こ
と
か
ら
、
犯
罪
処
理
と
し
て
利
用
し

よ
う
と
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
見
解
も
、
②
改
善
・
更
生
・
社
会
復
帰
の
目
的
や
③
抑
止
・
威
嚇
の
目
的
と
同
様
に
、
罰
金
刑
の
賦

科
段
階
よ
り
も
徴
収
・
執
行
段
階
を
重
視
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。

　

し
か
し
、
こ
こ
で
も
ま
た
、
純
粋
な
刑
罰
と
い
う
性
質
か
ら
、
犯
罪
者
の
経
済
状
態
を
理
由
に
罰
金
額
全
額
の
徴
収
・
執
行
が
で
き

な
い
こ
と
も
少
な
く
な
く
、
行
為
責
任
を
下
回
る
額
し
か
徴
収
・
執
行
で
き
な
い
可
能
性
も
少
な
く
な
い
。
応
報
・
報
復
の
目
的
の
方

向
性
は
、
妥
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
の
、
か
か
る
目
的
は
制
約
を
受
け
る
蓋
然
性
が
高
い
と
言
え
る
た
め
、
罰
金
刑
に
応
報
・

報
復
の
目
的
を
設
定
す
る
こ
と
は
不
適
切
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
⑤
危
険
性
の
除
去
の
目
的
は
ど
う
か
。
こ
の
見
解
は
、
犯
罪
者
が
犯
罪
か
ら
得
ら
れ
た
金
銭
や
財
産
を
所
有
し
続
け
、

そ
の
金
銭
や
財
産
が
新
た
な
害
悪
の
惹
起
に
利
用
さ
れ
る
危
険
性
を
な
く
す
た
め
、
犯
罪
者
か
ら
そ
う
し
た
金
銭
を
剥
奪
す
る
必
要
が

あ
る
と
し
、
そ
の
剥
奪
の
手
段
と
し
て
罰
金
刑
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
罰
金
刑
に
保
安
処
分
的
性
質
を
持
た
せ
る
も
の

で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
見
解
も
、
②
改
善
・
更
生
・
社
会
復
帰
の
目
的
、
③
抑
止
・
威
嚇
の
目
的
、
④
応
報
・
報
復
の
目
的
と
同
様

に
、
罰
金
刑
の
賦
科
段
階
よ
り
も
徴
収
・
執
行
段
階
を
重
視
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。

　

し
か
し
、
金
銭
は
、
本
来
、
価
値
中
立
的
な
も
の
で
あ
り
、
金
銭
に
危
険
性
を
観
念
す
る
こ
と
は
お
か
し
い
。
そ
も
そ
も
、
こ
の
よ

う
な
発
想
は
、
罰
金
刑
の
法
的
性
質
を
非
対
人
説
に
立
っ
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
許
さ
れ
な
い
。
第
四
章
で
論
じ
た
よ

う
に
、
犯
罪
か
ら
得
ら
れ
た
金
銭
や
財
産
の
剥
奪
は
、
没
収
刑
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
見
解
は
、
罰
金
刑
と
没
収
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刑
を
混
同
し
て
い
る
た
め
、
不
当
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
見
解
が
主
張
さ
れ
る
の
は
、
没
収
刑
の
場
合
、
対
象
と
な
る
金
銭
や
財
産
が

犯
罪
か
ら
得
ら
れ
た
こ
と
を
立
証
す
る
よ
う
求
め
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
そ
の
立
証
が
困
難
で
あ
っ
た
り
手
間
が
か
か
っ
た
り
す
る
た

め
、
そ
の
よ
う
な
立
証
の
不
要
な
罰
金
刑
に
そ
の
役
割
を
代
替
さ
せ
よ
う
と
す
る
意
図
か
ら
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
日
数
罰
金
制
度
に
お

い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
意
図
を
実
現
す
る
た
め
に
、
日
数
を
特
別
に
多
く
算
定
す
る
こ
と
で
修
正
を
図
る
し
か
な
い
が
、
行
為
責
任
を

正
確
に
反
映
し
た
も
の
と
は
言
え
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
不
適
切
で
あ
る
と
い
う
問
題
も
生
じ
る）

45
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
利

用
は
潜
脱
的
な
も
の
で
あ
る
上
、
後
述
の
よ
う
に
、
な
ぜ
そ
の
金
額
が
賦
科
さ
れ
て
財
産
が
剥
奪
さ
れ
る
の
か
を
不
明
確
に
し
て
し
ま

う
た
め
、
や
は
り
首
肯
で
き
な
い
。
従
っ
て
、
危
険
性
の
除
去
の
目
的
は
、
罰
金
刑
に
本
来
的
に
設
定
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、

罰
金
刑
に
危
険
性
の
除
去
の
目
的
を
設
定
す
る
こ
と
は
不
適
切
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
①
国
庫
収
入
の
増
加
を
図
る
目
的
、
②
改
善
・
更
生
・
社
会
復
帰
の
目
的
、
③
抑
止
・
威
嚇
の
目
的
、
④
応
報
・

報
復
の
目
的
、
⑤
危
険
性
の
除
去
の
目
的
は
、
い
ず
れ
も
罰
金
刑
の
目
的
と
し
て
不
適
切
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
ど
の
よ
う
な
目
的
が

望
ま
し
い
の
か
、
自
由
刑
と
比
較
し
つ
つ
、
罰
金
刑
の
特
質
か
ら
考
察
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

　

罰
金
刑
の
場
合
、
自
由
刑
と
は
異
な
り
、
法
益
剥
奪
の
評
価
単
位
は
金
銭
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
金
銭
の
性
質
を
考
え
る
と
、
⑴
金
銭

に
は
個
々
の
質
的
差
異
が
な
く
、
価
値
尺
度
と
し
て
そ
れ
自
体
完
全
に
中
立
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
金
銭
は
、
そ
の
所
有
者
・
占
有
者

と
の
主
観
的
な
関
係
が
切
断
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
一
定
の
金
銭
の
量
は
、
誰
に
と
っ
て
も
同
じ
財
産
的
価
値
と
し
て
存
在
す
る）

46
（

。

そ
れ
ゆ
え
、
金
銭
の
場
合
、
そ
の
相
対
的
な
程
度
よ
り
も
絶
対
量
が
注
目
さ
れ
や
す
く
、
犯
罪
者
に
も
被
害
者
に
も
一
般
国
民
に
も
明

瞭
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
一
万
円
は
、
貧
し
い
者
に
と
っ
て
も
豊
か
な
者
に
と
っ
て
も
、
そ
の
財
産
に
お
け
る
割
合
は
異
な
る
も
の

の
一
万
円
の
絶
対
的
な
価
値
が
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
が
な
く
、
そ
の
絶
対
的
な
価
値
が
重
視
さ
れ
、
明
瞭
で
あ
る
。
ま
た
、
⑵
金
銭

は
何
ら
か
の
対
象
の
た
め
の
純
粋
な
手
段
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
使
途
が
限
定
さ
れ
ず
、
そ
の
利
用
の
時
期
も
制
約
さ
れ
な
い）

47
（

。
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こ
れ
に
対
し
て
、
自
由
刑
の
場
合
、
法
益
剥
奪
の
評
価
単
位
は
時
間
で
あ
る
。
⑴
時
間
に
は
個
人
ご
と
に
質
的
差
異
が
あ
り
、
価
値

尺
度
と
し
て
中
立
で
あ
る
と
言
い
難
い
。
す
な
わ
ち
、
時
間
は
、
金
銭
と
は
異
な
り
、
そ
の
主
体
と
の
主
観
的
な
関
係
が
維
持
さ
れ
て

い
る
。
そ
し
て
、
主
体
の
年
齢
、
職
業
、
社
会
的
地
位
な
ど
の
状
況
に
よ
り
、
客
観
的
に
過
ご
す
量
が
同
じ
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ

が
過
ご
す
内
容
の
濃
密
さ
は
異
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
時
間
の
場
合
、
絶
対
量
が
ど
の
程
度
の
重
さ
を
有
し
て
い
る
の
か
、
犯
罪

者
に
も
被
害
者
に
も
一
般
国
民
に
も
不
明
瞭
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
一
四
歳
の
者
と
四
〇
歳
の
者
と
七
〇
歳
の
者
と
で
は
、
同
じ
一

年
間
で
も
そ
の
重
み
が
異
な
り
、
一
年
間
が
長
い
と
評
価
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
一
年
間
と
い
う
量
だ
け
か
ら
は
明
瞭
で
な
い
。
ま
た
、

⑵
時
間
は
、
主
体
の
意
思
に
無
関
係
に
経
過
す
る
。
す
な
わ
ち
、
時
間
に
は
、
利
用
の
時
期
の
自
由
が
存
在
し
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
、
時
間
と
比
較
す
る
と
、
⑴
金
銭
は
、
所
有
者
や
占
有
者
ご
と
の
質
的
差
異
が
な
く
、
そ
の
絶
対
量
が
注
目
さ
れ
や
す

く
、
明
瞭
で
あ
る
と
い
う
優
れ
た
点
を
有
し
て
い
る
。
ま
た
、
⑵
処
分
方
法
や
処
分
時
期
の
自
由
度
が
高
く
、
犯
罪
者
に
過
度
の
負
担

を
与
え
ず
に
す
む
と
い
う
特
徴
が
存
在
す
る
。
そ
こ
で
、
罰
金
刑
の
目
的
を
設
定
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
金
銭
の
こ
れ
ら
の
長
所
を
活

か
す
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
⑴
金
銭
の
場
合
、
絶
対
量
が
注
目
さ
れ
や
す
く
、
明
瞭
で
あ
る
と
い
う
特
質
を
踏
ま
え
て
、

罰
金
刑
は
、
犯
罪
者
に
も
、
被
害
者
に
も
、
一
般
国
民
に
も
明
瞭
な
金
額
の
形
で
、
行
為
責
任
の
量
を
表
示
・
表
現
す
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
べ
き
で
あ
る
（
⑥
表
示
・
表
現
目
的
）。
行
為
責
任
の
量
を
表
示
・
表
現
す
る
こ
と
に
よ
り
、
犯
罪
者
に
と
っ
て
は
、
自
己
の
惹

起
し
た
結
果
の
重
大
性
を
認
識
す
る
こ
と
が
容
易
と
な
り
、
改
善
・
更
生
・
社
会
復
帰
の
契
機
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
被
害

者
や
一
般
国
民
に
と
っ
て
は
、
被
害
や
犯
罪
の
重
大
性
が
公
的
に
わ
か
り
や
す
く
認
定
さ
れ
る
こ
と
で
、
刑
事
司
法
運
営
に
納
得
し
、

刑
事
司
法
機
関
へ
の
信
頼
が
醸
成
さ
れ
う
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
罰
金
刑
の
賦
科
段
階
に
着
目
し
、
第
二
章
及
び
第
三
章
で
検
討
し
た

よ
う
に
、
被
害
弁
償
命
令
や
費
用
支
払
命
令
と
同
様
に
、
賦
科
自
体
に
意
義
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。
賦
科
段
階
を
重
視
し
て
こ
の
よ

う
な
目
的
を
設
定
す
れ
ば
、
罰
金
刑
に
お
い
て
も
ま
た
、
犯
罪
者
の
事
情
に
よ
っ
て
徴
収
・
執
行
が
で
き
な
い
場
合
に
も
罰
金
刑
が
そ
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の
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
。

　

も
っ
と
も
、
⑵
処
分
方
法
や
処
分
時
期
の
自
由
度
が
高
く
、
犯
罪
者
に
過
度
の
負
担
を
与
え
る
こ
と
を
回
避
で
き
る
と
い
う
特
質
と
、

純
粋
な
刑
罰
と
い
う
性
質
か
ら
実
体
的
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
や
犯
罪
者
に
加
え
ら
れ
る
法
益
剥
奪
の
程
度
に
着
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
要
請
を
踏
ま
え
て
、
犯
罪
者
の
事
情
、
特
に
経
済
状
態
を
斟
酌
し
て
実
際
の
支
払
額
が
決
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す

な
わ
ち
、
行
為
責
任
の
量
に
応
じ
た
額
を
何
ら
の
制
約
な
く
徴
収
・
執
行
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
徴
収
・
執
行
段
階
に
お
い
て
、

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
④
応
報
・
報
復
の
目
的
を
貫
徹
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
犯
罪
者
の
事
情
、
特
に
経
済
状
態
か
ら
制
約
を
受
け

る
。

　

従
っ
て
、
罰
金
刑
の
目
的
は
、
賦
科
段
階
に
お
い
て
犯
罪
者
の
行
為
責
任
の
量
を
表
示
・
表
現
す
る
こ
と
と
、
徴
収
・
執
行
段
階
に

お
い
て
犯
罪
者
の
事
情
を
考
慮
し
て
可
能
な
範
囲
で
応
報
・
報
復
を
達
成
す
る
こ
と
に
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
賦

科
段
階
の
表
示
・
表
現
目
的
が
罰
金
刑
の
目
的
と
し
て
重
視
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
罰
金
刑
の
目
的
を
考
え
れ
ば
、
罰
金
刑
の
不
払
に
対
し
て
、
そ
の
完
納
に
相
当
す
る
程
度
の
処
分
を
代
替
的
に
賦
科
す

る
必
要
は
乏
し
く
な
る
。
平
成
二
年
（
一
九
九
〇
年
）
か
ら
平
成
五
年
（
一
九
九
三
年
）
に
か
け
て
開
催
さ
れ
た
法
制
審
議
会
刑
事
法

部
会
財
産
刑
検
討
小
委
員
会
に
お
い
て
、
労
役
場
留
置
の
代
替
と
し
て
社
会
奉
仕
命
令
の
導
入
が
検
討
さ
れ
た）

48
（

。
ま
た
、
近
時
、
罰
金

刑
の
代
替
処
分
と
し
て
、
社
会
奉
仕
活
動
を
活
用
し
よ
う
と
す
る
見
解
も
唱
え
ら
れ
て
い
る）

49
（

。
し
か
し
、
社
会
奉
仕
命
令
や
社
会
奉
仕

活
動
に
は
、
サ
ー
ヴ
ィ
ス
の
受
け
手
の
安
全
確
保
及
び
同
意
の
問
題
や）

50
（

、
高
齢
者
や
障
害
者
の
雇
用
や
自
立
支
援
の
機
会
を
奪
っ
て
し

ま
い
か
ね
な
い
と
い
う
問
題
が
存
在
す
る
。
ま
た
、
社
会
奉
仕
命
令
と
同
種
の
制
裁
で
あ
る
ド
イ
ツ
の
公
益
労
働
（gem

einnützige 

A
rbeit

）
に
お
い
て
も
、
長
期
に
わ
た
っ
て
就
業
し
て
い
な
い
た
め
に
労
働
習
慣
が
な
か
っ
た
り
、
社
会
生
活
に
問
題
が
あ
っ
た
り
、

ホ
ー
ム
レ
ス
で
あ
っ
た
り
す
る
な
ど
の
理
由
に
よ
り
、
公
益
労
働
の
機
会
を
提
供
す
る
施
設
に
お
い
て
公
益
労
働
を
行
な
う
こ
と
が
で



 

二
三
六

き
な
い
グ
ル
ー
プ
が
存
在
す
る
が）

51
（

、
日
本
で
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
、
罰
金
刑
よ
り
負
担
が
重
い
と
も
考
え
ら
れ
る
別
個
の
処

分
で
あ
る
社
会
奉
仕
命
令
に
よ
り
罰
金
刑
を
代
替
さ
せ
れ
ば
、
支
払
に
よ
る
一
回
的
な
苦
痛
を
特
徴
と
す
る
罰
金
刑
の
ド
ラ
イ
な
性
質

を
失
わ
せ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
社
会
奉
仕
命
令
よ
り
も
さ
ら
に
重
い
処
分
で
あ
る
労
役
場
留
置
や
自
由
刑

に
代
替
さ
れ
れ
ば
、
重
大
な
不
公
正
が
も
た
ら
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い）

52
（

。

　

そ
れ
ゆ
え
、
罰
金
刑
の
主
た
る
目
的
を
賦
科
段
階
の
表
示
・
表
現
目
的
に
置
き
、
徴
収
・
執
行
が
完
遂
で
き
な
く
と
も
よ
い
と
考
え

る
べ
き
で
あ
る
。
罰
金
刑
の
不
払
に
対
す
る
処
分
を
用
意
し
な
い
と
す
れ
ば
、
モ
ラ
ル
・
ハ
ザ
ー
ド
が
生
じ
、
罰
金
刑
の
支
払
率
が
低

下
す
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
も
の
の）

53
（

、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
全
額
免
除
の
利
用
が
行
な
わ
れ
て
も
罰
金
刑
の
支
払
率
が
変
わ
ら
な
か
っ

た
と
さ
れ
て
い
る）

54
（

。
ま
た
、
自
由
刑
の
仮
釈
放
は
、
保
護
観
察
と
さ
れ
る
と
は
言
え
、
実
質
的
に
は
執
行
の
免
除
の
側
面
を
有
す
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
モ
ラ
ル
・
ハ
ザ
ー
ド
が
生
じ
る
と
の
批
判
が
な
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
罰
金
刑
の
執
行
免
除
だ
け
を
取
り

立
て
て
問
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
根
拠
は
な
い）

55
（

。
ど
う
し
て
も
刑
の
執
行
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
労
役
場
留
置
者
に
対

す
る
仮
出
場
は
「
い
つ
で
も
」
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
（
刑
法
三
〇
条
二
項
）、
一
日
だ
け
労
役
場
留
置
と
し
た
上
で
仮
出
場
さ
せ
る
と

い
う
、
言
わ
ば
「
象
徴
的
な
執
行
」
を
な
せ
ば
足
り
る）

56
（

。

　

既
に
第
二
章
で
見
た
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
は
、
罰
金
刑
の
不
払
に
対
し
て
、
労
役
場
留
置
は
予
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
拘
禁

刑
が
科
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
努
力
を
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
不
払
の
場
合
に
は
、
適
正
手
続

の
観
点
か
ら
、
拘
禁
刑
以
外
の
代
替
策
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
判
示
し
、
資
産
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
故
意
に
不
払
と
し

て
い
る
場
合
（
故
意
の
不
払
）
や
、
資
産
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
所
得
を
得
る
努
力
を
行
な
っ
て
い
な
い
場
合
（
所
得
獲
得
努
力
怠

慢
）
に
法
廷
侮
辱
罪
を
理
由
に
制
裁
と
し
て
拘
禁
刑
が
許
さ
れ
る
余
地
を
認
め
て
い
る
に
す
ぎ
な
い）

57
（

。
我
が
国
に
お
い
て
も
、
故
意
の

不
払
の
場
合
や
所
得
獲
得
努
力
怠
慢
の
場
合
に
の
み
自
由
刑
で
臨
め
ば
足
り
よ
う
。
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こ
の
よ
う
に
罰
金
刑
の
主
た
る
目
的
を
賦
科
段
階
の
表
示
・
表
現
目
的
に
置
い
た
場
合
、
問
題
と
な
る
の
は
、
行
為
責
任
と
し
て
量

定
さ
れ
、
表
示
・
表
現
さ
れ
る
対
象
に
い
か
な
る
も
の
が
含
ま
れ
る
か
で
あ
る
。
以
下
、
節
を
変
え
て
論
ず
る
こ
と
と
し
た
い
。

第
四
節　

財
産
的
刑
事
制
裁
の
役
割
分
担

　

こ
れ
ま
で
、
罰
金
刑
は
、
被
害
の
程
度
、
刑
事
司
法
機
関
が
要
す
る
費
用
、
犯
罪
収
益
を
剥
奪
す
る
必
要
性
な
ど
を
取
り
込
ん
で
量

定
さ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
連
邦
レ
ベ
ル
の
罰
金
刑
の
賦
科
及
び
額
の
量
定
な
ど
を
判
断
す
る
際
に
は
、
量
刑
に

お
い
て
一
般
に
考
慮
す
べ
き
要
素
に
加
え
て
、
条
文
上
、
特
に
、
⑴
被
告
人
の
収
入
、
所
得
能
力
及
び
資
産
、
⑵
他
の
刑
罰
が
科
さ
れ

た
場
合
の
負
担
と
比
較
し
て
、
罰
金
が
科
さ
れ
た
場
合
に
、
被
告
人
に
経
済
的
な
扶
養
を
求
め
る
あ
ら
ゆ
る
者
又
は
か
か
る
者
の
福
祉

の
た
め
に
責
任
を
負
う
政
府
を
含
む
そ
の
他
の
者
に
科
さ
れ
る
負
担
、
⑶
犯
罪
に
よ
り
被
告
人
以
外
の
者
に
生
じ
た
経
済
的
損
失
、
⑷

弁
償
の
賦
科
及
び
履
行
並
び
に
そ
の
額
、
⑸
犯
罪
か
ら
違
法
に
得
ら
れ
た
利
得
を
被
告
人
か
ら
剥
奪
す
る
必
要
性
、
⑹
拘
禁
刑
、
監
視

付
釈
放
及
び
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
（probation

）
な
ど
の
他
の
手
段
を
と
っ
た
場
合
に
政
府
が
負
う
費
用
、
⑺
被
告
人
が
消
費
者
に
罰
金

の
支
出
を
転
嫁
す
る
可
能
性
、
⑻
被
告
人
が
団
体
で
あ
る
場
合
、
そ
の
構
成
員
を
規
律
す
る
た
め
及
び
犯
罪
の
再
発
防
止
の
た
め
に
当

該
団
体
が
と
っ
た
方
策
を
考
慮
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る）

58
（

。

　

し
か
し
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
罰
金
刑
の
目
的
の
中
核
が
賦
科
段
階
の
表
示
・
表
現
目
的
に
あ
る
と
考
え
れ
ば
、
被
害
弁

償
命
令
や
費
用
支
払
命
令
と
目
的
が
一
致
す
る
。
そ
こ
で
、
罰
金
刑
、
被
害
弁
償
命
令
、
費
用
支
払
命
令
、
さ
ら
に
は
没
収
刑
・
追
徴

刑
の
役
割
分
担
を
い
か
に
図
る
べ
き
か
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
罰
金
刑
の
賦
科
の
対
象
と
な
る
範
囲
を
明
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ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
表
示
・
表
現
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
犯
罪
者
に
も
被
害
者
に
も
一
般
国
民
に
も
、

ど
の
よ
う
な
理
由
で
い
か
な
る
金
額
が
賦
科
さ
れ
て
い
る
の
か
を
個
別
の
刑
事
制
裁
に
お
い
て
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
り
、
あ
る
事
象

に
対
し
て
、
複
数
の
刑
事
制
裁
が
重
畳
的
に
賦
科
さ
れ
た
り
、
賦
科
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
っ
た
り
し
て
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
は
、
二
重
処
罰
を
避
け
る
観
点
か
ら
も
要
請
さ
れ
る
。

　

以
上
の
観
点
か
ら
、
第
二
章
で
論
じ
た
よ
う
に
、
被
害
弁
償
命
令
は
被
害
に
つ
い
て
の
み
を
、
第
三
章
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
費
用

支
払
命
令
は
費
用
に
つ
い
て
の
み
を
、
第
四
章
で
見
た
よ
う
に
、
没
収
刑
は
犯
罪
収
益
な
ど
の
犯
罪
行
為
に
関
連
す
る
客
体
を
賦
科
の

対
象
と
す
る
べ
き
で
あ
る
。
従
っ
て
、
罰
金
刑
は
、
被
害
弁
償
命
令
、
費
用
支
払
命
令
、
没
収
刑
が
そ
れ
ぞ
れ
取
扱
う
被
害
、
費
用
、

犯
罪
収
益
以
外
の
領
域
を
賦
科
の
対
象
と
す
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
行
為
責
任
の
う
ち
、
被
害
弁
償
命
令
、
費
用
支
払
命
令
、
没

収
刑
で
評
価
さ
れ
な
か
っ
た
、
法
秩
序
の
違
反
と
い
う
具
体
化
さ
れ
な
い
残
余
の
部
分
の
み
を
対
象
と
す
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

は
、
第
二
章
で
見
た
よ
う
に
、
被
害
弁
償
か
ら
罰
金
刑
が
分
化
し
て
き
た
歴
史
的
経
緯
に
照
ら
し
て
も
、
罰
金
刑
本
来
の
役
割
に
回
帰

さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
妥
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
被
害
弁
償
命
令
、
費
用
支
払
命
令
、
罰
金
刑
を
は
じ
め
と
す
る
財
産
的
刑
事
制
裁
が
い
ず
れ
も
表
示
・
表
現
目
的
を

有
し
て
い
る
と
考
え
、
そ
の
役
割
分
担
を
図
る
こ
と
で
、
か
か
る
目
的
を
達
成
で
き
る
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
。
表
示
・
表
現
目
的
に

ふ
さ
わ
し
く
望
ま
し
い
量
定
方
法
に
つ
い
て
は
、
次
章
以
降
で
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

（
1
）  

従
来
、
定
額
罰
金
制
度
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、「
定
額
」
と
す
る
と
、
一
律
の
額
が
科
さ
れ
る
か
の
よ
う
な
誤
解
を
招
き
か

ね
な
い
た
め
、
実
態
に
即
し
て
、「
総
額
」
の
語
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。

（
2
）  

詳
細
に
検
討
し
た
も
の
と
し
て
、
例
え
ば
、
牧
野
英
一
「
罰
金
日
割
制
に
つ
い
て
（
一
）」
季
刊
刑
政
六
巻
二
号
（
一
九
五
八
）
三
九
頁

以
下
、
同
「
同
・（
二
、
完
）」
六
巻
三
号
（
一
九
五
八
）
二
七
頁
以
下
、
平
野
龍
一
「
日
数
罰
金
と
罰
金
分
納
」
警
研
三
二
巻
五
号
（
一
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二
三
九

九
六
一
）
三
七
頁
以
下
〔『
犯
罪
者
処
遇
法
の
諸
問
題　

付
・
死
刑　

増
補
版
』（
有
斐
閣
、
一
九
八
二
）
一
四
五
頁
以
下
所
収
〕、
森
下
忠

『
刑
法
改
正
と
刑
事
政
策
』（
一
粒
社
、
一
九
六
四
）
四
五
頁
以
下
、
宮
澤
浩
一
「
日
数
罰
金
制
の
意
義
と
現
実
―
―
西
ド
イ
ツ
の
新
刑
法

典
を
中
心
に
し
て

―
」
法
研
四
九
巻
一
号
（
一
九
七
六
）
六
一
頁
以
下
、
坂
田
仁
「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
罰
金
制
度
の
沿
革

―

日
数
罰
金
を
中
心
に

―
」
法
研
六
三
巻
四
号
（
一
九
九
〇
）
二
〇
頁
以
下
、
井
田
良
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
日
数
罰
金
刑
」
森
下
忠
先
生

古
稀
祝
賀
『
変
動
期
の
刑
事
政
策　

下
巻
』（
成
文
堂
、
一
九
九
五
）
七
〇
三
頁
以
下
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
、
類
似
の
制
度
と
し
て
、
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
及
び
ウ
ェ
ー
ル
ズ
で
一
九
九
二
年
に
導
入
さ
れ
た
も
の
の
、
一
年
を
経
ず
し
て
廃
止
さ
れ
た
単
位
罰
金
制
度
（unit fi ne system

）

や
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
で
一
九
九
四
年
に
試
行
さ
れ
た
時
間
罰
金
制
度
（tim

e fi nes system

）
な
ど
が
あ
る
。
単
位
罰
金
制
度
に
つ

い
て
、
詳
細
に
検
討
し
た
も
の
と
し
て
、
例
え
ば
、
瀬
川
晃
「
イ
ギ
リ
ス
の
単
位
罰
金
制
度
の
成
立
と
廃
止
」
同
法
四
五
巻
六
号
（
一
九

九
四
）
一
頁
以
下
〔『
イ
ギ
リ
ス
刑
事
法
の
現
代
的
展
開
』（
成
文
堂
、
一
九
九
五
）
一
二
三
頁
以
下
所
収
〕、
奥
村
正
雄
「
イ
ギ
リ
ス
に
お

け
る
単
位
罰
金
制
度
の
仕
組
」
同
法
四
五
巻
六
号
（
一
九
九
四
）
一
八
頁
以
下
、
青
木
紀
博
「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
単
位
罰
金
制
度

―

導
入
の
経
緯
に
つ
い
て

―
」
同
法
四
五
巻
六
号
（
一
九
九
四
）
四
二
頁
以
下
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
時
間
罰
金

制
度
に
つ
い
て
は
、
第
六
章
参
照
。

（
3
）  von H

einz Zipf, D
ie Geldstrafe in ihrer Funktion zur Eindäm

m
ung der kurzen Freiheitsstrafe

（Luchterhand, 
1966

）, S. 34.

（
4
）  

大
正
刑
訴
法
五
五
四
条
二
項
は
、
隠
居
な
ど
の
場
合
に
も
遺
産
へ
の
執
行
を
認
め
て
い
た
。

（
5
）  

植
松
正
「
自
由
刑
・
財
産
刑
の
執
行
な
ど
」
時
の
法
令
九
七
七
号
（
一
九
七
七
）
二
三
頁
以
下
、
二
五
頁
、
松
尾
浩
也
監
修
『
条
解
刑

事
訴
訟
法　

第
四
版
』（
弘
文
堂
、
二
〇
〇
九
）
一
一
八
八
頁
。

（
6
）  

伊
藤
栄
樹
ほ
か
編
集
代
表
『
注
釈
刑
事
訴
訟
法
〈
新
版
〉
第
七
巻
﹇
§
四
一
九
〜
§
五
〇
六
、
附
則
﹈』（
立
花
書
房
、
二
〇
〇
〇
）

三
三
二
頁
﹇
増
井
清
彦
﹈、
松
尾
・
前
掲
注
（
5
）
一
一
八
八
頁
。

（
7
）  

松
尾
・
前
掲
注
（
5
）
一
一
八
七
頁
参
照
。

（
8
）  

伊
藤
ほ
か
・
前
掲
注
（
6
）
三
三
五
頁
、
松
尾
・
前
掲
注
（
5
）
一
一
八
八
頁
。



 

二
四
〇

（
9
）  

旧
破
産
法
（
大
正
一
一
年
法
律
第
七
一
号
）
四
六
条
四
号
も
劣
後
的
破
産
債
権
と
し
て
い
た
が
、「
請
求
権
」
の
語
は
な
か
っ
た
。

（
10
）  

谷
口
安
平
『
倒
産
処
理
法　

第
二
版
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
八
〇
）
一
五
九
頁
、
加
藤
哲
夫
『
破
産
法　

第
四
版
』（
弘
文
堂
、
二
〇
〇

五
）
一
三
六
頁
、
宗
田
親
彦
『
破
産
法
概
説　

新
訂
第
二
版
』（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
五
）
二
六
三
頁
、
伊
藤
眞
『
破
産
法　

第
四
版
補
訂
版
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
六
）
二
〇
〇
頁
。

（
11
）  

会
社
更
生
法
に
お
い
て
、
劣
後
的
更
生
債
権
と
す
る
こ
と
は
妥
当
で
な
い
と
の
批
判
が
あ
っ
た
が
、
劣
後
的
で
あ
る
こ
と
に
対
す
る
批

判
で
あ
っ
て
、「
債
権
」
と
す
る
こ
と
に
対
す
る
批
判
で
は
な
か
っ
た
。
兼
子
一
『
条
解
会
社
更
生
法
（
中
）』（
弘
文
堂
、
一
九
七
三
）
四

七
六
―
四
七
七
、
四
九
三
―
四
九
四
頁
﹇
三
ヶ
月
章
﹈。

（
12
）  

も
っ
と
も
、
再
生
計
画
又
は
更
生
計
画
に
お
い
て
、
罰
金
刑
の
減
免
等
の
定
め
を
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
免
責
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い

る
（
民
事
再
生
法
一
五
五
条
四
項
、
一
七
八
条
但
書
、
二
一
五
条
一
項
、
二
三
二
条
二
項
、
二
三
五
条
六
項
、
会
社
更
生
法
一
六
八
条
七

項
、
二
〇
四
条
一
項
三
号
）。
こ
れ
は
、
罰
金
刑
が
国
家
権
力
の
発
動
の
結
果
で
あ
り
、
私
法
上
の
変
更
手
続
が
妥
当
し
な
い
た
め
で
あ
る

と
さ
れ
る
。
伊
藤
眞
ほ
か
編
著
『
注
釈
民
事
再
生
法
』（
金
融
財
政
事
情
研
究
会
、
二
〇
〇
〇
）
四
四
七
頁
﹇
瀬
戸
英
雄
﹈。

（
13
）  

こ
の
点
に
つ
い
て
、
太
田
耐
造
「
財
産
刑
に
就
て
」
司
法
研
究
第
一
八
輯
報
告
書
集
一
一
（
一
九
三
四
）
一
〇
―
三
一
頁
、G

erhardt 
G
rebing, D

ie Geldstrafe im
 deutschen Recht nach Einführung des T

agessatzsystem
s, In: H

ans-H
einrich Jescheck 

/ G
erhardt G

rebing

（H
rsg.

）, D
ie Geldstrafe im

 deutschen und ausländischen Recht

（N
om

os-V
erlagsgesellschaft, 

1978

）, S. 13 ff ., 24-28

が
詳
し
い
。
論
文
全
体
の
紹
介
と
し
て
、
関
西
刑
事
政
策
研
究
会
ほ
か
編
「
世
界
各
国
の
罰
金
刑
（
二
）
―

西
ド
イ
ツ 

一

―
」
論
叢
一
〇
九
巻
七
号
（
一
九
八
一
）
一
〇
〇
頁
以
下
﹇
神
山
敏
雄
﹈。

（
14
）  H

eff ter, K
üstlin, M

ühler

ら
の
論
者
が
い
る
と
さ
れ
る
。

（
15
）  E
m

il R
einhardt, Geldstrafe und Buße

（W
aisenhause, 1890

）, S. 9-10, 12; von K
arl M

ohr, D
ie Bem

essung der 
Geldstrafe

（Schletter, 1913

）, S. 2-3; Christoph K
rehl, D

ie Erm
ittlung der T

atsachengrundlage zur Bem
essung der 

T
agessatzhöhe bei der Geldstrafe

（Peter Lang, 1985

）, S. 7-8.

（
16
）  von A

lbert Friedrich Berner, Lehrbuch des deutschen Strafrechts 5. A
ufl age

（T
auchnitz, 1871

）, S. 216; von Buri, 
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二
四
一

Zur N
atur der V

erm
ögensstrafen, Gerichtssaal Bd. 30

（1878

）, S. 241 ff ., 269-270; Friedrich O
ppenhoff 

（erläutert

）, 
T
heodor O

ppenhoff 

（fortgeführt

）, H
ans D

elius

（H
rsg.

）, D
as Strafgesetzbuch für das D

eutsche Reich nebst dem
 

Einfürungs-Gesetze von 31. M
ai 1870 und dem

 Einfürung-Gesetze fur Elsatz-Lothringen vom
 30. A

ugust 1871 
V
ierzehnte verbesserte und bereicherte A

usgabe

（G. Reim
er, 1901

）, S. 72; 

フ
ォ
ン
＝
リ
ス
ト
原
著
・
吾
孫
子
勝
ほ
か
共

訳
『
独
逸
刑
法
論
總
則
』（
早
稻
田
大
學
出
版
部
、
一
九
〇
三
）
四
七
三
、
五
五
三
―
五
五
四
頁
。

（
17
）  R

einhardt, a. a. O
.

（A
nm

. 15

）, S. 9-10, 12; M
ohr, a. a. O

.

（A
nm

. 15

）, S. 5; K
rehl, a. a. O

.

（A
nm

. 15

）, S. 7-8.

（
18
）  Lüder, D

ie V
ollstreckbarkeit rechtskräftig erkannter Geldstrafen in den N

achlaß des inzw
ischen verstorbenen 

V
erurtheilten, Gerichtssaal Bd. 29

（1878

）, S. 401 ff ., 412-416.

（
19
）  R

einhardt, a. a. O
.

（A
nm

. 15

）, S. 9-10, 12; M
ohr, a. a. O

.

（A
nm

. 15

）, S. 5-6; K
rehl, a. a. O

.

（A
nm

. 15

）, S. 7-8.

（
20
）  

そ
の
後
、
罰
金
刑
の
量
定
の
際
に
犯
罪
者
の
経
済
状
態
を
斟
酌
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
§27c A

bs. 1 RStGB

に
明
文
化
さ

れ
た
。

（
21
）  R

einhardt, a. a. O
.

（A
nm

. 15
）, S. 12-13; M

ohr, a. a. O
.

（A
nm

. 15

）, S. 5-6; K
rehl, a. a. O

.

（A
nm

. 15

）, S. 7-8.

（
22
）  RGSt 2, 41; RGSt 33, 334.

（
23
）  D

irk 
von 

Selle, 
Gerechte 

Geldstrafe: 
eine 

K
onkretisierung 

des 
Grundsatzes 

der 
O
pfergleichheit

（N
om

os 
V
erlagsgesellschaft, 1997

）, S. 162-171.

（
24
）  

結
論
を
同
じ
く
す
る
も
の
と
し
て
、G

rebing, a. a. O
.

（A
nm

. 13

）, S. 27.

（
25
）  

井
上
操
『
刑
法
述
義　

第
一
編
』（
岡
島
寳
文
舘
、
一
八
八
三
）
四
〇
五
丁
、
堀
田
正
忠
『
刑
法
釋
義　

第
壹
篇
』（
滊
開
社
、
一
八
八

四
）
二
五
七
―
二
五
八
丁
、
宮
城
浩
藏
『
刑
法
講
義　

第
一
巻　

四
版
』（
明
治
法
律
學
校
、
一
八
八
七
）
二
五
九
丁
、
磯
部
四
郎
『
改
正

増
補
刑
法
講
義　

上
巻
』（
八
尾
書
店
、
一
八
九
三
）
五
四
一
丁
、
井
上
正
一
『
訂
正
日
本
刑
法
講
義　

再
版
』（
明
法
堂
、
一
八
九
三
）

三
六
八
丁
。

（
26
）  

「
罰
金
科
料
ノ
宣
告
ヲ
受
ケ
未
タ
納
完
セ
サ
ル
前
ニ
於
テ
犯
人
身
死
ス
時
ハ
之
ヲ
徴
収
セ
ス
附
加
ノ
罰
金
ニ
於
ル
亦
同
シ
」（
旧
刑
法
附



 

二
四
二

則
二
〇
条
）。

（
27
）  

明
治
一
三
年
（
一
八
八
〇
年
）
に
布
告
さ
れ
た
旧
刑
法
は
、
軽
罪
の
主
刑
（
旧
刑
法
八
條
三
号
）
及
び
附
加
刑
（
旧
刑
法
一
〇
條
五
号
）

と
し
て
罰
金
刑
を
規
定
し
、
罰
金
の
不
払
に
対
し
て
一
円
に
つ
き
一
日
の
割
合
で
最
長
二
年
を
限
度
に
軽
禁
錮
へ
転
換
す
る
こ
と
を
定
め

て
い
た
（
旧
刑
法
二
七
條
一
項
、
二
項
、
四
二
條
）。「
罰
金
ハ
裁
判
確
定
ノ
日
ヨ
リ
一
月
内
ニ
納
完
セ
シ
ム
若
シ
限
内
納
完
セ
サ
ル
者
ハ

一
圓
ヲ
一
日
ニ
折
算
シ
テ
之
ヲ
軽
禁
錮
ニ
換
フ
其
一
圓
ニ
満
サ
ル
者
ト
雖
モ
一
日
ニ
計
算
ス
」（
旧
刑
法
二
七
條
一
項
）、「
罰
金
ヲ
禁
錮
ニ

換
フ
ル
者
ハ
更
ニ
裁
判
ヲ
用
ヒ
ス
検
察
官
ノ
求
ニ
因
リ
裁
判
官
之
ヲ
命
ス
但
禁
錮
ノ
期
限
ハ
二
年
ニ
過
ク
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
」（
旧
刑
法
二
七

條
二
項
）。
か
か
る
軽
禁
錮
の
執
行
中
に
親
族
が
代
納
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
た
。「
若
シ
禁
錮
限
内
罰
金
ヲ
納
メ
タ
ル
時
ハ
其
経
過
シ
タ

ル
日
数
ヲ
扣
除
シ
テ
禁
錮
ヲ
免
ス
親
属
其
他
ノ
者
代
テ
罰
金
ヲ
納
メ
タ
ル
時
亦
同
シ
」（
旧
刑
法
二
七
條
三
項
）。
こ
の
規
定
は
、
親
族
に

罰
金
刑
の
効
果
を
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
く
、
親
族
と
の
間
で
金
銭
消
費
貸
借
を
行
な
っ
て
親
族
に
よ
る
代
行
納
付
を
認
め
る
に
す
ぎ
な
い

と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
罰
金
刑
の
刑
罰
的
性
質
に
反
し
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
堀
田
・
前
掲
注
（
25
）
二
七
一
―
二
七
二
丁
、
磯
部
・

前
掲
注
（
25
）
五
四
〇
―
五
四
一
頁
。
当
時
、
罰
金
立
替
請
求
の
訴
え
が
提
起
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
か
っ
た
と
い
う
。
江
木
衷
『
現

行
刑
法
原
論　

再
版
』（
有
斐
閣
書
房
、
一
八
九
四
）
一
五
一
丁
。
な
お
、
国
家
を
民
法
上
の
債
権
者
と
同
様
に
と
ら
え
つ
つ
、
純
粋
刑
罰

説
を
唱
え
る
論
者
が
あ
る
な
ど
、
や
や
混
乱
も
見
受
け
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
野
中
勝
良
『
刑
法
彙
論
』（
明
法
堂
、
一
八
九
七
）
九
五
丁
。

（
28
）  W

ürtenberger, D
ie Reform

 des Geldstrafenw
esens, 64 ZStW

（1952

） S. 17ff ., 17. 

紹
介
と
し
て
、
市
川
秀
雄
「
罰
金
刑

と
教
育
刑
理
念

―
ウ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ガ
ー
教
授
の
所
論
と
関
連
し
て

―
」
季
刊
刑
政
一
巻
四
号
（
一
九
五
三
）
五
六
頁
以
下
、
七
五

頁
以
下
、「
同
（
承
前
）」
二
巻
一
号
（
一
九
五
三
）
五
八
頁
以
下
。

（
29
）  W

ürtenberger, a. a. O
.

（A
nm

. 28

）, S. 20-21.

（
30
）  W
ürtenberger, a. a. O

.

（A
nm

. 28

）, S. 20.

（
31
）  W

ürtenberger, a. a. O
.

（A
nm

. 28

）, S. 24.

（
32
）  W

ürtenberger, a. a. O
.

（A
nm

. 28

）, S. 24-25.

（
33
）  W

ürtenberger, a. a. O
.

（A
nm

. 28

）, S. 22. 

我
が
国
で
も
、
こ
の
点
は
既
に
明
治
時
代
に
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
宮
城
浩
藏
『
刑
法
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二
四
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講
義　

第
一
巻　

四
版
』（
明
治
法
律
學
校
、
一
八
八
七
）
二
四
五
丁
、
磯
部
四
郎
『
改
正
増
補
刑
法
講
義　

上
巻
』（
八
尾
書
店
、
一
八

九
三
）
五
二
一
―
五
二
二
丁
。

（
34
）  W

ürtenberger, a. a. O
.

（A
nm

. 28

）, S. 22.

（
35
）  W

ürtenberger, a. a. O
.

（A
nm

. 28

）, S. 23.

（
36
）  

市
川
秀
雄
「
無
制
限
額
の
罰
金
と
無
定
量
の
罰
金
刑

―
教
育
刑
理
念
の
罰
金
刑
理
論
へ
の
展
開
」
新
報
五
八
巻
一
二
号
（
一
九
五
一
）

二
五
頁
以
下
、
四
七
―
四
八
頁
、
市
川
・
前
掲
注
（
28
）
七
一
―
七
五
頁
。

（
37
）  

市
川
・
前
掲
注
（
36
）
四
七
頁
、
市
川
・
前
掲
注
（
28
）
七
二
頁
。

（
38
）  Zipf, a. a. O

.
（A

nm
. 3

）, S. 66.

（
39
）  Franz von Liszt, Eberhard von Schm
idt

（bearbeitet

）, Lehrbuch des deutschen Strafrechts 26. A
ufl .

（W
alter de 

Gruyter &
 Com

pany, 1932
）, S. 422.

（
40
）  

市
川
・
前
掲
注
（
36
）
四
八
頁
、
同
・
前
掲
注
（
28
）
七
四
頁
。

（
41
）  W

ürtenberger, a. a. O
.

（A
nm

. 28
）, S. 23. 

同
旨
、
宮
城
・
前
掲
注
（
33
）
二
四
五
―
二
四
六
丁
。

（
42
）  R

odgers v. U
. S., 332 U

. S. 371, 374

（1947

）.

（
43
）  

例
え
ば
、
大
和
銀
行
（
当
時
。
現
・
り
そ
な
銀
行
）
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
支
店
事
件
に
お
い
て
は
、
約
三
億
四
〇
〇
〇
万
ド
ル
（
約
二
七
二

億
円
。
一
ド
ル
八
〇
円
で
換
算
）
の
罰
金
刑
が
科
さ
れ
て
い
る
。
事
案
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
大
阪
地
判
平
一
二
年
九
月
二
〇
日
判
時
一

七
二
一
号
三
頁
参
照
。

（
44
）  Zipf, a. a. O

.

（A
nm

. 3

）, S. 60-61 

も
威
嚇
・
抑
止
の
た
め
に
罰
金
刑
を
高
額
化
す
る
こ
と
を
否
定
す
る
。

（
45
）  A

xel 
D
essecker, 

Gew
innabschöpfung 

im
 
Strafrecht 

und 
in 

der 
Strafrechtspraxis

（M
ax-Planck-Institut 

fūr 
ausländisches und internationales Strafrecht, 1992

）, S. 44-45. 
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
第
四
章
で
見
た
よ
う
に
、
利
得
没
収

（V
erfall; 

§73 ff . StGB

）
が
利
益
剥
奪
の
役
割
を
担
う
べ
き
で
あ
っ
て
、
罰
金
刑
に
は
そ
の
よ
う
な
責
務
が
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。 K

arl 
Lackner / K

ristian K
ühl, Strafgesetzbuch K

om
m
entar 27. neu bearbeitete A

ufl age

（C. H
. Beck, 2011

）, V
or 

§40 
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Rn. 4.
（
46
）  Selle, a. a. O

.

（A
nm

. 23

）, S. 75-76.
（
47
）  Selle, a. a. O

.

（A
nm

. 23

）, S. 76. 

ま
た
、
分
割
可
能
性
が
あ
る
。M

ohr, a. a. O
.

（A
nm

. 15

）, S. 3.

（
48
）  
法
制
審
議
会
刑
事
法
部
会
財
産
刑
検
討
小
委
員
会
報
告
「『
財
産
刑
を
め
ぐ
る
基
本
問
題
に
つ
い
て
』
の
審
議
検
討
経
過
及
び
結
果
に
つ

い
て
」（
平
成
五
年
三
月
一
六
日
）
第
三　

四　
（
二
）。
自
由
と
正
義
四
五
巻
一
号
（
一
九
九
四
）
七
四
頁
以
下
参
照
。

（
49
）  

太
田
達
也
「
罰
金
の
執
行
と
代
替
処
分

―
労
役
場
留
置
と
社
会
奉
仕
活
動

―
」
法
研
一
一
七
巻
七
＝
八
号
（
二
〇
一
一
）
一
四
五

頁
以
下
。

（
50
）  

拙
稿
「
ナ
ウ
ル
共
和
国
に
お
け
る
拘
禁
刑
の
代
替
策
」
関
法
五
七
巻
六
号
（
二
〇
〇
八
）
九
三
頁
以
下
、
一
一
四
―
一
一
五
頁
。

（
51
）  

拙
稿
「
罰
金
刑
不
払
に
よ
り
刑
務
所
へ
収
容
さ
れ
る
者
の
数
の
削
減
」
関
法
五
六
巻
一
号
（
二
〇
〇
六
）
二
五
六
頁
以
下
、
二
五
九
―

二
六
〇
頁
。

（
52
）  

代
替
自
由
刑
へ
の
転
換
に
つ
い
て
指
摘
す
る
論
者
と
し
て
、
例
え
ば
、Zipf, a. a. O

.

（A
nm

. 3

）, S. 34.

（
53
）  

佐
伯
仁
志
ほ
か
「
刑
事
政
策
研
究
会　

第
六
回
座
談
会　

罰
金
刑
」
論
究
ジ
ュ
リ
四
号
（
二
〇
一
三
）
一
三
八
頁
以
下
、
一
五
一
―
一

五
二
頁
﹇
眞
田
寿
彦
発
言
、
太
田
達
也
発
言
﹈。

（
54
）  

拙
稿
「
ハ
ン
ス
・
ヴ
ー
ン
・
フ
ー
フ
ァ
ル
『
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
罰
金
刑
の
不
払
に
対
す
る
拘
禁
刑
』」
関
法
五
五
巻
六
号
（
二
〇

〇
六
）
二
〇
一
頁
以
下
、
二
〇
六
―
二
〇
七
頁
。

（
55
）  

佐
伯
ほ
か
・
前
掲
注
（
53
）
一
五
一
頁
﹇
永
田
憲
史
発
言
﹈。

（
56
）  

佐
伯
ほ
か
・
前
掲
注
（
53
）
一
五
二
頁
﹇
永
田
憲
史
発
言
﹈。

（
57
）  Bearden v. G

eorgia, 461 U
. S. 660, 668, 672-674

（1983
）. 

本
件
の
紹
介
と
し
て
、
英
米
刑
事
法
研
究
会
「
貧
困
に
よ
る

罰
金
の
不
払
い
を
理
由
と
す
る
プ
ロ
ベ
イ
シ
ョ
ン
の
取
消
し
と
修
正
一
四
条
」
判
タ
五
三
九
号
（
一
九
八
五
）
一
四
四
頁
以
下
﹇
酒
井
安

行
﹈。
条
文
上
も
、
被
告
人
が
貧
困
で
あ
る
た
め
に
、
支
払
能
力
を
欠
く
と
い
う
理
由
だ
け
で
の
拘
禁
刑
が
賦
科
さ
れ
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ

て
い
る
。18 U

. S. C. A
. 

§§3613A

（a

）, 3614

（c

）（2000

）.
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（
58
）  18 U

. S. C. 

§§3553, 3572

（a

）.
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第
一
節　

は
じ
め
に

　

こ
れ
ま
で
、
罰
金
刑
の
量
定
を
ど
の
よ
う
な
方
法
で
行
な
う
べ
き
か
に
つ
い
て
、
二
つ
の
見
解
が
対
立
し
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
総

額
罰
金
制
度
（Geldsum

m
ensystem

）
1
（

）
と
日
数
罰
金
制
度
（T

agessatzsystem
, T

agesbußensystem
; day fi ne system

）
2
（

）
の

二
つ
で
あ
る
。
総
額
罰
金
制
度
は
、
行
為
責
任
と
行
為
者
の
経
済
状
態
な
ど
の
事
情
を
総
合
的
に
斟
酌
し
、
罰
金
額
を
判
断
す
る
方
法

で
あ
る
。
一
方
、
日
数
罰
金
制
度
は
、
行
為
者
の
行
為
責
任
を
「
日
数
（T

agessatzzahl, A
nzahl der T

agessätze

）」
で
、
行
為

者
の
事
情
を
「
日
額
（T

agessatzhöhe, H
öhe eines T

agessatze

）」
で
そ
れ
ぞ
れ
量
定
し
、
両
者
の
積
を
罰
金
総
額
と
す
る
制

度
で
あ
る
。
従
来
、
我
が
国
に
お
い
て
だ
け
で
な
く
、
諸
外
国
に
お
い
て
も
、
後
述
の
よ
う
な
総
額
罰
金
制
度
の
様
々
な
短
所
を
改
善

す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
、
日
数
罰
金
制
度
が
か
な
り
肯
定
的
に
評
価
さ
れ
て
き
た
と
言
え
る）

3
（

。

　

本
章
で
は
、
以
下
の
二
つ
の
要
請
を
踏
ま
え
つ
つ
、
罰
金
刑
の
望
ま
し
い
量
定
方
法
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
を
整
理
し
、
再

検
討
を
行
な
う
こ
と
と
し
た
い
。
そ
の
際
、
日
数
罰
金
制
度
に
関
す
る
問
題
点
を
検
証
し
、
そ
の
問
題
点
が
解
消
し
難
い
と
思
わ
れ
る

場
合
に
は
、
第
三
の
量
定
方
法
を
模
索
し
、
提
案
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

　

第
一
に
、
罰
金
刑
の
目
的
に
適
っ
た
量
定
方
法
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
第
七
章
に
お
い
て
検
討
し
た
よ
う
に
、
罰
金
刑
の
目

第
八
章　

罰
金
刑
の
量
定
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四
八

的
は
、
賦
科
段
階
に
お
い
て
行
為
者
の
行
為
責
任
の
量
を
表
示
・
表
現
す
る
こ
と
と
、
徴
収
・
執
行
段
階
に
お
い
て
行
為
者
の
事
情
を

考
慮
し
て
可
能
な
範
囲
で
応
報
・
報
復
を
達
成
す
る
こ
と
に
あ
り
、
賦
科
段
階
の
表
示
・
表
現
目
的
が
罰
金
刑
の
目
的
と
し
て
重
視
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
罰
金
刑
の
目
的
に
ふ
さ
わ
し
い
量
定
方
法
が
選
択
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

　

第
二
に
、
第
二
章
に
お
い
て
検
討
し
た
よ
う
に
、
罰
金
刑
が
刑
事
制
裁
で
あ
る
以
上
、
憲
法
三
一
条
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
実
体
的
デ

ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
（substantive due process

）
の
観
点
か
ら
、
行
為
者
の
法
益
剥
奪
に
着
目
し
て
公
正
・
公
平
な
量
定
を
行
な
う

こ
と
が
要
請
さ
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
行
為
者
の
事
情
、
特
に
経
済
状
態
を
斟
酌
し
て
支
払
額
が
判
断
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

本
章
で
は
、
ま
ず
、
我
が
国
と
同
じ
く
総
額
罰
金
制
度
を
採
用
し
て
い
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
状
況
に
つ
い
て
、
我
が
国
と
対
比
し

な
が
ら
見
る
こ
と
で
、
総
額
罰
金
制
度
の
問
題
点
を
確
認
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
そ
の
上
で
、
ド
イ
ツ
の
日
数
罰
金
制
度
を
分
析
す
る

こ
と
と
す
る
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
第
二
の
要
請
が
犠
牲
平
等
原
則
（Grundsatz der O

pfergleichheit

）
の
問
題
で
あ
る
と
と

ら
え
ら
れ
て
き
た
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
し
て
、
日
数
罰
金
制
度
は
犠
牲
平
等
原
則
を
具
体
化
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。

も
っ
と
も
、
犠
牲
平
等
原
則
は
、
ド
イ
ツ
で
も
、
法
令
に
規
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
意
味
す
る
の
か
に

つ
い
て
、
必
ず
し
も
明
確
と
は
言
え
な
い
。
そ
こ
で
、
犠
牲
平
等
原
則
の
内
容
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
、
ド
イ
ツ
の
日
数
罰
金
制
度
に

ど
の
よ
う
に
具
体
化
さ
れ
て
い
る
か
を
分
析
し
、
そ
の
具
体
化
が
第
一
の
要
請
及
び
第
二
の
要
請
を
満
た
す
妥
当
な
も
の
で
あ
る
の
か
、

検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

　

な
お
、
本
章
に
お
い
て
は
、
金
銭
や
財
産
的
権
利
の
う
ち
、
フ
ロ
ー
（fl ow

）
と
し
て
得
ら
れ
る
も
の
を
「
収
入
」
又
は
「
所
得
」

と
し
、
ス
ト
ッ
ク
（stock

）
と
し
て
保
持
さ
れ
る
も
の
を
「
資
産
」
と
し
、
そ
の
両
者
を
合
わ
せ
た
も
の
を
「
財
産
」
と
表
現
す
る

こ
と
と
し
た
い
。
ま
た
、
本
章
で
主
に
取
り
上
げ
る
ド
イ
ツ
の
条
文
及
び
議
論
で
は
、「
犯
罪
者
」
よ
り
も
「
行
為
者
（T

äter

）」
と
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い
う
語
が
使
わ
れ
る
の
が
一
般
で
あ
る
た
め
、「
行
為
者
」
で
統
一
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

　

以
下
で
は
、
ま
ず
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
総
額
罰
金
制
度
を
見
る
こ
と
と
す
る
。

第
二
節　

総
額
罰
金
制
度

一
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
状
況

　

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て
は
、
我
が
国
同
様
、
総
額
罰
金
制
度
が
利
用
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
我
が
国
と
比
較
し
つ
つ
、
そ
の
特

徴
を
見
る
こ
と
と
し
た
い
。

　

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て
は
、
特
定
地
域
で
、
特
定
期
間
、
様
々
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
試
行
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
日
数
罰
金
制
度

も
例
外
で
は
な
い）

4
（

。
最
近
で
は
、「
構
造
化
さ
れ
た
罰
金
刑
（structured fi ne

）」
と
い
う
名
称
で
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
実
施
さ
れ
る
こ

と
も
あ
る）

5
（

。
そ
れ
ゆ
え
、
我
が
国
の
よ
う
に
、
日
数
罰
金
制
度
が
全
く
利
用
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、

制
定
法
上
、
日
数
罰
金
制
度
が
採
用
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
カ
ン
ザ
ス
州
で
は
、
制
定
法
上
、
罰
金
日
数
制
度
（a system

 of day fi nes

）
と
い
う
、
名
称
と
し
て
は
日
数
罰
金

制
度
で
あ
る
か
の
よ
う
な
制
度
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
制
度
は
、
罰
金
刑
、
費
用
、
損
害
回
復
（reparation

）
又
は

被
害
弁
償
（restitution

）
を
償
却
さ
せ
る
た
め
、
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
（probation

）、
執
行
猶
予
又
は
社
会
内
矯
正
サ
ー
ヴ
ィ
ス

（com
m
unity correction service

）
へ
の
付
託
の
条
件
と
し
て
、
そ
の
支
払
能
力
、
生
活
水
準
、
扶
養
義
務
及
び
そ
の
他
の
因
子
を

考
慮
し
て
算
定
さ
れ
た
、「
日
数
（a period of days

）」
の
労
働
給
付
を
行
な
わ
せ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る）

6
（

。
そ
れ
ゆ
え
、
財
産
的
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〇

刑
事
制
裁
の
賦
科
額
を
日
数
に
転
換
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
後
で
詳
し
く
見
る
よ
う
な
ド
イ
ツ
の
日
数
罰
金
制
度
と
異
な
っ
て
い
る
だ

け
で
な
く
、
従
来
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
紹
介
さ
れ
て
き
た
日
数
罰
金
制
度
と
も
異
な
っ
て
い
る）

7
（

。

　

従
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
は
、
制
定
法
上
、
全
法
域
で
、
我
が
国
同
様
、
総
額
罰
金
制
度
が
採
ら
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。

二
、
我
が
国
に
お
け
る
量
定
基
準
に
関
す
る
議
論

　

量
定
基
準
に
つ
い
て
見
る
と
、
我
が
国
に
お
い
て
は
、
現
行
法
上
、
一
般
的
な
量
刑
基
準
に
つ
い
て
明
示
し
た
条
文
さ
え
存
在
せ
ず
、

一
般
的
な
量
刑
基
準
に
つ
い
て
は
、
せ
い
ぜ
い
刑
訴
法
二
四
八
条
と
改
正
刑
法
草
案
四
八
条
一
項
、
二
項
が
手
掛
か
り
と
な
る
に
す
ぎ

な
い
。
す
な
わ
ち
、
刑
訴
法
二
四
八
条
は
、
起
訴
猶
予
の
基
準
と
し
て
、「
犯
人
の
性
格
、
年
齢
及
び
境
遇
、
犯
罪
の
軽
重
及
び
情
状
並

び
に
犯
罪
後
の
情
況
」
を
挙
げ
、
改
正
刑
法
草
案
四
八
条
一
項
は
、「
刑
は
、
犯
人
の
責
任
に
応
じ
て
量
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と

し
、
同
条
二
項
は
、「
刑
の
適
用
に
あ
た
つ
て
は
、
犯
人
の
年
齢
、
性
格
、
経
歴
及
び
環
境
、
犯
罪
の
動
機
、
方
法
、
結
果
及
び
社
会
的

影
響
、
犯
罪
後
に
お
け
る
犯
人
の
態
度
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
、
犯
罪
の
抑
制
及
び
犯
人
の
改
善
更
生
に
役
立
つ
こ
と
を
目
的
と
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
ご
く
一
般
的
な
量
刑
因
子
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
罰
金
刑
に
特
有
の
所
得

や
資
産
に
関
わ
る
因
子
を
取
り
込
む
も
の
と
は
な
っ
て
い
な
い
。

　

も
っ
と
も
、
我
が
国
で
罰
金
刑
の
量
定
基
準
が
全
く
議
論
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

　

ま
ず
、
昭
和
一
五
年
（
一
九
四
〇
年
）
に
刑
法
並
監
獄
法
改
正
調
査
委
員
会
総
会
に
お
い
て
決
議
さ
れ
た
改
正
刑
法
假
案
は
、「
罰
金

ノ
適
用
ニ
付
テ
ハ
犯
人
ノ
資
産
、
収
入
、
信
用
及
犯
罪
行
為
ニ
因
リ
又
ハ
犯
罪
行
為
ノ
報
酬
ト
シ
テ
得
タ
ル
利
益
ヲ
モ
参
酌
ス
ヘ
シ
」

（
同
案
五
九
条
）
と
し
て
い
る
。
第
四
章
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
罰
金
刑
の
量
定
に
当
た
っ
て
利
益
を
斟
酌
す
る
こ
と
は
妥
当
で
な
い
も

の
の
、
こ
の
規
定
は
罰
金
刑
の
量
定
基
準
を
示
し
て
お
り
、
特
筆
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
犯
罪
者
の
信
用
を
取
り
上
げ
て
い
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一

る
点
が
注
目
に
値
す
る
。

　

昭
和
三
六
年
（
一
九
六
一
年
）
に
公
表
さ
れ
た
改
正
刑
法
準
備
草
案
は
、「
罰
金
又
は
科
料
の
適
用
に
お
い
て
は
、
犯
人
の
資
産
、
収

入
そ
の
他
の
経
済
状
態
を
も
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
い
た
（
改
正
刑
法
準
備
草
案
確
定
稿
四
八
条
）。

　

こ
れ
は
、
罰
金
刑
が
賦
科
さ
れ
る
犯
罪
者
の
経
済
状
態
に
よ
っ
て
苦
痛
の
程
度
が
様
々
で
あ
り
、
そ
の
効
果
を
異
に
す
る
こ
と
に
着

目
し
た
規
定
で
あ
る）

8
（

。「
犯
人
の
資
産
、
収
入
そ
の
他
の
経
済
状
態
」
の
判
断
に
当
た
っ
て
は
、
積
極
的
財
産
だ
け
で
な
く
、
消
極
的
財

産
を
含
み
、
信
用
力
な
ど
も
取
り
込
ま
れ
る
と
さ
れ
て
い
た）

9
（

。

　

改
正
刑
法
準
備
草
案
を
基
礎
に
審
議
に
当
た
っ
た
法
制
審
議
会
刑
事
法
特
別
部
会
第
二
小
委
員
会
で
は
、
昭
和
四
一
年
（
一
九
六
六

年
）
九
月
三
〇
日
の
第
五
九
回
会
議
に
お
い
て
、
改
正
刑
法
準
備
草
案
と
同
様
の
規
定
に
つ
い
て
、
こ
の
種
の
規
定
を
設
け
る
べ
き
で

あ
る
と
の
意
見
が
多
数
を
占
め
た）

10
（

。
し
か
し
、
昭
和
四
五
年
（
一
九
七
〇
年
）
一
月
三
〇
日
の
第
一
三
二
回
会
議
に
な
る
と
、
①
経
済

状
態
に
応
じ
て
多
額
の
罰
金
額
と
す
る
こ
と
は
憲
法
の
平
等
原
則
に
反
す
る
疑
い
が
あ
り
、
共
犯
者
間
で
経
済
状
態
を
理
由
に
罰
金
額

に
差
を
付
け
る
の
は
不
公
平
な
印
象
を
与
え
る
こ
と
、
②
略
式
手
続
に
お
い
て
、
犯
罪
者
の
経
済
状
態
を
調
査
す
る
の
は
不
可
能
で
あ

り
、
当
時
の
多
く
の
事
件
で
は
調
査
が
行
な
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
③
経
済
状
態
の
調
査
が
不
十
分
で
あ
っ
た
こ
と
や
罰
金
額
が

経
済
状
態
に
照
ら
し
て
不
相
当
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
理
由
と
す
る
上
訴
が
著
し
く
増
加
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
な
ど
が
指
摘
さ
れ
た
。

そ
し
て
、
採
決
の
結
果
、
か
か
る
規
定
を
採
用
し
な
い
案
（
Ａ
案
）
と
採
用
す
る
案
（
Ｂ
案）

11
（

）
が
参
考
案
と
し
て
審
議
さ
れ
る
こ
と
と

な
っ
た）

12
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
量
定
基
準
を
明
示
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
当
初
は
賛
成
が
多
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
後
に
反
対
が
増
加
し
た
の

は
、
後
述
す
る
日
数
罰
金
制
度
の
採
否
と
連
動
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
日
数
罰
金
制
度
の
導
入
の
主
要
な
反
対
意
見
と
し
て
、
被

告
人
の
経
済
状
態
の
調
査
が
困
難
で
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
。
罰
金
刑
の
量
定
に
当
た
っ
て
経
済
状
態
を
斟
酌
す
る
こ
と
を
明
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二

示
す
る
規
定
が
採
用
さ
れ
れ
ば
、
経
済
状
態
の
調
査
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
日
数
罰
金
制
度
の
施
行
の
大
き
な
障
害
の
一
つ
が

取
り
除
か
れ
か
ね
な
い
と
検
察
官
出
身
の
委
員
を
中
心
に
考
え
ら
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

　

結
局
、
我
が
国
で
は
、
実
務
上
、
犯
罪
の
重
大
性
と
行
為
者
の
事
情
と
し
て
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
因
子
を
ど
の
よ
う
に
取
り
込

む
の
か
に
つ
い
て
は
裁
判
所
に
委
ね
ら
れ
る
と
と
も
に
、
科
さ
れ
る
罰
金
刑
の
多
く
が
低
額
で
あ
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
問

題
に
そ
れ
ほ
ど
注
意
が
払
わ
れ
な
い
ま
ま
、
罰
金
刑
の
量
定
が
行
な
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

三
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
量
定
基
準
に
関
す
る
議
論

　

一
方
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て
は
、
罰
金
刑
の
量
定
に
お
い
て
考
慮
す
べ
き
因
子
が
、
条
文
上
、
詳
細
に
示
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
多
い
。
そ
の
規
定
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
も
の
の
、
罰
金
刑
に
つ
い
て
代
表
的
な
規
定
で
あ
る
と
言
え
る
連
邦
法
は
、
以
下
の
よ
う
に

規
定
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
犯
罪
の
重
大
性
な
ど
の
他
の
刑
事
制
裁
に
も
共
通
す
る
一
般
的
な
量
刑
因
子
に
加
え
て
、
罰
金
刑
に
特

有
の
因
子
と
し
て
、
⑴
被
告
人
の
収
入
、
所
得
獲
得
能
力
、
資
産
、
⑵
被
告
人
に
対
し
て
罰
金
刑
を
賦
科
し
た
場
合
と
他
の
刑
罰
を
賦

科
し
た
場
合
に
、
被
告
人
に
経
済
的
な
扶
養
を
求
め
う
る
あ
ら
ゆ
る
者
に
課
さ
れ
る
負
担
の
大
き
さ
、
被
告
人
に
経
済
的
な
扶
養
を
求

め
る
あ
ら
ゆ
る
者
の
福
祉
の
た
め
に
責
任
を
負
う
政
府
を
含
む
あ
ら
ゆ
る
そ
の
他
の
者
に
科
さ
れ
る
負
担
の
大
き
さ
、
⑶
犯
罪
の
結
果
、

他
の
者
に
負
わ
さ
れ
た
あ
ら
ゆ
る
経
済
的
損
失
、
⑷
弁
償
が
命
じ
ら
れ
る
か
ど
う
か
又
は
な
さ
れ
た
か
ど
う
か
、
そ
れ
ら
の
弁
償
の
額
、

⑸
犯
罪
か
ら
違
法
に
得
ら
れ
た
利
得
を
被
告
人
か
ら
剥
奪
す
る
必
要
性
、
⑹
被
告
人
に
科
さ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
拘
禁
刑
、
監
視
付
釈
放

（supervised release

）
又
は
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
政
府
が
負
担
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
考
え
ら
れ
る
費
用
、
⑺
被
告
人
が
罰
金

刑
の
支
出
を
消
費
者
又
は
他
の
者
に
対
し
転
嫁
す
る
可
能
性
、
⑻
被
告
人
が
法
人
で
あ
る
場
合
、
法
人
の
規
模
及
び
当
該
犯
罪
に
対
し

責
任
を
負
う
法
人
の
役
員
、
取
締
役
、
使
用
人
又
は
代
理
人
を
規
律
す
る
た
め
に
、
又
は
当
該
犯
罪
の
再
発
防
止
の
た
め
に
、
法
人
に



第
八
章　

罰
金
刑
の
量
定 

二
五
三

よ
り
と
ら
れ
た
あ
ら
ゆ
る
方
策
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る）

13
（

。

　

ま
た
、
連
邦
量
刑
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（Federal Sentencing Guidelines

）
は
、
被
告
人
に
支
払
能
力
が
な
く
、
か
つ
、
将
来
の
支

払
能
力
も
見
込
め
な
い
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
場
合
を
除
い
て
、
原
則
と
し
て
罰
金
刑
を
科
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、
犯
罪
レ
ベ
ル

（off ense level
）
に
応
じ
て
そ
の
多
額
と
寡
額
を
定
め
て
い
る）

14
（

。
具
体
的
に
は
、
犯
罪
レ
ベ
ル
三
以
下
の
場
合
、
多
額
が
五
〇
〇
〇
ド

ル
（
Ｕ
Ｓ
Ｄ
）（
約
四
〇
万
円
。
一
Ｕ
Ｓ
Ｄ
八
〇
円
で
換
算
。
以
下
同
じ
）、
寡
額
が
一
〇
〇
Ｕ
Ｓ
Ｄ
（
約
八
万
円
）
と
さ
れ
て
お
り
、

犯
罪
レ
ベ
ル
三
八
以
上
の
場
合
、
多
額
が
二
五
万
Ｕ
Ｓ
Ｄ
（
約
二
〇
〇
〇
万
円
）、
寡
額
が
二
五
〇
〇
〇
Ｕ
Ｓ
Ｄ
（
約
二
〇
〇
万
円
）
と

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
範
囲
内
に
お
け
る
罰
金
額
の
算
定
に
あ
た
っ
て
は
、
⑴
犯
罪
の
重
大
性
の
反
映
、
法
に
対
す
る
尊
敬
の
促
進
、
公

正
な
処
罰
の
実
行
及
び
適
切
な
抑
止
の
た
め
の
必
要
性
、
⑵
被
告
人
の
所
得
獲
得
能
力
及
び
資
産
を
踏
ま
え
た
支
払
能
力
、
⑶
代
替
的

制
裁
に
比
べ
て
、
罰
金
刑
が
被
告
人
及
び
そ
の
扶
養
家
族
に
及
ぼ
す
負
担
、
⑷
被
告
人
が
行
な
う
又
は
行
な
う
よ
う
求
め
ら
れ
て
い
る

被
害
弁
償
又
は
損
害
回
復
、
⑸
被
告
人
の
行
為
に
つ
い
て
の
民
事
責
任
を
含
む
有
罪
認
定
に
付
随
す
る
義
務
、
⑹
被
告
人
が
同
種
犯
罪

に
対
し
て
罰
金
刑
を
過
去
に
受
け
た
経
験
の
有
無
、
⑺
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
期
間
、
拘
禁
刑
（im

prisonm
ent

）
の
期
間
、
監
視
付
釈
放

の
期
間
に
か
か
る
と
予
想
さ
れ
る
政
府
の
費
用
、
⑻
そ
の
他
あ
ら
ゆ
る
適
切
な
衡
平
法
上
の
考
慮
を
裁
判
所
は
斟
酌
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い）

15
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
連
邦
の
制
度
に
お
い
て
は
、
罰
金
刑
の
量
定
の
際
に
考
慮
す
べ
き
因
子
が
詳
細
に
挙
げ
ら
れ
て

い
る
上
、
量
刑
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
も
存
在
す
る
た
め
、
我
が
国
に
比
べ
て
、
量
刑
の
均
一
化
を
図
り
、
公
正
・
公
平
な
罰
金
刑
を
賦
科
す

る
こ
と
を
可
能
と
し
て
お
り
、
優
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て
は
、
も
と
も
と
罰
金
刑
に
想
定
さ

れ
て
い
た
犯
罪
行
為
に
よ
る
国
家
及
び
社
会
の
秩
序
の
侵
害
、
例
え
ば
、
行
為
の
重
大
性
、
社
会
的
影
響
、
結
果
の
重
大
性
だ
け
で
な

く
、
得
ら
れ
た
犯
罪
収
益）

16
（

、
さ
ら
に
は
、
刑
事
司
法
機
関
の
法
執
行
に
か
か
っ
た
費
用
ま
で
も
が
考
慮
す
べ
き
因
子
に
含
め
ら
れ
て
き
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た）
17
（

。
す
な
わ
ち
、
罰
金
刑
は
、
そ
の
量
定
の
基
礎
と
し
て
犯
罪
に
関
わ
る
あ
ら
ゆ
る
事
情
を
取
り
込
ん
で
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、

言
い
渡
さ
れ
た
罰
金
額
は
、
犯
罪
に
関
わ
る
様
々
な
因
子
を
包
含
す
る
こ
と
と
な
り
、
行
為
者
に
も
、
被
害
者
に
も
、
そ
し
て
一
般
国

民
に
も
、
算
定
の
根
拠
が
わ
か
り
難
い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

　

し
か
も
、
条
文
上
示
さ
れ
て
い
る
因
子
に
つ
い
て
、
判
文
中
で
個
別
の
認
定
が
必
要
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
第
二
章
で
紹
介
し
た

被
害
弁
償
命
令
に
つ
い
て
と
同
様
、
連
邦
レ
ベ
ル
で
も
巡
回
裁
判
所
ご
と
に
、
判
文
中
で
個
別
の
認
定
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
も
の
と）

18
（

、

判
文
中
で
触
れ
る
必
要
は
全
く
な
い
と
す
る
も
の
に）

19
（

、
そ
の
判
断
が
分
か
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
巡
回
裁
判
所
の
管
轄
に
よ
っ
て
は
、

判
決
文
に
お
い
て
各
因
子
が
ど
の
程
度
で
あ
っ
た
の
か
を
知
り
得
な
い
場
合
も
存
在
す
る
。
も
っ
と
も
、
た
と
え
判
決
文
に
示
さ
れ
た

と
し
て
も
、
行
為
責
任
と
行
為
者
の
事
情
、
特
に
経
済
状
態
を
総
合
的
に
考
慮
す
る
こ
と
と
な
り
、
行
為
責
任
の
量
が
ど
れ
ほ
ど
な
の

か
、
行
為
者
の
事
情
が
ど
の
程
度
斟
酌
さ
れ
た
の
か
を
罰
金
額
か
ら
た
だ
ち
に
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
点
は
我
が
国
と
変
わ
り
が
な
い
。

　

そ
の
た
め
、
我
が
国
の
総
額
罰
金
制
度
も
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
総
額
罰
金
制
度
も
、
日
数
罰
金
制
度
と
は
異
な
り
、
一
つ
の
段
階
で

総
合
的
な
考
慮
に
お
い
て
科
さ
れ
る
点
で
共
通
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、「
行
為
責
任
、
行
為
者
人
格
、
社
会
的
予
測
、
所
得
、
資
産
及

び
損
害
回
復
の
約
束
に
つ
い
て
の
無
定
型
な
全
観
点
か
ら
の
非
合
理
的
な
産
物）

20
（

」
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
総
額
罰
金
制
度
に
対
す
る
典
型

的
な
批
判
を
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
総
額
罰
金
制
度
は
、
犯
罪
に
関
わ
る
因
子
を
広
範
に
取
り
込
み
、
さ
ら
に
行
為
者
の
事
情
も

合
わ
せ
て
考
慮
す
る
た
め
、
い
か
な
る
理
由
で
罰
金
額
が
導
き
出
さ
れ
た
の
か
、
行
為
者
に
も
、
被
害
者
に
も
、
そ
し
て
一
般
国
民
に

も
わ
か
り
難
い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
賦
科
段
階
の
表
示
・
表
現
目
的
に
適
っ
た
量
定
方
法
で
あ
る
と
は
言
え
な

い
。
ま
た
、
行
為
者
の
法
益
剥
奪
に
着
目
し
て
公
正
・
公
平
な
量
定
を
行
な
っ
て
い
る
の
か
ど
う
か
の
検
証
も
不
可
能
で
あ
る
。
そ
れ

ゆ
え
、
冒
頭
で
提
示
し
た
第
一
の
要
請
に
も
第
二
の
要
請
に
も
応
え
る
も
の
と
な
っ
て
い
な
い
。
総
額
罰
金
制
度
は
罰
金
刑
の
量
定
方
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法
と
し
て
不
適
切
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
ド
イ
ツ
の
日
数
罰
金
制
度
は
罰
金
刑
の
量
定
方
法
と
し
て
妥
当
だ
ろ
う
か
。
以
下
で
は
、
犠
牲
平
等
原
則
の
内
容
に
つ

い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。

第
三
節　

ド
イ
ツ
に
お
け
る
犠
牲
平
等
原
則
の
展
開

一
、
税
法
学
に
お
け
る
犠
牲
平
等
原
則
の
発
展

　

犠
牲
平
等
原
則
（Grundsatz der O

pfergleichheit

）
は
、
文
字
通
り
、
法
益
剥
奪
と
い
う
「
犠
牲
（O

pfer

）」
が
、
行
為
者
に

「
平
等
（Gleichheit

）」
に
科
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
定
め
た
原
則
で
あ
る
。
問
題
と
な
る
の
は
、
①
い
か
な
る
「
犠
牲
」

が
、
②
ど
の
よ
う
に
科
さ
れ
た
場
合
に
「
平
等
」
と
言
え
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
以
下
で
は
、「
犠
牲
」
と
「
平
等
」
を
巡
っ
て

展
開
さ
れ
て
き
た
議
論
を
見
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
望
ま
し
い
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

　

そ
も
そ
も
、
犠
牲
平
等
原
則
の
萌
芽
は
聖
書
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
近
代
以
前
か
ら
、
同
じ
金
額
を
喜
捨
し
た
と
し

て
も
豊
か
な
者
と
貧
し
い
者
と
で
同
額
の
金
銭
支
払
の
意
味
が
同
じ
で
な
い
こ
と
が
認
識
さ
れ
て
い
た）

21
（

。
も
っ
と
も
、
聖
書
に
お
い
て

は
、
同
額
の
金
銭
支
払
が
「
平
等
」
な
「
犠
牲
」
で
は
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
の
み
で
、
両
者
の
概
念
内
容
が
深
化
す
る
こ
と
は
な

か
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
発
想
が
最
初
に
理
論
化
さ
れ
取
り
込
ま
れ
た
の
は
、
刑
事
法
に
お
い
て
で
は
な
く
、
租
税
法
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
や

が
て
、
一
九
世
紀
に
な
る
と
、
ジ
ョ
ン
・
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
ミ
ル
（John Stuart M

ill

）
の
『
政
治
経
済
の
諸
原
理
（Principles of 



 

二
五
六

Political E
conom

y

）』
に
よ
り
、
税
法
学
上
の
重
要
な
原
則
へ
と
高
め
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
租
税
が
国
家
の
財
政
と
関
係
し
て
お

り
、
各
個
人
が
支
払
う
租
税
に
相
応
す
る
反
対
給
付
が
観
念
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
租
税
の
賦
課
が
同
等
に
分
配
さ
れ
る
場
合
に
の
み

租
税
の
賦
課
が
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
の
で
あ
る）

22
（

。
こ
れ
に
よ
り
、
課
税
が
均
等
に
行
わ
れ
て
い
る
と
言
え
る
た
め
に
は
、

租
税
が
同
等
の
「
犠
牲
」
を
与
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た）

23
（

。
そ
し
て
、
こ
の
「
犠
牲
」
が
各
個
人
の

支
払
能
力
（
給
付
能
力
。Leistungsfähigkeit

）
に
応
じ
て
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
原
理
が
確
立
さ
れ
て
い
っ
た）

24
（

。

　

も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
議
論
の
中
で
考
え
ら
れ
た
「
犠
牲
」
の
内
容
は
、
一
義
的
で
は
な
く
、
お
お
よ
そ
以
下
の
三
つ
に
分
類
で

き
る
。

　

第
一
に
、「
同
等
に
絶
対
的
な
犠
牲
」
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る）

25
（

。
こ
れ
は
、
所
得
や
資
産
に
拘
ら
ず
、
同
じ
絶
対
量
の
課
税
を
通
し

て
与
え
ら
れ
る
不
利
益
は
各
人
に
と
っ
て
同
じ
絶
対
量
で
あ
る
こ
と
に
着
目
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
豊
か
な
者
も
貧
し
い
者

も
、
同
じ
金
額
を
支
払
え
ば
、
同
じ
よ
う
に
物
品
を
購
入
し
、
サ
ー
ビ
ス
の
給
付
を
受
け
る
こ
と
が
通
常
で
き
る
た
め
、
同
じ
税
額
の

賦
課
が
同
等
の
犠
牲
と
な
る
と
理
解
す
る
の
で
あ
る）

26
（

。
こ
の
考
え
方
に
よ
れ
ば
、
税
額
の
絶
対
量
が
一
定
と
な
っ
て
豊
か
な
者
と
比
べ

て
貧
し
い
者
ほ
ど
相
対
的
に
大
き
な
賦
課
と
な
る
た
め
、
実
質
的
に
逆
進
的
な
課
税
と
な
る
。

　

第
二
に
、「
同
等
に
比
例
的
な
犠
牲
」
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る）

27
（

。
こ
れ
は
、
各
個
人
の
所
得
や
資
産
に
対
し
て
相
対
的
な
も
の
と
な

る
よ
う
犠
牲
を
位
置
付
け
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
言
う
相
対
性
は
、
①
他
の
者
の
所
得
や
資
産
に
対
す
る
相
対
性
と
、
②
自

己
の
所
得
や
資
産
の
全
額
に
対
す
る
相
対
性
と
い
う
二
重
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
考
え
方
は
、
税
額
の
絶
対
量
に
着
目
す
れ
ば
、

貧
し
い
者
に
比
べ
て
豊
か
な
者
ほ
ど
そ
の
絶
対
量
が
多
く
な
る
た
め
、
累
進
的
な
課
税
と
な
る
と
言
え
る
一
方
、
課
税
後
に
残
さ
れ
る

財
産
の
絶
対
量
に
着
目
す
れ
ば
、
貧
し
い
者
に
比
べ
て
豊
か
な
者
ほ
ど
そ
の
絶
対
量
が
多
く
な
る
た
め
、
実
質
的
に
逆
進
的
な
課
税
と

な
る
と
も
言
え
る
。
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第
三
に
、「
同
等
に
限
界
的
な
（m

arginal

）
犠
牲
」
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る）

28
（

。
こ
れ
は
、
課
税
後
に
残
る
各
個
人
の
所
得
や
資

産
の
絶
対
量
が
同
等
の
も
の
と
な
る
よ
う
犠
牲
を
観
念
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
に
よ
れ
ば
、
課
税
後
に
残
さ
れ
る
財

産
が
一
定
と
な
る
よ
う
に
課
税
が
な
さ
れ
る
た
め
、
課
税
後
に
残
さ
れ
る
財
産
の
絶
対
量
が
少
な
く
設
定
さ
れ
れ
ば
さ
れ
る
ほ
ど
、
貧

し
い
者
に
比
べ
て
豊
か
な
者
ほ
ど
税
額
の
絶
対
量
も
相
対
量
も
大
き
く
な
り
、
累
進
的
な
課
税
と
な
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、「
犠
牲
」
概
念
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
る
か
に
よ
っ
て
、
税
額
が
異
な
る
こ
と
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、「
同

等
に
絶
対
的
な
犠
牲
」
と
と
ら
え
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
者
が
同
じ
絶
対
量
の
税
額
を
賦
課
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
第
二
に
、「
同
等
に
比
例

的
な
犠
牲
」
と
と
ら
え
れ
ば
、
所
得
や
資
産
の
量
の
一
定
割
合
の
税
額
を
賦
課
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
第
三
に
、「
同
等
に
限
界
的
な
犠

牲
」
と
と
ら
え
れ
ば
、
一
定
額
を
超
え
る
所
得
や
資
産
の
全
て
が
税
額
と
さ
れ
、
一
定
額
を
超
え
る
所
得
や
資
産
が
根
こ
そ
ぎ
剥
奪
さ

れ
る
こ
と
と
な
る
。

　

従
っ
て
、
税
法
学
の
「
犠
牲
」
概
念
を
罰
金
刑
の
量
定
に
転
用
す
る
と
し
て
も
、
ど
の
よ
う
に
「
犠
牲
」
を
と
ら
え
る
か
に
よ
っ
て
、

罰
金
刑
の
制
度
設
計
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
と
考
え
ら
れ
る
。
具
体
的
に
は
、「
同
等
に
絶
対
的
な
犠
牲
」
と
理
解
す
れ
ば
、
行
為
者

の
事
情
を
斟
酌
せ
ず
、
行
為
責
任
の
み
を
算
定
し
て
罰
金
額
を
言
い
渡
せ
ば
足
り
る
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
に
対
し
、「
同
等
に
比
例
的
な

犠
牲
」
と
理
解
す
れ
ば
、
行
為
責
任
の
量
を
所
得
や
資
産
の
一
定
の
割
合
で
示
す
こ
と
と
な
る
。「
同
等
に
限
界
的
な
犠
牲
」
と
理
解
す

れ
ば
、
行
為
責
任
の
量
を
残
さ
れ
る
所
得
や
資
産
の
絶
対
量
で
示
す
こ
と
と
な
る
。
ま
た
、「
同
等
に
比
例
的
な
犠
牲
」
と
「
同
等
に
限

界
的
な
犠
牲
」
の
考
え
に
お
い
て
は
、
罰
金
刑
に
よ
っ
て
剥
奪
さ
れ
る
額
の
算
定
の
対
象
と
な
る
の
が
所
得
で
あ
る
の
か
、
資
産
で
あ

る
の
か
、
そ
れ
と
も
両
者
を
混
合
的
に
評
価
し
た
も
の
な
の
か
も
問
題
と
な
る
。
そ
こ
で
、
次
に
犠
牲
平
等
原
則
が
ど
の
よ
う
に
刑
事

法
に
取
り
込
ま
れ
て
い
っ
た
か
を
見
る
こ
と
と
し
た
い
。
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二
、
刑
法
学
に
お
け
る
犠
牲
平
等
原
則
の
発
展

　

刑
法
学
に
お
い
て
、
犠
牲
平
等
原
則
の
詳
細
な
理
論
化
が
行
わ
れ
る
以
前
か
ら
、
罰
金
刑
の
量
定
に
あ
た
っ
て
、
行
為
責
任
以
外
に

行
為
者
の
事
情
、
特
に
経
済
状
態
を
考
慮
す
る
べ
き
か
否
か
と
い
う
問
題
が
意
識
さ
れ
て
い
た
。
例
え
ば
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
い

く
つ
か
の
中
世
の
都
市
法
が
行
為
者
の
経
済
状
態
に
罰
金
刑
を
適
合
さ
せ
る
た
め
に
、
罰
金
額
の
幅
を
予
定
し
て
い
た）

29
（

。
こ
れ
は
、「
同

等
に
絶
対
的
な
犠
牲
」
が
「
平
等
」
で
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
歴
史
上
、
そ
れ
以
後
一
貫
し
て
行
為
者

の
事
情
が
考
慮
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
は
な
い）

30
（

。
例
え
ば
、
カ
ロ
リ
ナ
（Carolina

）
法
典
は
、
経
済
状
態
の
斟
酌
を
規
定
し
て
い
な
か

っ
た
。
経
済
状
態
の
斟
酌
が
一
般
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
一
七
六
八
年
の
テ
レ
ジ
ア
刑
法
典
（Constitutio Crim

inalis 

T
heresiana

）
以
降
の
こ
と
で
あ
り
、
啓
蒙
主
義
の
影
響
を
大
き
く
受
け
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

啓
蒙
時
代
に
お
い
て
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
（M

ontesquieu

）
な
ど
も
こ
の
問
題
に
触
れ
て
い
る
が
、
と
り
わ
け
刑
法
学
に
お
け
る

罰
金
刑
の
犠
牲
平
等
原
則
の
発
展
に
影
響
を
与
え
た
の
は
、
イ
タ
リ
ア
の
フ
ィ
ラ
ン
ギ
エ
ー
リ
（Filangieri

）
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る）

31
（

。
彼
は
、『
立
法
の
科
学
（La Scienza D

ella Legislazione

）』
に
お
い
て
、
金
銭
の
絶
対
量
で
言
い
渡
さ
れ
る
罰
金
刑
に
よ

る
「
犠
牲
」
が
お
よ
そ
「
平
等
」
と
は
言
い
難
い
こ
と
を
詳
細
に
指
摘
し
た
。
す
な
わ
ち
、
①
私
有
財
産
の
中
核
が
貨
幣
で
は
な
く
土

地
で
あ
っ
て
、
多
く
の
者
の
所
有
す
る
土
地
の
量
に
大
き
な
差
が
な
い
た
め
に
同
じ
金
額
の
剥
奪
が
ほ
ぼ
同
じ
苦
痛
を
も
た
ら
す
と
い

う
そ
れ
よ
り
前
の
時
代
と
は
異
な
り
、
同
じ
金
額
の
剥
奪
が
ほ
ぼ
同
じ
苦
痛
を
も
た
ら
す
わ
け
で
は
な
く
な
っ
た
こ
と
、
②
貨
幣
価
値

の
変
動
に
よ
り
、
実
際
に
被
る
苦
痛
の
量
が
変
化
し
て
し
ま
う
こ
と
を
挙
げ
た
。
そ
の
上
で
、
フ
ィ
ラ
ン
ギ
エ
ー
リ
は
、
剥
奪
さ
れ
る

金
銭
の
絶
対
量
で
は
な
く
、
行
為
者
の
資
産
の
う
ち
ど
の
程
度
の
割
合
が
奪
わ
れ
る
の
か
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
。
も
っ

と
も
、
フ
ィ
ラ
ン
ギ
エ
ー
リ
は
、
罰
金
刑
の
刑
罰
効
果
を
限
定
的
に
と
ら
え
、
罰
金
刑
の
適
用
は
金
銭
欲
求
に
起
因
す
る
軽
微
犯
罪
の

場
合
に
限
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
た
。
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以
上
の
よ
う
に
、
フ
ィ
ラ
ン
ギ
エ
ー
リ
は
、
①
犯
罪
の
重
大
性
に
応
じ
て
罰
金
刑
の
量
定
を
行
な
う
こ
と
、
②
そ
の
際
、
行
為
者
の

資
産
の
割
合
に
よ
り
罰
金
刑
の
量
定
を
行
な
う
こ
と
、
③
罰
金
刑
の
適
用
範
囲
を
軽
微
な
利
欲
犯
に
限
定
す
る
こ
と
、
④
貨
幣
価
値
の

変
動
が
行
為
者
に
与
え
る
犠
牲
に
影
響
し
う
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
の
う
ち
、
①
行
為
者
で
は
な
く
、
犯
罪
の
重
大
性
に
応
じ
て
量

定
を
行
な
う
こ
と
は
、
当
時
、
ほ
と
ん
ど
争
わ
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
④
貨
幣
価
値
の
変
動
の
問
題
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
ド
イ

ツ
に
お
け
る
ハ
イ
パ
ー
・
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
（hyperinfl ation

）
の
時
期
に
至
る
ま
で
、
ほ
と
ん
ど
議
論
の
対
象
と
さ
れ
な
か
っ

た
。
一
方
、
③
罰
金
刑
の
適
用
範
囲
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
ベ
ン
サ
ム
（Bentham

）
に
よ
り
、
拡
張
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

ベ
ン
サ
ム
は
、
行
為
者
の
資
産
に
比
例
的
に
罰
金
刑
を
量
定
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
フ
ィ
ラ
ン
ギ
エ
ー
リ
の
言
う
よ
う
に
、
個
々
の
行

為
者
に
対
し
て
平
等
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
個
々
の
犯
罪
に
対
し
て
も
ま
た
平
等
で
あ
る
と
理
解
し
、
あ
ら
ゆ
る
犯
罪
に
罰
金
刑
が
適

用
で
き
る
と
考
え
た
の
で
あ
る）

32
（

。
結
局
、
一
九
世
紀
ま
で
の
議
論
の
中
心
と
な
っ
た
の
は
、
②
行
為
者
の
資
産
の
割
合
で
罰
金
刑
を
量

定
す
べ
き
か
否
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
金
銭
の
絶
対
量
で
は
な
く
、
資
産
の
割
合
で
罰
金
刑
の
量
定
を
行
な
う
点
は
、
ま
も
な
く
、

大
い
に
賛
同
を
得
る
こ
と
と
な
っ
た）

33
（

。
こ
の
よ
う
に
、
フ
ィ
ラ
ン
ギ
エ
ー
リ
は
、「
同
等
に
絶
対
的
な
犠
牲
」
を
「
平
等
」
で
な
い
と
と

ら
え
た
上
で
、「
同
等
に
比
例
的
な
犠
牲
」
を
「
平
等
」
と
と
ら
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、「
犠
牲
」
を
何
ら
の
制
約
な
く
資
産

だ
け
に
比
例
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
資
産
の
割
合
だ
け
で
罰
金
刑
を
何
ら
の
制
約
な
し
に
量
定
す
る
こ
と
は
、
徐
々
に
批
判
さ
れ
始
め
た
。
例
え
ば
、
ク
ラ
イ

ン
シ
ュ
ロ
ッ
ト
（K

leinschrod

）
は
、
罰
金
刑
の
刑
罰
効
果
が
一
時
的
な
も
の
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
た）

34
（

。
そ
の
上
で
、
一
時
的
な

効
果
し
か
も
た
ら
さ
な
い
に
か
か
わ
ら
ず
、
資
産
を
過
度
に
剥
奪
す
る
と
、
農
業
、
工
業
、
商
業
な
ど
の
多
く
の
職
業
に
お
い
て
、
そ

の
職
業
の
基
盤
が
破
壊
さ
れ
、
行
為
者
の
就
業
を
困
難
な
ら
し
め
て
し
ま
う
と
し
た
。
そ
の
た
め
、
罰
金
刑
の
賦
科
に
よ
り
、
行
為
者

の
社
会
復
帰
が
困
難
に
な
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
罰
金
刑
の
割
合
を
最
大
で
資
産
の
三
分
の
一
ま
で
に
制
限
し
よ
う
と
し
た
。
ま
た
、
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エ
ル
ス
テ
ッ
ド
（O

ersted

）
は
、
資
産
に
対
す
る
一
定
の
割
合
だ
け
か
ら
単
純
に
量
定
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
資
産
の
果
た
し
て

い
る
役
割
、
所
得
、
家
族
状
況
に
配
慮
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
し
た）

35
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
ク
ラ
イ
ン
シ
ュ
ロ
ッ
ト
や
エ
ル
ス
テ
ッ
ド
は
、
単
純
に
無
制
約
に
資
産
だ
け
か
ら
罰
金
刑
を
量
定
し
よ
う
と
す
る
フ

ィ
ラ
ン
ギ
エ
ー
リ
の
見
解
を
批
判
し
つ
つ
も
、
資
産
を
基
礎
に
罰
金
刑
を
量
定
す
る
と
い
う
中
核
的
な
部
分
に
は
賛
成
し
て
い
た
。
す

な
わ
ち
、「
同
等
に
絶
対
的
な
犠
牲
」
を
「
平
等
」
で
な
い
と
し
、「
同
等
に
比
例
的
な
犠
牲
」
を
「
平
等
」
と
と
ら
え
た
点
は
フ
ィ
ラ

ン
ギ
エ
ー
リ
と
同
じ
で
あ
っ
た
。
異
な
る
の
は
、「
犠
牲
」
を
資
産
に
比
例
さ
せ
る
際
に
何
ら
か
の
制
約
を
設
け
る
か
否
か
と
い
う
点
だ

け
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
資
産
を
基
礎
に
罰
金
刑
を
量
定
す
る
と
い
う
学
説
を
受
け
て
、
一
八
世
紀
か
ら
一
九
世
紀
の
い
く
つ
か
の

法
令
は
、
罰
金
刑
の
量
定
の
際
に
、
行
為
者
の
資
産
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定
し
た）

36
（

。

　

こ
れ
に
対
し
、
啓
蒙
主
義
の
影
響
を
受
け
て
、
全
資
産
剥
奪
（allgem

eine V
erm

ögenskonfi skation

）
が
激
し
い
批
判
の
的
と

な
る
と
、
資
産
を
基
礎
に
量
定
す
る
罰
金
刑
も
全
資
産
剥
奪
に
準
じ
る
も
の
と
さ
れ
、
大
い
に
批
判
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た）

37
（

。
し
か

も
、
国
民
経
済
の
変
化
が
こ
の
批
判
を
後
押
し
し
た
と
さ
れ
る）

38
（

。
す
な
わ
ち
、
フ
ィ
ラ
ン
ギ
エ
ー
リ
の
時
代
に
は
、
労
働
に
対
す
る
報

酬
と
し
て
の
所
得
よ
り
も
資
産
が
経
済
の
中
心
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
こ
の
時
代
に
な
る
と
、
労
働
や
資
産
か
ら
得
ら
れ
る
所
得
が

経
済
の
中
心
と
な
っ
て
き
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
中
、
一
九
世
紀
後
半
、
ヴ
ァ
ー
ル
ベ
ル
ク
（W

ahlberg
）
は
、
こ
れ
ま
で
当
然
視
さ
れ
て
き
た
、
犯
罪
に
対
す
る
行
為
責

任
の
み
に
応
じ
た
量
定
に
正
面
か
ら
疑
問
を
呈
し
た
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
、
行
為
者
に
着
目
し
、
罰
金
刑
の
量
定
を
行
な
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
し
た
の
で
あ
る）

39
（

。
そ
の
結
果
、
個
々
の
行
為
者
の
生
活
状
態
に
罰
金
刑
が
適
合
さ
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、

資
産
の
一
定
割
合
で
示
さ
れ
る
画
一
的
な
罰
金
刑
の
量
定
は
不
当
で
あ
り
、
資
産
や
所
得
に
適
合
し
た
量
定
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
し
た
。
ヴ
ァ
ー
ル
ベ
ル
ク
は
、
資
産
が
わ
ず
か
し
か
な
い
場
合
、
資
産
が
大
き
い
場
合
と
比
べ
て
、
同
じ
割
合
の
喪
失
で
あ
っ
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た
と
し
て
も
よ
り
大
き
な
影
響
を
被
る
と
し
て
、
資
産
の
割
合
で
罰
金
刑
の
量
定
を
行
な
お
う
と
す
る
フ
ィ
ラ
ン
ギ
エ
ー
リ
の
構
想
を

批
判
し
た）

40
（

。
そ
し
て
、
罰
金
刑
の
量
定
の
際
に
は
、
自
由
に
処
分
で
き
る
金
銭
の
利
用
の
可
否
及
び
程
度
、
職
業
、
所
得
の
種
類
、
存

在
す
る
債
務
、
家
族
状
態
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
。
こ
の
よ
う
な
ヴ
ァ
ー
ル
ベ
ル
ク
の
考
え
方
は
、
一
九
世
紀
か
ら
二

〇
世
紀
に
か
け
て
の
行
為
者
へ
の
着
目
、
特
に
社
会
復
帰
を
重
視
す
る
考
え
方
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
、
各
種

の
法
律
大
会
で
、
罰
金
刑
の
量
定
の
際
に
被
告
人
の
経
済
状
態
が
個
別
に
斟
酌
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
相
次
い
で
確

認
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る）

41
（

。
そ
も
そ
も
、
ク
ラ
イ
ン
シ
ュ
ロ
ッ
ト
が
罰
金
刑
賦
科
後
の
行
為
者
の
社
会
復
帰
を
意
識
す
る
こ
と
に
よ
り
、

ま
た
、
エ
ル
ス
テ
ッ
ド
が
行
為
者
の
経
済
状
態
を
広
範
に
斟
酌
す
べ
き
と
し
た
こ
と
に
よ
り
、
罰
金
刑
賦
科
の
際
に
行
為
者
の
事
情
を

考
慮
す
る
萌
芽
が
生
じ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
こ
う
し
て
、
行
為
者
へ
の
着
目
は
、
こ
れ
ま
で
意
識
さ
れ
て
き
た
、
犯
罪
の
重
大
性
を

ど
の
よ
う
に
量
定
す
る
か
と
い
う
問
題
に
加
え
て
、
行
為
者
の
事
情
を
ど
の
よ
う
に
斟
酌
し
て
個
別
に
量
定
す
る
か
と
い
う
問
題
を
も

罰
金
刑
の
量
定
に
突
き
つ
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。
か
く
し
て
、
資
産
だ
け
で
な
く
、
所
得
も
考
慮
す
る
下
で
、「
同
等
に
比
例
的
な
犠

牲
」
を
図
る
こ
と
が
「
平
等
」
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

罰
金
刑
の
量
定
に
お
け
る
資
産
へ
の
傾
斜
を
否
定
し
つ
つ
、
行
為
者
に
着
目
し
て
量
定
を
個
別
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
要

請
は
、
一
九
世
紀
の
所
得
税
（Einkom

m
ensteuer

）
の
隆
盛
と
相
ま
っ
て
、
主
た
る
関
心
を
行
為
者
の
資
産
か
ら
収
入
及
び
所
得
へ

と
移
す
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
契
機
と
な
っ
た
の
が
、
国
民
経
済
学
者
の
ザ
イ
ド
ラ
ー
（Seidler

）
の
論
文
で
あ
る
。

　

ザ
イ
ド
ラ
ー
は
、
国
民
経
済
学
と
社
会
政
治
学
の
視
点
か
ら
、
罰
金
刑
を
所
得
税
に
対
応
し
て
変
形
す
る
こ
と
を
主
張
し
た）

42
（

。
彼
は
、

①
国
民
経
済
学
上
、
資
産
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
こ
と
が
公
的
な
経
済
利
益
を
侵
害
す
る
こ
と
、
②
資
産
の
種
類
次
第
で
、
多
か
れ
少

な
か
れ
剥
奪
が
軽
い
も
の
と
さ
れ
う
る
こ
と
を
根
拠
に
、
資
産
の
一
定
割
合
で
示
さ
れ
る
罰
金
刑
を
批
判
し
た
。
そ
の
上
で
、
ザ
イ
ド

ラ
ー
は
、
犠
牲
平
等
と
い
う
経
済
学
的
な
原
理
に
対
応
し
て
、
特
に
所
得
税
に
お
い
て
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
所
得
を
基
礎
と
し
て
罰
金



 

二
六
二

刑
も
算
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
。
ま
た
、
彼
は
、
罰
金
刑
に
お
い
て
も
、
所
得
税
に
お
い
て
も
、
納
税
義
務
者
が
そ
の
経

済
状
態
に
対
応
す
る
金
銭
支
払
義
務
を
負
う
以
上
、
納
税
義
務
者
に
主
観
的
に
同
じ
効
果
が
生
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、
そ
れ
ゆ

え
に
、
所
得
が
増
え
れ
ば
増
え
る
ほ
ど
刑
罰
量
が
累
進
的
に
上
昇
す
べ
き
で
あ
る
と
し
た
。
さ
ら
に
、
所
得
を
資
産
か
ら
の
所
得
と
そ

れ
以
外
の
所
得
の
二
つ
に
区
別
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
論
文
を
受
け
て
、
⒜
所
得
に
応
じ
て
罰
金
刑
を
量
定
す
る
こ
と
、
⒝
そ
の
際
、

所
得
税
率
に
従
っ
て
累
進
的
に
罰
金
刑
を
量
定
す
る
こ
と
、
⒞
罰
金
刑
の
算
定
の
際
に
所
得
の
種
類
を
二
つ
に
区
別
す
る
こ
と
が
刑
法

学
者
の
間
で
も
広
範
に
支
持
さ
れ
る
に
至
っ
た）

43
（

。
こ
う
し
て
、
資
産
で
は
な
く
、
所
得
に
依
存
し
た
「
同
等
に
比
例
的
な
犠
牲
」
を
「
平

等
」
と
考
え
る
こ
と
が
一
般
化
し
た
。

　

も
っ
と
も
、
所
得
税
の
議
論
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
こ
と
は
、
徐
々
に
反
発
を
招
く
こ
と
と
な
る
。
ま
ず
、
⒜
所
得
税
の
よ
う
に
、

所
得
だ
け
に
依
拠
す
る
こ
と
が
批
判
さ
れ
た）

44
（

。
こ
れ
は
、
資
産
は
多
い
も
の
の
、
そ
こ
か
ら
の
所
得
が
少
な
い
行
為
者
に
と
っ
て
、
罰

金
額
が
低
く
算
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
公
正
を
失
す
る
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
⒝
そ
も
そ
も
、
所
得
税
率
を
定
め
る

税
制
は
、
豊
か
な
者
に
と
っ
て
、
実
際
上
、
軽
い
負
担
に
留
ま
っ
て
お
り
、
た
と
え
累
進
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
不
十
分
で

あ
り
、
公
正
で
な
い
と
意
識
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
⒜
罰
金
刑
を
所
得
だ
け
か
ら
量
定
す
る
こ
と
は
否
定
さ
れ
、
所
得
を
基
礎
に

他
の
要
素
を
斟
酌
し
つ
つ
量
定
す
る
こ
と
が
支
持
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
と
も
に
、
⒝
累
進
的
な
量
定
を
支
持
す
る
と
い
う
税
法
に
依

拠
し
た
考
え
方
は
徐
々
に
少
な
く
な
っ
て
い
っ
た）

45
（

。
他
方
で
、
⒞
資
産
か
ら
の
所
得
と
そ
れ
以
外
の
所
得
の
二
つ
に
区
別
す
る
こ
と
は
、

そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
所
得
だ
け
で
な
く
、
行
為
者
に
関
わ
る
あ
ら
ゆ
る
因
子
を
考
慮
す
る
と
い
う
従
来
か
ら

の
考
え
方
の
下
で）

46
（

、「
同
等
に
比
例
的
な
犠
牲
」
を
図
ろ
う
と
す
る
考
え
が
有
力
と
な
っ
た
。
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三

三
、
日
数
罰
金
制
度
の
登
場
と
ド
イ
ツ
に
お
け
る
草
案

　

こ
の
よ
う
に
、
罰
金
刑
の
量
定
の
際
、
犯
罪
の
重
大
性
だ
け
で
な
く
、
行
為
者
の
事
情
を
所
得
を
基
礎
と
し
つ
つ
考
慮
す
る
こ
と
が

要
請
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
中
、
日
数
罰
金
制
度
が
提
案
さ
れ
た
。
日
数
罰
金
制
度
の
淵
源
は
不
明
確
で
あ
る
が
、
一
九
世
紀
の
ポ
ル
ト

ガ
ル
刑
法
に
そ
の
萌
芽
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
る）

47
（

。
そ
し
て
、
二
〇
世
紀
に
な
っ
て
、
デ
ン
マ
ー
ク
の
ト
ー
プ
（T

orp

）、
ス

ウ
ェ
ー
デ
ン
の
チ
ュ
レ
ー
ン
（T

hyrén

）、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
ゲ
ッ
ツ
（G

etz

）
に
よ
っ
て
今
日
の
原
型
が
作
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い

る）
48
（

。
日
数
罰
金
制
度
は
、
行
為
責
任
の
量
を
示
す
「
日
数
」
と
行
為
者
の
個
別
の
事
情
を
斟
酌
す
る
「
日
額
」
の
二
つ
に
量
定
段
階
を

区
別
し
、「
日
額
」
の
量
定
に
お
い
て
犠
牲
平
等
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た）

49
（

。
そ
し
て
、
日
数
罰
金
制
度
は
、
ま
ず
、
北
欧
諸
国

で
採
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た）

50
（

。
一
九
二
一
年
に
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
で）

51
（

、
一
九
三
一
年
に
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で）

52
（

、
一
九
三
九
年
に
デ
ン
マ
ー

ク
で）

53
（

日
数
罰
金
制
度
が
導
入
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

北
欧
諸
国
の
日
数
罰
金
制
度
の
導
入
を
受
け
て
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
総
額
罰
金
制
度
に
つ
い
て
行
為
責
任
と
行
為
者
の
事
情
を

総
合
的
に
判
断
す
る
結
果
と
し
て
行
為
責
任
の
量
や
行
為
者
の
事
情
の
斟
酌
の
程
度
が
罰
金
額
か
ら
は
不
明
確
な
上
、
豊
か
な
者
に
は

苦
痛
が
小
さ
く
な
り
が
ち
で
有
効
性
を
欠
く
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
り）

54
（

、
徐
々
に
日
数
罰
金
制
度
が
支
持
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
し
か
し
、
北
欧
諸
国
と
は
異
な
り
、
直
ち
に
具
体
的
な
制
度
の
整
備
が
な
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

　

ド
イ
ツ
に
お
け
る
二
〇
世
紀
初
頭
の
草
案
は
、
い
ず
れ
も
、
分
割
払
（
分
納
）、
支
払
猶
予
（
延
納
）、
利
欲
目
的
の
場
合
の
付
加
刑

と
し
て
の
罰
金
刑
の
利
用
、
行
為
者
の
経
済
状
態
に
罰
金
額
を
適
合
さ
せ
る
こ
と
を
そ
の
内
容
と
し
て
い
た）

55
（

。
す
な
わ
ち
、
ド
イ
ツ
刑

法
総
則
準
備
草
案
（
一
九
〇
九
年
）（V

E 1909

）
56
（

）、
ド
イ
ツ
刑
法
準
備
草
案
対
案
（
一
九
一
一
年
）（GE 1911

）
57
（

）、
刑
法
委
員
会
決
議

に
よ
る
ド
イ
ツ
刑
法
総
則
準
備
草
案
（
一
九
一
三
年
。
刑
法
委
員
会
草
案
）（K

E 1913

）
58
（

）、
一
九
一
九
年
ド
イ
ツ
刑
法
総
則
草
案
（E 

1919

）
59
（

）、
一
九
二
二
年
ド
イ
ツ
刑
法
総
則
草
案
（
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
草
案
）（Radbruch-Entw

urf; E 1922

）
60
（

）、
一
九
二
五
年
ド
イ
ツ
刑
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法
総
則
公
式
草
案
（
帝
国
参
議
院
法
案
）（E 1925

）
61
（

）、
一
九
二
七
年
ド
イ
ツ
刑
法
総
則
草
案
（
帝
国
議
会
法
案
）（E 1927

）
62
（

）、
一
九

三
〇
年
ド
イ
ツ
刑
法
総
則
草
案
（
カ
ー
ル
草
案
）（Entw

urf K
ahl; E 1930

）
63
（

）
が
そ
れ
ぞ
れ
規
定
し
て
い
た
。

　

ま
た
、
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
期
に
は
、
一
月
以
下
の
自
由
刑
を
科
す
と
き
に
、
罰
金
刑
に
よ
り
刑
罰
目
的
が
達
成
さ
れ
う
る
際
に
は
、
自

由
刑
に
代
え
て
罰
金
刑
を
科
す
こ
と
が
で
き
る
と
定
め
て
い
た
一
九
一
九
年
ド
イ
ツ
刑
法
総
則
草
案
を
受
け）

64
（

、
一
九
二
一
年
一
二
月
二

一
日
罰
金
刑
の
適
用
領
域
の
拡
大
及
び
短
期
自
由
刑
の
制
限
に
関
す
る
帝
国
法
（Reichsgesetz zur Erw

eiterung der 

A
nw

endungsgebiets der Geldstrafe und zur Einschraenkung der kurzen Freiheitstrafen. vom
 21. 12. 1921

）
が）

65
（

、

軽
罪
に
お
い
て
、
罰
金
刑
の
定
め
が
な
い
場
合
又
は
自
由
刑
と
の
併
科
が
認
め
ら
れ
て
い
る
場
合
で
、
三
か
月
以
下
の
自
由
刑
を
科
す

と
き
に
、
罰
金
刑
に
よ
り
刑
罰
目
的
が
達
成
さ
れ
う
る
際
に
は
、
自
由
刑
に
代
え
て
一
五
万
帝
国
マ
ル
ク
（
Ｒ
Ｍ
）
以
下
の
罰
金
刑
を

科
す
こ
と
と
す
る
な
ど）

66
（

、
罰
金
刑
の
適
用
を
拡
大
し
よ
う
と
す
る
動
き
も
見
ら
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
適
用
拡
大
の
最
大
の
障
壁
と
も

言
え
る
犠
牲
平
等
の
問
題
に
つ
い
て
見
る
と
、
い
ず
れ
の
草
案
も
、
刑
法
典）

67
（

を
大
き
く
変
え
る
こ
と
な
く
、
総
額
罰
金
制
度
の
下
で
行

為
者
の
経
済
状
態
を
考
慮
す
る
よ
う
求
め
る
に
留
ま
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
罰
金
額
を
行
為
者
の
経
済
状
態
に
適
合
さ
せ
る
た
め
に
経

済
状
態
の
調
査
が
欠
か
せ
ず
、
特
に
税
務
当
局
か
ら
の
情
報
提
供
が
有
益
で
あ
る
も
の
の
、
権
利
の
保
障
や
手
続
に
大
き
な
問
題
が
あ

る
こ
と
が
認
識
さ
れ
て
い
た）

68
（

。

　

さ
ら
に
、
ナ
チ
ス
＝
ド
イ
ツ
期
に
は
、
そ
れ
ま
で
全
有
罪
確
定
人
員
の
五
〇
％
以
上
に
適
用
さ
れ
て
い
た
罰
金
刑
が
徐
々
に
忌
避
さ

れ
る
よ
う
に
な
り
、
一
九
四
一
年
以
降
は
、
四
七
・
六
％
（
一
九
四
一
年
）、
四
一
・
二
％
（
一
九
四
二
年
）、
三
五
・
一
％
（
一
九
四
三

年
上
半
期
）
と
罰
金
刑
が
適
用
さ
れ
る
割
合
は
急
激
に
低
下
し
た）

69
（

。
ま
た
、
罰
金
刑
は
自
由
刑
と
の
併
科
が
原
則
と
さ
れ
る
と
と
も
に
、

と
も
す
れ
ば
全
資
産
の
剥
奪
と
も
言
え
る
恣
意
的
な
罰
金
額
の
賦
科
が
見
ら
れ
る
な
ど）

70
（

、
ど
の
よ
う
な
「
犠
牲
」
を
「
平
等
」
と
考
え

る
の
か
と
い
う
探
究
や
具
体
的
な
制
度
改
革
へ
の
歩
み
は
、
む
し
ろ
後
退
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
時
期
に
は
、
一
般
予
防
の
実
現



第
八
章　

罰
金
刑
の
量
定 

二
六
五

と
国
家
の
権
威
の
徹
底
が
刑
法
理
論
の
中
核
原
則
と
な
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て）

71
（

、
一
九
三
六
年
ド
イ
ツ
刑
法
総
則
草
案
（
ギ
ュ
ー
ト
ナ
ー

草
案
）（Entw

urf Gürtner; E 1936

）
は
、
罰
金
刑
を
「
共
感
さ
れ
ず
、
賞
賛
さ
れ
な
い
刑
罰
手
段
」
で
あ
る
と
位
置
付
け
、
そ
の

適
用
領
域
を
非
常
に
軽
微
な
犯
罪
や
利
欲
目
的
の
場
合
な
ど
に
限
定
し
よ
う
と
し
た）

72
（

。
も
っ
と
も
、
一
九
三
六
年
ド
イ
ツ
刑
法
総
則
草

案
は
、
ド
イ
ツ
の
立
法
史
に
お
い
て
、
日
数
罰
金
制
度
の
影
響
を
初
め
て
受
け
た
草
案
で
あ
っ
た
。
一
九
三
六
年
ド
イ
ツ
刑
法
総
則
草

案
は
、
日
数
罰
金
制
度
を
既
に
導
入
し
て
い
た
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
制
度
を
参
考
に
し
て
、
罰
金
額
の
上
限
を
平
均
的
な
日
収

（T
ageseinkom

m
en

）
を
踏
ま
え
て
決
定
す
る
こ
と
を
求
め
た
の
で
あ
る）

73
（

。
し
か
し
、
一
九
〇
九
年
の
ド
イ
ツ
刑
法
総
則
準
備
草
案

以
来
の
罰
金
刑
改
革
の
動
き
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
に
よ
り
中
断
さ
れ
、
戦
後
の
混
乱
の
中
で
停
滞
す
る
こ
と
と
な
っ
た）

74
（

。

　

ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
停
滞
状
況
が
変
化
す
る
の
は
、
旧
・
西
ド
イ
ツ
で
一
九
五
四
年
四
月
六
日
に
設
置
さ
れ
た
大
刑
法

委
員
会
（Grossen Strafrechtskom

m
ission

）
以
後
の
こ
と
で
あ
る）

75
（

。
こ
の
時
期
以
後
、
犠
牲
平
等
の
議
論
は
、
日
数
罰
金
制
度
の

導
入
の
可
否
と
そ
の
具
体
的
な
制
度
内
容
に
集
中
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
特
に
犠
牲
平
等
を
実
現
す
る
た
め
に
、
日
額
を
ど
の
よ
う
に

定
義
す
る
か
を
め
ぐ
っ
て
、
激
し
い
議
論
が
交
わ
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
節
を
変
え
て
、
ド
イ
ツ
の
日
数
罰

金
制
度
に
お
い
て
犠
牲
平
等
原
則
が
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
、
ど
の
よ
う
に
具
体
化
さ
れ
た
の
か
を
見
る
こ
と
と
し
た
い
。

第
四
節　

ド
イ
ツ
の
日
数
罰
金
制
度
に
お
け
る
犠
牲
平
等
原
則

一
、
立
法
提
案

　

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、「
同
等
に
絶
対
的
な
犠
牲
」
を
「
平
等
」
と
と
ら
え
る
こ
と
は
古
く
か
ら
否
定
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
に
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対
し
、「
平
等
」
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
の
は
、「
同
等
に
比
例
的
な
犠
牲
」
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
い
か
に
し

て
比
例
性
を
確
保
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
か
な
り
争
い
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
フ
ィ
ラ
ン
ギ
エ
ー
リ
の
よ
う
に
資
産
だ
け
を
考
慮
す

る
見
解
か
ら
、
ザ
イ
ド
ラ
ー
の
よ
う
に
所
得
だ
け
を
考
慮
す
る
見
解
ま
で
多
岐
に
分
か
れ
て
お
り
、「
犠
牲
」
の
内
容
は
な
お
一
義
的
で

は
な
か
っ
た
。
し
か
も
、
こ
れ
ら
の
見
解
は
、
日
数
罰
金
制
度
が
考
え
出
さ
れ
る
以
前
の
総
額
罰
金
制
度
の
下
で
提
唱
さ
れ
た
も
の
で

あ
り
、
日
数
罰
金
制
度
に
合
致
す
る
か
と
い
う
問
題
も
存
在
し
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
犠
牲
平
等
を
ど
の
よ
う
に
日
額
に
反
映
さ
せ
る

か
と
い
う
問
題
も
簡
単
に
解
決
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る）

76
（

。
以
下
、
旧
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
動
き
を
見
る
こ
と
と
し
た
い
。

　

ま
ず
、
フ
レ
ン
ケ
ル
（Fränkel

）
が
行
な
っ
た
立
法
提
案
に
お
い
て
、
日
額
（T

agesbuße

）
は
、
そ
の
扶
養
義
務
及
び
そ
の
他

の
適
切
な
支
払
義
務
の
考
慮
の
下
で
、
獲
得
さ
れ
う
る
収
入
（Einkünfte

）、
利
用
可
能
な
資
産
、
実
際
の
生
活
様
式
に
基
づ
き
、
極

度
に
倹
約
さ
せ
た
場
合
に
日
々
支
払
が
要
求
さ
れ
う
る
金
額
と
し
て
定
義
さ
れ
た）

77
（

。
こ
の
定
義
は
、
日
額
の
算
定
方
法
を
具
体
化
し
よ

う
と
努
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
ま
で
圧
倒
的
な
支
持
を
集
め
て
き
た
「
同
等
に
比
例
的
な
犠
牲
」
で
は
な
く
、「
同
等
に

限
界
的
な
犠
牲
」
を
具
体
化
し
よ
う
と
す
る
萌
芽
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

　

も
っ
と
も
、「
同
等
に
限
界
的
な
犠
牲
」
の
具
体
化
が
直
ち
に
進
め
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
フ
レ
ン
ケ
ル
の
提
案
は
、
根
本
理
念
と

し
て
否
定
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
の
、
裁
判
所
の
裁
量
を
著
し
く
狭
め
る
も
の
で
実
務
上
の
困
難
を
も
た
ら
す
と
し
て
、
一
九
五
六
年
ド

イ
ツ
刑
法
総
則
草
案
（E 1956

）
と
一
九
六
〇
年
ド
イ
ツ
刑
法
草
案
（E 1960

）
で
は
、
日
額
は
行
為
者
の
人
的
及
び
経
済
的
状
態

を
自
由
に
考
慮
す
る
下
で
量
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
に
留
ま
っ
た
の
で
あ
る）

78
（

。
こ
の
よ
う
な
規
定
は
、
大
刑
法
委
員
会

の
最
終
的
な
草
稿
と
な
り
、
一
九
六
二
年
内
閣
草
案
（E 1962

）
に
も
受
け
継
が
れ
た）

79
（

。

　

一
九
六
二
年
内
閣
草
案
は
、
日
数
罰
金
制
度
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
規
定
し
た）

80
（

。
第
一
段
階
と
し
て
、
日
数
（T

agessätzen

）

が
量
定
さ
れ
る）

81
（

。
法
律
が
特
段
の
定
め
を
行
な
っ
て
い
な
い
場
合
、
日
数
の
下
限
は
一
日
、
上
限
は
三
六
〇
日
と
さ
れ
る）

82
（

。
第
二
段
階
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七

と
し
て
、
行
為
者
の
人
的
及
び
経
済
的
状
態
の
考
慮
の
下
で
日
額
（H

öhe eines T
agessatzes

）
が
量
定
さ
れ
る）

83
（

。
日
額
の
下
限
は

二
Ｄ
Ｍ
、
上
限
は
五
〇
〇
Ｄ
Ｍ
と
さ
れ
る）

84
（

。
行
為
者
が
そ
の
所
得
、
資
産
及
び
他
の
基
礎
に
つ
い
て
日
額
の
量
定
の
た
め
に
十
分
な
情

報
を
提
供
し
な
い
場
合
、
裁
判
所
は
そ
れ
ら
の
因
子
に
つ
い
て
推
定
し
て
日
額
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る）

85
（

。
判
決
の
際
に
は
、
日
数

及
び
日
額
が
言
渡
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い）

86
（

。
不
払
の
場
合
、
日
数
一
日
が
一
日
の
代
替
自
由
刑
に
転
換
さ
れ
る）

87
（

。

　

そ
も
そ
も
、
行
為
者
の
人
的
及
び
経
済
的
状
態
の
考
慮
の
下
で
日
額
が
量
定
さ
れ
る
と
の
規
定
は
、
刑
法
典
が
総
額
罰
金
制
度
の
下

で
行
為
者
の
経
済
状
態
を
斟
酌
し
て
罰
金
額
を
決
定
す
る
よ
う
求
め
て
い
た
こ
と）

88
（

と
類
似
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
、
日
額
の

量
定
の
問
題
が
日
数
罰
金
制
度
の
中
心
的
課
題
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず）

89
（

、
日
数
と
日
額
を
分
け
て
量
定
す
る
点
こ
そ

異
な
る
も
の
の
、
日
額
が
従
前
同
様
、
非
常
に
広
い
自
由
裁
量
の
下
で
決
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、「
犠
牲
」
の
内
容
が
曖
昧
で
、「
平

等
」
を
ど
の
よ
う
に
確
保
す
る
の
か
不
明
確
な
ま
ま
と
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
発
想
は
、
自
由
刑
に
比

べ
て
、
罰
金
刑
が
軽
い
刑
罰
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え）

90
（

、
許
さ
れ
な
い
行
為
で
あ
る
こ
と
を
公
的
に
認
定
し
て
再
発
防
止
を
求
め
る
訓
戒

刑
（D

enkzettelstrafe

）
91
（

）
と
し
て
罰
金
刑
を
位
置
付
け
る
だ
け
で
あ
っ
た
従
来
か
ら
存
在
し
た
考
え
方
を
引
き
継
ぐ
も
の
で
あ
り
、
罰

金
刑
の
有
効
性
を
高
め
る
完
全
な
制
度
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る）

92
（

。

　

こ
れ
に
対
し
、
バ
ウ
マ
ン
（Baum

ann

）
ら
に
よ
る
対
案
（A

E

）
は
、
日
数
罰
金
制
度
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
規
定
し
た）

93
（

。

第
一
段
階
と
し
て
、
所
要
時
間
（Laufzeit

）
が
日
数
（T

agessätzen

）、
週
数
（W

ochensätzen

）
又
は
月
数
（M

onatssätzen

）

で
量
定
さ
れ
る）

94
（

。
所
要
時
間
の
下
限
は
一
日
、
上
限
は
二
四
か
月
と
さ
れ
る）

95
（

。
第
二
段
階
と
し
て
、
判
決
の
言
渡
し
時
点
の
行
為
者
の

人
的
又
は
経
済
的
状
態
の
考
慮
の
下
で
、
日
額
（H

öhe des T
agessatzes

）、
週
額
（H

öhe des W
ochensatzes

）
又
は
月
額

（H
öhe des M

onatssatzes

）
が
量
定
さ
れ
る）

96
（

。
そ
の
際
、
行
為
者
に
少
な
く
と
も
生
計
最
小
費
（Existenzm

inim
um

）
と
し
て

賃
金
差
押
え
を
さ
れ
な
い
額
を
残
す
よ
う
量
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い）

97
（

。
日
額
の
下
限
は
五
Ｄ
Ｍ
、
週
額
の
下
限
は
三
五
Ｄ
Ｍ
、
月
額



 

二
六
八

の
下
限
は
一
五
〇
Ｄ
Ｍ
と
す
る）

98
（

。
行
為
者
が
そ
の
所
得
、
資
産
及
び
他
の
基
礎
に
つ
い
て
日
額
、
週
額
又
は
月
額
の
量
定
の
た
め
に
十

分
な
情
報
を
提
供
し
な
い
場
合
、
裁
判
所
は
そ
れ
ら
の
因
子
に
つ
い
て
推
定
し
て
日
額
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
、
税
務
当
局
及
び
銀

行
か
ら
情
報
を
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
る）

99
（

。
判
決
の
際
に
は
、
日
数
、
週
数
又
は
月
数
、
日
額
、
週
額
又
は
月
額
及
び
支
払
日
が
言
渡

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い）

100
（

。
支
払
日
は
、
所
得
が
獲
得
さ
れ
る
度
に
設
定
さ
れ
る）

101
（

。
す
な
わ
ち
、
週
額
は
毎
週
、
月
額
は
毎
月
支
払
わ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い）

102
（

。
な
お
、
有
罪
判
決
を
受
け
た
者
の
責
任
な
く
し
て
不
払
と
な
っ
た
場
合
、
又
は
日
額
、
週
額
若
し
く
は
月
額

が
あ
ま
り
に
高
く
量
定
さ
れ
た
場
合
、
執
行
裁
判
所
は
支
払
日
及
び
日
額
、
週
額
又
は
月
額
を
事
後
的
に
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る）

103
（

。

大
災
害
の
場
合
、
言
渡
さ
れ
た
罰
金
刑
は
免
除
さ
れ
る）

104
（

。
不
払
の
場
合
、
日
数
一
日
が
一
日
の
代
替
自
由
刑
に
転
換
さ
れ
る）

105
（

。

　

対
案
は
、
金
銭
を
自
由
の
結
晶
（geronnene Freiheit

）
と
考
え
、
罰
金
刑
を
「
所
要
時
間
の
金
銭
刑
（Laufzeitgeldstrafe

）」

と
し
、
生
活
水
準
を
一
定
期
間
制
約
す
る
刑
罰
と
し
て
位
置
付
け
た）

106
（

。
対
案
は
、
行
為
者
に
少
な
く
と
も
生
計
最
小
費
を
残
す
よ
う
量

定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、
そ
れ
以
外
の
額
を
日
額
、
週
額
又
は
月
額
と
し
て
剥
奪
す
る
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
考
え
は
、
生

計
必
要
費
以
外
を
剥
奪
す
る
と
い
う
「
同
等
に
限
界
的
な
犠
牲
」
を
図
る
こ
と
が
「
平
等
」
で
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ

う
に
し
て
、「
同
等
に
限
界
的
な
犠
牲
」
を
図
る
こ
と
は
、
罰
金
刑
の
支
払
を
所
得
の
得
ら
れ
る
た
び
に
求
め
る
こ
と
と
相
ま
っ
て
、
罰

金
刑
の
感
銘
力
を
高
め
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
る）

107
（

。
そ
し
て
、
行
為
者
の
所
得
、
資
産
及
び
他
の
基
礎
に
つ
い
て
の
情
報
提
供
を
求
め
る

こ
と
は
、
日
額
の
量
定
の
際
、
行
為
者
の
所
得
だ
け
で
な
く
、
資
産
や
他
の
基
礎
を
取
り
込
ん
で
「
同
等
に
限
界
的
な
犠
牲
」
を
算
定

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

二
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
日
数
罰
金
制
度
の
概
要

　

こ
の
よ
う
に
、「
同
等
に
限
界
的
な
犠
牲
」
を
日
数
罰
金
制
度
に
お
い
て
実
現
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
急
速
に
高
ま
り
、
立
法
に
結
実
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す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
一
九
六
九
年
七
月
四
日
に
成
立
し
た
第
二
次
刑
法
改
正
法
（2. StrRG

）
108
（

）
に
よ
り
、
日
数
罰
金
制
度
が
採
用
さ

れ
、
一
九
七
三
年
七
月
三
〇
日
第
二
次
刑
法
改
正
法
施
行
法
（Gesetz über das Inkrafttreten des Zw

eiten Gesetzes zur 

Reform
 des Strafrechts vom

 30 Juli 1973

）
109
（

）
に
基
づ
き
、
一
九
七
五
年
一
月
一
日
に
施
行
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
、

ま
ず
、
そ
の
よ
う
に
し
て
作
ら
れ
た
日
数
罰
金
制
度
を
概
観
し
、
整
理
し
て
お
く
こ
と
と
し
た
い
。

　

第
一
段
階
と
し
て
、
日
数
が
量
定
さ
れ
る）

110
（

。
日
数
は
、
刑
の
量
定
の
一
般
的
な
原
則
に
従
っ
て
判
断
さ
れ）

111
（

、
行
為
責
任
の
量
を
表
す

こ
と
と
な
る
。
日
数
の
下
限
は
五
日
で
あ
り
、
上
限
は
原
則
と
し
て
三
六
〇
日
で
あ
っ
て）

112
（

、
併
合
罪
の
場
合
に
は
そ
の
二
倍
の
七
二
〇

日
と
な
る
。
第
二
段
階
と
し
て
、
日
額
が
量
定
さ
れ
る）

113
（

。
裁
判
所
は
、
人
的
及
び
経
済
的
状
態
を
考
慮
し
て
日
額
を
判
断
す
る
。
す
な

わ
ち
、
人
的
状
態
と
し
て
行
為
者
の
健
康
状
態
、
家
族
の
状
況
及
び
社
会
的
地
位
な
ど
を
評
価
し
、
経
済
的
状
態
と
し
て
行
為
者
の
所

得
な
ど
の
正
の
側
面
と
必
要
と
さ
れ
る
出
費
な
ど
の
負
の
側
面
を
斟
酌
す
る
。
そ
の
際
、
通
常
、
行
為
者
が
平
均
し
て
一
日
に
得
る
又

は
得
る
こ
と
が
で
き
る
実
所
得
を
判
断
の
出
発
点
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い）

114
（

。
そ
し
て
、
日
額
の
量
定
の
た
め
に
、
行
為
者
の
所
得
だ

け
で
な
く
、
資
産
及
び
そ
の
他
の
基
礎
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る）

115
（

。
日
額
の
下
限
は
、
二
Ｄ
Ｍ
と
さ
れ
、
上
限
は
、
一
万
Ｄ
Ｍ

と
さ
れ
て
い
た
が
、
Ｅ
Ｕ
Ｒ
の
導
入
に
よ
り
、
下
限
が
一
Ｅ
Ｕ
Ｒ
（
約
一
〇
〇
円
。
一
Ｅ
Ｕ
Ｒ
一
〇
〇
円
で
換
算
。
以
下
同
じ
）
と
さ

れ
、
上
限
が
五
〇
〇
〇
Ｅ
Ｕ
Ｒ
（
約
五
〇
万
円
）
と
さ
れ
る
に
至
っ
た）

116
（

。
そ
の
後
、
二
〇
〇
九
年
の
改
正
に
よ
り）

117
（

、
上
限
は
三
万
Ｅ
Ｕ

Ｒ
（
三
〇
〇
万
円
）
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
。

　

裁
判
所
は
、
判
決
に
お
い
て
日
数
と
日
額
を
言
渡
さ
れ
け
れ
ば
な
ら
な
い）

118
（

。
行
為
者
が
支
払
う
こ
と
と
な
る
罰
金
総
額

（Geldstrafesum
m
e

）
は
、
日
数
と
日
額
の
積
に
よ
り
求
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
下
限
は
日
数
五
日
で
日
額
一

Ｅ
Ｕ
Ｒ
（
約
一
〇
〇
円
）
の
場
合
の
五
Ｅ
Ｕ
Ｒ
（
約
五
〇
〇
円
）
と
な
り
、
そ
の
上
限
は
原
則
と
し
て
日
数
三
六
〇
日
で
日
額
三
万
Ｅ

Ｕ
Ｒ
（
約
三
〇
〇
万
円
）
の
場
合
の
一
〇
八
〇
万
Ｅ
Ｕ
Ｒ
（
約
一
〇
億
八
〇
〇
〇
万
円
）、
併
合
罪
の
場
合
、
日
数
七
二
〇
日
で
日
額
三



 

二
七
〇

万
Ｅ
Ｕ
Ｒ
（
約
五
〇
万
円
）
の
場
合
の
二
一
六
〇
万
Ｅ
Ｕ
Ｒ
（
約
二
一
億
六
〇
〇
〇
万
円
）
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
剥
奪
さ
れ
る
財

産
の
量
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
罰
金
総
額
を
導
き
出
す
必
要
が
あ
る
も
の
の
、
総
額
罰
金
制
度
と
は
異
な
り
、
行
為
責
任
と
行
為

者
の
事
情
を
区
別
し
て
量
定
す
る
こ
と
を
守
ら
せ
よ
う
と
す
る
た
め
、
罰
金
総
額
だ
け
を
判
決
に
お
い
て
言
渡
す
こ
と
は
許
さ
れ
な
い）

119
（

。

　

そ
し
て
、
行
為
者
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
導
か
れ
る
罰
金
総
額
を
原
則
と
し
て
直
ち
に
全
額
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
外
的

に
人
的
及
び
経
済
的
状
態
か
ら
有
罪
認
定
を
さ
れ
た
者
に
対
し
て
即
時
の
全
額
支
払
を
求
め
え
な
い
場
合
、
裁
判
所
は
支
払
猶
予
（
延

納
）
又
は
分
割
払
（
分
納
）
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
（
支
払
条
件
の
緩
和
。 Zahlungserleichterung

）
120
（

）。
分
割
払
と
さ
れ
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
期
限
ま
で
に
支
払
わ
れ
な
か
っ
た
場
合
、
裁
判
所
は
、
即
時
に
残
額
全
額
を
支
払
わ
せ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
で
き
る）

121
（

。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
科
さ
れ
た
罰
金
刑
が
不
払
と
な
っ
た
場
合
、
罰
金
刑
の
日
数
一
日
に
つ
き
、
自
由
刑
一
日
へ
と
自
動
的
に
転
換
さ

れ
る）

122
（

。
か
か
る
自
由
刑
は
、
罰
金
刑
執
行
の
た
め
の
強
制
処
分
で
は
な
く
、
真
正
の
自
由
刑
で
あ
る）

123
（

。
分
割
払
に
よ
っ
て
罰
金
刑
の
一

部
が
支
払
わ
れ
た
場
合
に
残
額
だ
け
を
自
由
刑
と
転
換
す
る
た
め
に
、
代
替
自
由
刑
の
下
限
は
罰
金
刑
の
日
数
の
下
限
の
五
日
よ
り
も

少
な
い
一
日
と
さ
れ
て
い
る）

124
（

。

　

ド
イ
ツ
に
お
け
る
日
数
罰
金
制
度
導
入
の
影
響
と
し
て
、
①
罰
金
総
額
が
高
額
と
な
る
賦
科
が
増
加
し
た
こ
と
、
②
自
由
刑
な
ど
と

比
較
し
て
、
罰
金
刑
が
三
か
月
以
下
の
最
も
軽
微
な
刑
事
制
裁
と
し
て
機
能
し
て
い
る
こ
と
、
③
大
部
分
の
事
例
に
お
い
て
、
被
告
人

の
経
済
状
態
に
つ
い
て
証
明
す
る
情
報
が
得
ら
れ
て
い
な
い
た
め
、
透
明
化
さ
れ
た
は
ず
の
量
刑
に
か
か
る
情
報
が
含
ま
れ
て
い
な
い

こ
と
、
④
被
告
人
の
月
収
に
つ
い
て
検
察
官
と
裁
判
所
が
情
報
を
得
て
い
る
場
合
、
こ
の
情
報
が
日
額
の
算
定
の
基
礎
と
し
て
扱
わ
れ

て
い
る
こ
と
、
⑤
被
告
人
の
月
収
が
検
察
官
と
裁
判
所
に
知
ら
れ
て
い
な
い
場
合
、
日
額
に
関
す
る
重
要
な
評
価
基
準
と
し
て
専
門
的

な
態
度
に
よ
り
判
断
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
と
、
⑥
被
告
人
の
経
済
状
態
以
外
の
人
格
や
社
会
的
地
位
は
日
額
に
影
響
を
及

ぼ
し
て
い
な
い
こ
と
、
⑦
日
額
の
量
定
な
ど
に
お
い
て
役
割
を
果
た
し
て
い
る
判
断
基
準
は
総
額
罰
金
制
度
と
比
較
し
て
異
な
る
も
の



第
八
章　

罰
金
刑
の
量
定 

二
七
一

で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
日
数
罰
金
制
度
導
入
直
後
の
一
九
七
五
年
の
刑
事
統
計
を
分
析
し
た
結
果
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る）

125
（

。

三
、
実
所
得
原
理
と
侵
害
原
理

　

こ
の
よ
う
な
立
法
を
行
な
う
際
に
、「
同
等
に
限
界
的
な
犠
牲
」
を
求
め
る
こ
と
が
平
等
と
さ
れ
る
こ
と
は
お
お
む
ね
一
致
が
見
ら
れ

た
も
の
の
、「
同
等
に
限
界
的
な
犠
牲
」
を
判
断
す
る
た
め
に
、
い
か
な
る
因
子
を
取
り
込
む
か
に
つ
い
て
、
二
つ
の
考
え
方
が
対
立
す

る
こ
と
と
な
っ
た
。
実
所
得
原
理
（N

ettoeinkom
m
enprinzip

）
と
侵
害
原
理
（Einbußeprinzip

）
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
考
え

方
は
、
日
額
を
左
右
す
る
だ
け
で
な
く
、
後
述
の
よ
う
に
、
制
度
設
計
の
基
礎
と
な
る
構
想
を
大
き
く
異
に
す
る
た
め
、
以
下
で
は
、

二
つ
の
考
え
方
の
違
い
と
ど
ち
ら
の
考
え
方
が
い
か
な
る
理
由
で
立
法
に
採
用
さ
れ
た
の
か
を
見
る
こ
と
と
し
た
い
。

　

ま
ず
、
実
所
得
原
理
は
、
行
為
者
が
得
る
所
得
か
ら
生
活
の
た
め
に
必
要
な
支
出
を
差
し
引
い
た
実
所
得
（N

ettoeinkom
m
en

）

を
全
て
剥
奪
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
実
所
得
原
理
に
お
い
て
は
、
日
々
の
実
収
益
を
そ
の
ま
ま
日
額
と
す
る
こ
と
に

な
る）

126
（

。
そ
の
た
め
、
現
実
に
支
払
が
可
能
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
は
、
支
払
方
法
の
判
断
の
段
階
に
持
ち
越
さ
れ
、
支
払
条
件
の
緩
和

を
行
な
う
か
が
判
断
さ
れ
る）

127
（

。
こ
れ
に
対
し
、
侵
害
原
理
は
、
お
お
よ
そ
の
実
所
得
を
基
礎
に
し
て
行
為
者
に
い
か
な
る
侵
害
（Einbuße

）

を
求
め
う
る
か
を
斟
酌
し
、
日
額
を
決
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
侵
害
原
理
に
お
い
て
は
、
所
得
だ
け
で
な
く
、
扶
養
義
務

や
そ
の
他
の
適
切
な
支
払
義
務
、
さ
ら
に
は
職
業
や
健
康
状
態
な
ど
の
人
的
状
態
を
考
慮
し
つ
つ
、
得
う
る
所
得
、
利
用
可
能
な
資
産

及
び
実
際
の
生
活
様
式
に
基
づ
き
、
行
為
者
に
日
々
平
均
し
て
求
め
う
る
金
額
を
日
額
と
し
て
対
応
さ
せ
る
こ
と
と
な
る）

128
（

。
こ
の
よ
う

に
、
実
所
得
原
理
も
侵
害
原
理
も
、
所
得
（Einkom

m
en

）
を
出
発
点
と
す
る
点
で
は
同
じ
で
あ
る
が
、
侵
害
原
理
に
お
い
て
は
、
実

所
得
原
理
と
は
異
な
り
、
日
々
平
均
し
て
い
か
な
る
金
額
が
行
為
者
に
侵
害
と
し
て
要
求
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
要
求
さ
れ
る
べ
き
で

は
な
い
か
と
い
う
判
断
を
経
て
日
額
が
決
定
さ
れ
る
上
、
侵
害
と
し
て
罰
金
総
額
の
大
き
さ
が
妥
当
か
に
つ
い
て
も
判
断
さ
れ
る
た
め
、



 

二
七
二

実
所
得
は
単
な
る
通
過
点
に
す
ぎ
な
い
こ
と
と
な
る）

129
（

。
貧
し
い
行
為
者
の
場
合
、
通
例
、
侵
害
と
し
て
要
求
し
う
る
額
が
実
所
得
よ
り

も
小
さ
く
な
る
た
め
、
罰
金
総
額
は
実
所
得
原
理
よ
り
も
侵
害
原
理
の
ほ
う
が
低
額
に
な
る
の
に
対
し
、
豊
か
な
行
為
者
の
場
合
、
資

産
の
多
さ
を
考
慮
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
侵
害
と
し
て
要
求
し
う
る
額
が
実
所
得
の
数
倍
と
さ
れ
る
な
ど
、
実
所
得
よ
り
も
大
き
く
な

り
う
る
た
め
、
罰
金
総
額
は
実
所
得
原
理
よ
り
も
侵
害
原
理
の
ほ
う
が
高
額
に
な
る
こ
と
も
あ
り
う
る）

130
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
日
額
判
断
の
段
階
で
は
、
実
所
得
原
理
が
実
所
得
を
杓
子
定
規
に
剥
奪
し
よ
う
と
す
る
の
に
対
し
、
侵
害
原
理
は
、

日
額
判
断
の
段
階
で
、
行
為
者
の
事
情
、
例
え
ば
資
産
の
多
寡
や
人
的
な
生
活
状
態
と
い
っ
た
因
子
を
取
り
込
ん
で
、
日
額
を
行
為
者

の
事
情
に
よ
り
よ
く
適
合
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
、
日
々
平
均
し
て
要
求
し
う
る
金
銭
喪
失
を
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
長
所

を
有
し
て
い
た）

131
（

。
ま
た
、
軽
微
及
び
中
程
度
の
犯
罪
行
為
に
つ
い
て
、
実
所
得
全
て
を
剥
奪
す
る
こ
と
は
重
き
に
失
し
、
自
由
刑
を
代

替
す
る
制
裁
と
し
て
罰
金
刑
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
こ
と
を
妨
げ
て
し
ま
う
こ
と
と
な
る
と
の
懸
念
も
あ
っ
た）

132
（

。
そ
れ
に
加
え
て
、
既

に
日
数
罰
金
制
度
を
導
入
し
て
お
り
、
改
正
の
模
範
と
さ
れ
た
北
欧
で
は
、
侵
害
原
理
が
一
般
的
で
あ
っ
た）

133
（

。
そ
れ
ゆ
え
、
当
初
の
改

正
論
議
や
草
案
に
お
い
て
は
、
妥
当
な
日
額
を
導
き
う
る
と
考
え
ら
れ
た
侵
害
原
理
が
妥
当
な
も
の
と
さ
れ
、
い
か
な
る
侵
害
が
要
求

さ
れ
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
が
争
わ
れ
る
の
み
で
あ
っ
た）

134
（

。
例
え
ば
、
差
押
え
の
対
象
と
な
ら
な
い
額
だ
け
を
残
し
て
全
て
剥
奪
す
る

と
定
め
た
草
案
は
厳
し
す
ぎ
る
と
対
案
の
提
唱
者
か
ら
批
判
さ
れ
る
な
ど
し
て
い
た）

135
（

。

　

し
か
し
、
侵
害
原
理
を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
大
多
数
を
占
め
る
豊
か
で
な
い
行
為
者
に
と
っ
て
は
、
日
々
平
均
し
て
要
求
さ
れ

る
べ
き
侵
害
、
す
な
わ
ち
日
額
が
低
額
と
判
断
さ
れ
、
従
来
の
量
刑
実
務
に
比
べ
て
罰
金
総
額
が
一
般
的
に
低
下
す
る
可
能
性
が
高
い

こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
と
議
論
状
況
は
一
変
し
た）

136
（

。
罰
金
刑
に
お
い
て
犠
牲
平
等
を
確
立
す
る
こ
と
に
よ
り
、
短
期
自
由
刑
に
代
わ
っ
て

罰
金
刑
を
活
用
し
て
短
期
自
由
刑
の
弊
害
を
回
避
し
よ
う
と
し
て
も
、
か
え
っ
て
罰
金
総
額
が
従
来
よ
り
も
低
額
で
あ
る
た
め
、
多
く

の
事
案
で
罰
金
刑
の
適
用
が
回
避
さ
れ
、
従
来
罰
金
刑
が
適
用
さ
れ
て
い
た
事
案
に
自
由
刑
が
選
択
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
の
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で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
が
広
ま
っ
た
。
そ
の
中
で
も
特
に
槍
玉
に
挙
げ
ら
れ
た
の
が
、
罰
金
刑
の
適
用
に
お
い
て
多
く
を
占
め
て
い

た
単
純
な
飲
酒
運
転
の
事
案
の
取
扱
い
で
あ
っ
た）

137
（

。
実
務
上
、
飲
酒
運
転
の
初
犯
者
に
対
し
て
、
実
月
収
に
相
当
す
る
金
額
を
罰
金
刑

と
し
て
科
す
こ
と
が
慣
例
と
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
を
日
数
罰
金
制
度
に
単
純
に
置
き
換
え
る
と
日
数
三
〇
日
と
な
る
。
日
額
の
算
定
に

お
い
て
侵
害
原
理
を
採
用
す
れ
ば
、
豊
か
で
な
い
多
く
の
行
為
者
の
場
合
に
日
額
が
低
く
抑
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
罰
金
額
の
水
準

が
一
般
的
に
下
が
っ
て
し
ま
う
た
め
、
望
ま
し
く
な
い
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
だ
け
の
理
由
で
あ
れ
ば
、
単
純
な
飲

酒
運
転
に
対
し
て
科
さ
れ
る
日
数
を
上
積
み
す
る
こ
と
で
、
罰
金
総
額
を
上
昇
さ
せ
、
罰
金
総
額
か
ら
見
た
従
来
の
量
刑
水
準
を
継
承

す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
り
、
実
所
得
原
理
を
採
用
し
な
け
れ
ば
こ
の
問
題
を
回
避
で
き
な
い
わ
け
で
も
な
か
っ
た）

138
（

。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

侵
害
原
理
の
不
当
さ
が
強
調
さ
れ
た
結
果
、
実
所
得
原
理
が
妥
当
で
あ
る
と
さ
れ
、
現
行
法
に
採
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

も
っ
と
も
、
実
所
得
原
理
を
厳
格
に
適
用
す
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
実
所
得
全
て
を
剥
奪
す
る
と
い
う
形
で
実

所
得
原
理
が
厳
格
に
適
用
さ
れ
た
場
合
、
資
産
を
有
す
る
行
為
者
が
資
産
を
取
り
崩
す
こ
と
に
よ
り
罰
金
刑
を
支
払
う
こ
と
が
可
能
で

あ
る
一
方
、
資
産
を
全
く
持
た
な
い
行
為
者
は
、
即
時
に
罰
金
総
額
を
支
払
う
こ
と
が
で
き
ず
、
生
計
が
完
全
に
破
壊
さ
れ
て
し
ま
い

か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る）

139
（

。
そ
れ
ゆ
え
、
刑
法
典
は
、
単
純
に
一
日
の
「
実
所
得
」
を
日
額
と
す
る
の
で
は
な
く
、
一
日
の
「
実
所
得
」

を
、「
通
常
」、「
出
発
点
」
と
し
て
日
額
の
算
定
を
行
な
う
と
規
定
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
こ
か
ら
窺
え
る
の
は
、「
実
所
得
」
を
強

調
す
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
り
、「
犠
牲
」
を
ど
の
よ
う
に
判
断
し
、「
平
等
」
を
実
現
し
て
い
く
の
か
、
す
な
わ
ち
、「
実
所
得
」
の

内
容
に
加
え
て
、「
実
所
得
」
を
「
出
発
点
」
と
し
て
他
の
い
か
な
る
因
子
を
ど
の
程
度
取
り
込
ん
で
い
く
の
か
、
検
討
の
余
地
が
残
さ

れ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る）

140
（

。
そ
し
て
、
そ
も
そ
も
、「
出
発
点
」
で
あ
る
「
実
所
得
」
で
す
ら
、
必
ず
し
も
そ
の
内
容
が
明
確
で
は
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。



 

二
七
四

四
、「
実
所
得
」
の
内
容

（
一
）「
実
所
得
」
概
念
の
不
明
確
性

　

そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
制
度
に
お
い
て
、
日
額
算
定
の
出
発
点
と
な
る
「
実
所
得
」
は
ど
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

歴
史
的
に
見
て
、
実
所
得
原
理
自
体
に
模
範
と
な
る
べ
き
も
の
が
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て）

141
（

、「
実
所
得
」
概
念
も
、
刑
法
典
に
お
い

て
新
し
い
だ
け
で
な
く
、
法
律
の
規
定
と
し
て
私
法
に
お
い
て
も
目
新
し
い
も
の
で
あ
っ
た）

142
（

。
そ
れ
ま
で
、「
実
所
得
」
と
い
う
用
語

は
、
実
務
上
、
差
押
え
順
位
表
に
お
い
て
見
受
け
ら
れ
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
は
法
律
上
の
規
定
で
は
な
く
、
し
か
も
そ
の
主

眼
は
実
債
務
に
あ
り
、
行
為
者
の
経
済
的
能
力
に
主
た
る
関
心
を
有
す
る
日
数
罰
金
制
度
と
は
異
な
る
面
を
持
っ
て
い
た）

143
（

。
そ
れ
ゆ
え
、

「
実
所
得
」
は
、
特
殊
な
刑
法
的
量
で
あ
り
、
そ
の
定
義
を
刑
法
独
自
に
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た）

144
（

。
一
面
で
は
、「
実
所
得
」

概
念
が
不
明
確
で
あ
り
、「
実
所
得
」
概
念
の
理
解
が
統
一
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
状
況
は
、
詳
細
で
硬
直
的
な
規
定
が
な
さ
れ
て

い
る
場
合
に
比
べ
て
、
人
的
及
び
経
済
的
状
態
を
自
由
に
量
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
肯
定
的
に
評
価
す
る
こ
と
も
で
き
る）

145
（

。
ド

イ
ツ
連
邦
最
高
裁
判
所
（
Ｂ
Ｇ
Ｈ
）
は
、
日
額
の
量
定
を
量
刑
の
一
部
と
し
て
司
法
的
評
価
に
服
せ
し
め
る
と
し
て
お
り
、
日
額
の
量

定
が
裁
判
所
の
裁
量
の
範
囲
内
に
あ
る
と
と
ら
え
て
い
る）

146
（

。
も
っ
と
も
、
日
額
の
量
定
を
広
範
な
裁
量
に
か
か
ら
し
め
れ
ば
、
犠
牲
平

等
の
実
現
を
妨
げ
か
ね
な
い
た
め
、「
実
所
得
」
の
定
義
を
可
能
な
限
り
詳
細
に
行
な
う
必
要
が
あ
る
。
以
下
、
検
討
す
る
こ
と
と
し
た

い
。

（
二
）
財
政
学
上
の
「
所
得
」
概
念

　

そ
も
そ
も
、「
実
所
得
」
は
「
実
（N

etto

）」
と
い
う
要
素
を
含
む
た
め
、
あ
る
数
値
か
ら
別
の
数
値
を
差
し
引
く
こ
と
が
予
定
さ

れ
た
、
超
過
す
る
所
得
で
あ
る
と
言
え
る）

147
（

。
そ
こ
で
、「
実
所
得
」
算
定
の
基
礎
と
な
る
「
所
得
」
の
内
容
が
ま
ず
問
題
と
な
る
。
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「
所
得
」
に
つ
い
て
問
題
と
な
る
の
は
、
ど
こ
ま
で
を
「
所
得
」
と
し
て
含
む
か
、
具
体
的
に
は
、
相
続
財
産
や
宝
く
じ
の
当
籤
金
な

ど
の
偶
然
の
又
は
尋
常
で
な
い
収
益
や
、
売
却
に
よ
る
利
得
を
含
む
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
租
税
法
や
社
会
保
障
法
の
領
域

な
ど
、
多
く
の
法
領
域
に
お
い
て
、
経
済
的
能
力
の
適
切
な
調
査
の
た
め
に
所
得
概
念
を
確
定
す
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
て
き
た
も
の

の
、
統
一
的
な
所
得
概
念
が
形
成
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た）

148
（

。
既
に
見
た
よ
う
に
、
一
九
世
紀
の
所
得
税
の
隆
盛
を
受
け
て
、

ザ
イ
ド
ラ
ー
に
よ
り
罰
金
刑
の
量
定
も
所
得
税
の
考
え
方
に
な
ら
う
よ
う
提
唱
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
罰
金
刑
に
影
響
を
与
え
て
き

た
の
は
、
財
政
学
上
の
所
得
概
念
で
あ
っ
た）

149
（

。
こ
う
し
た
財
政
学
上
の
所
得
概
念
の
う
ち
、
所
得
源
泉
説
（Q

uellentheorie; source 

of incom
e theory

）
と
純
資
産
増
加
説
（
資
産
純
増
説
。 Reinverm

ögenszugangstheorie

）
の
二
つ
が
主
に
対
立
し
て
き
た）

150
（

。

　

ま
ず
、
所
得
源
泉
説
は
、
ヴ
ァ
グ
ナ
ー
（W

agner

）、
ノ
イ
マ
ン
（N

eum
ann

）、
プ
レ
ー
ン
（Plehn

）
ら
が
提
唱
し
た
も
の
で
、

所
得
は
、
あ
る
者
及
び
そ
の
者
に
生
計
が
関
係
す
る
法
律
上
割
り
当
て
ら
れ
る
者
（
扶
養
家
族
）
の
人
的
な
欲
求
を
賄
う
た
め
に
財
を

産
み
出
す
規
則
性
（Regelm

äßigkeit
）
又
は
反
復
継
続
性
（recurrence

）
を
有
す
る
絶
え
間
な
い
源
泉
（Q

uellen; source

）
で

あ
っ
て
、
一
定
期
間
内
に
収
益
と
し
て
個
人
の
自
由
処
分
が
可
能
と
な
っ
た
現
実
化
し
た
財
の
総
体
と
定
義
さ
れ
る）

151
（

。
そ
れ
ゆ
え
、
規

則
的
に
財
を
産
み
出
す
点
を
と
ら
え
て
、
周
期
説
（Periodizitätstheorie

）・
反
復
継
続
説
（recurrent theory

）
と
も
呼
ば
れ

る
。
従
っ
て
、
所
得
源
泉
説
に
お
け
る
所
得
の
対
象
と
な
る
も
の
は
、
⒜
人
的
な
欲
求
充
足
の
た
め
の
獲
得
に
結
び
付
け
ら
れ
る
も
の

で
、
⒝
通
常
繰
り
返
し
獲
得
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
財
を
産
み
出
す
個
々
の
源
泉
か
ら
な
る
も
の
に
限
定
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
⒜

人
的
な
欲
求
充
足
と
い
う
財
の
利
用
目
的
と
、
⒝
所
得
の
発
生
の
た
め
の
規
則
性
や
継
続
反
復
性
の
条
件
の
双
方
を
満
た
す
も
の
に
限

定
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
所
得
を
も
た
ら
し
う
る
源
泉
と
し
て
、
金
銭
資
本
、
土
地
所
有
、
企
業
活
動
、
純
粋
な
労
働
活
動
、
繰
り
返
し

金
銭
を
得
る
権
利
と
し
て
の
採
掘
権
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
源
泉
自
体
の
価
値
変
化
や
価
値
の
異
常
増
加
、
相
続
財

産
、
贈
与
物
、
宝
く
じ
の
賞
金
な
ど
は
規
則
性
や
継
続
反
復
性
が
予
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
た
め
、
源
泉
に
含
ま
れ
ず
、
所
得
と
は
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と
ら
え
ら
れ
な
い）

152
（

。
売
却
が
予
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
流
通
資
産
は
継
続
的
に
所
得
を
も
た
ら
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
所
得
に

含
ま
れ
る
が
、
個
人
的
な
資
産
や
営
業
上
の
投
資
資
産
の
売
却
取
引
は
一
回
的
な
も
の
で
あ
る
た
め
、
所
得
に
は
含
ま
れ
な
い）

153
（

。
所
得

の
対
象
と
な
る
場
合
、
源
泉
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
粗
所
得
か
ら
そ
の
源
泉
の
取
得
及
び
維
持
な
ど
の
た
め
に
要
し
た
財
の
消
費
を
控
除

し
た
残
額
が
所
得
と
な
る）

154
（

。

　

こ
れ
に
対
し
、
そ
の
者
の
支
払
能
力
を
正
確
に
表
そ
う
と
、
所
得
概
念
を
よ
り
広
く
と
ら
え
る
の
が
純
資
産
増
加
説
で
あ
る
。
そ
の

主
唱
者
と
言
え
る
シ
ャ
ン
ツ
（Schanz

）
は
、
あ
る
者
の
一
定
期
間
内
の
純
資
産
の
増
加
を
所
得
で
あ
る
と
し
た）

155
（

。
こ
の
見
解
に
よ
れ

ば
、
所
得
は
第
三
者
の
用
益
（N

utzungen

）
及
び
金
銭
的
価
値
を
持
つ
給
付
を
含
ん
だ
一
定
期
間
内
の
資
産
の
純
粋
な
増
加
を
意
味

す
る
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
純
利
益
、
用
益
、
第
三
者
に
よ
る
金
銭
的
価
値
を
持
つ
給
付
、
あ
ら
ゆ
る
贈
与
物
、

相
続
財
産
、
宝
く
じ
の
当
籤
金
、
保
険
金
、
保
険
契
約
に
よ
り
支
払
わ
れ
る
年
金
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
な
ど
が

含
ま
れ
る）

156
（

。
こ
こ
で
は
、
債
務
の
利
払
や
資
産
の
減
少
を
控
除
す
る
こ
と
に
よ
り
、
対
象
と
な
る
者
の
自
由
に
処
分
で
き
る
額
が
導
き

出
さ
れ
る
。
こ
の
説
は
、
財
産
の
増
加
と
い
う
現
象
を
問
題
と
す
る
た
め
、
所
得
源
泉
説
と
は
異
な
り
、
源
泉
の
種
類
を
問
題
と
し
な

い
。
す
な
わ
ち
、
所
得
源
泉
説
で
着
目
さ
れ
る
、
⒜
人
的
な
欲
求
充
足
と
い
う
財
の
利
用
目
的
や
、
⒝
所
得
の
発
生
の
た
め
の
規
則
性

や
継
続
反
復
性
の
条
件
は
所
得
に
該
当
す
る
か
を
判
断
す
る
際
に
無
関
係
な
も
の
と
さ
れ
る
の
で
あ
る）

157
（

。
そ
れ
に
代
わ
っ
て
、
金
銭
や

財
産
的
権
利
の
獲
得
の
面
に
着
目
す
る
た
め
、
財
産
の
現
実
的
な
価
値
上
昇
又
は
価
値
下
落
こ
そ
含
ま
れ
な
い
も
の
の
、
例
え
ば
、
自

己
財
産
の
直
接
の
利
用
や
そ
の
可
能
性
、
さ
ら
に
は
第
三
者
に
よ
る
用
益
及
び
給
付
を
含
ん
だ
純
利
益
を
も
所
得
と
し
て
評
価
す
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
各
個
人
の
経
済
活
動
か
ら
の
利
益
、
す
な
わ
ち
一
定
期
間
内
の
生
産
又
は
獲
得
か
ら
由
来
す
る
価
値
か
ら
、
利
益
を
得
る

た
め
に
な
さ
れ
た
消
費
、
例
え
ば
支
払
済
み
又
は
支
払
予
定
の
債
務
、
利
用
さ
れ
た
原
料
、
修
繕
費
用
、
損
耗
及
び
価
値
減
少
（
減
価

償
却
費
）
を
控
除
し
た
額
が
所
得
と
な
る
。
さ
ら
に
、
反
対
給
付
が
な
く
、
利
益
獲
得
の
た
め
の
経
済
活
動
に
よ
り
生
じ
な
い
、
贈
与
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物
や
相
続
財
産
と
い
っ
た
第
三
者
に
よ
る
便
益
（A

ufälle

）
や
補
助
金
も
所
得
に
取
り
込
ま
れ
る
こ
と
と
な
る）

158
（

。
こ
う
し
た
シ
ャ
ン
ツ

の
純
資
産
増
加
説
は
、
一
九
二
〇
年
代
か
ら
一
九
三
〇
年
代
に
か
け
て
、
ヘ
イ
グ
（H

aig

）
や
サ
イ
モ
ン
ズ
（Sim

ons

）
が
示
し
た

包
括
的
課
税
所
得
（com

prehensive taxable incom
e

）
概
念
の
先
駆
を
な
す
重
要
な
学
説
で
あ
り
、
そ
の
後
の
世
界
各
国
の
所
得

税
の
在
り
方
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
さ
れ
る）

159
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
所
得
源
泉
説
と
純
資
産
増
加
説
は
、
財
の
増
加
を
問
題
と
す
る
点
で
共
通
し
て
い
る
も
の
の
、
対
象
と
な
る
財
の
増

加
の
範
囲
が
異
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
所
得
源
泉
説
が
、
⒜
人
的
な
欲
求
充
足
と
い
う
財
の
利
用
目
的
と
、
⒝
所
得
の
発
生
の
た

め
の
規
則
性
や
継
続
反
復
性
の
条
件
を
設
定
し
て
限
定
を
図
っ
て
い
る
た
め
、
例
え
ば
、
贈
与
物
、
相
続
財
産
、
宝
く
じ
の
当
籤
金
、

一
回
的
な
売
却
取
引
か
ら
得
ら
れ
た
財
を
所
得
の
対
象
外
と
す
る
の
に
対
し
て
、
純
資
産
増
加
説
は
、
単
純
に
財
の
増
加
に
着
目
し
て

い
る
た
め
、
そ
れ
ら
か
ら
得
ら
れ
た
財
や
自
己
財
産
の
利
用
に
よ
る
利
益
も
所
得
の
対
象
と
な
る）

160
（

。

（
三
）
財
政
学
上
の
「
所
得
」
概
念
の
税
法
へ
の
影
響

　

両
説
の
対
立
は
、
税
法
上
の
変
遷
に
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る）

161
（

。
プ
ロ
イ
セ
ン
所
得
税
法
（Preusische Einkom

m
ensteuergesetz

）
162
（

）

も
、
一
九
二
〇
年
三
月
二
九
日
帝
国
所
得
税
法
（REStG 1920

）
163
（

）
も
、
偶
然
又
は
異
常
な
収
益
、
例
え
ば
、
贈
与
物
、
相
続
財
産
、
婚

礼
支
度
金
、
持
参
金
、
宝
く
じ
の
当
籤
金
な
ど
を
所
得
に
含
め
て
い
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
法
律
の
所
得
概
念
に
お
い
て
目
立
っ
て
い

た
の
は
、
源
泉
に
あ
た
る
か
否
か
の
区
別
、
す
な
わ
ち
、
営
業
的
な
所
得
種
類
と
私
的
な
所
得
種
類
と
の
区
別
で
あ
っ
た
た
め
、
お
お

む
ね
所
得
源
泉
説
に
立
脚
し
て
い
た
と
言
え
る）

164
（

。
も
っ
と
も
、
売
却
か
ら
の
利
得
に
つ
い
て
プ
ロ
イ
セ
ン
所
得
税
法
が
投
機
の
意
図
が

存
在
す
る
場
合
に
限
っ
て
所
得
の
対
象
と
な
る
と
し
、
一
九
二
〇
年
帝
国
所
得
税
法
が
投
機
の
意
図
に
関
わ
ら
ず
お
よ
そ
所
得
の
対
象

で
あ
る
と
す
る
な
ど
、
人
的
な
欲
求
充
足
と
い
う
財
の
利
用
目
的
と
、
⒝
所
得
の
発
生
の
た
め
の
規
則
性
や
継
続
反
復
性
の
条
件
に
関
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心
を
有
す
る
所
得
源
泉
説
が
貫
徹
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

　

し
か
し
、
所
得
源
泉
説
の
徹
底
が
不
公
正
な
結
論
を
導
く
こ
と
は
早
く
か
ら
意
識
さ
れ
て
い
た
。
所
得
源
泉
説
が
所
得
か
ら
排
除
し

よ
う
と
す
る
、
偶
然
の
又
は
尋
常
で
な
い
収
益
や
個
人
的
な
資
産
や
営
業
上
の
投
資
資
産
の
売
却
取
引
か
ら
の
利
得
を
所
得
税
算
出
の

際
に
評
価
し
な
い
な
ら
ば
、
納
税
者
の
経
済
的
能
力
を
適
切
に
斟
酌
で
き
ず
、
不
公
正
と
な
り
か
ね
な
い
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
っ

た）
165
（

。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
お
お
む
ね
所
得
源
泉
説
に
依
拠
し
な
が
ら
、
プ
ロ
イ
セ
ン
所
得
税
法
が
投
機
の
意
図
に
よ
る
売
却
取
引
か

ら
の
利
得
を
所
得
の
対
象
と
し
、
一
九
二
〇
年
帝
国
所
得
税
法
が
そ
の
範
囲
を
拡
大
し
て
売
却
取
引
か
ら
の
利
得
を
お
よ
そ
所
得
の
対

象
に
含
め
る
と
し
た
の
は
、
そ
の
証
左
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
も
っ
と
も
、
所
得
源
泉
説
を
基
礎
に
置
く
以
上
、
偶
然
又
は
異
常
な
収

益
を
所
得
の
対
象
と
し
難
く
、
不
公
正
は
な
お
回
避
で
き
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
源
泉
に
あ
た
る
か
否
か
を
立
法
上
列
挙
す
る

こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
批
判
は
、
や
は
り
所
得
源
泉
説
に
依
拠
す
る
と
考
え
ら
れ
る
一
九
二
五
年
八
月
一
〇
日
帝
国
所
得

税
法
（REStG 1925

）
に
も
妥
当
す
る）

166
（

。
そ
れ
ゆ
え
、
所
得
源
泉
説
は
徐
々
に
支
持
を
失
い
、
源
泉
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
単
純
に
財
産

増
加
を
問
題
と
す
る
純
資
産
増
加
説
が
通
説
化
し
た
。
こ
う
し
た
中
、
一
九
三
四
年
一
〇
月
一
六
日
帝
国
所
得
税
法
（REStG 1934

）
167
（

）

は
、
個
々
の
所
得
の
種
類
ご
と
に
存
在
す
る
損
失
及
び
特
別
支
出
を
控
除
し
た
後
に
残
る
額
を
所
得
と
す
る
こ
と
を
規
定
し
た）

168
（

。
立
法

の
際
に
、
法
律
が
所
得
概
念
に
つ
い
て
の
財
政
学
の
議
論
を
何
ら
左
右
す
る
も
の
で
は
な
い
と
明
言
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
一
九
三
四

年
帝
国
所
得
税
法
は
お
お
む
ね
純
資
産
増
加
説
に
依
拠
し
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る）

169
（

。

　

我
が
国
で
も
、
第
二
次
世
界
大
戦
以
前
の
所
得
税
は
、
所
得
源
泉
説
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
も
の
の
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
シ

ャ
ウ
プ
勧
告
を
受
け
、
現
在
の
所
得
税
法
（
昭
和
四
〇
年
法
律
第
三
三
号
）
は
、
他
の
所
得
類
型
に
属
さ
な
い
所
得
を
雑
所
得
（
同
法

三
五
条
）
と
し
て
課
税
す
る
こ
と
と
し
、
純
資
産
増
加
説
・
包
括
的
課
税
所
得
概
念
に
沿
う
も
の
と
な
っ
た）

170
（

。

　

ド
イ
ツ
の
現
行
所
得
税
法
（EStG

）
171
（

）
は
、
課
税
の
範
囲
を
「
納
税
さ
れ
る
べ
き
所
得
（versteuernde Einkom

m
en

）
と
規
定
し
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た）
172
（

。
そ
し
て
、「
納
税
さ
れ
る
べ
き
所
得
」
は
、「
所
得
総
額
（Gesam

tbetrag der Einkünfte

）
173
（

）」
か
ら
、「
特
別
支
出

（Sonderausgabe

）
174
（

）」
及
び
「
尋
常
で
な
い
負
担
（A

ußergew
öhnliche Belastung

）
175
（

）」
を
控
除
し
て
算
出
さ
れ
る）

176
（

。
こ
う
し
た
算

定
方
法
は
、
罰
金
刑
の
量
定
の
参
考
と
な
り
う
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
次
に
、「
所
得
総
額
」、「
特
別
支
出
」、「
尋
常
で
な
い
負
担
」

の
内
容
を
順
に
見
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

　

ま
ず
、「
所
得
総
額
」
と
は
、
課
税
可
能
で
納
税
義
務
の
存
在
す
る
収
益
（Einnahm

e

）
か
ら
納
税
義
務
者
が
こ
れ
ら
の
収
益
を
得

る
こ
と
に
関
連
し
て
な
さ
れ
た
支
出
を
控
除
し
た
残
額
で
あ
る
。
そ
し
て
、
収
益
は
、
金
銭
又
は
金
銭
的
価
値
と
し
て
存
在
し
、
非
自

営
業
の
労
働
か
ら
の
所
得）

177
（

、
資
本
資
産
か
ら
の
所
得）

178
（

、
賃
貸
か
ら
の
所
得）

179
（

、
そ
の
他
の
所
得）

180
（

の
種
類
の
枠
組
に
お
い
て
納
税
義
務
者
に

与
え
ら
れ
る
あ
ら
ゆ
る
財
と
さ
れ
て
い
る）

181
（

。
住
居
、
食
物
、
物
品
、
他
の
現
物
供
与
な
ど
の
金
銭
以
外
の
存
在
し
て
い
な
い
収
益
は
、

消
費
地
の
物
価
に
応
じ
て
評
価
さ
れ
る）

182
（

。
一
定
期
間
内
に
生
じ
て
財
産
増
加
が
、
経
済
活
動
に
起
因
し
、
法
定
の
所
得
種
類
に
含
ま
れ

る
場
合
に
の
み
所
得
と
さ
れ
る）

183
（

。
例
え
ば
、
価
値
が
上
昇
し
た
だ
け
で
は
、
営
利
的
で
あ
ろ
う
が
な
か
ろ
う
が
、
課
税
さ
れ
ず
、
売
却

な
ど
に
よ
り
現
実
化
し
た
分
だ
け
が
課
税
の
対
象
と
な
る）

184
（

。
ま
た
、
贈
与
物
、
相
続
財
産
、
宝
く
じ
の
当
籤
金
な
ど
の
利
得
は
原
則
と

し
て
課
税
さ
れ
な
い）

185
（

。
加
え
て
、
一
九
三
四
年
帝
国
所
得
税
法
と
は
異
な
り
、
用
益
利
益
は
「
納
税
さ
れ
る
べ
き
所
得
」
に
含
ま
れ
て

い
な
い
た
め
、
自
己
の
住
居
で
の
居
住
と
い
う
用
益
価
値
は
課
税
さ
れ
な
い）

186
（

。
現
実
化
し
た
価
値
上
昇
だ
け
が
課
税
の
対
象
と
な
り
、

相
続
な
ど
に
よ
る
所
得
や
用
益
利
益
が
課
税
さ
れ
な
い
の
は
、
理
論
的
背
景
を
有
す
る
も
の
で
は
な
く
、「
所
得
総
額
」
を
で
き
る
限
り

簡
便
に
算
出
し
よ
う
と
す
る
実
務
的
な
要
請
に
よ
る
も
の
と
理
解
さ
れ
、
所
得
概
念
に
関
す
る
学
説
の
影
響
は
小
さ
い
と
さ
れ
る）

187
（

。

　
「
所
得
総
額
」
算
出
の
際
に
、
収
益
の
獲
得
と
関
係
す
る
出
費
は
、
収
益
か
ら
控
除
さ
れ
る
（
実
量
原
理
。 N

ettoprinzip

）
188
（

）。
す
な

わ
ち
、
資
本
資
産
又
は
賃
貸
物
か
ら
の
所
得
、
そ
の
他
の
所
得
な
ど
の
際
に
、
収
益
を
獲
得
す
る
目
的
の
た
め
に
支
出
さ
れ
る
費
用
や
、

非
自
営
業
の
場
合
の
労
働
は
、
必
要
経
費
（W

erbungskosten

）
と
し
て
観
念
さ
れ）

189
（

、
収
益
の
獲
得
、
確
保
及
び
維
持
の
た
め
に
利
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用
さ
れ
る
物
と
定
義
さ
れ
て
お
り）

190
（

、「
所
得
総
額
」
に
お
い
て
減
額
さ
れ
る
。
同
様
に
、
経
営
上
、
必
要
と
さ
れ
る
出
費
は
、
経
営
支
出

と
観
念
さ
れ
て
お
り
、
経
営
が
契
機
と
さ
れ
た
消
費
と
定
義
さ
れ
て
い
る）

191
（

。
こ
の
よ
う
に
、「
所
得
総
額
」
は
、
原
則
と
し
て
収
益
か
ら

必
要
経
費
や
経
営
支
出
を
差
し
引
い
た
正
の
金
額
と
な
る
。
こ
れ
が
負
の
金
額
と
な
る
場
合
、
損
失
と
し
て
観
念
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、

所
得
税
法
上
、
損
失
概
念
は
定
義
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
一
般
に
所
得
種
類
の
消
極
的
な
所
得
を
損
失
と
し
て
位
置
付
け
て
い

る
。
そ
の
た
め
、
部
分
的
に
、「
消
極
的
所
得
（negative Einkünfte

）」
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
る
な
ど
し
て
い
る）

192
（

。

　

こ
う
し
て
求
め
ら
れ
た
「
所
得
総
額
」
か
ら
控
除
さ
れ
る
の
が
、「
特
別
支
出
」
と
「
尋
常
で
な
い
負
担
」
で
あ
る
。「
特
別
支
出
」

に
は
、
例
え
ば
、
納
税
者
に
帰
責
で
き
な
い
通
例
と
は
異
な
る
負
担
を
す
る
こ
と
に
基
づ
く
税
の
免
除
（Ersparnisse

）、
扶
養
の
た

め
の
出
費
、
教
会
税
、
や
む
を
得
な
い
出
費
な
ど
が
含
ま
れ
る）

193
（

。「
尋
常
で
な
い
負
担
」
と
は
、
同
じ
所
得
状
態
で
同
じ
資
産
状
態
で
同

じ
家
族
状
態
の
圧
倒
的
に
多
く
の
納
税
義
務
者
が
行
な
う
通
常
の
負
担
よ
り
も
や
む
を
得
な
い
ほ
ど
大
き
な
も
の
と
な
っ
た
金
銭
投
入

を
言
う）

194
（

。

　

以
上
の
よ
う
な
因
子
は
、
暦
年
で
調
査
さ
れ）

195
（

、「
所
得
総
額
」
か
ら
、「
特
別
支
出
」
又
は
「
尋
常
で
な
い
負
担
」
を
控
除
し
た
額
が

「
納
税
さ
れ
る
べ
き
所
得
」
と
な
る
。「
納
税
さ
れ
る
べ
き
所
得
」
を
基
礎
に
し
て
導
き
出
さ
れ
る
額
に
応
じ
て
、
適
用
さ
れ
る
所
得
税

率
が
決
定
さ
れ
、
所
得
税
額
が
算
出
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

（
四
）
刑
法
に
お
け
る
「
実
所
得
」
概
念
の
概
要

　

そ
れ
で
は
、
刑
法
に
お
け
る
「
実
所
得
」
概
念
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
所
得
税
法
の
「
実
所
得
」
概
念
の
内
容

が
罰
金
刑
の
制
度
に
ど
の
よ
う
に
取
り
込
ま
れ
る
か
が
問
題
と
な
る）

196
（

。
所
得
税
法
と
刑
法
に
お
い
て
規
定
の
目
的
が
一
致
す
る
場
合
、

刑
法
の
原
理
原
則
に
反
し
て
い
な
い
限
り
、
所
得
税
法
の
「
実
所
得
」
概
念
の
内
容
を
刑
法
に
お
い
て
借
用
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
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考
え
ら
れ
る）

197
（

。
所
得
税
法
と
刑
法
を
比
較
す
る
と
、
対
象
者
の
経
済
的
能
力
に
応
じ
て
そ
の
者
の
負
担
額
を
決
定
す
る
点
で
共
通
し
て

い
る）

198
（

。
ま
た
、
罰
金
額
の
算
定
の
際
に
、
税
法
上
の
所
得
調
査
に
よ
り
得
ら
れ
た
数
値
を
利
用
す
れ
ば
簡
便
で
あ
る
と
い
う
実
務
的
な

理
由
か
ら
、
刑
法
が
所
得
税
法
の
「
実
所
得
」
概
念
の
内
容
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
る）

199
（

。
す
な
わ
ち
、
こ

れ
ら
の
観
点
か
ら
は
、「
納
税
さ
れ
る
べ
き
所
得
」
が
日
額
の
判
断
の
出
発
点
と
な
り
、
結
果
と
し
て
、
罰
金
刑
の
量
定
に
お
い
て
所
得

税
法
の
規
定
を
無
制
約
に
受
け
入
れ
る
こ
と
に
な
る）

200
（

。

　

し
か
し
、
通
例
、
所
得
税
の
税
率
は
一
律
で
は
な
く
、
所
得
に
対
し
て
累
進
的
な
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、「
同
等
に
限
界
的
な
犠
牲
」

を
目
指
す
ド
イ
ツ
の
日
数
罰
金
制
度
と
同
一
視
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
両
者
の
違
い
が
「
実
所
得
」
概
念
の
内
容
に
反
映
さ
れ
る
可
能

性
も
あ
っ
て
刑
法
が
所
得
税
法
の
「
実
所
得
」
概
念
を
そ
の
ま
ま
借
用
す
る
こ
と
は
妥
当
で
な
い）

201
（

。
こ
の
こ
と
は
、
既
に
見
た
よ
う
に
、

ザ
イ
ド
ラ
ー
の
見
解
に
対
す
る
批
判
と
し
て
も
従
来
か
ら
意
識
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
、
所
得
税
法
上
の
「
所
得
」
概
念
は
、
既
に
述
べ

た
よ
う
に
、
積
極
的
な
所
得
要
素
と
し
て
も
消
極
的
な
控
除
要
素
と
し
て
も
利
用
さ
れ
て
い
る
た
め
、
不
明
確
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ

れ
ゆ
え
、
所
得
税
法
の
用
語
法
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
こ
と
は
、
所
得
税
法
に
お
け
る
不
明
確
性
を
そ
の
ま
ま
引
き
継
ぐ
こ
と
と
な

っ
て
し
ま
い
、
混
乱
を
招
き
か
ね
な
い）

202
（

。

　

も
っ
と
も
、
日
数
罰
金
制
度
の
立
法
審
議
に
お
い
て
、「
所
得
」
概
念
の
内
容
の
説
明
は
な
さ
れ
ず
、
解
説
議
事
録
の
み
が
若
干
の
説

明
を
行
な
っ
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た）

203
（

。
そ
こ
で
は
、
ホ
ル
ス
ト
コ
ッ
テ
（H

orstkotte

）
が
、
日
数
罰
金
制
度
に
お
け
る
「
実
所
得
」
概

念
に
つ
い
て
、
税
法
上
の
「
所
得
」
概
念
と
同
様
で
は
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
、「
納
税
さ
れ
る
べ
き
所
得
」
と
も
同
じ
で
は
な
い
と
し
て
い

た
。
か
く
し
て
、
税
法
上
の
概
念
を
一
部
で
借
用
し
つ
つ
、
必
ず
し
も
そ
れ
を
無
制
約
に
受
け
入
れ
ず
、
刑
法
独
自
の
概
念
を
作
り
出

そ
う
と
す
る
考
え
方
は
、
日
数
罰
金
制
度
に
お
け
る
「
実
所
得
」
概
念
の
考
察
に
当
た
っ
て
主
流
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、「
収
入

（Einnahm
e

）」
と
「
支
出
（A

usgabe

）」
を
区
別
し
、「
支
出
」
を
さ
ら
に
「
考
慮
さ
れ
う
る
支
出
（berücksichtigungsfähige 
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A
usgabe

）」
と
「
考
慮
さ
れ
な
い
支
出
（nicht berücksichtigungsfähige A
usgabe

）」
に
区
別
し
た
上
で
、「
収
入
」
と
「
考

慮
さ
れ
う
る
支
出
」
の
差
を
「
実
所
得
」
と
と
ら
え
る
こ
と
が
一
般
化
し
た）

204
（

。

　

刑
法
上
、「
実
所
得
」
算
定
の
基
礎
と
な
る
、「
収
入
」、「
考
慮
さ
れ
う
る
支
出
」、「
考
慮
さ
れ
な
い
支
出
」
に
つ
い
て
は
規
定
さ
れ

て
い
な
い
。
立
法
経
緯
か
ら
文
言
の
解
釈
内
容
を
確
定
す
る
こ
と
も
で
き
な
い）

205
（

。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
積
極
的
な
収
入
要
素
と
消
極

的
な
控
除
要
素
を
明
確
に
区
別
す
る
た
め
、
所
得
税
法
上
の
「
所
得
」
概
念
を
そ
の
ま
ま
援
用
す
る
こ
と
は
妥
当
で
な
い
。
こ
れ
ら
の

要
素
は
、
行
為
者
の
経
済
的
能
力
の
向
上
又
は
低
下
を
把
握
し
公
正
な
量
刑
に
役
立
て
る
と
い
う
視
点
と
、
実
務
上
の
利
便
性
を
考
慮

す
る
と
い
う
視
点
の
双
方
を
調
和
さ
せ
る
形
で
具
体
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い）

206
（

。
そ
れ
ゆ
え
、
経
済
的
能
力
を
把
握
で
き
、
徴
税
実

務
上
も
定
着
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
収
入
」
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
刑
法
に
お
い
て
も
所
得
税
法
の
概
念
が
借
用
さ
れ
る
。
も
っ
と

も
、
未
だ
現
実
化
し
て
い
な
い
け
れ
ど
も
得
う
る
蓋
然
性
の
高
い
所
得
、
例
え
ば
労
働
力
の
利
用
に
基
づ
く
将
来
の
所
得
は
考
慮
さ
れ

て
よ
い
と
さ
れ
る）

207
（

。
他
方
で
、
必
要
経
費
や
経
営
支
出
は
、
所
得
税
法
に
お
い
て
は
、「
所
得
総
額
」
に
お
け
る
消
極
的
な
控
除
要
素
と

し
て
扱
わ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
刑
法
に
お
い
て
は
、「
所
得
」
に
正
と
負
の
数
値
が
混
在
す
る
こ
と
を
回
避
す
る
た
め
、
消
極
的
な
控

除
要
素
で
は
な
く
、「
考
慮
さ
れ
う
る
支
出
」
に
含
ま
れ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る）

208
（

。
そ
こ
で
、「
所
得
」
と
は
、
労
働
所
得
だ
け
で
は

な
く）

209
（

、
例
え
ば
資
本
所
得
、
営
利
企
業
か
ら
の
収
益
、
不
動
産
及
び
企
業
か
ら
の
収
益
、
賃
貸
収
益
、
年
金
及
び
扶
養
給
付
、
扶
養
所

得
、
貸
付
の
担
保
の
方
法
で
差
押
え
ら
れ
て
い
る
た
め
に
行
為
者
が
自
由
に
処
分
で
き
な
い
収
益
全
て
を
言
う）

210
（

。
そ
し
て
、
所
得
税
法

に
お
い
て
「
特
別
支
出）

211
（

」
に
あ
た
る
要
素
も
「
考
慮
さ
れ
う
る
支
出
」
に
含
ま
れ
る）

212
（

。

（
五
）
刑
法
に
お
け
る
「
実
所
得
」
概
念
の
個
別
問
題

　

刑
法
に
お
け
る
「
実
所
得
」
概
念
の
内
容
を
以
上
の
よ
う
に
考
え
た
場
合
、
以
下
の
三
つ
の
大
き
な
個
別
問
題
を
考
察
す
る
必
要
が
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あ
る
。
第
一
に
、
従
前
、
税
法
に
お
い
て
問
題
と
な
っ
て
き
た
、
自
己
用
益
の
利
益
や
相
続
な
ど
を
原
因
と
す
る
利
得
を
ど
の
よ
う
に

取
扱
う
か
が
問
題
と
な
る
。
第
二
に
、
所
得
と
並
ぶ
財
産
の
要
素
で
あ
る
資
産
を
ど
の
よ
う
に
取
扱
う
か
が
問
題
と
な
る
。
第
三
に
、

実
所
得
原
理
を
徹
底
す
れ
ば
、
実
際
に
行
為
者
の
手
元
に
残
さ
れ
た
全
収
益
が
剥
奪
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
た
め
、
生
計
最
小
費
も
「
考

慮
さ
れ
う
る
支
出
」
に
含
ま
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
取
扱
い
が
妥
当
で
あ
る
か
が
問
題
と
な
る
。

⒜
自
己
用
益
の
利
益
や
相
続
な
ど
を
原
因
と
す
る
利
得

　

第
一
に
、
行
為
者
が
日
々
生
活
す
る
際
に
用
い
て
い
る
住
居
の
使
用
利
益
の
よ
う
な
自
己
用
益
の
利
益
が
「
所
得
」
に
あ
た
る
か
問

題
と
な
る
。
し
ば
し
ば
比
較
さ
れ
る
の
は
、
賃
借
に
よ
る
用
益
と
の
相
違
で
あ
る）

213
（

。
す
な
わ
ち
、
賃
借
の
場
合
、
賃
借
料
の
対
価
と
し

て
用
益
を
行
な
う
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
対
価
を
支
払
う
こ
と
な
く
自
ら
用
益
を
行
な
う
場
合
、
収
益
を
擬
制
で
き
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
問
題
は
、
自
己
用
益
の
利
益
を
「
所
得
」
に
算
入
す
る
か
、
賃
借
料
を
「
考
慮
さ
れ
う
る

支
出
」
に
取
り
込
む
か
と
い
う
問
題
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
賃
借
料
を
把
握
す
る
ほ
う
が
実
務
上
容
易
で
あ
る
上
、
そ
も
そ
も
、

自
己
用
益
に
よ
り
経
済
的
向
上
が
な
さ
れ
て
い
る
と
見
る
よ
り
も
出
費
が
抑
制
さ
れ
て
い
る
と
見
る
ほ
う
が
自
然
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

自
己
用
益
の
利
益
を
「
所
得
」
と
す
る
こ
と
が
否
定
さ
れ
、
賃
借
料
を
「
考
慮
さ
れ
う
る
支
出
」
に
取
り
込
む
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
て

い
る）

214
（

。
従
っ
て
、「
考
慮
さ
れ
う
る
支
出
」
と
は
、
法
的
義
務
の
充
足
の
た
め
に
税
法
及
び
社
会
保
障
法
な
ど
の
規
定
に
基
づ
き
被
告
人

が
支
払
う
額
で
あ
っ
て
、
自
営
業
者
の
場
合
、
そ
れ
に
加
え
て
、
営
業
支
出
、
損
失
、
必
要
経
費
、
保
険
料
、
私
的
な
疾
病
保
険
の
た

め
の
保
険
料
を
含
む）

215
（

。

　

そ
し
て
、
相
続
、
贈
与
、
宝
く
じ
の
当
籤
な
ど
を
原
因
と
す
る
、
言
わ
ば
「
尋
常
で
な
い
収
益
」
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
税
法
上

の
所
得
源
泉
説
に
従
え
ば
、「
所
得
」
に
含
ま
れ
な
い
こ
と
と
な
り
、
純
資
産
増
加
説
に
従
え
ば
、「
所
得
」
に
含
ま
れ
る
こ
と
と
な
る
。
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既
に
見
た
よ
う
に
、
税
法
上
、
実
務
的
要
請
か
ら
、
こ
れ
ら
の
収
益
が
「
納
税
さ
れ
る
べ
き
所
得
」
か
ら
除
外
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
視

点
は
罰
金
刑
の
「
所
得
」
概
念
に
お
い
て
も
共
通
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
も
そ
も
、
こ
う
し
た
収
益
は
、
罰
金
刑
が
賦
科
さ
れ

た
際
に
偶
然
生
じ
た
も
の
に
す
ぎ
ず
、
次
に
述
べ
る
資
産
と
機
能
的
に
同
置
さ
れ
る
た
め）

216
（

、
二
つ
目
に
問
題
と
な
る
資
産
の
取
扱
い
を

見
る
こ
と
と
し
た
い
。

⒝
資
産

　

第
二
に
、
所
得
と
並
ぶ
財
産
要
素
で
あ
る
た
め
、
行
為
者
が
所
有
す
る
資
産
を
日
額
算
定
の
中
で
ど
の
よ
う
に
取
扱
う
か
が
問
題
と

な
る
。
所
得
税
法
に
お
い
て
は
、「
所
得
」
と
い
う
フ
ロ
ー
に
着
目
し
て
課
税
が
な
さ
れ
る
た
め
、
資
産
を
所
有
す
る
だ
け
で
課
税
さ
れ

る
こ
と
は
な
く
、
資
産
か
ら
の
収
益
が
発
生
し
て
初
め
て
、
そ
の
収
益
に
対
し
て
課
税
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
に
対
し
、
罰
金
刑

に
お
い
て
は
、
既
に
見
た
よ
う
に
、
罰
金
額
の
算
定
の
際
に
資
産
を
取
り
込
む
の
か
、
ま
た
、
取
り
込
む
と
す
れ
ば
ど
の
よ
う
に
ど
の

程
度
取
り
込
む
の
か
が
こ
れ
ま
で
争
わ
れ
て
き
た
。

　

そ
も
そ
も
、
資
産
と
は
、
あ
る
一
定
の
時
点
ま
で
に
そ
の
者
が
有
し
て
い
る
金
銭
並
び
に
金
銭
的
価
値
を
有
す
る
物
及
び
権
利
の
総

額
を
言
う）

217
（

。
そ
の
う
ち
、
日
々
の
生
活
に
必
要
な
基
本
的
な
資
産
を
基
本
資
産
（V

erm
ögensstam

m
e

）
や
本
質
資
産

（V
erm

ögenssubstanz

）
と
表
現
す
る
こ
と
が
あ
る）

218
（

。

　

同
じ
行
為
責
任
を
負
う
行
為
者
が
同
じ
所
得
を
得
て
お
り
、
そ
の
所
得
の
う
ち
自
由
に
処
分
で
き
る
額
が
同
じ
で
あ
る
と
い
う
だ
け

で
同
じ
罰
金
額
と
さ
れ
た
場
合
、
資
産
の
あ
る
行
為
者
は
そ
の
資
産
か
ら
罰
金
額
を
支
払
う
こ
と
が
で
き
る
の
に
対
し
、
資
産
の
な
い

行
為
者
は
所
得
か
ら
罰
金
額
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
苦
痛
の
程
度
が
異
な
り
う
る
。
ま
た
、
資
産
を
有
す
る
行
為
者
間
で
も
、

所
有
す
る
資
産
の
多
寡
に
よ
っ
て
苦
痛
の
程
度
が
異
な
り
か
ね
な
い
。
そ
の
た
め
、
既
に
見
た
よ
う
に
、
刑
法
史
に
お
い
て
も
、
所
得
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と
並
ぶ
主
要
な
又
は
追
加
的
な
量
刑
要
素
と
し
て
資
産
を
考
慮
す
る
こ
と
が
多
く
の
論
者
に
よ
り
肯
定
さ
れ
て
き
た）

219
（

。
他
方
で
、
資
産

を
考
慮
す
る
こ
と
は
、
資
産
剥
奪
の
禁
止
と
い
う
刑
法
上
の
原
則
か
ら
制
約
を
受
け
る
こ
と
が
認
識
さ
れ
て
き
た）

220
（

。
こ
こ
で
、
資
産
剥

奪
と
は
、
行
為
者
の
資
産
の
完
全
な
剥
奪
（
全
部
剥
奪
。 T

otalkonfi skation

）
だ
け
で
な
く
、
資
産
の
一
部
の
剥
奪
（
部
分
剥
奪
。 

partielle K
onfi skation

）
を
も
含
む
概
念
で
あ
る）

221
（

。
資
産
剥
奪
は
、
⒜
資
産
を
有
す
る
行
為
者
に
不
当
な
経
済
的
悪
化
を
も
た
ら
す

こ
と
、
⒝
全
体
主
義
的
な
刑
事
制
裁
と
し
て
自
由
主
義
的
刑
法
と
一
致
せ
ず
、
行
為
者
の
再
社
会
化
の
可
能
性
を
奪
っ
て
し
ま
う
こ
と
、

⒞
財
政
上
の
目
的
な
ど
の
許
容
で
き
な
い
目
的
へ
の
濫
用
を
促
し
か
ね
な
い
こ
と
、
⒟
属
人
性
原
理
に
反
す
る
こ
と
か
ら
批
判
さ
れ
て

き
た
の
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
⒜
資
産
を
有
す
る
行
為
者
に
不
当
な
経
済
的
悪
化
を
も
た
ら
す
こ
と
は
、
罰
金
刑
を
資
産
の
割
合
で
量
定
す
る
フ
ィ
ラ
ン
ギ

エ
ー
リ
の
提
案
に
対
す
る
批
判
と
し
て
登
場
し
、
一
九
世
紀
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
資
産
剥
奪
の
廃
止
を
も
た
ら
し
た）

222
（

。
す
な
わ
ち
、

資
産
を
有
す
る
行
為
者
が
不
当
に
重
い
侵
害
を
被
る
こ
と
に
な
り
、
資
産
を
有
す
る
行
為
者
と
有
し
な
い
行
為
者
の
間
の
処
罰
の
平
等

が
害
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
資
産
を
有
す
る
行
為
者
が
資
産
を
有
し
よ
う
と
し
な
い
又
は
資
産
を
得
る
こ
と
が

で
き
な
い
行
為
者
よ
り
も
冷
遇
さ
れ
る
こ
と
が
防
が
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
主
張
な
ど
が
存
在
し
た）

223
（

。

　

次
に
、
⒝
全
体
主
義
的
な
刑
事
制
裁
と
し
て
自
由
主
義
的
刑
法
と
一
致
し
な
い
こ
と
は
、
資
産
剥
奪
が
行
為
者
の
生
計
を
打
ち
の
め

す
よ
う
な
資
産
の
剥
奪
を
も
た
ら
し
、
行
為
者
の
再
社
会
化
の
可
能
性
を
な
く
し
て
し
ま
い
か
ね
な
い
と
の
理
由
か
ら
主
張
さ
れ
る
。

特
に
資
産
収
益
の
み
で
生
活
し
て
い
る
行
為
者
に
対
す
る
資
産
剥
奪
は
生
計
の
途
を
奪
う
た
め
、
行
為
者
の
反
社
会
化
の
危
険
を
生
み

出
す
と
主
張
す
る）

224
（

。

　

続
い
て
、
⒞
許
容
で
き
な
い
目
的
へ
の
濫
用
を
促
し
か
ね
な
い
こ
と
は
、
特
に
財
政
目
的
で
過
剰
な
資
産
剥
奪
が
な
さ
れ
た
歴
史
的

な
経
験
か
ら
問
題
と
さ
れ
る）

225
（

。
具
体
的
に
は
、
ナ
チ
ス
＝
ド
イ
ツ
期
に
資
産
剥
奪
が
広
範
に
行
な
わ
れ
た
こ
と
や
、
刑
法
典
が
相
続
財
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産
へ
の
罰
金
刑
の
執
行
を
認
め
て
い
た
こ
と）

226
（

（
第
七
章
参
照
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

最
後
に
、
⒟
属
人
性
原
理
に
反
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
刑
罰
効
果
が
行
為
者
に
限
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
っ

て
、
資
産
が
剥
奪
さ
れ
る
場
合
、
行
為
者
だ
け
で
な
く
、
特
に
そ
の
家
族
に
も
影
響
し
て
し
ま
う
こ
と
を
問
題
と
す
る
。
例
え
ば
、
家

族
に
影
響
を
及
ぼ
す
資
産
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
行
為
者
が
家
族
と
一
緒
に
暮
ら
し
て
い
る
住
居
が
挙
げ
ら
れ
る）

227
（

。
こ
の
よ
う
に
、

行
為
者
の
家
族
の
生
活
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
た
め
、
資
産
剥
奪
は
属
人
性
原
理
と
歴
史
的
に
最
も
対
立
し
て
き
た
。
そ
の
問
題
意

識
が
高
ま
っ
た
啓
蒙
期
に
は
、
属
人
性
原
理
の
観
点
か
ら
、
行
為
者
の
家
族
や
相
続
人
を
事
実
上
処
罰
す
る
に
等
し
い
と
い
う
こ
と
が

指
摘
さ
れ
て
い
た）

228
（

。
し
か
も
、
当
時
、
資
産
剥
奪
は
死
刑
や
終
身
追
放
刑
と
と
も
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
こ
の
よ
う
な
弊
害
が

よ
り
い
っ
そ
う
大
き
な
も
の
と
な
っ
て
い
た）

229
（

。
そ
れ
ゆ
え
、
例
え
ば
、
ベ
ッ
カ
リ
ー
ア
（Beccaria

）
は
、『
犯
罪
と
刑
罰
（D

ei D
elittie 

D
elle Pene

）』
に
お
い
て
、
追
放
刑
の
結
果
と
し
て
行
為
者
以
外
の
家
族
に
影
響
が
及
ぶ
資
産
剥
奪
の
問
題
性
を
指
摘
し
て
い
た）

230
（

。
ま

た
、
フ
ォ
ル
タ
イ
エ
（V

oltaire

）
は
行
為
者
の
家
族
全
員
を
実
質
的
に
処
罰
す
る
こ
と
と
な
る
た
め
、
死
刑
と
資
産
剥
奪
の
併
科
に

異
を
唱
え
た
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
考
え
方
は
急
激
に
広
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る）

231
（

。

　

以
上
の
よ
う
な
資
産
剥
奪
の
禁
止
を
も
た
ら
す
理
由
に
加
え
て
、
特
に
ド
イ
ツ
で
は
以
下
の
二
つ
の
理
由
が
意
識
さ
れ
て
き
た
。

　

ま
ず
、
資
産
と
所
得
と
の
差
異
が
認
識
さ
れ
て
き
た）

232
（

。
所
得
と
は
異
な
り
、
資
産
の
場
合
、
剥
奪
が
時
間
的
に
限
定
さ
れ
え
な
い
。

す
な
わ
ち
、
所
得
獲
得
の
基
盤
は
、
所
得
を
剥
奪
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
影
響
を
通
常
受
け
な
い
の
に
対
し
、
資
産
獲
得
の
基
盤
は
、
資

産
を
剥
奪
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
永
久
に
失
わ
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
結
果
、
よ
り
長
期
に
わ
た
っ
て
生
活
水
準
を
低
下
さ
せ
る
こ
と
に
な

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
ま
で
の
経
済
的
地
位
が
侵
害
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る）

233
（

。
資
産
が
こ
れ
ま
で
の
所
得
の
蓄
積
に

よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
き
た
と
い
う
時
間
的
経
緯
を
考
え
る
と
、
所
得
の
剥
奪
と
同
様
に
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
る
。

　

ま
た
、
資
産
額
の
調
査
や
査
定
の
問
題
が
認
識
さ
れ
て
き
た）

234
（

。
す
な
わ
ち
、
罰
金
刑
の
算
定
の
際
に
、
資
産
状
態
を
正
確
に
調
査
す



第
八
章　

罰
金
刑
の
量
定 

二
八
七

る
こ
と
は
実
務
上
不
可
能
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
も
、
調
査
費
用
や
行
為
者
に
及
ぼ
す
負
担
は
、
行
為
責
任
と
比
例
的
で
な
い

こ
と
も
多
く
、
軽
微
事
犯
に
多
額
の
調
査
費
用
や
負
担
が
か
か
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
十
分
あ
り
得
る
。
こ
の
こ
と
は
、
既
に
ヴ
ァ
ー
ル

ベ
ル
ク
が
主
張
し
て
お
り
、
彼
は
、
行
為
者
に
と
っ
て
、
罰
金
刑
よ
り
も
調
査
の
負
担
が
大
き
く
な
り
う
る
こ
と
を
特
に
問
題
視
し
て

い
た）

235
（

。
ま
た
、
既
に
見
た
よ
う
に
、
税
法
上
も
意
識
さ
れ
て
き
た
。

　

こ
れ
ら
の
理
由
か
ら
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
資
産
の
剥
奪
が
慎
重
を
要
す
る
問
題
で
あ
る
と
強
く
意
識
さ
れ
て
い
る
。
所
得
税
の

算
定
の
際
に
、
資
産
の
所
有
だ
け
で
課
税
さ
れ
な
い
こ
と
と
も
相
ま
っ
て
、
日
数
罰
金
制
度
の
枠
内
に
お
い
て
も
、
日
額
算
定
の
出
発

点
と
な
る
の
は
「
実
所
得
」
で
あ
る
と
さ
れ
、
資
産
を
積
極
的
に
把
握
し
て
剥
奪
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
は
乏
し
い
。
先
に
見
た
、
相
続
、

贈
与
、
宝
く
じ
の
当
籤
な
ど
を
原
因
と
す
る
、
言
わ
ば
「
尋
常
で
な
い
収
益
」
も
資
産
と
機
能
的
に
同
置
さ
れ
る
た
め
、
資
産
同
様
、

「
所
得
」
と
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
と
な
る
。
そ
う
し
た
中
で
、
資
産
を
投
資
や
運
用
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
収
益
だ
け
が
、
資
産
形
成
時

点
以
後
に
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
資
産
で
は
な
く
、「
所
得
」
に
含
ま
れ
る
と
さ
れ
、「
実
所
得
」
の
値
を
上
昇
さ
せ
る
に
す
ぎ

な
い）

236
（

。

　

こ
の
よ
う
な
考
え
方
の
下
で
は
、
日
数
罰
金
制
度
に
お
い
て
、
ど
の
程
度
の
資
産
剥
奪
ま
で
許
さ
れ
る
か
、
す
な
わ
ち
、
資
産
が
日

額
の
量
定
基
準
に
ど
の
よ
う
に
影
響
す
る
か
を
考
察
す
る
に
当
た
っ
て
、
特
に
属
人
性
原
理
の
観
点
が
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に

な
る
。
日
額
の
算
定
に
当
た
っ
て
、
資
産
を
考
慮
す
る
こ
と
は
例
外
的
と
さ
れ
る
。
そ
の
上
で
、
例
え
ば
資
産
の
種
類
、
目
的
及
び
大

き
さ
が
日
額
の
量
定
基
準
に
影
響
す
る
か
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い）

237
（

。

　

こ
の
う
ち
、
ま
ず
最
初
に
日
額
の
算
定
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
の
は
、
行
為
者
が
生
活
水
準
を
賄
う
た
め
に
用
い
る
資
産
、
す
な
わ

ち
基
本
資
産
（
本
質
資
産
）
で
あ
る
。
こ
こ
で
問
題
と
さ
れ
る
基
本
資
産
の
代
表
例
は
、
自
己
が
居
住
し
、
用
益
す
る
住
宅
で
あ
る）

238
（

。

そ
し
て
、
基
本
資
産
の
剥
奪
は
、
属
人
性
原
理
に
反
す
る
場
合
、
許
さ
れ
な
い
と
さ
れ
る）

239
（

。
す
な
わ
ち
、
一
般
に
、
資
産
を
理
由
に
日
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額
が
上
昇
さ
せ
ら
れ
た
場
合
、
実
所
得
原
理
が
お
お
む
ね
採
用
さ
れ
て
い
る
た
め
、
行
為
者
の
所
得
だ
け
か
ら
で
は
罰
金
刑
の
支
払
が

で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
通
例
、
資
産
は
所
得
よ
り
も
処
分
の
自
由
度
が
低
い）

240
（

。
そ
れ
ゆ
え
、
罰
金
刑
の
支
払
の
た
め
に
資

産
を
取
り
崩
す
こ
と
が
強
い
ら
れ
る
と
、
行
為
者
の
家
族
の
生
活
を
圧
迫
し
た
り
、
将
来
の
相
続
財
産
を
減
ら
す
な
ど
の
影
響
を
及
ぼ

す
こ
と
と
な
る
た
め
と
説
明
さ
れ
る
。
同
様
に
、
美
術
品
や
何
ら
か
の
収
集
物
の
よ
う
な
価
値
上
昇
が
想
定
さ
れ
う
る
資
産
も
、
他
者

用
益
機
能
を
持
つ
資
産
と
し
て
理
解
さ
れ
る）

241
（

。
こ
れ
ら
の
資
産
も
、
通
例
、
相
続
に
よ
り
第
三
者
に
承
継
さ
れ
う
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ

を
剥
奪
す
れ
ば
第
三
者
を
侵
害
す
る
こ
と
に
な
る
と
し
て
、
第
三
者
へ
の
侵
害
が
確
実
に
否
定
さ
れ
な
い
限
り）

242
（

、
属
人
性
原
理
に
よ
り
、

そ
の
剥
奪
が
禁
じ
ら
れ
、
そ
れ
ゆ
え
、
日
額
の
上
昇
を
も
た
ら
さ
な
い
と
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
行
為
者
が
基
本
資
産
で
生
活
し
て
い

る
場
合
、
そ
の
資
産
を
取
り
崩
す
こ
と
な
く
、
罰
金
刑
を
支
払
い
う
る
こ
と
と
な
る）

243
（

。

　

次
に
問
題
と
な
る
の
は
、
収
益
を
も
た
ら
す
資
産
（
収
益
資
産
）
で
あ
る
。
刑
法
改
正
の
た
め
の
特
別
委
員
会
に
お
い
て
、
開
発
予

定
地
区
の
投
機
的
な
不
動
産
と
単
に
利
用
さ
れ
な
い
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
不
動
産
が
区
別
さ
れ
て
い
た）

244
（

。
前
者
は
、
所
得
獲
得
の
た
め

に
役
立
ち
う
る
た
め
、
こ
れ
を
日
額
に
取
り
込
む
と
行
為
者
の
財
産
獲
得
可
能
性
を
継
続
的
に
侵
害
す
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
所
得
獲
得
に
役
立
つ
資
産
は
、
実
務
上
、
日
額
の
判
断
の
際
に
考
慮
さ
れ
て
い
な
い）

245
（

。
こ
こ
で
は
、
剥
奪
に
よ
っ
て
収
益

可
能
性
が
喪
失
す
る
点
で
共
通
し
て
い
る
た
め
、
資
本
資
産
と
営
業
資
産
の
区
別
は
な
さ
れ
ず
、
と
も
に
剥
奪
さ
れ
な
い）

246
（

。
そ
し
て
、

ほ
と
ん
ど
全
て
の
資
産
が
何
ら
か
の
収
益
を
も
た
ら
す
た
め
、
日
額
の
算
定
に
お
い
て
か
な
り
広
範
な
除
外
を
も
た
ら
す）

247
（

。
し
か
し
、

収
益
資
産
を
剥
奪
の
対
象
か
ら
除
外
し
て
し
ま
う
と
、
資
産
か
ら
の
収
益
を
所
得
と
し
て
把
握
し
、
剥
奪
し
た
と
し
て
も
資
産
を
取
り

崩
し
て
罰
金
刑
を
支
払
う
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
消
費
断
念
の
効
果
を
行
為
者
に
十
分
に
及
ぼ
す
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
い
か

ね
な
い
。
そ
こ
で
、
資
産
を
ど
の
程
度
考
慮
す
る
か
は
、
行
為
者
の
経
済
的
生
活
様
式
や
実
際
の
消
費
行
動
を
斟
酌
し
つ
つ
判
断
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
見
解
も
提
唱
さ
れ
て
い
る）

248
（

。
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取
り
崩
し
が
予
定
さ
れ
て
い
る
資
産
の
扱
い
も
問
題
と
な
る）

249
（

。
例
え
ば
、
預
金
を
時
折
取
り
崩
し
て
消
費
に
充
て
て
い
る
よ
う
な
場

合
が
想
定
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
、
収
益
資
産
と
同
様
、
資
産
が
所
得
を
部
分
的
に
支
え
て
い
る
と
言
い
う
る
。
し
か
し
、
収
益
資
産
と

は
異
な
り
、
資
産
自
体
が
目
減
り
し
続
け
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
取
り
崩
す
額
が
日
額
の
上
昇
を
促
す
か
ど
う
か

は
、
資
産
の
構
成
部
分
の
利
用
が
十
分
な
原
則
性
を
示
す
か
ど
う
か
、
す
な
わ
ち
、
そ
れ
に
よ
り
ど
の
程
度
行
為
者
の
現
在
の
生
活
水

準
が
継
続
的
に
形
成
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
か
か
っ
て
お
り
、
た
だ
ち
に
日
額
を
上
昇
さ
せ
る
わ
け
で
は
な
い
と
さ
れ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
基
本
資
産
や
収
益
資
産
が
日
額
の
判
断
に
取
り
込
ま
れ
な
い
た
め
、
多
く
の
資
産
は
日
額
に
影
響
を
及
ぼ
さ
ず
、

そ
れ
以
外
の
資
産
だ
け
が
日
額
を
上
昇
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
行
為
者
の
経
済
的
能
力
を
正
確
に
反
映
し
よ
う
と
す
る
観

点
か
ら
不
当
に
も
思
わ
れ
る
が
、
第
三
者
が
行
為
者
の
た
め
に
罰
金
刑
を
支
払
う
と
い
う
こ
と
も
排
除
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
そ
れ
ほ

ど
問
題
に
な
ら
な
い
と
さ
れ
る）

250
（

。
そ
の
際
、
資
産
の
流
動
性
の
大
小
は
日
額
の
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る）

251
（

。

⒞
生
計
最
小
費

　

第
三
に
、
食
費
、
住
居
費
、
光
熱
費
と
い
っ
た
、
行
為
者
が
日
々
の
生
計
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
最
低
限
度
の
金
額
（
生
計
最

小
費
）
が
「
考
慮
さ
れ
う
る
支
出
」
に
あ
た
る
か
が
問
題
と
さ
れ
て
き
た
。
罰
金
刑
が
不
払
と
な
っ
た
場
合
の
代
替
自
由
刑
に
お
い
て

は
、
事
実
上
、
生
計
最
小
費
も
含
め
て
実
所
得
全
て
が
剥
奪
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
日
数
一
日
に
つ
き
代
替
自
由
刑
一
日
に
転
換
さ
れ
る

こ
と
か
ら
す
る
と
、
罰
金
刑
に
お
い
て
も
実
所
得
全
て
が
剥
奪
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る）

252
（

。
ま
た
、
実
所
得
原
理
を
徹

底
す
れ
ば
、
実
際
に
行
為
者
の
手
元
に
残
さ
れ
た
全
収
益
が
剥
奪
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
た
め
、
生
計
最
小
費
も
「
考
慮
さ
れ
う
る
支
出
」

に
含
ま
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
る）

253
（

。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
資
産
か
ら
罰
金
総
額
を
捻
出
で
き
な
い
行
為
者
が
日
々
得
る
金

銭
を
全
て
剥
奪
す
る
こ
と
に
な
り
、
長
期
に
わ
た
っ
て
消
費
の
断
念
を
も
た
ら
し
、
さ
ら
に
は
不
払
や
そ
れ
に
伴
う
代
替
自
由
刑
を
招
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き
か
ね
な
い）

254
（

。

　

こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
日
額
の
減
額
に
よ
ら
ず
と
も
、
支
払
条
件
の
緩
和
に
よ
っ
て
不
払
を
回
避
し
う
る
と
す
る
見
解
も
あ
る）

255
（

。
確

か
に
、
支
払
猶
予
と
分
割
払
を
併
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
行
為
者
の
生
計
を
破
綻
に
至
ら
し
め
る
ま
で
圧
迫
す
る
こ
と
は
回
避
で
き
る
。

し
か
し
、
日
数
罰
金
制
度
を
「
所
要
時
間
の
金
銭
刑
」
と
位
置
付
け
て
分
割
払
を
原
則
と
す
る
対
案
と
は
異
な
り
、
現
行
法
は
、
即
時

の
全
額
支
払
を
原
則
と
し
、
支
払
猶
予
や
分
割
払
を
例
外
と
し
て
い
る
。
実
際
上
、
多
く
の
行
為
者
が
資
産
を
そ
れ
ほ
ど
持
た
ず
、
経

済
的
に
苦
し
い
こ
と
を
考
え
る
と
、
例
外
を
多
用
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
ず
、
妥
当
で
な
い
と
考
え
ら
れ
る）

256
（

。
ま
た
、
そ
も
そ
も
、
生

計
最
小
費
は
、
行
為
者
が
日
々
所
得
を
得
る
た
め
に
必
要
な
経
費
と
位
置
付
け
ら
れ
う
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
自
営
業
者
の
必
要
経
費

と
同
じ
よ
う
に
、「
考
慮
さ
れ
う
る
支
出
」
に
含
ま
れ
る
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る）

257
（

。
ま
た
、
税
支
払
義
務
者
の
経
済
的
能
力
を
維

持
さ
せ
る
た
め
に
、
税
法
上
も
控
除
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
刑
法
に
お
い
て
も
、
同
様
に
控
除
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い）

258
（

。
従

っ
て
、
生
計
最
小
費
は
「
考
慮
さ
れ
う
る
支
出
」
に
含
ま
れ
、
罰
金
刑
が
分
割
払
と
さ
れ
た
場
合
で
も
、
生
計
最
小
費
を
剥
奪
す
る
こ

と
は
許
さ
れ
な
い）

259
（

。

　

扶
養
義
務
に
基
づ
く
出
費
に
つ
い
て
も
、「
考
慮
さ
れ
う
る
支
出
」
に
当
た
る
か
否
か
が
争
わ
れ
て
い
る）

260
（

。「
考
慮
さ
れ
う
る
支
出
」

に
当
た
ら
な
い
と
す
る
見
解
は
、
日
額
の
算
定
に
当
た
っ
て
、「
通
常
」、
行
為
者
の
実
所
得
を
「
出
発
点
と
す
る
」
に
す
ぎ
な
い
こ
と

を
理
由
と
し
て
、
実
所
得
原
理
か
ら
逸
脱
す
る
場
合
に
の
み
考
慮
す
れ
ば
足
り
る
と
す
る
。
し
か
し
、
扶
養
義
務
に
基
づ
く
出
費
を
「
考

慮
さ
れ
う
る
支
出
」
と
す
れ
ば
、
被
扶
養
権
利
者
に
科
さ
れ
た
罰
金
刑
の
対
第
三
者
効
が
常
に
排
除
さ
れ
、
属
人
性
原
理
に
適
う
上
、

家
事
労
働
を
行
な
う
被
扶
養
権
利
者
が
行
為
者
の
場
合
、
扶
養
義
務
者
に
よ
り
な
さ
れ
た
出
費
を
行
為
者
の
「
所
得
」
と
し
て
考
え
る

こ
と
が
で
き
、
行
為
者
の
経
済
状
態
を
よ
り
よ
く
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る）

261
（

。

　

以
上
の
よ
う
に
、
自
己
用
益
の
利
益
や
相
続
な
ど
を
理
由
と
す
る
利
得
は
「
所
得
」
に
含
ま
れ
な
い
。
資
産
か
ら
の
収
益
は
「
所
得
」
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に
含
ま
れ
る
が
、
資
産
の
多
寡
は
「
所
得
」
に
影
響
し
な
い
。
生
計
最
小
費
や
扶
養
義
務
に
基
づ
く
出
費
は
「
考
慮
さ
れ
う
る
支
出
」

に
含
ま
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
導
き
出
さ
れ
た
「
所
得
」
か
ら
「
考
慮
さ
れ
う
る
支
出
」
を
差
し
引
い
た
額
が
「
実
所
得
」
と
な
り
、

「
通
常
」、
日
額
算
定
の
「
出
発
点
」
と
な
る
。

五
、
日
額
の
確
定

　

以
上
の
よ
う
に
、
通
常
、
行
為
者
が
平
均
し
て
一
日
に
得
る
又
は
得
る
こ
と
が
で
き
る
「
実
所
得
」
を
、
通
常
、
判
断
の
出
発
点
と

し
、「
人
的
及
び
経
済
的
状
態
」
を
考
慮
し
て
日
額
を
算
定
す
る
こ
と
と
な
る
。「
人
的
及
び
経
済
的
状
態
」
と
い
う
文
言
は
、
刑
法
典

旧
規
定）

262
（

に
遡
る
こ
と
が
で
き
、
日
数
罰
金
制
度
に
お
い
て
日
額
が
硬
直
的
に
算
定
さ
れ
、
個
々
の
行
為
者
の
事
情
が
斟
酌
さ
れ
な
い
事

態
を
回
避
す
る
こ
と
に
役
立
つ）

263
（

。
ま
た
、「
実
所
得
」
を
日
額
算
定
の
基
礎
と
す
る
こ
と
か
ら
、「
経
済
的
状
態
」
の
中
で
資
産
を
考
慮

す
る
こ
と
で
、
資
産
を
有
す
る
行
為
者
を
不
当
に
優
遇
す
る
こ
と
を
防
止
し
て
い
る
と
さ
れ
る）

264
（

。

　

人
的
状
態
と
し
て
考
慮
さ
れ
る
の
は
、
行
為
者
の
職
業
、
健
康
状
態
、
居
住
状
態
、
家
族
状
況
及
び
社
会
的
地
位
な
ど
の
因
子
で
あ

る）
265
（

。
例
え
ば
、
失
業
中
で
あ
っ
た
り
、
入
院
中
で
あ
っ
た
り
、
障
害
を
負
っ
て
い
た
り
す
る
場
合
に
は
、
日
額
が
減
額
さ
れ
う
る
。
も

っ
と
も
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
人
的
状
態
は
日
額
の
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
な
い
と
す
る
研
究
が
あ
る
。

　

経
済
的
状
態
と
し
て
考
慮
さ
れ
る
の
は
、
行
為
者
の
所
得
、
資
産
及
び
そ
の
他
の
因
子
で
あ
る
。
先
に
見
た
よ
う
に
、
資
産
は
日
額

判
断
の
出
発
点
と
な
る
「
実
所
得
」
で
は
評
価
さ
れ
ず
、
こ
こ
で
初
め
て
考
慮
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
犯
罪
行
為
に
よ
り
獲
得
さ
れ
た

資
産
の
利
益
は
、
こ
こ
で
は
考
慮
さ
れ
ず
、
第
四
章
で
紹
介
し
た
利
得
没
収
（V

erfall

）
266
（

）
の
対
象
と
な
る）

267
（

。
こ
こ
で
そ
の
他
の
因
子
に

は
、
行
為
者
の
生
活
様
式
な
ど
が
含
ま
れ
る
と
さ
れ
る）

268
（

。
も
っ
と
も
、
行
為
者
の
資
産
や
財
の
消
費
な
ど
の
因
子
が
ど
の
程
度
考
慮
に

入
れ
ら
れ
る
か
に
つ
い
て
は
完
全
に
開
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
伴
っ
て
日
額
が
大
き
く
変
動
し
う
る
た
め
、
行
為
者
が
負
う
犠
牲
が
異
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な
る
可
能
性
を
孕
ん
で
い
る）

269
（

。
実
務
上
、
中
規
模
程
度
以
下
の
資
産
や
支
払
能
力
に
結
び
付
か
な
い
資
産
は
考
慮
さ
れ
な
い
も
の
と
さ

れ
る
。
ド
イ
ツ
で
は
、
ス
カ
ン
デ
ィ
ナ
ビ
ア
諸
国
の
例
に
な
ら
っ
て
、
資
産
の
う
ち
、
ま
ず
七
万
Ｄ
Ｍ
が
控
除
さ
れ
、
残
り
の
五
万
Ｄ

Ｍ
ご
と
に
、
一
〇
〜
二
〇
Ｄ
Ｍ
が
日
額
に
算
入
さ
れ
て
き
た）

270
（

。
従
っ
て
、
現
在
で
は
、
資
産
の
う
ち
、
三
万
五
〇
〇
〇
Ｅ
Ｕ
Ｒ
（
約
三

五
〇
万
円
）
が
控
除
さ
れ
、
残
り
の
二
万
五
〇
〇
〇
Ｅ
Ｕ
Ｒ
（
約
二
五
〇
万
円
）
ご
と
に
、
五
Ｅ
Ｕ
Ｒ
（
約
五
〇
〇
円
）
〜
一
〇
Ｅ
Ｕ

Ｒ
（
約
一
〇
〇
〇
円
）
が
日
額
に
加
算
さ
れ
て
い
る
。

六
、
日
数
罰
金
制
度
の
特
徴

　

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
日
数
罰
金
制
度
は
、「
同
等
に
限
界
的
な
犠
牲
」
を
目
指
し
て
お
り
、
そ
の
中
核
と

な
っ
て
い
る
の
が
実
所
得
原
理
で
あ
る
。
そ
し
て
、
実
所
得
算
定
の
基
礎
と
な
る
所
得
に
つ
い
て
は
、
行
為
者
の
経
済
的
能
力
を
可
能

な
限
り
正
確
に
量
定
す
る
た
め
に
税
法
学
に
お
い
て
有
力
と
な
っ
た
純
資
産
増
加
説
を
基
礎
に
広
く
取
り
込
む
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と

す
る
見
解
も
あ
る
も
の
の）

271
（

、
実
際
に
は
自
己
用
益
の
利
益
や
相
続
な
ど
を
原
因
と
す
る
利
得
を
所
得
に
含
ま
な
い
な
ど
、
純
資
産
増
加

説
に
必
ず
し
も
沿
う
も
の
で
は
な
く
、
所
得
源
泉
説
に
近
い
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
所
得
に
算
入
さ
れ
る
因
子
は
限
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
純
資
産
増
加
説
を
採
用
し
た
場
合
、
そ
の
所
得
額
が
調
査
期
間
の
最
初
と
最
後
の
資
産
量
の
差
と
し
て
把
握
さ
れ
る
こ
と
か

ら
、
所
得
の
判
断
の
た
め
に
資
産
を
取
り
込
む
必
要
が
存
在
す
る
も
の
の
、
資
産
の
調
査
に
は
困
難
を
伴
う
た
め
、
実
務
上
の
要
請
か

ら
、
こ
の
よ
う
な
算
定
が
回
避
さ
れ
る
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
実
所
得
原
理
を
徹
底
す
れ
ば
、
生
計
最
小
費
に
あ
た
る

額
も
剥
奪
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
が
、「
考
慮
さ
れ
う
る
支
出
」
に
当
た
る
と
し
て
、
行
為
者
の
手
元
に
残
す
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら

に
、
所
得
判
断
に
取
り
込
ま
れ
な
い
も
の
の
、
日
額
が
最
終
的
に
決
定
さ
れ
る
際
に
、
所
得
だ
け
で
な
く
、
資
産
を
も
考
慮
す
る
こ
と

と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
実
所
得
原
理
が
採
用
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
貫
徹
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
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こ
の
よ
う
な
限
定
を
受
け
つ
つ
も
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
日
数
罰
金
制
度
は
、
従
来
の
総
額
罰
金
制
度
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。

そ
の
最
大
の
特
徴
は
、
行
為
責
任
と
行
為
者
の
事
情
を
日
数
と
日
額
で
峻
別
し
て
量
定
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
し
て
、
日
数
に
お
い
て

時
間
の
要
素
を
持
ち
込
み
、
日
額
に
お
い
て
、
実
所
得
に
近
い
金
額
を
剥
奪
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自
由
刑
と
の
連
続
性
を
持
た
せ
る
こ

と
を
志
向
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
自
由
刑
は
行
動
な
ど
の
自
由
と
日
々
の
実
所
得
を
剥
奪
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
結
果
、
日
数
罰
金
制
度
を
採
用
し
た
ド
イ
ツ
の
罰
金
刑
は
、「
同
等
に
限
界
的
な
犠
牲
」
を
図
ろ
う
と
、
日
々
の
実
所
得
を
剥
奪
す

る
も
の
で
あ
り
、
日
々
の
実
所
得
を
一
定
期
間
剥
奪
す
る
点
で
自
由
刑
と
罰
金
刑
が
共
通
の
基
盤
を
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な

っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
す
る
と
、
日
数
罰
金
制
度
の
下
で
の
罰
金
刑
は
、
自
由
刑
か
ら
自
由
剥
奪
の
要
素
を
取
り
除
い
た

も
の
と
言
え
、
言
わ
ば
自
由
刑
を
社
会
内
で
執
行
す
る
形
態
で
あ
る
と
言
え
る
。
特
に
生
計
最
小
費
を
行
為
者
の
手
元
に
残
す
こ
と
は
、

通
常
、
受
刑
者
の
生
活
費
を
国
庫
が
負
担
す
る
自
由
刑
と
害
悪
を
等
価
に
す
る
も
の
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
罰

金
刑
が
不
払
と
な
っ
た
場
合
、
罰
金
刑
の
日
数
一
日
に
つ
き
、
自
由
刑
一
日
へ
と
自
動
的
に
転
換
さ
れ
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
罰
金
刑
を
自
由
刑
の
社
会
内
執
行
形
態
と
位
置
付
け
る
こ
と
は
、
罰
金
刑
を
自
由
刑
に
従
属
さ
せ
る
こ
と
で
罰
金
刑
と

自
由
刑
の
量
定
の
互
換
性
を
持
た
せ
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
他
面
で
、
こ
の
こ
と
は
、
罰
金
刑
に
お
い
て
、「
日
数
」
と
い
う
時
間

の
概
念
を
登
場
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
て
自
由
刑
と
の
連
続
性
を
も
た
ら
す
も
の
の
、
わ
か
り
や
す
さ
で
勝
る
金
銭
単
位
で
の
表
現
か
ら

撤
退
す
る
こ
と
で
行
為
責
任
を
わ
か
り
や
す
く
表
示
・
表
現
す
る
と
い
う
冒
頭
で
提
示
し
た
第
一
の
要
請
に
応
え
る
も
の
と
は
な
ら
な

い
の
で
は
な
い
か
と
の
懸
念
を
生
じ
さ
せ
る
。
す
な
わ
ち
、
賦
科
段
階
の
表
示
・
表
現
目
的
に
適
っ
た
量
定
方
法
で
あ
る
と
は
言
い
難

い
。

　

加
え
て
、
自
由
刑
と
の
連
続
性
を
重
視
す
る
こ
と
は
、
所
得
へ
の
着
目
に
傾
斜
し
、
資
産
へ
の
着
目
を
妨
げ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

日
額
の
中
へ
資
産
を
取
り
込
む
こ
と
が
難
し
い
上
、
特
に
ド
イ
ツ
の
場
合
、
資
産
剥
奪
の
禁
止
が
歴
史
的
に
強
く
意
識
さ
れ
て
き
た
こ
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と
も
あ
っ
て
、
資
産
の
問
題
が
な
お
ざ
り
に
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
既
に
多
く
の
論
者
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ

う
に
、
資
産
を
有
す
る
行
為
者
は
資
産
を
取
り
崩
す
こ
と
に
よ
っ
て
罰
金
刑
の
苦
痛
を
緩
和
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
に
対
し
、
資
産
を

持
た
な
い
行
為
者
は
よ
り
長
期
に
わ
た
っ
て
消
費
の
断
念
を
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
刑
罰
効
果
に
差
が
生
じ
て
し
ま
う
こ
と
と
な

る）
272
（

。
す
な
わ
ち
、
行
為
者
の
法
益
剥
奪
に
着
目
し
て
公
正
・
公
平
な
量
定
を
行
な
う
と
い
う
冒
頭
で
提
示
し
た
第
二
の
要
請
に
応
え
る

も
の
と
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
の
懸
念
も
生
じ
る
。
そ
こ
で
、
罰
金
刑
の
量
定
の
際
に
資
産
を
取
り
込
む
こ
と
が
許
さ
れ
る
べ

き
で
な
い
の
か
、
続
い
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

七
、
資
産
の
取
扱
い

　

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
罰
金
刑
の
量
定
の
議
論
は
、
資
産
を
取
り
込
ん
で
量
定
す
る
こ
と
に
極
め
て
慎
重

な
態
度
を
と
っ
て
い
る
。
そ
の
最
大
の
原
因
は
、
既
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
、
資
産
剥
奪
の
禁
止
が
刑
法
上
強
く
意
識
さ
れ

て
き
た
こ
と
に
あ
る
。
日
額
に
資
産
の
多
寡
を
反
映
さ
せ
る
こ
と
が
難
し
い
日
数
罰
金
制
度
は
、
こ
の
よ
う
な
底
流
に
沿
う
も
の
で
あ

っ
た
と
言
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
日
額
の
量
定
の
際
に
資
産
の
考
慮
を
完
全
に
否
定
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る）

273
（

。
し
か
し
、
一
般
に
、
基

本
法
（GG

）
違
反
と
な
る
の
は
、
政
治
的
動
機
か
ら
の
資
産
剥
奪
だ
け
で
あ
っ
て
、
原
則
と
し
て
刑
罰
に
よ
る
資
産
の
剥
奪
は
基
本

法
上
許
さ
れ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る）

274
（

。
そ
の
た
め
、
基
本
法
の
観
点
か
ら
資
産
の
剥
奪
が
制
約
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
い
。
そ
し
て
、
そ

も
そ
も
、
資
産
も
行
為
者
の
経
済
的
能
力
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
る）

275
（

。
ま
た
、
所
得
を
基
礎
に
日
額
を
精
巧
に
量
定
し
た
と
し
て
も
、

資
産
を
持
つ
者
は
資
産
を
取
り
崩
す
こ
と
で
罰
金
総
額
を
支
払
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る）

276
（

。
そ
れ
ゆ
え
、
所
得
に
傾
斜
し
た
量
定
で
は
、

「
犠
牲
」
の
「
平
等
」
を
達
し
え
な
い
の
で
は
な
い
か
問
題
と
な
る
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
ま
ず
、
資
産
剥
奪
を
禁
止
す
る
理
由
と
し

て
挙
げ
ら
れ
て
き
た
点
に
つ
い
て
、
そ
の
妥
当
性
を
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
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先
に
見
た
よ
う
に
、
資
産
剥
奪
を
禁
止
す
る
理
由
と
し
て
、
⒜
資
産
を
有
す
る
行
為
者
に
不
当
な
経
済
的
悪
化
を
も
た
ら
す
こ
と
、

⒝
全
体
主
義
的
な
刑
事
制
裁
と
し
て
自
由
主
義
的
刑
法
と
一
致
せ
ず
、
行
為
者
の
再
社
会
化
の
可
能
性
を
奪
っ
て
し
ま
う
こ
と
、
⒞
財

政
上
の
目
的
な
ど
の
許
容
で
き
な
い
目
的
へ
の
濫
用
を
促
し
か
ね
な
い
こ
と
、
⒟
属
人
性
原
理
に
反
す
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
き
た
。

　

そ
れ
で
は
、
第
一
に
、
⒜
資
産
を
有
す
る
行
為
者
に
不
当
な
経
済
的
悪
化
を
も
た
ら
す
と
い
う
理
由
は
妥
当
で
あ
ろ
う
か
。
確
か
に
、

一
見
す
る
と
、
資
産
剥
奪
は
、
資
産
を
有
す
る
行
為
者
の
生
活
を
激
変
さ
せ
か
ね
な
い
も
の
で
あ
り
、
説
得
的
で
あ
る
よ
う
に
も
思
え

る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
剥
奪
が
資
産
に
及
ぶ
こ
と
を
否
定
す
る
の
み
で
あ
っ
て
、
な
ぜ
そ
れ
が
許
さ
れ
な
い
の
か
を
説

明
す
る
も
の
で
は
な
く
、
一
つ
の
価
値
観
の
表
明
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
種
の
主
張
は
、
所
得
に
も
妥
当
す
る
こ

と
で
あ
り
、
な
ぜ
一
方
で
多
く
の
所
得
を
得
る
者
が
よ
り
少
な
い
所
得
を
得
る
者
よ
り
も
絶
対
量
と
し
て
大
き
な
侵
害
を
被
る
こ
と
を

肯
定
し
つ
つ
、
他
方
で
多
く
の
資
産
を
有
す
る
者
が
よ
り
少
な
い
資
産
を
有
す
る
に
す
ぎ
な
い
者
よ
り
も
絶
対
量
と
し
て
大
き
な
侵
害

を
被
る
こ
と
を
否
定
す
る
の
か
説
明
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い）

277
（

。
確
か
に
、
資
産
が
所
得
よ
り
も
絶
対
量
と
し
て
大
き
い
例
を
考
え
れ

ば
、
剥
奪
が
資
産
に
及
ぶ
こ
と
に
よ
る
行
為
者
の
生
活
へ
の
影
響
は
よ
り
大
き
く
な
り
う
る
と
予
測
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な

理
由
で
資
産
を
考
慮
し
な
い
こ
と
は
、
様
々
な
所
得
状
態
を
考
慮
し
な
い
こ
と
と
同
じ
よ
う
に
、
行
為
者
の
経
済
的
能
力
を
正
確
に
算

定
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
あ
り
、
正
当
と
は
言
い
難
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
資
産
を
全
く
考
慮
し
な
い
な
ら
ば
、
資
産
を
有
す
る

者
を
不
当
に
優
遇
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
の
で
あ
る）

278
（

。
そ
れ
ゆ
え
、
第
一
の
理
由
に
よ
り
資
産
剥
奪
を
禁
止
す
る
こ
と
は
妥
当
で

な
く
、
剥
奪
の
程
度
を
問
題
と
す
べ
き
で
あ
る
。

　

第
二
に
、
⒝
全
体
主
義
的
な
刑
事
制
裁
と
し
て
自
由
主
義
的
刑
法
と
一
致
せ
ず
、
行
為
者
の
再
社
会
化
の
可
能
性
を
奪
っ
て
し
ま
う

と
い
う
理
由
は
妥
当
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
理
由
は
、
罰
金
刑
の
短
所
と
し
て
し
ば
し
ば
語
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
行
為
者
の

職
業
、
技
能
、
健
康
状
態
、
性
格
、
環
境
な
ど
が
複
雑
に
絡
み
合
っ
て
再
社
会
化
を
可
能
に
す
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
資
産
剥
奪
と
行
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為
者
の
再
社
会
化
の
失
敗
や
反
社
会
化
の
因
果
関
係
が
、
単
純
に
、
そ
し
て
常
に
肯
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
極
端
な
例
を
挙
げ
れ

ば
、
言
わ
ば
ゼ
ロ
か
ら
の
出
発
と
な
っ
て
更
生
意
欲
を
刺
激
す
る
な
ど
、
資
産
の
剥
奪
が
行
為
者
に
か
え
っ
て
好
影
響
を
も
た
ら
す
事

例
も
考
え
ら
れ
う
る）

279
（

。
そ
れ
ゆ
え
、
第
二
の
理
由
に
よ
り
、
資
産
剥
奪
を
禁
止
す
る
こ
と
は
妥
当
で
な
く
、
事
例
ご
と
に
妥
当
か
否
か

を
判
断
す
べ
き
問
題
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

第
三
に
、
⒞
財
政
上
の
目
的
な
ど
の
許
容
で
き
な
い
目
的
へ
の
濫
用
を
促
し
か
ね
な
い
と
い
う
理
由
は
妥
当
で
あ
ろ
う
か
。
確
か
に
、

ナ
チ
ス
＝
ド
イ
ツ
期
の
よ
う
な
恣
意
的
な
資
産
剥
奪
は
許
さ
れ
な
い
。
し
か
し
、
広
範
な
資
産
剥
奪
が
な
さ
れ
た
の
は
、
全
体
主
義
体

制
の
下
と
い
う
特
殊
な
時
代
状
況
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
状
況
に
な
い
現
代
社
会
に
お
い
て
な
お
資
産
の
剥
奪
を
全

く
認
め
な
い
と
す
る
こ
と
は
妥
当
で
な
い）

280
（

。
ま
た
、
相
続
財
産
へ
の
執
行
は
次
に
議
論
す
る
属
人
性
原
理
と
の
関
係
で
否
定
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
行
な
わ
な
い
こ
と
で
足
り
、
こ
の
理
由
を
も
っ
て
資
産
の
剥
奪
を
完
全
に
禁
止
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
罰
金
刑
の
支
払
が
裁
判
所
の
収
益
と
な
っ
て
い
た
時
代
に
は）

281
（

濫
用
が
生
じ
や
す
い
状
況
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
が
、
現
在
で
は
そ
の
よ
う
な
制
度
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
そ
も
そ
も
、
濫
用
は
侵
害
の
程
度
の
問
題
で
あ
っ
て
一
律
に
禁
止
す
る
理

由
に
は
な
り
難
く
、
む
し
ろ
、
ど
の
程
度
の
剥
奪
が
妥
当
な
も
の
で
許
さ
れ
る
か
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る）

282
（

。

　

最
後
に
、
⒟
属
人
性
原
理
に
反
す
る
と
い
う
理
由
は
妥
当
で
あ
ろ
う
か
。
一
九
世
紀
後
半
に
、
個
々
の
行
為
者
の
生
活
状
態
に
罰
金

刑
が
適
合
さ
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、
資
産
の
一
定
割
合
で
示
さ
れ
る
画
一
的
な
罰
金
刑
の
量
定
を
否
定
し
た
ヴ
ァ
ー
ル

ベ
ル
ク
も
、
属
人
性
原
理
の
侵
害
を
一
つ
の
論
拠
と
し
て
野
放
図
な
資
産
剥
奪
を
批
判
し
て
い
た）

283
（

。
そ
の
矢
面
に
立
た
さ
れ
た
の
は
、

相
続
財
産
へ
の
執
行
の
問
題
で
あ
っ
た
が
、
彼
の
問
題
意
識
は
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
資
産
の
割
合
に
よ
る

罰
金
刑
の
量
定
は
、
行
為
者
の
家
族
に
経
済
的
な
悪
化
を
も
た
ら
し
、
家
族
構
成
の
生
活
の
基
礎
を
脅
か
す
も
の
で
あ
る
と
批
判
し
た

の
で
あ
っ
た
。
ヴ
ァ
ー
ル
ベ
ル
ク
は
死
刑
や
追
放
刑
が
科
さ
れ
る
場
合
だ
け
で
な
く
、
お
よ
そ
罰
金
刑
が
科
さ
れ
る
全
て
の
場
合
に
、
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属
人
性
原
理
を
妥
当
さ
せ
る
こ
と
で
、
所
得
や
資
産
の
状
態
と
い
っ
た
個
々
の
行
為
者
の
生
活
状
態
に
適
合
さ
せ
て
、
罰
金
額
の
算
定

を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
導
か
れ
る
の
は
、
資
産
剥
奪
の
際
に
属
人
性
原
理
を
ど
の
よ
う
に
活
か

せ
ば
よ
い
か
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
資
産
剥
奪
を
単
純
に
禁
止
す
べ
き
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
は
ず

で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
資
産
剥
奪
は
、
⒜
資
産
を
有
す
る
行
為
者
に
不
当
な
経
済
的
悪
化
を
も
た
ら
す
こ
と
、
⒝
全
体
主
義
的
な
刑
事
制

裁
と
し
て
自
由
主
義
的
刑
法
と
一
致
せ
ず
、
行
為
者
の
再
社
会
化
の
可
能
性
を
奪
っ
て
し
ま
う
こ
と
、
⒞
財
政
上
の
目
的
な
ど
の
許
容

で
き
な
い
目
的
へ
の
濫
用
を
促
し
か
ね
な
い
こ
と
、
⒟
属
人
性
原
理
に
反
す
る
こ
と
の
い
ず
れ
か
ら
も
一
律
に
禁
止
さ
れ
る
べ
き
で
は

な
い
。
犠
牲
平
等
が
害
さ
れ
る
資
産
剥
奪
が
禁
止
さ
れ
る
よ
う
要
請
さ
れ
る
に
留
ま
る
。

　

そ
れ
で
は
、
罰
金
額
算
定
の
際
に
資
産
を
考
慮
す
る
こ
と
に
慎
重
あ
ら
し
め
て
き
た
二
つ
の
理
由
は
妥
当
で
あ
ろ
う
か
。

　

ま
ず
、
資
産
と
所
得
と
の
差
異
を
重
視
す
る
こ
と
は
ど
う
か
。
こ
の
問
題
は
租
税
と
罰
金
刑
と
の
相
違
か
ら
考
察
す
る
こ
と
が
適
切

で
あ
る）

284
（

。
ま
ず
、
租
税
に
お
い
て
、
資
産
と
所
得
の
扱
い
を
変
え
る
こ
と
に
は
合
理
性
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
資
産
は
、「
蓄
え
ら
れ
た

所
得
（gespeichertes Einkom

m
en

）」
と
表
現
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
よ
う
に
、
過
去
に
所
得
と
し
て
既
に
課
税
さ
れ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
そ
し
て
、
基
本
資
産
へ
の
持
続
的
な
課
税
が
資
産
の
損
耗
を
も
た
ら
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
課
税
自
体
が
将
来
の
徴
税
可
能
性

を
減
少
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
通
例
、
先
進
国
で
は
、
資
産
へ
の
課
税
は
所
得
税
に
対
す
る
補
充
的
性
質
を
持
た
せ
ら
れ

る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
た
め
、
資
産
へ
の
課
税
が
重
要
で
な
い
こ
と
か
ら
、
基
本
資
産
へ
の
課
税
が
不
可
欠
で
は
な
い
と
さ
れ
や
す
い
。

こ
れ
に
対
し
、
罰
金
刑
は
恒
常
的
に
支
払
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
通
常
、「
蓄
え
ら
れ
た
所
得
」
で
あ
る
資
産
は
、
過
去
に
罰
金
刑
の

賦
科
の
対
象
と
な
っ
て
減
少
さ
せ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
罰
金
刑
の
賦
科
が
将
来
の
罰
金
刑
の
賦
科
額
の
低
減
を
も
た
ら
す

こ
と
を
考
慮
す
る
必
要
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
罰
金
刑
の
量
定
に
お
い
て
は
、
所
得
よ
り
も
資
産
が
行
為
者
の
支
払
能
力
に
ふ
さ
わ
し
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金
銭
価
値
を
表
現
す
る
こ
と
が
あ
り
う
る
。
こ
の
よ
う
に
、
租
税
と
罰
金
刑
に
は
差
異
が
存
在
す
る
。
罰
金
刑
の
量
定
に
お
い
て
、

租
税
と
同
様
に
、
資
産
と
所
得
の
差
異
を
重
視
し
、
資
産
を
考
慮
し
な
い
と
す
る
こ
と
は
妥
当
で
な
い
。

　

次
に
、
資
産
額
の
調
査
や
査
定
の
問
題
は
ど
う
か
。
こ
の
問
題
は
、
二
〇
世
紀
初
頭
の
草
案
の
時
代
か
ら
意
識
さ
れ
て
き
た
問
題
で

あ
る
。
既
に
見
た
よ
う
に
、
バ
ウ
マ
ン
ら
の
対
案
は
、
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
税
務
当
局
及
び
銀
行
か
ら
情
報
を
得
る
こ
と
を

認
め
て
い
た
。
も
っ
と
も
、
対
案
に
対
し
て
は
、
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
権
の
保
障
か
ら
の
批
判
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、
税
務
当
局
及

び
銀
行
が
行
為
者
の
全
て
の
資
産
に
つ
い
て
把
握
し
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
資
産
額
の
調
査
や
査
定
の
問
題
は
残
る
。

し
か
し
、
資
産
額
の
調
査
や
査
定
が
困
難
で
あ
る
か
ら
と
言
っ
て
、
罰
金
額
の
量
定
の
際
に
資
産
を
取
り
込
ん
で
は
な
ら
な
い
と
い
う

こ
と
に
は
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
も
そ
も
、
行
為
者
の
所
得
で
さ
え
、
全
て
把
握
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、

こ
の
問
題
を
理
由
に
、
罰
金
刑
の
量
定
に
お
い
て
資
産
を
考
慮
し
な
い
と
す
る
こ
と
は
妥
当
で
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
、
罰
金
額
算
定
の
際
に
資
産
を
考
慮
す
る
こ
と
に
慎
重
あ
ら
し
め
て
き
た
二
つ
の
理
由
は
、
資
産
を
考
慮
す
る
こ
と
を

妨
げ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
ど
の
程
度
の
資
産
剥
奪
が
個
々
の
行
為
者
ご
と
に
許
さ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
。

　

も
っ
と
も
、
日
数
罰
金
制
度
の
下
で
、
資
産
を
考
慮
す
る
こ
と
は
大
き
な
困
難
を
伴
う
。
な
ぜ
な
ら
、
資
産
剥
奪
の
量
が
日
数
に
対

し
て
ど
の
よ
う
な
関
係
に
立
つ
の
か
明
ら
か
で
な
い
か
ら
で
あ
る）

285
（

。
こ
れ
は
、
所
得
が
一
定
の
時
間
量
、
す
な
わ
ち
調
査
期
間
中
に
向

上
し
た
経
済
的
能
力
の
量
を
表
現
す
る
の
に
対
し
、
資
産
が
一
定
の
時
点
に
お
け
る
経
済
的
能
力
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
で
あ

る）
286
（

。
そ
れ
ゆ
え
、
例
え
ば
、
行
為
者
の
資
産
の
構
成
状
況
か
ら
資
産
の
う
ち
何
ら
か
の
額
を
剥
奪
す
べ
き
と
考
え
ら
れ
る
場
合
、
日
数

罰
金
制
度
の
下
で
は
、
資
産
の
剥
奪
で
あ
っ
て
も
日
額
に
反
映
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
、
剥
奪
す
る
資
産
の
額
を
日
数
で
除
し
た

額
を
日
額
と
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
日
数
と
日
額
で
構
成
さ
れ
る
日
数
罰
金
制
度
の
形
態
は
維
持
さ
れ
る
が
、
他

方
で
、
日
額
が
算
術
的
に
導
き
出
さ
れ
る
に
す
ぎ
ず
、
独
自
の
量
定
基
準
が
事
実
上
存
在
し
な
い
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
う
。
し
か
も
、
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日
数
罰
金
制
度
に
お
い
て
は
、
罰
金
刑
の
時
間
的
限
界
が
日
数
に
よ
り
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
よ
う
な
割
り
算
に
よ
り
日

額
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
れ
ば
、「
同
等
に
限
界
的
な
犠
牲
」
と
は
も
は
や
相
容
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
日
額
の
判
断
の
基
礎
と
さ
れ

る
所
得
に
何
が
あ
た
る
の
か
と
い
う
問
題
と
同
様
、
日
数
と
資
産
の
関
係
も
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

従
っ
て
、
日
数
罰
金
制
度
に
お
け
る
資
産
に
関
す
る
基
準
は
、
時
間
的
な
基
準
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
一
定
の
財
産

価
値
を
一
定
の
時
間
単
位
に
割
り
当
て
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る）

287
（

。
既
に
紹
介
し
た
よ
う
に
、
実
務
上
、
中
規
模
程
度
以
下
の
資
産
や
支

払
能
力
に
結
び
付
か
な
い
資
産
は
考
慮
さ
れ
な
い
も
の
と
さ
れ
、
ス
カ
ン
デ
ィ
ナ
ビ
ア
諸
国
の
例
に
な
ら
っ
て
、
Ｅ
Ｕ
Ｒ
導
入
後
は
、

資
産
の
う
ち
、
三
万
五
〇
〇
〇
Ｅ
Ｕ
Ｒ
（
約
三
五
〇
万
円
）
が
控
除
さ
れ
、
残
り
の
二
万
五
〇
〇
〇
Ｅ
Ｕ
Ｒ
（
約
二
五
〇
万
円
）
ご
と

に
、
五
Ｅ
Ｕ
Ｒ
（
約
五
〇
〇
円
）
〜
一
〇
Ｅ
Ｕ
Ｒ
（
約
一
〇
〇
〇
円
）
が
日
額
に
算
入
さ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
や
り
方
は
、
日
数
罰
金
制
度
の
時
間
的
な
枠
組
へ
無
理
に
適
合
を
強
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
一
定
の
資
産
量

を
日
額
へ
恣
意
的
に
転
換
す
る
に
す
ぎ
な
い
と
の
批
判
が
妥
当
し
よ
う）

288
（

。
な
ぜ
な
ら
、
わ
ず
か
な
資
産
と
大
き
な
資
産
と
の
区
別
は
不

明
確
で
あ
る
た
め
、
定
め
ら
れ
る
控
除
額
に
根
拠
が
な
い
た
め
で
あ
る
。
ま
た
、
基
本
資
産
の
剥
奪
を
避
け
よ
う
と
、
一
定
の
控
除
額

を
設
定
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
資
産
量
が
資
産
の
利
用
目
的
を
必
ず
し
も
左
右
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
一
律
の
控
除
が
説
得
力

を
持
た
な
い
た
め
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
金
銭
資
産
を
基
本
資
産
に
転
換
す
る
か
ど
う
か
は
個
人
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
基
本
資
産
に
転
換
し
た
者
だ
け
を
優
遇
す
る
の
は
不
当
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
金
銭
資
産
で
住
宅
を
購
入
し

た
場
合
よ
り
も
、
同
じ
量
の
金
銭
資
産
を
保
持
し
、
賃
貸
住
宅
で
暮
ら
す
者
の
ほ
う
が
日
額
が
高
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
っ
て
し

ま
う
が
、
そ
れ
で
は
金
銭
資
産
の
用
途
に
国
家
が
介
入
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
、
日
数
罰
金
制
度
に
お
い
て
、
日
額
に
資
産
を
取
り
込
む
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
資
産
を
考
慮
す
る
必
要
性
か
ら
、

こ
れ
を
無
理
に
行
な
お
う
と
す
る
と
、「
同
等
に
限
界
的
な
犠
牲
」
が
達
成
さ
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
と
も
に
、
恣
意
的
な
算
定
で
あ



 

三
〇
〇

る
と
の
批
判
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。

　

以
上
か
ら
、
罰
金
刑
の
量
定
に
あ
た
っ
て
、
資
産
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
数
罰
金
制
度
に
お
い
て
は
、
日

額
で
資
産
を
取
り
込
む
こ
と
が
困
難
で
あ
り
、
犠
牲
平
等
を
十
分
に
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
言
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
行
為
者
の

法
益
剥
奪
に
着
目
し
て
公
正
・
公
平
な
量
定
を
行
な
う
と
い
う
冒
頭
で
提
示
し
た
第
二
の
要
請
に
も
応
え
る
も
の
と
は
な
っ
て
い
な
い
。

　

従
っ
て
、
日
数
罰
金
制
度
は
、
冒
頭
で
提
示
し
た
、
行
為
責
任
を
わ
か
り
や
す
く
表
示
・
表
現
す
る
と
い
う
第
一
の
要
請
に
も
、
行

為
者
の
法
益
剥
奪
に
着
目
し
て
公
正
・
公
平
な
量
定
を
行
な
う
と
い
う
第
二
の
要
請
に
も
、
応
え
る
も
の
と
は
な
っ
て
お
ら
ず
、
罰
金

刑
の
量
定
方
法
と
し
て
は
妥
当
で
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
第
三
の
量
定
方
法
を
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。
節
を
変
え
て
論
ず
る
こ
と
と
し

た
い
。

第
五
節　

我
が
国
に
お
け
る
日
割
罰
金
制
度
及
び
日
数
罰
金
制
度
導
入
の
議
論

　

我
が
国
で
は
、
罰
金
刑
が
採
用
さ
れ
た
明
治
時
代
に
罰
金
刑
の
犠
牲
の
不
平
等
性
が
既
に
意
識
さ
れ
て
い
た）

289
（

。
も
っ
と
も
、
そ
の
解

決
策
が
具
体
化
す
る
の
は
、
昭
和
半
ば
に
刑
法
改
正
の
議
論
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
日
数
罰

金
制
度
又
は
そ
れ
に
類
す
る
日
割
罰
金
制
度
を
導
入
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
見
ら
れ
た
。

　

昭
和
三
六
年
（
一
九
六
一
年
）
に
公
表
さ
れ
た
改
正
刑
法
準
備
草
案
は
、
当
初
、「
日
割
罰
金
制
度
」
と
呼
ぶ
日
数
罰
金
制
度
類
似
の

制
度
を
導
入
し
よ
う
と
し
て
い
た
（
改
正
刑
法
準
備
草
案
未
定
稿
四
九
条）

290
（

）。

　

改
正
刑
法
準
備
草
案
が
規
定
し
た
日
割
罰
金
制
度
は
、
従
来
の
総
額
罰
金
制
度
か
ら
全
面
的
に
切
り
替
え
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
実
務
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上
の
混
乱
や
全
事
件
に
つ
い
て
被
告
人
の
経
済
状
態
を
調
査
す
る
こ
と
に
よ
る
訴
訟
遅
延
を
避
け
つ
つ
、
共
犯
者
間
で
資
力
に
大
き
な

差
が
あ
る
よ
う
な
場
合
に
公
正
な
量
刑
を
行
な
う
た
め）

291
（

、
同
制
度
の
適
用
を
裁
判
所
の
裁
量
に
委
ね
る
こ
と
と
し
て
い
た
。
ま
た
、
刑

法
各
則
の
法
定
刑
は
、
日
数
で
は
な
く
、
従
来
通
り
金
額
の
ま
ま
と
さ
れ
て
い
た
。

　

こ
れ
に
対
し
、
日
割
罰
金
制
度
の
導
入
に
反
対
す
る
立
場
か
ら
、
罰
金
刑
の
量
定
に
お
い
て
被
告
人
の
経
済
状
態
を
考
慮
す
る
必
要

が
あ
る
と
し
て
も
、
日
割
罰
金
制
度
の
よ
う
に
、
こ
の
点
だ
け
を
あ
ま
り
に
重
視
す
れ
ば
、
刑
事
責
任
と
は
無
関
係
で
あ
る
は
ず
の
被

告
人
の
経
済
状
態
に
よ
っ
て
刑
罰
に
差
を
設
け
る
こ
と
と
な
っ
て
不
公
平
な
結
果
を
生
じ
る
と
の
批
判
が
な
さ
れ
た）

292
（

。
ま
た
、
日
割
罰

金
制
度
の
導
入
に
賛
成
す
る
立
場
か
ら
も
、
刑
法
各
則
の
法
定
刑
を
金
額
で
規
定
し
て
お
き
な
が
ら
日
割
罰
金
制
度
を
採
用
す
る
こ
と

と
な
れ
ば
、
豊
か
な
者
に
と
っ
て
は
極
め
て
短
い
日
数
に
し
か
な
ら
な
い
の
に
対
し
、
貧
し
い
者
に
と
っ
て
は
極
め
て
長
い
日
数
の
罰

金
と
な
り
、
貧
し
い
者
に
対
し
て
重
い
法
定
刑
と
な
っ
て
し
ま
う
と
し
て
、
刑
法
各
則
に
お
い
て
罰
金
の
法
定
刑
は
日
数
で
定
め
る
べ

き
で
あ
る
と
し
て
、
日
割
罰
金
制
度
が
不
徹
底
で
あ
る
と
の
批
判
も
な
さ
れ
た
の
で
あ
る）

293
（

。

　

か
く
し
て
、
改
正
刑
法
準
備
草
案
確
定
稿
に
お
い
て
は
、
日
割
罰
金
制
度
が
削
除
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た）

294
（

。

　

改
正
刑
法
準
備
草
案
を
基
礎
に
審
議
に
当
た
っ
た
法
制
審
議
会
刑
事
法
特
別
部
会
第
二
小
委
員
会
で
は
、
昭
和
三
九
年
（
一
九
六
四

年
）
六
月
五
日
の
第
一
一
回
会
議
に
お
い
て
、
改
正
刑
法
準
備
草
案
未
定
稿
の
よ
う
な
不
徹
底
な
制
度
は
適
切
で
な
い
と
い
う
点
で
大

多
数
の
一
致
を
見
る
こ
と
と
な
っ
た）

295
（

。
そ
し
て
、
①
刑
法
犯
の
全
部
又
は
大
部
分
に
日
割
罰
金
制
度
を
採
用
す
れ
ば
、
罰
金
刑
が
自
由

刑
に
接
近
し
て
し
ま
う
こ
と
、
②
全
事
件
に
つ
い
て
被
告
人
の
経
済
状
態
を
十
分
に
調
査
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
実
務
上
、
当
時

既
に
多
数
利
用
さ
れ
て
い
た
略
式
命
令
な
ど
の
場
合
に
ま
で
調
査
を
行
な
う
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
、
③
同
じ
長
さ
の
自
由
刑
で

あ
っ
て
も
、
全
て
の
人
に
同
一
の
苦
痛
を
与
え
る
と
は
言
え
な
い
ば
か
り
か
、
日
割
罰
金
制
度
を
採
用
し
て
も
、
一
日
分
の
罰
金
額
に

つ
い
て
は
法
定
の
上
限
及
び
下
限
を
定
め
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
苦
痛
の
平
等
を
徹
底
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
な
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ど
、
日
割
罰
金
制
度
の
導
入
を
積
極
的
に
支
持
す
る
意
見
は
な
か
っ
た）

296
（

。

　

し
か
し
、
そ
の
後
、
罰
金
刑
の
言
渡
し
を
合
理
化
す
る
た
め
に
導
入
が
必
要
で
あ
る
と
の
立
場
か
ら）

297
（

、
昭
和
四
一
年
（
一
九
六
六
年
）

九
月
二
日
の
第
五
七
回
会
議
に
お
い
て
検
討
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
日
割
罰
金
制
度
を
原
則
と
し
て
導
入
す
る
案
（
甲
案）

298
（

）
と
、
改
正

刑
法
準
備
草
案
未
定
稿
に
沿
っ
て
裁
量
的
な
も
の
と
し
て
導
入
す
る
案
（
乙
案）

299
（

）
の
双
方
が
提
示
さ
れ
た
。

　

も
っ
と
も
、
第
五
七
回
会
議
及
び
同
年
九
月
一
六
日
の
第
五
八
回
会
議
に
お
け
る
両
案
に
対
す
る
反
対
意
見
の
内
容
は
、
こ
れ
ま
で

と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
っ
た）

300
（

。
こ
う
し
た
議
論
を
受
け
、
同
年
九
月
三
〇
日
の
第
五
九
回
会
議
に
修
正
試
案
が
提
示
さ
れ
た）

301
（

。
修
正
試
案
に

至
っ
て
、「
日
割
」
と
い
う
表
現
が
な
さ
れ
な
く
な
り
、「
日
数
」
罰
金
制
度
と
い
う
呼
称
が
確
た
る
も
の
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
採
決

の
結
果
、
修
正
試
案
を
支
持
す
る
見
解
は
少
数
で
あ
っ
た
も
の
の
、
修
正
試
案
は
別
案
と
し
て
特
別
部
会
に
提
示
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ

た）
302
（

。

　

し
か
し
、
日
数
罰
金
制
度
は
、
①
現
行
制
度
と
あ
ま
り
に
か
け
離
れ
て
い
る
こ
と
、
②
あ
る
程
度
ま
で
は
犯
罪
者
の
資
力
を
加
味
し

た
量
刑
が
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
③
犯
罪
者
の
資
力
に
関
す
る
正
確
な
調
査
が
困
難
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
特
別
部
会
に
お
い

て
も）

303
（

、
法
制
審
議
会
に
お
い
て
も）

304
（

、
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
。

　

平
成
二
年
（
一
九
九
〇
年
）
に
な
る
と
、
法
務
大
臣
が
法
制
審
議
会
に
対
し
て
行
な
っ
た
、「
罰
金
刑
を
含
む
財
産
刑
を
め
ぐ
る
基
本

問
題
に
関
し
て
、
引
続
き
検
討
の
上
、
別
途
御
意
見
を
承
り
た
い
」（
諮
問
第
三
八
号
）
と
の
諮
問
に
対
し
て
、
法
制
審
議
会
刑
事
法
部

会
が
「
罰
金･

拘
留･

科
料
の
在
り
方
と
相
互
関
係
」
と
し
て
日
数
罰
金
制
度
の
採
否
を
検
討
項
目
に
掲
げ
た）

305
（

。

　

こ
れ
を
受
け
て
、
法
制
審
議
会
刑
事
法
部
会
財
産
刑
検
討
小
委
員
会
は
検
討
を
行
な
っ
た）

306
（

。
そ
こ
で
は
、
ま
ず
、
現
行
の
総
額
罰
金

制
度
に
対
し
て
、
犯
罪
者
の
経
済
状
態
の
格
差
に
よ
っ
て
罰
金
刑
の
威
嚇
力
や
感
銘
力
に
差
が
生
じ
て
お
り
、
将
来
、
罰
金
刑
の
多
額

を
引
き
上
げ
る
こ
と
と
な
れ
ば
、
経
済
状
態
に
よ
る
不
平
等
が
よ
り
拡
大
す
る
と
し
て
、
導
入
に
賛
成
す
る
意
見
が
出
さ
れ
た
。
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こ
れ
に
対
し
て
は
、
①
日
数
罰
金
制
度
の
導
入
に
よ
り
、
不
払
の
場
合
、
日
数
分
の
自
由
刑
に
実
質
的
に
服
せ
し
め
ら
れ
る
こ
と
と

な
り
、
自
由
刑
の
実
刑
、
自
由
刑
の
執
行
猶
予
、
罰
金
刑
と
い
う
現
在
の
実
務
に
お
け
る
刑
罰
の
重
さ
の
序
列
を
覆
す
こ
と
に
な
る
と

い
う
こ
と
、
②
日
額
の
決
定
に
当
た
っ
て
被
告
人
の
資
産
調
査
が
必
要
と
な
る
が
、
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
権
の
侵
害
と
な
る
お
そ
れ
が
あ

る
と
と
も
に
、
捜
査
機
関
な
ど
に
過
重
な
負
担
を
か
け
る
こ
と
な
ど
の
懸
念
が
あ
る
こ
と
、
③
日
数
罰
金
制
度
が
略
式
手
続
に
お
い
て

も
適
用
可
能
で
あ
る
の
か
と
い
う
疑
問
が
あ
る
こ
と
、
④
法
人
に
対
し
て
日
数
罰
金
制
度
を
利
用
可
能
で
あ
る
の
か
と
い
う
疑
問
が
あ

る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。

　

結
局
、
第
九
章
で
紹
介
す
る
よ
う
に
、
平
成
三
年
（
一
九
九
一
年
）
に
罰
金
改
正
法
が
制
定
さ
れ
、
罰
金
刑
の
多
額
の
引
上
げ
が
行

な
わ
れ
た
ば
か
り
で
あ
り
、
そ
の
効
果
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
段
階
で
罰
金
刑
の
制
度
の
改
変
を
図
る
こ
と
は
適
当
で
な
い
と
さ
れ
、

日
数
罰
金
制
度
導
入
の
議
論
は
進
展
し
な
か
っ
た）

307
（

。

第
六
節　

罰
金
刑
の
量
定
方
法

　

そ
れ
で
は
、
行
為
責
任
を
わ
か
り
や
す
く
表
示
・
表
現
す
る
と
い
う
第
一
の
要
請
と
、
行
為
者
の
法
益
剥
奪
に
着
目
し
て
公
正
・
公

平
な
量
定
を
行
な
う
と
い
う
第
二
の
要
請
に
応
え
る
、
罰
金
刑
の
望
ま
し
い
量
定
方
法
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
上
述
の
日

数
罰
金
制
度
の
長
所
と
、
第
二
章
で
検
討
し
た
被
害
弁
償
命
令
の
長
所
を
参
考
に
考
察
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

　

日
数
罰
金
制
度
に
お
い
て
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
行
為
責
任
と
行
為
者
の
事
情
を
峻
別
し
て
量
定
す
る
こ
と
は
、
行
為
責
任
だ
け
を
わ

か
り
や
す
く
表
示
・
表
現
し
つ
つ
、
行
為
者
の
法
益
剥
奪
に
着
目
し
て
公
正
・
公
平
な
量
定
を
行
な
い
う
る
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
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日
数
罰
金
制
度
の
よ
う
に
、
行
為
責
任
を
日
数
と
い
う
時
間
の
評
価
単
位
で
表
現
す
れ
ば
、
わ
か
り
や
す
さ
と
い
う
点
で
劣
る
こ
と
は

否
定
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
第
七
章
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
行
為
責
任
も
金
銭
の
評
価
単
位
で
表
現
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
そ
れ
ゆ

え
、
ま
ず
、
第
一
段
階
で
は
、
行
為
者
の
事
情
を
斟
酌
す
る
こ
と
な
く
、
行
為
責
任
の
量
だ
け
を
金
銭
に
よ
っ
て
表
示
・
表
現
す
べ
き

で
あ
る
。
以
下
、
こ
の
金
額
を
「
行
為
責
任
額
」
と
呼
ぶ
こ
と
と
し
た
い
。

　

行
為
責
任
額
を
直
ち
に
支
払
い
う
る
行
為
者
は
そ
の
ま
ま
支
払
を
行
な
う
こ
と
に
な
る
。
既
に
見
た
よ
う
に
、
資
産
を
有
す
る
者
は
、

そ
の
資
産
を
用
い
て
支
払
を
行
な
う
こ
と
が
公
平
に
適
う
。
そ
の
際
、
行
為
者
本
人
の
名
義
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
資
産
形
成
に
あ
た
っ

て
配
偶
者
な
ど
の
家
族
の
寄
与
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
属
人
性
原
理
の
観
点
か
ら
、
寄
与
分
の
資
産
を
剥
奪
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い

と
す
べ
き
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
実
際
上
、
多
く
を
占
め
る
軽
微
な
犯
罪
に
お
い
て
は
、
行
為
責
任
額
が
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
な
い
た
め
、

多
く
の
行
為
者
が
次
に
述
べ
る
第
二
段
階
に
進
む
こ
と
な
く
、
そ
の
ま
ま
支
払
い
う
る
で
あ
ろ
う）

308
（

。
ま
た
、
こ
の
よ
う
に
、
支
払
可
能

な
行
為
者
の
事
情
、
特
に
経
済
状
態
を
斟
酌
せ
ず
に
す
む
こ
と
に
よ
り
、
実
務
上
の
負
担
を
相
当
程
度
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま

た
、
迅
速
裁
判
の
要
請
に
も
応
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

行
為
責
任
額
を
直
ち
に
全
額
支
払
い
え
な
い
行
為
者
に
は
、
減
額
、
支
払
猶
予
（
延
納
）、
分
割
払
（
分
納
）
な
ど
、
支
払
内
容
の
変

更
の
申
立
て
を
裁
判
所
に
お
け
る
量
刑
の
第
二
段
階
と
し
て
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る）

309
（

。
ま
ず
、
行
為
責
任
額
に

至
ら
な
い
資
産
が
あ
る
場
合
、
ま
ず
、
そ
の
資
産
を
支
払
に
充
当
す
べ
き
で
あ
る
。
資
産
の
売
却
な
ど
に
時
間
が
か
か
る
と
き
に
は
、

支
払
猶
予
を
用
い
る
べ
き
で
あ
る
。
か
か
る
場
合
の
残
額
、
又
は
資
産
が
全
く
な
い
場
合
の
全
額
は
、
原
則
と
し
て
、
そ
の
行
為
者
の

所
得
の
一
部
か
ら
分
割
払
に
よ
り
支
払
わ
せ
る
よ
う
そ
の
支
払
計
画
を
立
て
る
べ
き
で
あ
る
。
支
払
期
間
は
、
罰
金
刑
の
刑
の
時
効
が

三
年
で
あ
る
こ
と
か
ら
（
刑
法
三
二
条
六
号
）、
最
長
三
年
と
す
べ
き
で
あ
る
。
分
割
払
で
そ
の
都
度
支
払
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
金
額

は
、
日
数
罰
金
制
度
の
日
額
の
算
定
の
際
の
議
論
を
参
考
に
、
所
得
か
ら
生
計
最
小
費
を
控
除
し
た
残
額
と
す
べ
き
で
あ
る
。
行
為
責
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五

任
額
に
比
し
て
、
行
為
者
の
所
得
が
小
さ
く
、
三
年
間
の
分
割
払
に
よ
る
支
払
総
額
が
行
為
責
任
額
に
満
た
な
い
場
合
、
そ
の
差
額
は

猶
予
期
間
三
年
の
執
行
猶
予
（
刑
法
二
五
条
一
項
）
と
す
べ
き
で
あ
る）

310
（

。
そ
れ
ゆ
え
、
分
割
払
の
支
払
が
三
年
間
な
さ
れ
れ
ば
、
差
額

の
支
払
義
務
は
消
滅
す
る
。
一
方
、
分
割
払
が
正
当
な
理
由
な
く
行
わ
れ
な
か
っ
た
場
合
、
差
額
の
執
行
猶
予
が
取
消
さ
れ
、
分
割
払

の
残
額
と
上
述
の
差
額
の
合
計
額
に
つ
い
て
、
不
払
と
な
る
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る）

311
（

。

　

例
え
ば
、
行
為
責
任
額
が
五
〇
万
円
と
さ
れ
た
者
が
預
貯
金
な
ど
の
資
産
を
一
〇
万
円
し
か
有
し
て
い
な
い
場
合
、
ま
ず
一
〇
万
円

の
支
払
が
求
め
ら
れ
る
。
残
る
四
〇
万
円
は
分
割
払
で
支
払
わ
せ
る
。
毎
月
一
万
円
ず
つ
三
年
間
支
払
う
こ
と
と
な
っ
た
と
き
に
は
、

総
額
三
六
万
円
を
分
割
払
で
支
払
う
こ
と
と
な
る
た
め
、
差
し
引
き
四
万
円
に
つ
い
て
は
執
行
猶
予
と
さ
れ
る
。

　

第
二
章
で
紹
介
し
た
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
不
払
時
の
制
裁
に
関
す
る
制
度
を
参
考
に
、
所
得
や
資
産
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
支

払
を
故
意
に
行
な
わ
な
い
場
合
（
故
意
の
不
払
）
と
、
所
得
を
得
る
努
力
を
行
わ
な
い
場
合
（
所
得
獲
得
努
力
怠
慢
）
の
場
合
を
正
当

な
理
由
が
な
い
場
合
と
し
、
分
割
払
の
残
額
と
上
述
の
差
額
の
合
計
額
を
考
慮
し
て
懲
役
刑
を
科
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
に
伴
い
、
労

役
場
留
置
は
廃
止
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
行
為
者
の
所
得
獲
得
状
況
に
変
化
が
生
じ
た
場
合
、
分
割
払
の
支
払
額
を
修
正
で
き
る
よ

う
に
す
べ
き
で
あ
る
。

　

な
お
、
支
払
内
容
の
変
更
の
申
立
て
の
期
限
は
、
上
訴
期
間
と
同
様
に
一
四
日
以
内
（
刑
訴
法
三
七
三
条
・
四
一
四
条
）
と
し
、
上

訴
し
て
行
為
責
任
額
を
争
う
の
か
、
支
払
内
容
の
変
更
の
申
立
て
を
行
な
う
の
か
、
そ
の
ま
ま
支
払
う
の
か
を
選
択
さ
せ
る
よ
う
に
す

べ
き
で
あ
る
。
ま
た
第
一
段
階
と
第
二
段
階
を
区
別
せ
ず
、
支
払
内
容
に
つ
い
て
も
一
度
に
判
断
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
我
が

国
の
場
合
、
事
実
認
定
と
量
刑
の
手
続
二
分
が
図
ら
れ
て
い
な
い
た
め
、
第
一
段
階
と
第
二
段
階
に
分
け
て
量
定
す
る
こ
と
が
被
告
人

の
手
続
保
障
に
適
う
と
思
わ
れ
る
。

　

行
為
者
の
法
益
剥
奪
に
着
目
し
て
公
正
・
公
平
な
量
定
を
行
な
う
と
い
う
要
請
か
ら
、
行
為
責
任
額
と
分
割
払
に
よ
る
総
支
払
額
と
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の
差
額
の
支
払
を
実
際
に
求
め
る
こ
と
は
妥
当
で
な
い
。
し
か
し
、
分
割
払
の
支
払
を
完
了
す
る
前
に
差
額
の
支
払
を
免
除
す
る
こ
と

は
適
切
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
行
為
者
は
、
本
来
、
行
為
責
任
額
全
額
を
支
払
う
べ
き
で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
を
改
め
て
表
示
・
表

現
す
べ
き
必
要
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。
ま
た
、
支
払
計
画
に
お
い
て
、
行
為
者
の
事
情
を
斟
酌
し
て
実
際
の
支
払
予
定
額
を
減
額
し
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
正
当
な
理
由
な
く
し
て
そ
の
支
払
を
行
な
わ
な
か
っ
た
こ
と
を
理
由
に
懲
役
刑
を
科
す
場
合
に
、
本
来
の
行
為
責

任
の
大
き
さ
が
考
慮
で
き
な
い
の
は
公
平
を
失
す
る
た
め
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
第
一
段
階
で
行
為
責
任
額
の
言
渡
し
を
行
な
い
、
第
二
段
階
で
支
払
内
容
の
変
更
の
申
立
て
を
行
な
い
う
る
よ
う

に
す
る
こ
と
で
、
行
為
責
任
を
わ
か
り
や
す
く
表
示
・
表
現
す
る
と
い
う
第
一
の
要
請
と
、
行
為
者
の
法
益
剥
奪
に
着
目
し
て
公
正
・

公
平
な
量
定
を
行
な
う
と
い
う
第
二
の
要
請
に
同
時
に
応
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
量
定
方
法
は
、
罰
金
刑
だ
け
で
な
く
、

被
害
弁
償
命
令
や
費
用
支
払
命
令
に
も
共
通
し
て
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
日
数
罰
金
制
度
と
は
異
な
り
、
現
在
の
総
額
罰

金
制
度
に
近
い
た
め
、
国
民
に
受
け
入
れ
ら
れ
や
す
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
か
か
る
制
度
を
我
が
国
に
導
入
す
べ
き
で
あ
る
。

（
1
）  

従
来
、
定
額
罰
金
制
度
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、「
定
額
」
と
す
る
と
、
一
律
の
額
が
科
さ
れ
る
か
の
よ
う
な
誤
解
を
招
き
か

ね
な
い
た
め
、
実
態
に
即
し
て
、「
総
額
」
の
語
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。

（
2
）  

詳
細
に
検
討
し
た
も
の
と
し
て
、
例
え
ば
、
牧
野
英
一
「
罰
金
日
割
制
に
つ
い
て
（
一
）」
季
刊
刑
政
六
巻
二
号
（
一
九
五
八
）
三
九
頁

以
下
、　
「
同
・（
二
、
完
）」
六
巻
三
号
（
一
九
五
八
）
二
七
頁
以
下
、
平
野
龍
一
「
日
数
罰
金
と
罰
金
分
納
」
警
研
三
二
巻
五
号
（
一
九

六
一
）
三
七
頁
以
下
〔『
行
為
者
処
遇
法
の
諸
問
題　

付
・
死
刑　

増
補
版
』（
有
斐
閣
、
一
九
八
二
）
一
四
五
頁
以
下
所
収
〕、
森
下
忠

『
刑
法
典
改
正
と
刑
事
政
策
』（
一
粒
社
、
一
九
六
四
）
四
五
頁
以
下
、
宮
澤
浩
一
「
日
数
罰
金
制
の
意
義
と
現
実

―
西
ド
イ
ツ
の
新
刑

法
典
を
中
心
に
し
て

―
」
法
研
四
九
巻
一
号
（
一
九
七
六
）
六
一
頁
以
下
、
坂
田
仁
「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
罰
金
制
度
の
沿
革

―

日
数
罰
金
を
中
心
に

―
」
法
研
六
三
巻
四
号
（
一
九
九
〇
）
二
〇
頁
以
下
、
井
田
良
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
日
数
罰
金
刑
」
森
下
忠
先
生
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七

古
稀
祝
賀
『
変
動
期
の
刑
事
政
策　

下
巻
』（
成
文
堂
、
一
九
九
五
）
七
〇
三
頁
以
下
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
、
類
似
の
制
度
と
し
て
、
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
及
び
ウ
ェ
ー
ル
ズ
で
一
九
九
二
年
に
導
入
さ
れ
た
も
の
の
、
一
年
を
経
ず
し
て
廃
止
さ
れ
た
単
位
罰
金
制
度
（unit fi ne system

）

や
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
で
一
九
九
四
年
に
試
行
さ
れ
た
時
間
罰
金
制
度
（tim

e fi nes system

）
な
ど
が
あ
る
。
単
位
罰
金
制
度
に
つ

い
て
、
詳
細
に
検
討
し
た
も
の
と
し
て
、
例
え
ば
、
瀬
川
晃
「
イ
ギ
リ
ス
の
単
位
罰
金
制
度
の
成
立
と
廃
止
」
同
法
四
五
巻
六
号
（
一
九

九
四
）
一
頁
以
下
〔『
イ
ギ
リ
ス
刑
事
法
の
現
代
的
展
開
』（
成
文
堂
、
一
九
九
五
）
一
二
三
頁
以
下
所
収
〕、
奥
村
正
雄
「
イ
ギ
リ
ス
に
お

け
る
単
位
罰
金
制
度
の
仕
組
」
同
法
四
五
巻
六
号
（
一
九
九
四
）
一
八
頁
以
下
、
青
木
紀
博
「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
単
位
罰
金
制
度

―

導
入
の
経
緯
に
つ
い
て

―
」
同
法
四
五
巻
六
号
（
一
九
九
四
）
四
二
頁
以
下
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
時
間
罰
金

制
度
に
つ
い
て
は
、
第
六
章
参
照
。

（
3
）  

一
般
的
に
総
額
罰
金
制
度
が
採
用
さ
れ
て
い
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て
も
、
日
数
罰
金
制
度
が
肯
定
的
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
例

え
ば
、K

ittrie, N
. N

. et al., Sentencing, Sactions and Corrections ̶
Federal and State Law

, Policy, and Practice̶
 

Second E
dition 

（Foundation Press, 2002

）, pp. 1059-1062.

（
4
）  D

am
m
er, H

. R., et al., Com
parative Crim

inal Justice System
s T

hird E
dition 

（W
adsw

orth/T
hom

son Learning, 
2006

）, p.241; Reichel, P. L., Com
parative Crim

inal Justice System
s : A

 T
opical A

pproach Fifth E
dition 

（Pearson 
Prentice H

all, 2008

）, p. 300; Schm
alleger, F., Crim

inal Justice T
oday: A

n Introductory T
ext for the T

w
enty-fi rst 

Century E
leventh E

dition

（Pearson Prentice H
all, 2011

）, p. 395.

（
5
）  D

am
m
er, supra note 4, at 241; Reichel, supra note 4, at 300; N

eubauer, D
. W

., A
m
erica

’s Courts and the Crim
inal 

Justice System
 N

inth E
dition 

（T
hom

son/W
adsw

orth, 2008

）, p. 333.

（
6
）  K

an. Stat. A
nn. 

§21-4610

（c

）（11

）. See, 

§12-4509
（e
）（11

）.

（
7
）  N
ew

ton, A
., A

lternatives to Im
prisonm

ent ̶
D
ay Fines, Com

m
unity Service O

rders, and Restitution-, 8 Crim
e 

and D
elinquency Literature 109

（1976

）, pp. 110-17.

（
8
）  

刑
法
改
正
準
備
会
『
改
正
刑
法
準
備
草
案　

附　

同
理
由
書
』（
法
務
省
、
一
九
六
一
）
一
二
七
頁
。
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（
9
）  

刑
法
改
正
準
備
会
・
前
掲
注
（
8
）
一
二
七
頁
。
犯
罪
者
自
身
に
資
力
が
な
く
と
も
、
近
親
者
に
資
産
が
あ
っ
て
必
要
な
と
き
に
は
援

助
を
受
け
ら
れ
る
事
情
も
当
然
考
慮
さ
れ
る
べ
き
事
情
に
当
た
る
と
さ
れ
て
い
た
。
刑
法
改
正
準
備
会
・
前
掲
一
二
七
頁
。

（
10
）  
法
務
省
編
「
法
制
審
議
会
刑
事
法
特
別
部
会
第
二
小
委
員
会
議
事
要
録
（
四
）」（
法
務
省
、
一
九
六
七
）
三
〇
七
―
三
〇
八
頁
。

（
11
）  

「
罰
金
又
は
科
料
の
﹇
適
用
﹈﹇
量
定
﹈
に
あ
た
つ
て
は
、
犯
人
の
資
産
、
収
入
そ
の
他
の
経
済
状
態
を
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」（
改
正
刑
法
草
案
第
二
次
参
考
案
四
八
条
Ｂ
案
）。
条
文
中
の
「
適
用
」
か
「
量
定
」
か
は
、
改
正
刑
法
草
案
第
二
次
参
考
案
四
七
条

の
文
言
に
従
う
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
た
。

（
12
）  

法
務
省
編
「
法
制
審
議
会
刑
事
法
特
別
部
会
第
二
小
委
員
会
議
事
要
録
（
六
）」（
法
務
省
、
一
九
六
九
）
八
〇
八
頁
。

（
13
）  18 U

. S. C. 

§§3553, 3572

（a

）.

（
14
）  U

. S. S. G. 

§5E1.2

（b
）,（c
）.

（
15
）  U

. S. S. G. 

§5E1.2

（d

）. 
な
お
、
同
条
（
7
）
の
平
均
的
な
費
用
は
、
刑
務
所
局
（Bureau of Prisons

）
及
び
合
衆
国
裁
判
所
行

政
部
（A

dm
inistrative O

ffi  ce of the U
nited States Courts

）
の
発
行
す
る
資
料
を
参
考
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。U

nited States 
Sentencing Com

m
ission, Federal Sentencing G

uidelines M
anual 2006 

（W
est Group, 2006

）, p. 410.

（
16
）  

例
え
ば
、18 U

. S. C. 

§3572

（a

）（5
）.

（
17
）  

例
え
ば
、
拘
禁
費
用
、
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
費
用
、
監
督
付
釈
放
費
用
に
つ
い
て
も
含
み
う
る
と
し
た
も
の
と
し
て
、U

. S. v. T
urner, 

998 F. 2d 534, 537-538

（7th Cir. 1993

）. 
拘
禁
費
用
・
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
費
用
・
監
督
（supervision

）
費
用
に
つ
い
て
も
含

み
う
る
と
し
た
も
の
と
し
て
、U

. S. v. Leonald, 37 F. 3d 32, 40

（2nd Cir. 1994

）. 

一
方
、
拘
禁
費
用
に
つ
い
て
、
量
定
の

基
礎
と
す
る
こ
と
を
否
定
し
た
も
の
も
あ
る
。U

. S. v. Spiropoulos, 976 F. 2d 155, 165, 167

（3rd Cir. 1992

）. 

詳
し
く

は
、
第
三
章
参
照
。

（
18
）  U

. S. v. H
arvey, 885 F. 2d 181, 183

（4th Cir. 1989

）.

（
19
）  U

. S. v. M
arquez, 941 F. 2d 60, 65

（2nd Cir. 1991

）; U
. S. v. Lom

bardo, 35 F. 3d 526, 530

（11th Cir. 1994

）.

（
20
）  E

ckhard H
orn, D

as Geldstrafensystem
 des neuen A

llgem
einen T

eils des StGB und die Ratenzahlungsbew
illigung, 
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三
〇
九

N
JW

 1974, 625 ff ., S. 625.
（
21
）  

マ
ル
コ
に
よ
る
福
音
書
（M

arkus

）
一
二
章
四
一
―
四
四
節
。

（
22
）  
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
著
・
末
永
茂
喜
訳
『
経
済
学
原
理
（
五
）』（
岩
波
書
店
、
一
九
六
三
）
二
八
―
二
九
頁
。

（
23
）  D

irk 
von 

Selle, 
Gerechte 

Geldstrafe: 
eine 

K
onkretisierung 

des 
Grundsatzes 

der 
O
pfergleichheit

（N
om

os 
V
erlagsgesellschaft, 1997

）, S. 36-37.

（
24
）  Selle, a. a. O

.

（A
nm

. 23

）, S. 38-39; Bruno Schm
idt-Bleibtren / Franz K

lein, K
om

m
entar zum

 Grundgesetz 10. 
A
ufl age

（Luchterhand, 2004

）, A
rt. 3, Rn. 26, 28, 32-40.

（
25
）  Selle, a. a. O

.
（A

nm
. 23

）, S. 40-41.

（
26
）  Selle, a. a. O

.

（A
nm

. 23

）, S. 117.

（
27
）  Selle, a. a. O

.

（A
nm

. 23
）, S. 40-41.

（
28
）  Selle, a. a. O

.

（A
nm

. 23
）, S. 40-41.

（
29
）  Selle, a. a. O

.

（A
nm

. 23

）, S. 47.

（
30
）  Selle, a. a. O

.

（A
nm

. 23

）, S. 47-48.

（
31
）  Selle, a. a. O

.

（A
nm

. 23

）, S. 49-51.

（
32
）  

Ｊ
・
ベ
ン
タ
ム
著
・
Ｅ
・
デ
ュ
モ
ン
編
・
長
谷
川
正
安
訳
『
民
事
お
よ
び
刑
事
立
法
論
』（
勁
草
書
房
、
一
九
九
八
）
五
七
二
―
五
七
三

頁
。V

gl. Selle, a. a. O
.

（A
nm

. 23

）, S. 52-53.

（
33
）  Selle, a. a. O

.

（A
nm

. 23

）, S. 52.

（
34
）  V

gl. Selle, a. a. O
.

（A
nm

. 23

）, S. 54.

（
35
）  V
gl. Selle, a. a. O

.

（A
nm

. 23

）, S. 54.

（
36
）  Selle, a. a. O

.

（A
nm

. 23

）, S. 55.

（
37
）  Selle, a. a. O

.

（A
nm

. 23

）, S. 56.
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（
38
）  Selle, a. a. O

.

（A
nm

. 23

）, S. 66, 234.
（
39
）  V

gl. Selle, a. a. O
.

（A
nm

. 23

）, S. 57-58.
（
40
）  V

gl. Selle, a. a. O
.

（A
nm

. 23

）, S. 177.

（
41
）  Selle, a. a. O

.

（A
nm

. 23

）, S. 59-61.

（
42
）  E

rnst Seidler, D
ie Geldstrafe vom

 volksw
irtschaftlichen und sozialpolotischen Gesichtspunkte, Jahrbücher für 

N
ationalökonom

ie und Statistik, 54. Bd.

（N
eue Folge 20. Bd.

）（1890

）, 241 ff ., S. 251-253.

（
43
）  Selle, a. a. O

.
（A

nm
. 23

）, S. 63.

（
44
）  V

gl. Selle, a. a. O
.

（A
nm

. 23

）, S. 67.

（
45
）  Selle, a. a. O

.

（A
nm

. 23
）, S. 68.

（
46
）  von T

heodor R
einhold Schütze, Lehrbuch des D

eutschen Strafrechts 2. A
ufl age

（J. M
. Gebhardt, 1874

）, S. 75.

（
47
）  Entw

urf eines Strafgesetzbuches
（StGB

） E 1962 m
it Begründung ‒Bundestagsvorlage-

（D
eutscher Bundestag, 

1962

）, S. 170; 

齊
藤
金
作
訳
「
一
九
六
二
年
ド
イ
ツ
刑
法
草
案
理
由
書
総
則
篇

―
第
一
分
冊

―
」
刑
事
基
本
法
令
改
正
資
料
一
〇
号

（1966

）225

頁
。

（
48
）  T

hornstedt, H
., T

he D
ay-Fine System

 in Sw
eden, 9 Crim

inal Law
 R

eview
 307

（1975

）, p. 307; H
ans-H

einrich 
Jescheck, D

er Einfl uß der neueren schw
edischen K

rim
inalpolitik auf die deutsche Strafrechtsreform

, 90 ZStW
 

777

（1978

）, S. 780.

（
49
）  P

eter 
B
randis, 

Geldstrafe 
und 

N
ettoeinkom

m
en 

‒Zugleich 
ein 

Beitrag 
zur 

A
usgestaltung 

eines 
Einkom

m
ensbegriff s im

 Ö
ff entlichen Schuldrecht

（O
. Schm

idt, 1987

）, S. 3.

（
50
）  

ス
カ
ン
デ
ィ
ナ
ヴ
ィ
ア
諸
国
の
状
況
に
つ
い
て
詳
細
に
説
明
し
た
も
の
と
し
て
、H

ans T
hornstedt, Skandinavishe Erfahrungen 

m
it dem

 T
agesbussensystem

, 86 ZStW
 596

（1974

）, S. 596 ff .

（
51
）  

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
に
お
い
て
は
、
特
別
刑
法
違
反
の
犯
罪
を
中
心
に
、
日
数
罰
金
制
度
で
は
な
く
、
総
額
罰
金
制
度
が
採
用
さ
れ
て
お
り
、
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日
数
罰
金
制
度
と
総
額
罰
金
制
度
が
併
用
さ
れ
て
い
る
。
日
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
の
は
、
平
均
的
な
一
日
の
所
得
の
四
分
の
一
で
あ

る
。
ま
た
、
略
式
手
続
や
交
通
違
反
に
対
す
る
警
察
官
に
よ
る
罰
金
刑
が
多
用
さ
れ
て
い
る
。T

hornstedt, a. a. O
.

（A
nm

. 50

）, S. 
608-613; Jokela, A

., Legal Procedure, In: Pöyhönen, J.

（ed.

）, A
n Introduction to Finnish Law

 

（K
auppakaari, 2002

）, 
pp. 357, 385-386.

（
52
）  

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
い
て
も
、
同
様
に
、
日
数
罰
金
制
度
と
総
額
罰
金
制
度
が
併
用
さ
れ
て
い
る
。T

errill, R. J., W
orld Crim

inal 
Justice System

s: A
 Survey Seventh E

dition 

（LexisN
exis, 2009

）, p. 287. 

罰
金
刑
の
支
払
が
求
め
ら
れ
、
行
為
者
の
異
議
な
き

場
合
、
裁
判
所
の
手
続
を
経
ず
に
刑
が
確
定
す
る
と
い
う
検
察
官
に
よ
る
略
式
命
令
や
警
察
官
に
よ
る
秩
序
罰
が
多
用
さ
れ
て
い
る
。

D
olm

én, L.

（ed.
）, Crim

e T
rends in Sw

eden 1988 

（BRÅ
-Report 1990: 4

）（N
ational Council for Crim

e Prevention 
in Sw

eden, 1990

）, p. 32-33; T
errill, supra, at 288. 

詳
し
く
は
、
坂
田
・
前
掲
注
（
2
）
四
九
―
五
三
頁
参
照
。
な
お
、
ス
ウ
ェ

ー
デ
ン
で
は
、
支
払
を
免
れ
る
た
め
に
詐
欺
的
方
法
が
用
い
ら
れ
た
場
合
又
は
公
共
の
利
益
が
要
求
す
る
そ
の
他
特
別
の
事
例
の
場
合
に

は
、
拘
禁
刑
を
賦
科
す
る
と
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
不
払
の
み
を
理
由
と
す
る
拘
禁
刑
の
賦
科
は
廃
止
さ
れ
て
い
る
。
拙
稿
「
ハ
ン
ス
・

ヴ
ー
ン
・
フ
ー
フ
ァ
ル
著
『
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
罰
金
刑
の
不
払
に
対
す
る
拘
禁
刑
』」
関
法
五
五
巻
六
号
（
二
〇
〇
六
）
二
〇
一
頁

以
下
、
二
〇
六
―
二
〇
七
頁
。

（
53
）  

も
っ
と
も
、
デ
ン
マ
ー
ク
の
日
数
罰
金
制
度
に
お
い
て
は
、
刑
法
典
（Straff eloven

）
に
お
い
て
、
日
額
の
下
限
は
定
め
ら
れ
て
い
る

も
の
の
、
上
限
は
定
め
ら
れ
て
い
な
い
（
§51 Stk. 1. Straff eloven

）。
ま
た
、
刑
法
犯
に
つ
い
て
、
日
数
罰
金
制
度
以
外
の
形
で
罰
金

刑
を
賦
科
し
う
る
と
さ
れ
て
い
る
も
の
の
（
§51 Stk. 1. Straff eloven

）、
実
務
上
、
そ
の
よ
う
な
例
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。Langsted, L. 

B. et al., Crim
inal law

 in D
enm

ark

（K
luw

er Law
 International, 1998

）, p. 100. 

さ
ら
に
、
特
別
刑
法
違
反
の
犯
罪
に
つ
い

て
は
、
や
は
り
、
日
数
罰
金
制
度
で
は
な
く
、
総
額
罰
金
制
度
が
採
用
さ
れ
て
お
り
、
日
数
罰
金
制
度
と
総
額
罰
金
制
度
が
併
用
さ
れ
て

い
る
。Langsted, p. 100. 

総
額
罰
金
制
度
に
よ
る
罰
金
刑
の
賦
科
に
あ
た
っ
て
は
、
検
察
官
に
よ
り
書
面
で
罰
金
刑
の
支
払
が
求
め
ら

れ
、
被
告
人
の
異
議
な
き
場
合
、
裁
判
所
の
手
続
を
経
ず
に
終
局
す
る
罰
金
和
解
と
呼
ば
れ
る
手
続
が
多
用
さ
れ
て
い
る
。Langsted, p. 
170. 

ま
た
、
警
察
に
よ
っ
て
科
さ
れ
る
切
符
罰
金
（bøde på

）
と
呼
ば
れ
る
反
則
金
に
類
似
す
る
制
裁
も
あ
る
（
§55 Stk. 2. 



 

三
一
二

Straff eloven

）。

（
54
）  von K

ahl Ludw
ig W

ilhelm
 von G

rolm
an, Grundsatze der Crim

inalrechts-W
issenschaft 4. A

ufl age

（G. F. H
eyer, 

1825
）, S. 66; von Carl Franz W

ilhelm
 Jerom

e H
äberlin, D

ie allgem
einen Lehren des Crim

inalrechts

（Friedrich 
Fleischer, 1845

）, S. 134; von T
heodor R

einhold Schütze, a. a. O
.

（A
nm

. 46

）, S. 74.

（
55
）  

一
連
の
草
案
に
つ
い
て
は
、V

gl. Christoph K
rehl, D

ie Erm
ittlung der T

atsachengrundlage zur Bem
essung der 

T
agessatzhöhe bei der Geldstrafe

（Peter Lang, 1985

）, S. 12-20. 

西
原
春
夫
「
西
ド
イ
ツ
の
刑
法
改
正
論
争
を
め
ぐ
っ
て

―

そ
の
一
・
概
説

―
」
法
時
三
七
巻
一
号
（
一
九
六
五
）
四
二
頁
以
下
、
四
二
―
四
三
頁
参
照
。

（
56
）  

§§30, 31, 36V
E 1909; D

er hierzu bestellten Sachverstandigen̶
K
om

m
ission

（bearbeitet

）, V
orentw

urf zu einem
 

D
eutschen Strafgesetzbuch

（J. Guttentag, 1909

）, S. 110-117, 128-130.

（
57
）  

§§61, 62, 85 GE 1911. 
一
部
の
論
点
に
つ
い
て
詳
説
し
た
も
の
と
し
て
、W

ilhelm
 K

ahl

（aufgestellt

）, Gegenentw
urf zum

 
V
orentw

urf eines deutschen Strafgesetzbuchs: Begründung

（J. Guttentag, 1911

）.

（
58
）  

§§66, 67, 68 K
E 1913; R

eichs-Justizm
inisterium

（V
eroff entlicht auf A

nordnung

）, Entw
ürf zu einem

 deutschen 
Strafgesetzbuch Erster T

eil

（C. H
. Beck, 1920

）, S. 27. 

簡
単
な
解
説
と
し
て
、Ludw

ig E
berm

ayer

（system
atisch 

bearbeitet

）, D
er Entw

urf eines deutschen Strafgesetzbuches: nach den Beschlüssen der Strafrechtskom
m
ission

（O
tto Liebm

ann, 1914

）, S. 5-6.

（
59
）  

§§55, 56, 109 E 1919; R
eichs-Justizm

inisterium
（V

eroff entlicht auf A
nordnung

）, Entw
ürf zu einem

 deutschen 
Strafgesetzbuch Zw

eiter T
eil

（C. H
. Beck, 1920

）, S. 18, 29.

（
60
）  

§§68 A
bs. 1; 69, 70 E 1922; T

hom
as D

ehler

（G
eleitw

ort
）, E

berhard Schm
idt

（E
inleitung

）, Gustav Radbruchs 
Entw

urf eines allgem
einen deutschen Strafgesetzbuches

（1922
）（J. C. B. M

ohr, 1952

）, S. 9.

（
61
）  

§§68 A
bs. 1; 69, 70 E 1925; A

m
tlicher Entw

urf eines A
llgem

einen D
eutschen Strafgesetzbuchs nebst Begründung 

1925

（Reichsratsvorlage

）（W
alter de Gruyter, 1925

）, S. 6, 13. 

司
法
省
調
査
課
訳
編
「
一
九
二
五
年
獨
逸
刑
法
草
案
竝
ニ
理
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三
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三

由
書
（
總
則
篇
）」
司
法
資
料
七
九
号
（
一
九
二
五
）
二
四
―
二
六
、
二
三
三
―
二
三
六
頁
。

（
62
）  

§§38, 69, 71 E 1927; Entw
urf eines A

llgem
einen D

eutschen Strafgesetzbuchs 1927 m
it Begründung und 2 

A
nlagen

（Reichstagsvorlage

）（C. H
eym

ann, 1927

）, S. 2-3, 20, 25. 

司
法
省
調
査
課
訳
編
「
一
九
二
七
年
獨
逸
刑
法
草
案
竝
ニ

理
由
書
（
総
則
篇
）」
司
法
資
料
一
二
四
号
（
一
九
二
八
）
二
一
、
四
四
―
四
七
、
一
九
六
、
二
六
六
―
二
七
〇
頁
。

（
63
）  

§§38, 69, 71 E 1930; Entw
urf eines A

llgem
einen D

eutschen Strafgesetzbuchs 1930

（Entw
urf K

ahl

）（C. H
eym

ann 
1930

）, S. 4, 8. 
司
法
省
調
査
課
訳
編
「
独
逸
刑
法
第
一
読
会
終
了
（
一
九
三
〇
年
）
案
」
司
法
資
料
一
八
一
号
（
一
九
三
四
）
九
、
一

七
頁
。

（
64
）  K

rehl, a. a. O
.

（A
nm

. 55

）, S. 16.

（
65
）  BGBl 1921 S. 1604. 
我
が
国
に
お
け
る
本
法
の
紹
介
と
し
て
、
小
野
清
一
郎
「
罰
金
に
関
す
る
ド
イ
ツ
の
新
立
法
に
就
て
」
法
曹
界

一
巻
四
号
（
一
九
二
三
）
一
二
頁
以
下
、
市
川
秀
雄
「
無
制
限
額
の
罰
金
と
無
定
量
の
罰
金
刑

―
教
育
刑
理
念
の
罰
金
刑
理
論
へ
の
展

開
」
新
報
五
八
巻
一
二
号
（
一
九
五
一
）
二
五
頁
以
下
、
三
六
―
三
七
頁
。

（
66
）  

§3 A
bs. 1 Reichsgesetz zur Erw

eiterung der A
nw

endungsgebiets der Geldstrafe und zur Einschraenkung der 
kurzen Freiheitstrafen vom

 21. 12. 1921; A
lbert H

ellw
ig

（erläutert

）, D
as Geldstrafengesetz vom

 21. D
ezem

ber 
1921 m

it der begründung und der A
llgem

einen V
erfügung von 22. D

ezem
ber 1921.

（H
. W

. M
üller, 1922

）, S. 
34-46.

（
67
）  

§27c StGB a. F.

（
68
）  K

rehl, a. a. O
.

（A
nm

. 55

）, S. 12-13.

（
69
）  H

erm
ann Stapenhorst, D

ie Entw
icklung des V

erhältnisses von Geldstrafe zu Freiheitsstrafe seit 1882 ‒Eine 
rechtshistorische U

ntersuchung anhand von K
rim

inalstatistiken

（D
uncker &

 H
um

blot, 1993

）, S. 66. 

な
お
、
一
九
四

三
年
に
つ
い
て
は
、
上
半
期
の
デ
ー
タ
し
か
存
在
し
な
い
。

（
70
）  Selle, a. a. O

.

（A
nm

. 23

）, S. 69.



 

三
一
四

（
71
）  Stapenhorst, a. a. O

.

（A
nm

. 69

）, S. 64.
（
72
）  K

rehl, a. a. O
.

（A
nm

. 55

）, S. 20.
（
73
）  K

rehl, a. a. O
.

（A
nm

. 55

）, S. 21.

（
74
）  K

rehl, a. a. O
.

（A
nm

. 55

）, S. 22.

（
75
）  Selle, a. a. O

.

（A
nm

. 23

）, S. 70-71. 

改
正
へ
の
歩
み
に
つ
い
て
は
、
西
原
・
前
掲
注
（
55
）
四
三
―
四
四
頁
参
照
。

（
76
）  Selle, a. a. O

.
（A

nm
. 23

）, S. 71-72.

（
77
）  Bundesm

inisterium
 der Justiz, N

iederschriften über die Sitzungen der großen Strafrechtskom
m
ission 1. Bd

（Bundesdruckerei, 1956
）, S. 381.

（
78
）  

§56 A
bs. 2 Satz 1 E 1956; 

§51 A
bs. 2 Satz 2 E 1960; Bundesm

inisterium
 der Justiz, a. a. O

.

（A
nm

. 77

）, S. 383-384; 
4. Bd

（1958

）, S. 521-527; 
齊
藤
金
作
訳
「
一
九
五
六
年
ド
イ
ツ
刑
法
総
則
草
案

―
刑
法
大
委
員
会
第
一
読
会
の
決
議
に
よ
る

―
」

早
稲
田
大
学
比
較
法
研
究
所
紀
要
三
号
（
一
九
五
八
）
二
三
頁
、
齊
藤
金
作
訳
「
一
九
五
六
年
ド
イ
ツ
刑
法
総
則
草
案
理
由
書
（
上
）
―

刑
法
大
委
員
会
第
一
読
会
の
決
議
に
よ
る

―
」
比
較
法
紀
要
四
号
（
一
九
五
九
）
二
四
六
―
二
五
三
頁
、
齊
藤
金
作
訳
「
一
九
六
〇
年

ド
イ
ツ
刑
法
草
案
」
比
較
法
紀
要
一
八
号
（
一
九
六
一
）
二
三
頁
。

（
79
）  Selle, a. a. O

.

（A
nm

. 23

）, S. 71-72.

（
80
）  

齊
藤
・
前
掲
注
（
78
）
比
較
法
紀
要
四
号
二
二
三
―
二
三
九
頁
。
そ
の
後
の
連
邦
議
会
で
の
審
議
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
内
藤
謙
「
西

ド
イ
ツ
に
お
け
る
刑
法
改
正
の
現
況

―
連
邦
議
会
第
一
読
会
に
お
け
る
審
議
を
中
心
と
し
て

―
」
刑
雑
一
四
巻
一
号
（
一
九
六
五
）

一
四
五
頁
以
下
、
一
四
八
―
一
六
二
頁
参
照
。

（
81
）  

§51 A
bs. 1 Satz 1 E 1962.

（
82
）  

§51 A
bs. 1 Satz 2 E 1962.

（
83
）  

§51 A
bs. 2 Satz 1 E 1962.

（
84
）  

§51 A
bs. 2 Satz 2 E 1962. 
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（
85
）  

§51 A
bs. 3 E 1962.

（
86
）  

§51 A
bs. 4 E 1962.

（
87
）  
§55 A

bs. 1 E 1962.

（
88
）  
§27c StGB a. F.

（
89
）  K

rehl, a. a. O
.

（A
nm

. 55

）, S. 23.

（
90
）  von H

ugo H
alschner

（system
atisch dargestellt

）, D
as G

em
eines deutsches Strafrecht

（M
arcus, 1881

）, S. 601.

（
91
）  Franz von Liszt, E

berhard von Schm
idt

（bearbeitet

）, Lehrbuch des deutschen Strafrechts 26. A
ufl .

（W
alter de 

Gruyter &
 Com

pany, 1932

）, S. 422.

（
92
）  K

rehl, a. a. O
.

（A
nm

. 55

）, S. 23-24.

（
93
）  Jürgen Baum

ann / A
nne-E

va Brauneck / E
rnst-W

alter H
anack / A

rthur K
aufm

ann / U
lrich K

lug / E
rnst-

Joachim
 Lam

pe / T
heodor Lenckner / W

erner M
aihofer / Peter N

oll / Claus R
oxin / R

udolf Schm
itt / H

ans 
Schultz 

/ 
G
ünter 

Stratenw
erth 

/ 
W

alter 
Stree

（vorgelegt

）, 
A
lternativ-Entw

urf 
eines 

Strafgesetzbuches 
A
llgem

einer T
eil 2. verbesserte A

ufl age

（J. C. B. M
ohr, 1969

）, S. 16-17; 

宮
沢
浩
一
訳
「
一
九
六
六
年
ド
イ
ツ
刑
法
草
案

総
則
対
案
理
由
書
」
刑
事
基
本
法
令
改
正
資
料
一
五
号
（
一
九
六
九
）
八
七
―
九
九
頁
が
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
全
体
像
に
つ
い
て
は
、
宮

沢
浩
一
「
一
九
六
六
年
西
ド
イ
ツ
刑
法
改
正
対
案
の
刑
事
政
策
的
規
定
に
つ
い
て
」
判
タ
二
〇
六
号
（
一
九
六
七
）
二
頁
以
下
参
照
。

（
94
）  

§49 A
bs. 1 A

E.

（
95
）  

§49 A
bs. 1 Satz 2 A

E.

（
96
）  

§49 A
bs. 2 Satz 1 A

E.

（
97
）  

§49 A
bs. 2 Satz 2 A

E.

（
98
）  

§49 A
bs. 2 Satz 3 A

E.

（
99
）  

§49 A
bs. 3 Satz 1 A

E.



 

三
一
六

（
100
）  

§49 A
bs. 4 Satz 1 A

E.
（
101
）  

§49 A
bs. 4 Satz 2 A

E.
（
102
）  
§49 A

bs. 4 Satz 3 A
E.

（
103
）  
§51 Satz 1 A

E.

（
104
）  

§51 Satz 2 A
E.

（
105
）  

§53 A
bs. 1 Satz 2 A

E.

（
106
）  Baum

ann / Brauneck / H
anack / K

aufm
ann / K

lug / Lam
pe / Lenckner / M

aihofer / N
oll / R

oxin / Schm
itt 

/ Schultz / Stratenw
erth / W

alter Stree., a. a. O
.

（A
nm

. 93

）, S. 99.

（
107
）  

テ
オ
ド
ー
ル
・
レ
ン
ク
ナ
ー
著
・
岡
野
光
雄
訳
「
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
に
お
け
る
刑
法
改
正
と
刑
法
草
案
対
案
（
二
・
完
）」
ユ
ル
ゲ

ン
・
バ
ウ
マ
ン
編
『
刑
法
改
正
は
失
敗
か
？
』
法
時
四
四
巻
一
〇
号
（
一
九
七
二
）
一
三
一
頁
以
下
、
一
三
五
頁
。

（
108
）  BGBl 1969 I S. 717.

（
109
）  Gesetz über das Inkrafttreten des Zw

eiten Gesetzes zur Reform
 des Strafrechts vom

 30. 7. 1973 

（BGBl 1973 I 
S. 909

） 

§1.

（
110
）  

§40 A
bs. 1 Satz 1 StGB.

（
111
）  

§46 StGB.

（
112
）  

§40 A
bs. 1 Satz 2 StGB.

（
113
）  

§40 A
bs. 2 Satz 1 StGB.

（
114
）  

§40 A
bs. 2 Satz 2 StGB.

（
115
）  

§40 A
bs. 3 StGB.

（
116
）  

§40 A
bs. 2 Satz 3 StGB.

（
117
）  Gesetz zur Ä

nderung des Strafgesetzbuches ‒A
nhebung der H

öchstgrenze des T
agessatzes bei Geldstrafen vom
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4. 7. 2008

（BGBl I S. 1658

）.
（
118
）  

§40 A
bs. 4. StGB.

（
119
）  E

ckhard 
H
orn, 

in: 
H
ans-Joahim

 
R
udolphi 

/ 
E
ckhard 

H
orn 

/ 
E
rich 

Sam
son 

/ 
H
ans-Ludw

ig 
Schreiber, 

System
atischer K

om
m
entar zum

 Strafgesetzbuch Band 1 A
llgem

einer T
eil

（
§§1-79b

）（M
etzner, 1975

）, 

§40 Rn. 
12; W

alter Stree, in: A
dolf Schönke / H

orst Schröder, Strafgesetzbuch K
om

m
entar 28. neu bearbeitete A

ufl age

（C. H
. Beck, 2010

）, 

§40 Rn. 1.

（
120
）  

§42 Satz 1 StGB.

（
121
）  

§40 A
bs. 1 Satz 1 StGB.

（
122
）  

§43 Satz 1, 2 StGB.

（
123
）  BGH

St 20, 16; H
orn, in: R

udolphi / H
orn / Sam

son / Schreiber, a. a. O
.

（A
nm

. 119

）, 

§43 Rn. 2; K
arl Lackner 

/ K
ristian K

ühl, Strafgesetzbuch K
om

m
entar 27. neu bearbeitete A

ufl age

（C. H
. Beck, 2011

）, 

§43 Rn. 1; Stree, 
in: Schönke / Schröder, a. a. O

.
（A

nm
. 119

）, 

§43 Rn. 2.

（
124
）  

§43 Satz 3 StGB. 

（
125
）  V

on 
H
ans‒Jörg 

A
lbrecht, 

Strafzum
essung 

und 
V
ollstreckung 

bei 
Geldstrafen 

unter 
Berücksichtigung 

des 
T
agessatzsystem

s -D
ie Geldstrafe im

 System
 strafrechtlicher Sanktionen-

（D
uncker &

 H
um

blot, 1980

）, S. 
195-222, 310-311, 334. 

被
告
人
の
収
入
な
ど
の
日
額
を
算
定
す
る
た
め
の
情
報
が
十
分
に
得
ら
れ
な
い
場
合
、そ
の
収
入
な
ど
の
数
値

を
推
定
し
て
日
額
を
算
定
す
る
こ
と
と
な
る
。し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
場
合
、相
当
高
い
蓋
然
性
で
代
替
自
由
刑
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。von M

aciej M
ałolepszy, Geldstrafe und bedingte Freiheitsstrafe nach deutschem

 und polnischem
 

Recht: rechtshistorische Entw
icklung und gegenw

ärtige Rechtslage im
 V

ergleich

（D
uncker &

 H
um

blot, 2007

）, 
S.77. 

②
に
関
し
て
、
今
日
、
ド
イ
ツ
で
は
、
罰
金
刑
が
最
も
寛
大
な
刑
種
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、Lackner / K

ühl, 
a. a. O

.

（A
nm

. 123

）, 

§40 Rn. 1.



 

三
一
八

（
126
）  Brandis, a. a. O

.

（A
nm

. 49

）, S. 16; Lackner / K
ühl, a. a. O

.

（A
nm

. 123

）, V
or 

§40 Rn. 2.
（
127
）  Brandis, a. a. O

.

（A
nm

. 49

）, S. 17.
（
128
）  Brandis, a. a. O

.

（A
nm

. 49

）, S. 16; Lackner / K
ühl, a. a. O

.

（A
nm

. 123

）, V
or 

§40 Rn. 2.

（
129
）  Brandis, a. a. O

.

（A
nm

. 49

）, S. 17.

（
130
）  Selle, a. a. O

.

（A
nm

. 23

）, S. 127.

（
131
）  G

erhardt G
rebing, Problem

e der T
agessatz‒Geldstrafe, ZStW

 88

（1976

）, 1049 ff ., S. 1063-1064; Selle, a. a. 
O
.

（A
nm

. 23

）, S. 123-124, 183.

（
132
）  Selle, a. a. O

.

（A
nm

. 23

）, S. 123.

（
133
）  Grebing, a. a. O

.

（A
nm

. 131

）, S. 1064.

（
134
）  Brandis, a. a. O

.

（A
nm

. 49
）, S. 16; Selle, a. a. O

.

（A
nm

. 23

）, S. 124.

（
135
）  Jürgen Baum

ann, Beschränkung des Lebensstandards anstatt kurzfristiger Freiheitsstrafe

（Luchterhand, 1968

）, 
S. 77-80.

（
136
）  Brandis, a. a. O

.

（A
nm

. 49

）, S. 146; Selle, a. a. O
.

（A
nm

. 23

）, S. 183.

（
137
）  Brandis, a. a. O
.

（A
nm

. 49

）, S. 146-147; Selle, a. a. O
.

（A
nm

. 23

）, S. 124-125, 220.

（
138
）  Selle, a. a. O
.

（A
nm

. 23

）, S. 125-126.

（
139
）  Selle, a. a. O

.

（A
nm

. 23

）, S. 125-126, 164.

（
140
）  Selle, a. a. O

.

（A
nm

. 23

）, S. 74.

（
141
）  Selle, a. a. O

.

（A
nm

. 23

）, S. 124.

（
142
）  Brandis, a. a. O

.

（A
nm

. 49

）, S. 133-134.

（
143
）  Brandis, a. a. O

.

（A
nm

. 49

）, S. 133-134. 

法
律
上
規
定
さ
れ
て
い
な
い
と
の
理
解
が
一
般
的
で
あ
る
。
例
え
ば
、Lackner / 

K
ühl, a. a. O

.

（A
nm

. 123

）, 

§40 Rn. 7.
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（
144
）  Brandis, a. a. O

.

（A
nm

. 49

）, S. 11, 133-134, 208.
（
145
）  Brandis, a. a. O

.

（A
nm

. 49

）, S. 7, 14, 19, 136-140, 205, 208.
（
146
）  BGH

St 27, 212; Brandis, a. a. O
.

（A
nm

. 49

）, S. 7.

（
147
）  Brandis, a. a. O

.

（A
nm

. 49

）, S. 133-134.

（
148
）  Brandis, a. a. O

.

（A
nm

. 49

）, S. 39, 44.

（
149
）  Brandis, a. a. O

.

（A
nm

. 49

）, S. 45.

（
150
）  Brandis, a. a. O

.

（A
nm

. 49

）, S. 46. 

そ
れ
以
前
に
は
、
ヘ
ル
マ
ン
（H

erm
ann

）
や
シ
ュ
モ
ラ
ー
（Schm

oller

）
ら
の
消
費
基

金
説
（K

onsum
tionsfondstheorie

）、
ロ
ッ
シ
ャ
ー
（R

oscher

）
ら
の
生
産
説
（Produktionstheorie

）、
フ
ォ
ッ
ケ
（V

ocke

）
ら

の
収
益
説
（Ertragstheorie
）
な
ど
の
学
説
も
あ
っ
た
。
篠
原
章
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
所
得
概
念
論
争

―
シ
ャ
ン
ツ
の
所
説
を
中
心

に

―
」
成
城
大
學
經
濟
研
究
九
五
号
（
一
九
八
七
）
二
五
七
頁
以
下
、
二
六
〇
―
二
七
四
頁
、
同
「
ゲ
オ
ル
グ
・
シ
ャ
ン
ツ
再
考

―

包
括
的
課
税
所
得
概
念
を
め
ぐ
っ
て

―
」
千
葉
商
大
論
叢
三
一
巻
一
号
（
一
九
九
三
）
六
九
頁
以
下
、
七
八
頁
、
武
田
公
子
「
ド
イ
ツ

に
お
け
る
所
得
税
制
度
の
成
立
（
下
）」
都
市
問
題
八
〇
巻
一
二
号
（
一
九
八
九
）
九
三
頁
以
下
、
九
六
―
九
七
頁
、
木
原
孜
「
所
得
概
念

と
課
税
標
準

―
所
得
源
泉
説
と
純
財
産
増
加
説

―
」
福
岡
大
學
商
學
論
叢
三
九
巻
一
＝
二
号
（
一
九
九
四
）
一
八
三
頁
以
下
、
一
八

五
―
一
八
六
頁
。

（
151
）  V

gl. Brandis, a. a. O
.

（A
nm

. 49

）, S. 47; 
水
野
忠
恒
『
租
税
法
〔
第
二
版
〕』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
五
）
一
二
二
頁
。

（
152
）  Brandis, a. a. O

.

（A
nm

. 49

）, S. 48-49.

（
153
）  Brandis, a. a. O

.

（A
nm

. 49

）, S. 53.

（
154
）  Brandis, a. a. O

.

（A
nm

. 49

）, S. 48.

（
155
）  G

eorg von Schanz, D
er Einkom

m
ensbegriff  und der Einkom

m
ensteuergesetze, Finanzarchiv, Bd. 13

（1896

）, 1 
ff ., 22. 

ゲ
オ
ル
グ
・
フ
ォ
ン
・
シ
ャ
ン
ツ
著
・
篠
原
章
訳
「
所
得
概
念
と
所
得
税
法
」
成
城
大
學
經
濟
研
究
一
〇
四
号
（
一
九
八
九
）
二

三
頁
以
下
、
四
六
頁
。
シ
ャ
ン
ツ
の
見
解
を
分
析
し
た
も
の
と
し
て
、
向
井
梅
次
「
シ
ヤ
ン
ツ
の
財
産
増
加
説
に
つ
い
て
」
税
經
通
信
六



 

三
二
〇

巻
三
号
（
一
九
五
一
）
三
五
頁
以
下
、
清
永
敬
次
「
シ
ャ
ン
ツ
の
純
資
産
増
加
説

―
一

―
」
税
法
学
八
五
号
（
一
九
五
八
）
七
頁
以

下
、「
同

―
二
（
完
）
―
」
税
法
学
八
六
号
（
一
九
五
八
）
一
五
頁
以
下
、
篠
原
「
所
得
概
念
論
争
」・
前
掲
注
（
150
）
二
七
四
―
二

八
〇
頁
、
木
原
・
前
掲
注
（
150
）
二
〇
三
―
二
二
二
頁
が
あ
る
。

（
156
）  Schanz, a. a. O

.

（A
nm

. 155

）, S. 24; 

シ
ャ
ン
ツ
著
・
篠
原
訳
・
前
掲
注
（
155
）
四
七
頁
。

（
157
）  Brandis, a. a. O

.

（A
nm

. 49

）, S. 51.

（
158
）  Brandis, a. a. O

.

（A
nm

. 49

）, S. 51-52.

（
159
）  

篠
原
「
ゲ
オ
ル
グ
・
シ
ャ
ン
ツ
再
考
」・
前
掲
注
（
150
）
八
三
―
八
六
頁
、
木
原
・
前
掲
注
（
150
）
一
八
七
―
一
八
九
頁
、
水
野
・
前
掲

注
（
151
）
一
二
三
頁
。

（
160
）  Brandis, a. a. O

.

（A
nm

. 49

）, S. 53.

（
161
）  Brandis, a. a. O

.

（A
nm

. 49
）, S. 55, 57, 60-61.

（
162
）  PrGS 1891 S. 175.

（
163
）  BGBl 1920 S. 359.

（
164
）  Brandis, a. a. O

.

（A
nm

. 49

）, S. 56, 59.

（
165
）  Brandis, a. a. O
.

（A
nm

. 49

）, S. 66.

（
166
）  BGBl 1925 I S. 189.

（
167
）  Brandis, a. a. O

.

（A
nm

. 49

）, S. 61; 

ア
ル
ベ
ル
ト
＝
ヘ
ン
ゼ
ル
著
・
杉
村
章
三
郎
訳
『
獨
逸
租
税
法
論
』（
有
斐
閣
、
一
九
三
一
）

184-185

頁
。

（
168
）  BGBl 1934 I S. 1005.

（
169
）  Brandis, a. a. O

.

（A
nm

. 49

）, S. 66.

（
170
）  

水
野
・
前
掲
注
（
151
）
一
二
四
頁
、
金
子
宏
『
租
税
法
〔
第
一
一
版
〕』（
弘
文
堂
、
二
〇
〇
六
）
一
九
一
頁
。

（
171
）  

一
九
四
九
年
所
得
税
法
（EStG 1949

）
が
原
型
と
な
っ
て
い
る
。
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（
172
）  

§2 A
bs. 5 EStG.

（
173
）  

§2 A
bs. 3 EStG.

（
174
）  
§§10-10i EStG.

（
175
）  
§§33, 33a EStG.

（
176
）  

§2 A
bs. 4 EStG.

（
177
）  

§2 A
bs. 1 Satz 1 N

r. 4 EStG.

（
178
）  

§2 A
bs. 1 Satz 1 N

r. 5 EStG.

（
179
）  

§2 A
bs. 1 Satz 1 N

r. 6 EStG.

（
180
）  

§§2 A
bs. 1 Satz 1 N

r. 7; 

§22 EStG.

（
181
）  

§8 A
bs. 1 EStG.

（
182
）  Brandis, a. a. O

.

（A
nm

. 49
）, S. 28.

（
183
）  Brandis, a. a. O

.

（A
nm

. 49
）, S. 76.

（
184
）  Brandis, a. a. O

.

（A
nm

. 49

）, S. 68.

（
185
）  Brandis, a. a. O

.

（A
nm

. 49

）, S. 70.

（
186
）  

§21 EStG.

（
187
）  Brandis, a. a. O

.

（A
nm

. 49

）, S. 66, 77.

（
188
）  Brandis, a. a. O

.

（A
nm

. 49

）, S. 71.

（
189
）  

§2 A
bs. 1 EStG.

（
190
）  

§9 A
bs. 1 N

r. 1 EStG.

（
191
）  

§4 A
bs. 4 EStG.

（
192
）  Z. B. 

§37 A
bs. 3 EStG.



 

三
二
二

（
193
）  V

gl. 

§12 N
r. 1 EStG.

（
194
）  Brandis, a. a. O

.

（A
nm

. 49

）, S. 30.
（
195
）  
§2 A

bs. 7 Satz 2 EStG.

（
196
）  Brandis, a. a. O

.

（A
nm

. 49

）, S. 24.

（
197
）  Brandis, a. a. O

.

（A
nm

. 49

）, S. 26.

（
198
）  Brandis, a. a. O

.

（A
nm

. 49

）, S. 42; Selle, a. a. O
.

（A
nm

. 23

）, S. 223.

（
199
）  Brandis, a. a. O

.
（A

nm
. 49

）, S. 25-26, 207.

（
200
）  Brandis, a. a. O

.
（A

nm
. 49

）, S. 24.

（
201
）  Brandis, a. a. O

.

（A
nm

. 49

）, S. 24.

（
202
）  Brandis, a. a. O

.

（A
nm

. 49
）, S. 6, 27, 34-35.

（
203
）  Protokolle des Sonderausschußes des D

eutschen Bundestages für die Strafrechtsreform
: siebente W

ahlperiod, 
S. 635.

（
204
）  Brandis, a. a. O

.

（A
nm

. 49

）, S. 18.

（
205
）  Brandis, a. a. O
.

（A
nm

. 49

）, S. 209.

（
206
）  Brandis, a. a. O

.

（A
nm

. 49

）, S. 123, 209.

（
207
）  H

einz Zipf, Problem
e der N

euregelung der Geldstrafe in D
eutschland, ZStW

 86

（1974

）, 513 ff ., S. 524-525; H
orn, 

in: R
udolphi / H

orn / Sam
son / Schreiber, a. a. O

.
（A

nm
. 119

）, 

§40 Rn. 8; Stree, in: Schönke / Schröder, a. a. 
O
.

（A
nm

. 119

）, 

§40 Rn. 11.

（
208
）  

こ
こ
で
、
労
働
所
得
と
は
、
社
会
保
険
料
、
給
与
所
得
税
、
教
会
給
与
所
得
税
の
労
働
者
負
担
分
な
ど
が
差
し
引
か
れ
た
粗
労
働
賃
金

で
あ
り
、
使
用
者
か
ら
労
働
者
に
与
え
ら
れ
る
、
言
わ
ば
手
取
り
の
額
で
あ
る
。Brandis, a. a. O

.

（A
nm

. 49

）, S. 150-151.

（
209
）  Brandis, a. a. O

.

（A
nm

. 49

）, S. 28-29.
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三

（
210
）  Brandis, a. a. O

.

（A
nm

. 49

）, S. 5; Selle, a. a. O
.

（A
nm

. 23

）, S. 220.
（
211
）  

§§10 A
bs. 1 N

r. 1-7, 10a, 10b EStG.
（
212
）  Brandis, a. a. O

.

（A
nm

. 49

）, S. 30.

（
213
）  Brandis, a. a. O

.

（A
nm

. 49

）, S. 163; Selle, a. a. O
.

（A
nm

. 23

）, S. 130.

（
214
）  Brandis, a. a. O

.

（A
nm

. 49

）, S. 160-162.

（
215
）  Brandis, a. a. O

.

（A
nm

. 49

）, S. 5; Selle, a. a. O
.

（A
nm

. 23

）, S. 220.

（
216
）  Selle, a. a. O

.
（A

nm
. 23

）, S. 231.

（
217
）  Selle, a. a. O

.
（A

nm
. 23

）, S. 155.

（
218
）  Selle, a. a. O

.

（A
nm

. 23

）, S. 155.

（
219
）  Selle, a. a. O

.

（A
nm

. 23
）, S. 156-159.

（
220
）  Selle, a. a. O

.

（A
nm

. 23
）, S. 157, 162.

（
221
）  Selle, a. a. O

.

（A
nm

. 23

）, S. 159-160.

（
222
）  Selle, a. a. O

.

（A
nm

. 23

）, S. 162.

（
223
）  V

gl. Selle, a. a. O
.

（A
nm

. 23

）, S. 162.

（
224
）  Selle, a. a. O

.

（A
nm

. 23

）, S. 163.

（
225
）  Selle, a. a. O
.

（A
nm

. 23

）, S.165.

（
226
）  

§30 StGB a. F.

（
227
）  Selle, a. a. O

.

（A
nm

. 23

）, S. 168.

（
228
）  Selle, a. a. O

.

（A
nm

. 23

）, S. 168-170.

（
229
）  Selle, a. a. O

.

（A
nm

. 23

）, S. 168-170.

（
230
）  

ベ
ッ
カ
リ
ー
ア
著
・
風
早
八
十
二
ほ
か
訳
『
犯
罪
と
刑
罰
』（
岩
波
書
店
、
一
九
五
九
）
一
〇
四
―
一
〇
五
頁
。
も
っ
と
も
、
ベ
ッ
カ
リ



 

三
二
四

ー
ア
は
、
こ
の
こ
と
は
資
産
剥
奪
を
否
定
す
る
理
由
と
は
な
ら
な
い
と
し
て
い
た
。
ベ
ッ
カ
リ
ー
ア
著
・
前
掲
一
〇
五
頁
。

（
231
）  V

gl. Selle, a. a. O
.

（A
nm

. 23

）, S. 170.
（
232
）  Selle, a. a. O

.

（A
nm

. 23

）, S. 177-78.

（
233
）  Brandis, a. a. O

.

（A
nm

. 49

）, S. 87, 209.

（
234
）  Selle, a. a. O

.

（A
nm

. 23

）, S. 179-180.

（
235
）  V

gl. Selle, a. a. O
.

（A
nm

. 23

）, S. 180.

（
236
）  H

ans-Jörg A
lbrecht, in: U

lfrid N
eum

ann / H
eike Jung, N

om
os K

om
m
entar zum

 Strafgesetzbuch

（N
om

os, 1995

）, 

§40 Rn. 29, 30; Selle, a. a. O
.

（A
nm

. 23

）, S. 155.

（
237
）  Selle, a. a. O

.

（A
nm

. 23
）, S. 180-181.

（
238
）  Selle, a. a. O

.

（A
nm

. 23
）, S. 187.

（
239
）  Selle, a. a. O

.

（A
nm

. 23

）, S. 168. 
基
本
資
産
の
剥
奪
は
許
さ
れ
な
い
と
す
る
見
解
も
あ
る
。Ulrich Frank, Zur Ü

berschreitung 
des N

ettoeinkom
m
ens bei der T

agessatzhöhe, M
D
R 1979, 99 ff ., S. 100-101. 

行
為
者
の
経
済
的
能
力
は
、
資
産
に
よ
っ
て

も
判
断
さ
れ
る
た
め
、
日
額
の
判
断
の
際
に
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
犠
牲
平
等
原
則
が
着
目
す
る
の
は
、
一
定
期
間
の

経
済
的
能
力
の
向
上
だ
け
で
あ
る
と
し
て
、
資
産
を
正
面
か
ら
考
慮
す
る
こ
と
を
否
定
す
る
一
方
、
罰
金
刑
が
資
産
を
全
く
問
題
に
し
な

い
な
ら
ば
、
行
為
者
が
資
産
か
ら
の
責
務
を
回
避
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
た
め
、
資
産
を
有
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
著
し
く
経
済
的
能
力

が
向
上
す
る
場
合
、
日
額
の
上
昇
が
命
じ
ら
れ
る
も
の
の
、
基
本
資
産
の
侵
害
を
も
た
ら
さ
な
い
限
り
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
留
保

を
付
け
る
。

（
240
）  Selle, a. a. O

.

（A
nm

. 23

）, S. 189, 192-194.

（
241
）  Selle, a. a. O

.

（A
nm

. 23

）, S. 189.

（
242
）  Selle, a. a. O

.

（A
nm

. 23

）, S. 172-173.

（
243
）  Selle, a. a. O

.

（A
nm

. 23

）, S. 193-195.
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五

（
244
）  Protokolle des Sonderausschußes des D

eutschen Bundestages für die Strafrechtsreform
: siebente W

ahlperiod, 
S. 647.

（
245
）  Selle, a. a. O

.

（A
nm

. 23

）, S. 188; Lackner / K
ühl, a. a. O

.

（A
nm

. 123

）, 

§40 Rn. 12.

（
246
）  Selle, a. a. O

.

（A
nm

. 23

）, S. 188.

（
247
）  Selle, a. a. O

.

（A
nm

. 23

）, S. 188.

（
248
）  Selle, a. a. O

.

（A
nm

. 23

）, S. 193-196.

（
249
）  Selle, a. a. O

.
（A

nm
. 23

）, S. 195.

（
250
）  Selle, a. a. O

.
（A

nm
. 23

）, S. 194.

（
251
）  Selle, a. a. O

.

（A
nm

. 23

）, S. 186.

（
252
）  Selle, a. a. O

.

（A
nm

. 23
）, S. 122.

（
253
）  Selle, a. a. O

.

（A
nm

. 23
）, S. 131-132.

（
254
）  Selle, a. a. O

.

（A
nm

. 23

）, S. 131-132.

（
255
）  H

erbert 
T
röndle, 

D
ie 

Geldstrafe 
in 

der 
Praxis 

und 
Problem

e 
ihrer 

D
urchsetzung 

unter 
besonderer 

Berücksichtigung des T
agessatzsystem

s, ZStW
 86

（1974

）, 545 ff , 554-557; ders., Geldstrafe und T
agessatzsystem

, 
Ö
JZ 1975

（1975

）, 589 ff ., 594-595.

（
256
）  Selle, a. a. O
.

（A
nm

. 23

）, S. 127; Stree, in: Schönke / Schröder, a. a. O
.

（A
nm

. 119

）, 

§40 Rn. 16.

（
257
）  Selle, a. a. O

.

（A
nm

. 23

）, S. 128-129.

（
258
）  Selle, a. a. O

.

（A
nm

. 23

）, S. 124.

（
259
）  Selle, a. a. O

.

（A
nm

. 23

）, S. 122, 129, 134; Lackner / K
ühl, a. a. O

.

（A
nm

. 123

）, 

§40 Rn. 13.

（
260
）  Brandis, a. a. O

.

（A
nm

. 49

）, S. 19-20.

（
261
）  Brandis, a. a. O

.

（A
nm

. 49

）, S. 9; Selle, a. a. O
.

（A
nm

. 23

）, S. 168.
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（
262
）  

§13 A
bs. 2 Satz 2 StGB a. F.

（
263
）  Brandis, a. a. O

.

（A
nm

. 49

）, S. 127.
（
264
）  Selle, a. a. O

.

（A
nm

. 23

）, S. 185.

（
265
）  Brandis, a. a. O

.

（A
nm

. 49

）, S. 126.

（
266
）  

§73 ff . StGB.

（
267
）  Lackner / K

ühl, a. a. O
.

（A
nm

. 123

）, V
or 

§40 Rn. 4; Stree, in: Schönke / Schröder, a. a. O
.

（A
nm

. 119

）, 

§40 
Rn. 18. 

（
268
）  H

orn, in: R
udolphi / H

orn / Sam
son / Schreiber, a. a. O

.

（A
nm

. 119

）, 

§40 Rn. 6.

（
269
）  Brandis, a. a. O

.

（A
nm

. 49

）, S. 130; Selle, a. a. O
.

（A
nm

. 23

）, S. 234-35. 

こ
の
よ
う
な
問
題
は
対
案
に
対
し
て
も
指
摘

さ
れ
て
い
た
。Selle, a. a. O

.
（A

nm
. 23

）, S. 72-73.

（
270
）  Selle, a. a. O

.

（A
nm

. 23

）, S. 185-186.

（
271
）  Brandis, a. a. O

.

（A
nm

. 49

）, S. 152-53, 209.

（
272
）  Brandis, a. a. O

.

（A
nm

. 49

）, S. 88-89.

（
273
）  Selle, a. a. O

.

（A
nm

. 23

）, S. 159-160.

（
274
）  V

gl. GG A
rt. 14; Selle, a. a. O

.

（A
nm

. 23
）, S. 173; Schm

idt-Bleibtren / K
lein, a. a. O

.

（A
nm

. 24

）, A
rt. 14, Rn. 

48.

（
275
）  Brandis, a. a. O

.

（A
nm

. 49

）, S. 88.

（
276
）  Selle, a. a. O

.

（A
nm

. 23

）, S. 173.

（
277
）  Selle, a. a. O

.

（A
nm

. 23

）, S. 162-163.

（
278
）  Selle, a. a. O

.

（A
nm

. 23

）, S. 185.

（
279
）  Selle, a. a. O

.

（A
nm

. 23

）, S. 164.
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（
280
）  Selle, a. a. O

.

（A
nm

. 23

）, S. 166-167.
（
281
）  von Christoph Christian D

abelow
, Lehrbuch des deutschen gem

einen peinlichen Rechts

（H
em

m
erde und 

Schw
etschke, 1807 ; Includes index 1807

）, S. 75.

（
282
）  Selle, a. a. O

.

（A
nm

. 23

）, S. 165.

（
283
）  V

gl. Selle, a. a. O
.

（A
nm

. 23

）, S. 170-171.

（
284
）  Selle, S. 226-228.

（
285
）  Selle, a. a. O

.
（A

nm
. 23

）, S. 176-178, 184.

（
286
）  Brandis, a. a. O

.
（A

nm
. 49

）, S. 88.

（
287
）  Selle, a. a. O

.

（A
nm

. 23

）, S. 179.

（
288
）  Selle, a. a. O

.

（A
nm

. 23
）, S. 176, 186.

（
289
）  

宮
城
浩
藏
『
刑
法
講
義　

第
一
巻　

四
版
』（
明
治
法
律
學
校
、
一
八
八
七
）
二
四
七
―
二
四
九
丁
、
磯
部
四
郎
『
改
正
増
補
刑
法
講
義　

上
巻
』（
八
尾
書
店
、
一
八
九
三
）
五
一
九
―
五
二
〇
丁
、
野
中
勝
良
『
刑
法
彙
論
』（
明
法
堂
、
一
八
九
七
）
一
〇
五
丁
。

（
290
）  

「
罰
金
又
は
科
料
を
適
用
す
る
に
は
、
一
日
分
の
金
額
を
定
め
、
全
額
を
日
割
に
し
て
、
幾
日
分
の
罰
金
又
は
科
料
と
い
う
形
で
言
い
渡

す
こ
と
が
で
き
る
」（
改
正
刑
法
準
備
草
案
未
定
稿
四
九
条
一
項
）、「
前
項
の
一
日
分
の
金
額
は
、
二
百
円
以
上
千
円
以
下
の
範
囲
内
で
、

こ
れ
を
定
め
る
」（
改
正
刑
法
準
備
草
案
未
定
稿
四
九
条
二
項
）、「
日
割
に
よ
つ
て
罰
金
又
は
科
料
を
言
い
渡
す
と
き
は
、
そ
の
日
数
を
も

つ
て
第
四
三
条
に
よ
る
滞
納
留
置
の
期
間
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
」（
改
正
刑
法
準
備
草
案
未
定
稿
四
九
条
三
項
）。

（
291
）  

法
務
省
編
「
法
制
審
議
会
刑
事
法
特
別
部
会
第
二
小
委
員
会
議
事
要
録
（
一
）」（
法
務
省
、
一
九
六
四
）
三
二
頁
。

（
292
）  

刑
法
改
正
準
備
会
・
前
掲
注
（
8
）
一
二
八
頁
、
法
務
省
編
・
前
掲
注
（
291
）
三
二
頁
。

（
293
）  

法
務
省
編
・
前
掲
注
（
291
）
三
二
―
三
三
頁
。

（
294
）  

改
正
刑
法
準
備
草
案
確
定
稿
に
お
い
て
は
、
条
数
は
詰
め
ら
れ
ず
に
四
九
条
は
「（
削
除
）」
と
さ
れ
て
い
る
。

（
295
）  

法
務
省
編
・
前
掲
注
（
291
）
三
三
頁
。



 

三
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（
296
）  

法
務
省
編
・
前
掲
注
（
291
）
三
三
頁
。

（
297
）  

法
務
省
編
「
法
制
審
議
会
刑
事
法
特
別
部
会
第
二
小
委
員
会
議
事
要
録
（
四
）」（
法
務
省
、
一
九
六
七
）
二
九
五
頁
。

（
298
）  
「
罰
金
は
、
こ
れ
を
日
割
に
し
、
日
数
を
も
つ
て
科
す
る
。
但
し
、
法
律
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」（
改
正

刑
法
草
案
試
案
甲
案
三
八
条
一
項
）、「
罰
金
は
、
第
一
級
及
び
第
二
級
と
し
、
第
一
級
罰
金
は
、
五
十
日
以
上
三
百
六
十
日
以
下
、
第
二

級
罰
金
は
、
五
十
日
以
上
百
八
十
日
以
下
と
す
る
」（
同
草
案
同
三
八
条
二
項
）、「
二
個
以
上
の
罰
金
を
合
算
す
る
場
合
に
は
、
七
百
二
十

日
に
至
る
こ
と
が
で
き
る
。
罰
金
を
軽
減
す
る
場
合
に
は
、
五
十
日
未
満
に
下
る
こ
と
が
で
き
る
」（
同
草
案
同
三
八
条
三
項
）、「
罰
金
の

日
額
は
、
二
百
円
以
上
五
千
円
以
下
に
お
い
て
、
こ
れ
を
定
め
る
」（
同
草
案
同
三
八
条
四
項
）、「
罰
金
の
日
額
は
、
犯
人
の
資
産
、
収
入

そ
の
他
の
経
済
状
態
を
考
慮
し
て
、
こ
れ
を
定
め
る
」（
同
草
案
同
四
八
条
一
項
）、「
日
割
に
よ
ら
な
い
罰
金
又
は
科
料
を
適
用
す
る
場
合

に
お
い
て
も
、
前
項
の
事
情
を
あ
わ
せ
て
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
同
草
案
同
四
八
条
二
項
）。

（
299
）  

「
罰
金
は
、
こ
れ
を
日
割
に
し
、
日
数
と
日
額
と
を
も
つ
て
言
い
渡
す
こ
と
が
で
き
る
」（
改
正
刑
法
草
案
試
案
乙
案
三
八
条
一
項
）、「
前

項
の
日
数
は
、
適
用
す
べ
き
罰
金
の
多
額
を
一
日
五
千
円
の
割
合
で
換
算
し
た
日
数
の
範
囲
内
で
定
め
る
」（
同
草
案
同
三
八
条
二
項
）、

「
第
一
項
の
日
額
は
、
二
百
円
以
上
五
千
円
以
下
の
範
囲
内
で
、
犯
人
の
資
産
、
収
入
そ
の
他
の
経
済
状
態
を
考
慮
し
て
こ
れ
を
定
め
る
」

（
同
草
案
同
三
八
条
三
項
）、「
第
二
項
に
よ
る
換
算
の
日
数
が
、
一
個
の
罰
金
に
つ
い
て
七
百
日
を
越
え
、
合
算
し
た
二
個
以
上
の
罰
金
に

つ
い
て
千
日
を
越
え
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
れ
を
七
百
日
又
は
千
日
と
し
、
前
項
の
日
額
は
、
適
用
す
べ
き
罰
金
の
多
額
を
七
百
又
は

千
で
除
し
た
金
額
に
ま
で
至
る
こ
と
が
で
き
る
」（
同
草
案
同
三
八
条
四
項
）、「
日
割
に
よ
つ
て
罰
金
を
言
い
渡
す
と
き
は
、
そ
の
日
数
を

も
つ
て
滞
納
留
置
の
期
間
と
す
る
」（
同
草
案
同
三
八
条
五
項
）。

（
300
）  

法
務
省
編
・
前
掲
注
（
297
）
二
九
八
―
二
九
九
、
三
〇
四
―
三
〇
五
頁
。

（
301
）  

「
罰
金
は
、
日
数
を
も
つ
て
科
す
る
。
但
し
、
法
律
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」（
改
正
刑
法
草
案
修
正
試
案

三
八
条
一
項
）、「
罰
金
は
、
第
一
級
、
第
二
級
及
び
第
三
級
と
し
、
第
一
級
罰
金
は
、
三
十
日
以
上
三
百
六
十
日
以
下
、
第
二
級
罰
金
は
、

三
十
日
以
上
百
八
十
日
以
下
、
第
三
級
罰
金
は
、
三
十
日
以
上
六
十
日
以
下
と
す
る
」（
同
草
案
同
三
八
条
二
項
）、「
二
個
以
上
の
罰
金
を

合
算
す
る
場
合
に
は
、
七
百
二
十
日
に
至
る
こ
と
が
で
き
る
。
罰
金
を
軽
減
す
る
場
合
に
は
、
三
十
日
未
満
に
下
る
こ
と
が
で
き
る
」（
同
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草
案
同
三
八
条
三
項
）、「
罰
金
の
日
額
は
、
二
百
円
以
上
五
千
円
以
下
に
お
い
て
、
こ
れ
を
定
め
る
」（
同
草
案
同
三
八
条
四
項
）、「
罰
金

の
日
額
は
、
犯
人
の
資
産
、
収
入
そ
の
他
の
経
済
状
態
を
考
慮
し
て
、
こ
れ
を
定
め
る
」（
同
草
案
同
四
八
条
一
項
）、「
日
割
に
よ
ら
な
い

罰
金
又
は
科
料
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
も
、
前
項
の
事
情
を
あ
わ
せ
て
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
同
草
案
同
四
八
条
二

項
）。

（
302
）  

法
務
省
編
・
前
掲
注
（
297
）
三
〇
七
頁
。

（
303
）  

法
制
審
議
会
刑
事
法
特
別
部
会
『
改
正
刑
法
草
案　

附　

同
説
明
書
』（
法
曹
会
、
一
九
七
二
）
一
二
五
頁
。「
罰
金
は
一
万
円
以
上
と

す
る
。
但
し
、
こ
れ
を
軽
減
す
る
場
合
に
は
、
一
万
円
未
満
に
下
す
こ
と
が
で
き
る
」
と
さ
れ
た
（
改
正
刑
法
草
案
三
八
条
）。「
罰
金
は

一
万
円
以
上
と
す
る
。
但
し
、
こ
れ
を
軽
減
す
る
場
合
に
は
、
一
万
円
未
満
に
下
す
こ
と
が
で
き
る
」
と
さ
れ
た
（
改
正
刑
法
草
案
三
八

条
）。

（
304
）  

法
制
審
議
会
『
改
正
刑
法
草
案　

附　

同
説
明
書
』（
法
務
省
、
一
九
七
四
）
一
二
九
頁
。
条
文
は
、
特
別
部
会
に
よ
る
も
の
か
ら
変
更

さ
れ
て
い
な
い
。

（
305
）  

「
日
数
罰
金
制
及
び
短
期
自
由
刑
に
代
わ
る
社
会
奉
仕
命
令
制
度
の
検
討
を
含
む
」（
法
制
審
議
会
刑
事
法
部
会
「
財
産
刑
を
め
ぐ
る
基

本
問
題
に
つ
い
て
」
一
（
一
））。
検
討
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
岩
橋
義
明
「
財
産
刑
を
め
ぐ
る
基
本
問
題
に
つ
い
て

―
法
制
審
議
会
刑

事
法
部
会
財
産
刑
検
討
小
委
員
会
の
検
討
結
果
報
告

―
」
ジ
ュ
リ
一
〇
二
三
号
（
一
九
九
三
）
六
〇
頁
以
下
参
照
。

（
306
）  

法
制
審
議
会
刑
事
法
部
会
財
産
刑
検
討
小
委
員
会
「『
財
産
刑
を
め
ぐ
る
基
本
問
題
に
つ
い
て
』
の
審
議
検
討
経
過
及
び
結
果
に
つ
い
て

（
報
告
）」（
平
成
五
年
三
月
一
六
日
）
第
二 

一
（
三
）。

（
307
）  

法
制
審
議
会
刑
事
法
部
会
財
産
刑
検
討
小
委
員
会
・
前
掲
注
（
306
）
第
二 

一
（
四
）。

（
308
）  

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
反
則
金
は
、
通
常
、
罰
金
額
よ
り
も
高
額
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
減
額
申
立
て
を
さ
れ
る
事
例
は
全
体
の

約
六
割
で
あ
っ
て
、
約
四
割
の
事
例
で
は
減
額
申
立
て
が
な
さ
れ
ず
、
そ
の
ま
ま
支
払
わ
れ
て
い
る
。
第
五
章
参
照
。
行
為
責
任
額
を
ど

の
程
度
の
高
さ
に
設
定
す
る
か
に
よ
る
も
の
の
、
我
が
国
で
も
相
当
数
の
行
為
者
が
全
額
を
直
ち
に
支
払
う
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

（
309
）  

行
為
責
任
額
の
量
定
に
不
服
が
あ
り
、
争
う
場
合
に
は
、
上
訴
に
よ
る
と
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
支
払
内
容
の
変
更
を
審
理
す
る
た



 

三
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め
に
、
新
た
な
手
続
を
創
設
す
る
必
要
が
あ
る
。
支
払
内
容
の
変
更
の
申
立
て
の
期
限
は
、
上
訴
期
間
と
同
様
に
一
四
日
以
内
（
刑
訴
法

三
七
三
条
・
四
一
四
条
）
と
し
、
上
訴
し
て
行
為
責
任
額
を
争
う
の
か
、
支
払
内
容
の
変
更
の
申
立
て
を
行
な
う
の
か
、
そ
の
ま
ま
支
払

う
の
か
を
選
択
さ
せ
る
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
。
第
一
段
階
と
第
二
段
階
を
区
別
せ
ず
、
支
払
内
容
に
つ
い
て
も
一
度
に
判
断
す
る
こ
と

も
考
え
ら
れ
る
が
、
我
が
国
の
場
合
、
事
実
認
定
と
量
刑
の
手
続
二
分
が
図
ら
れ
て
い
な
い
た
め
、
第
一
段
階
と
第
二
段
階
に
分
け
て
量

定
す
る
こ
と
が
被
告
人
の
手
続
保
障
に
適
う
と
思
わ
れ
る
。

（
310
）  

現
在
、
五
〇
万
円
以
下
の
罰
金
刑
だ
け
が
執
行
猶
予
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
制
度
の
導
入
に
あ
た
り
、
上
限
額
を
撤
廃
す
る

必
要
が
あ
る
。

（
311
）  

こ
の
制
度
の
導
入
に
あ
た
り
、
分
割
払
の
一
部
の
不
払
で
執
行
猶
予
と
さ
れ
た
額
全
て
の
執
行
猶
予
が
取
消
さ
れ
る
と
す
る
必
要
が
あ

る
。
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第
一
節　

問
題
設
定

　

罰
金
刑
の
場
合
、
死
刑
や
自
由
刑
な
ど
の
他
の
刑
事
制
裁
と
は
異
な
り
、
金
銭
の
支
払
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
あ
る
犯

罪
類
型
に
お
い
て
罰
金
刑
が
法
定
刑
と
さ
れ
た
後
や
行
為
者
に
罰
金
刑
が
賦
科
さ
れ
た
後
、
貨
幣
価
値
の
変
動
に
よ
り
、
財
産
的
苦
痛

の
量
が
実
質
的
に
変
化
す
る
こ
と
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
⒜
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
り
貨
幣
価
値
が
下
落
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

法
定
刑
や
賦
科
額
が
何
ら
調
整
さ
れ
な
い
場
合
、
行
為
者
が
被
る
苦
痛
の
量
が
実
質
的
に
減
少
し
、
当
初
予
定
し
た
財
産
的
苦
痛
を
与

え
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
う
。
逆
に
、
⒝
デ
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
り
貨
幣
価
値
が
上
昇
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
法

定
刑
や
賦
科
額
が
何
ら
調
整
さ
れ
な
い
場
合
、
行
為
者
が
被
る
苦
痛
の
量
が
実
質
的
に
増
加
し
、
当
初
予
定
し
て
い
た
よ
り
も
大
き
な

財
産
的
苦
痛
を
与
え
る
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
う
。

　

こ
の
よ
う
な
現
象
は
、
①
賦
科
段
階
、
す
な
わ
ち
貨
幣
価
値
の
変
動
に
よ
り
立
法
時
に
妥
当
と
さ
れ
た
法
定
刑
の
幅
の
中
で
は
も
は

や
実
質
的
に
適
切
な
量
刑
が
で
き
な
い
場
合
、
②
徴
収
・
執
行
段
階
、
す
な
わ
ち
貨
幣
価
値
の
変
動
に
よ
り
言
渡
し
時
に
妥
当
と
さ
れ

た
賦
科
額
が
も
は
や
実
質
的
に
適
切
な
額
と
は
言
え
な
い
場
合
に
問
題
と
な
る
。
こ
の
う
ち
、
①
賦
科
段
階
の
問
題
は
、
中
長
期
的
な

貨
幣
価
値
の
変
動
に
お
い
て
も
、
短
期
的
な
貨
幣
価
値
の
変
動
に
お
い
て
も
、
顕
在
化
し
や
す
い
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
②
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三
三
二

徴
収
・
執
行
段
階
の
問
題
は
、
短
期
的
な
貨
幣
価
値
の
変
動
、
特
に
大
幅
な
貨
幣
価
値
の
変
動
の
際
に
顕
在
化
し
や
す
い
も
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
い
ず
れ
の
問
題
も
、
厳
密
に
は
期
間
や
程
度
を
問
わ
ず
、
お
よ
そ
貨
幣
価
値
が
変
動
す
る
場
合
に
生
じ
る
こ
と
と
な
る
。

　

従
っ
て
、
法
定
刑
と
さ
れ
た
罰
金
刑
の
多
額
と
寡
額
が
想
定
し
た
よ
り
も
重
く
な
っ
た
り
、
軽
く
な
っ
た
り
す
る
上
、
経
済
的
状
態

な
ど
の
行
為
者
の
事
情
を
い
か
に
精
密
に
斟
酌
し
て
罰
金
額
を
算
定
し
た
と
し
て
も
、
時
間
の
経
過
に
よ
り
公
正
さ
が
失
わ
れ
て
し
ま

う
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
う
。

　

罰
金
刑
の
量
定
に
当
た
っ
て
は
、
⑴
第
七
章
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
賦
科
段
階
に
お
い
て
行
為
者
の
行
為
責
任
の
量
を
表
示
・
表
現

す
る
こ
と
を
重
視
し
つ
つ
、
徴
収
・
執
行
段
階
に
お
い
て
行
為
者
の
事
情
を
考
慮
し
て
可
能
な
範
囲
で
応
報
・
報
復
を
達
成
す
る
と
い

う
罰
金
刑
の
目
的
に
適
う
も
の
で
あ
る
こ
と
と
、
⑵
第
二
章
で
論
じ
た
よ
う
に
、
憲
法
三
一
条
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
実
体
的
デ
ュ
ー
・

プ
ロ
セ
ス
（substantive due process
）
の
観
点
か
ら
、
行
為
者
の
法
益
剥
奪
に
着
目
し
て
公
正
・
公
平
な
量
定
を
行
な
う
こ
と
が

要
請
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
第
八
章
で
提
案
し
た
よ
う
に
、
量
定
の
第
一
段
階
で
は
、
行
為
者
の
事
情
を
斟
酌
す
る
こ
と
な
く
、
行
為

責
任
の
量
だ
け
を
「
行
為
責
任
額
」
と
し
て
金
銭
に
よ
っ
て
表
示
・
表
現
す
べ
き
で
あ
る
。
行
為
責
任
額
を
直
ち
に
全
額
支
払
え
な
い

行
為
者
は
、
量
定
の
第
二
段
階
と
し
て
、
減
額
、
支
払
猶
予
（
延
納
）、
分
割
払
（
分
納
）
な
ど
、
支
払
内
容
の
変
更
の
申
立
て
を
行
な

う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
⒜
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
時
に
も
、
⒝
デ
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
時
に
も
、
①
賦
科
段
階

で
も
、
②
徴
収
・
執
行
段
階
で
も
、
罰
金
刑
の
目
的
に
適
っ
た
公
正
・
公
平
な
量
定
を
行
な
う
必
要
が
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
の
我
が
国
の
貨
幣
価
値
の
変
動
の
状
況
に
つ
い
て
、
消
費
者
物
価
指
数
な
ど
を
手
掛
か
り
に
概
観
す
る
と
、
西
南
戦
争
（
明

治
一
〇
年
。
一
八
七
七
年
）、
日
清
戦
争
（
明
治
二
七
年
乃
至
二
八
年
。
一
八
九
四
年
乃
至
一
八
九
五
年
）、
日
露
戦
争
（
明
治
三
七
年

乃
至
三
八
年
。
一
九
〇
四
年
乃
至
一
九
〇
五
年
）、
第
一
次
世
界
大
戦
（
大
正
三
年
乃
至
七
年
。
一
九
一
四
年
乃
至
一
九
一
八
年
）
を
契

機
に
そ
の
前
後
の
五
年
ほ
ど
で
三
〇
％
乃
至
二
三
〇
％
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
な
り
、
そ
の
後
六
％
乃
至
三
三
％
の
デ
フ
レ
ー
シ
ョ
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ン
と
な
る
こ
と
が
繰
り
返
さ
れ
て
き
た）

1
（

。
そ
の
後
、
第
二
次
世
界
大
戦
（
昭
和
一
六
年
乃
至
昭
和
二
〇
年
。
一
九
四
一
年
乃
至
一
九
四

五
年
）
を
契
機
に
極
度
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
進
行
し
た
。
昭
和
一
二
年
乃
至
昭
和
二
〇
年
（
一
九
三
七
年
乃
至
一
九
四
五
年
）
に

は
、
約
一
二
〇
〇
％
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
な
っ
た
。
敗
戦
後
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
さ
ら
に
凄
ま
じ
く
、
昭
和
二
〇
年
に
は
年

率
約
三
二
〇
％
、
昭
和
二
一
年
に
は
年
率
約
三
九
〇
％
と
な
り
、
昭
和
二
〇
年
乃
至
二
五
年
（
一
九
四
五
年
乃
至
一
九
五
〇
年
）
に
は
、

一
七
〇
〇
％
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
な
っ
た）

2
（

。
そ
の
後
は
、
第
一
次
石
油
危
機
（
昭
和
四
八
年
。
一
九
七
三
年
）
を
契
機
に
昭
和
四

九
年
（
一
九
七
四
年
）
に
年
率
二
〇
％
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
な
っ
た
こ
と
を
除
い
て
は
、
お
お
む
ね
緩
や
か
な
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ

ン
が
継
続
し
て
き
た）

3
（

。
バ
ブ
ル
経
済
崩
壊
後
の
平
成
一
〇
年
（
一
九
九
八
年
）
以
降
、
わ
ず
か
な
が
ら
デ
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
続
い
た
も

の
の）

4
（

、
デ
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
の
脱
却
を
目
指
し
た
政
策
が
と
ら
れ
続
け
て
い
る）

5
（

。
か
ね
て
か
ら
日
本
銀
行
が
景
気
対
策
の
名
目
で
こ

れ
ま
で
に
な
い
規
模
で
断
続
的
に
量
的
緩
和
を
行
な
う
こ
と
に
対
し
て
、
ハ
イ
パ
ー
・
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
（hyperinfl ation

）
が
生

じ
か
ね
な
い
と
の
懸
念
も
示
さ
れ
て
い
た）

6
（

。
こ
の
よ
う
に
、
我
が
国
の
経
済
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
だ
け
を
見
て
も
、
ハ
イ
パ
ー
・

イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
緩
や
か
な
デ
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
ま
で
を
経
験
し
て
お
り
、
今
後
も
そ
う
し
た
可
能
性
を
孕
ん
で
い
る
と
言
え
よ

う
。

　

今
日
に
至
る
ま
で
、
我
が
国
の
議
論
に
お
い
て
は
、
罰
金
刑
に
つ
い
て
、
⒜
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
時
の
①
賦
科
段
階
の
問
題
が
意
識

さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
解
決
す
る
た
め
に
、
刑
法
の
総
則
規
定
に
お
け
る
罰
金
刑
の
寡
額
の
引
き
上
げ
と
各
犯
罪
類
型
の
法

定
刑
の
引
き
上
げ
が
課
題
と
さ
れ
、
以
下
に
紹
介
す
る
よ
う
な
改
正
が
行
な
わ
れ
て
き
た
。
ま
た
、
第
八
章
で
触
れ
た
よ
う
に
、
啓
蒙

時
代
の
罰
金
刑
改
革
の
中
心
的
論
者
で
あ
る
イ
タ
リ
ア
の
フ
ィ
ラ
ン
ギ
エ
ー
リ
（Filangieri

）
も
、
⒜
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
へ
の
対

応
だ
け
を
問
題
と
し
て
い
た）

7
（

。
し
か
し
、
先
に
示
し
た
よ
う
な
状
況
を
考
え
る
と
、
罰
金
刑
が
時
間
の
経
過
の
中
で
公
正
さ
や
公
平
性

を
維
持
す
る
た
め
に
は
、
大
幅
な
も
の
か
緩
や
か
な
も
の
か
を
問
わ
ず
、
⒜
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
時
及
び
⒝
デ
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
時
双
方
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の
①
賦
科
段
階
及
び
②
徴
収
・
執
行
段
階
両
方
の
対
応
を
総
合
的
に
検
討
し
、
準
備
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、

以
下
で
は
ま
ず
、
今
日
ま
で
に
と
ら
れ
て
き
た
方
策
に
つ
い
て
紹
介
し
た
上
で
そ
の
問
題
点
を
検
討
し
、
⒜
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
時
又

は
⒝
デ
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
時
の
①
賦
科
段
階
又
は
②
徴
収
・
執
行
段
階
の
全
て
の
場
合
に
応
用
で
き
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
と
し
た

い
。

第
二
節　

我
が
国
に
お
け
る
立
法
及
び
立
法
案

　

我
が
国
に
お
い
て
は
、
旧
刑
法
以
来
、
総
則
規
定
に
罰
金
刑
に
多
額
の
規
定
は
な
く
、
多
額
は
、
各
則
の
規
定
に
委
ね
ら
れ
て
き
た
。

旧
刑
法
に
お
い
て
、
罰
金
刑
は
減
軽
前
で
二
円
以
上
で
あ
っ
た
（
旧
刑
法
二
六
條
）。
そ
の
後
、
明
治
二
三
年
改
正
刑
法
草
案
は
こ
れ
を

引
き
上
げ
、
減
軽
前
で
五
円
以
上
と
す
る
と
と
も
に
（
同
草
案
二
五
條
）、
各
則
の
多
額
・
寡
額
を
も
引
き
上
げ
た
。
続
い
て
、
明
治
三

四
年
改
正
案
は
、
減
軽
前
で
一
円
以
上
と
そ
の
寡
額
を
引
き
下
げ
た
（
同
改
正
案
一
五
條
）。
こ
れ
に
対
し
、
翌
年
の
明
治
三
五
年
改
正

案
は
、
減
軽
前
で
二
〇
円
以
上
と
一
転
し
て
大
幅
に
引
き
上
げ
る
と
と
も
に
（
同
改
正
案
一
五
條
）、
や
は
り
各
則
の
多
額
と
寡
額
双
方

を
も
引
き
上
げ
た
。
明
治
四
〇
年
刑
法
改
正
案
も
こ
れ
を
受
け
継
ぎ
（
同
改
正
案
一
五
條
、
一
七
條
）、
現
行
刑
法
で
も
こ
の
数
字
が
採

用
さ
れ
た
（
刑
法
一
五
條
、
一
七
條
）。

　

そ
の
後
、
昭
和
二
年
（
一
九
二
七
年
）
の
予
備
草
案
で
は
、
貨
幣
価
値
の
変
動
が
考
慮
さ
れ
、
減
軽
前
で
五
〇
円
以
上
と
さ
れ
た
（
同

草
案
四
〇
條
）。
も
っ
と
も
、
昭
和
一
五
年
（
一
九
四
〇
年
）
の
改
正
刑
法
假
案
で
は
、
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
進
ん
だ
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
満
州
事
変
以
後
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
下
で
の
生
活
苦
が
配
慮
さ
れ
た
せ
い
か）

8
（

、
減
軽
前
で
再
び
二
〇
円
以
上
と
さ
れ
て
い
る
（
同
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三
三
五

假
案
四
三
條
）。

　

さ
ら
に
、
昭
和
一
六
年
（
一
九
四
一
年
）
の
改
正
（
昭
和
一
六
年
法
律
第
六
一
號
）
に
よ
り
、
戦
時
国
民
経
済
阻
害
罪
（
刑
法
一
〇

五
条
ノ
四
）
に
最
高
一
〇
万
円
と
い
う
当
時
と
し
て
は
非
常
に
高
額
の
罰
金
刑
が
情
状
に
よ
り
自
由
刑
に
併
科
さ
れ
う
る
こ
と
と
さ
れ

（
同
条
第
二
項）

9
（

）、
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
同
罪
が
廃
止
（
昭
和
二
二
年
法
律
第
一
二
四
号
）
さ
れ
る
ま
で
規
定
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ

う
な
高
額
の
罰
金
刑
に
対
応
し
て
、
労
役
場
留
置
の
期
間
も
最
長
一
年
か
ら
最
長
二
年
に
改
正
さ
れ
た
。

　

第
二
次
世
界
大
戦
中
及
び
終
戦
直
後
の
混
乱
で
生
じ
た
短
期
間
の
大
幅
な
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
対
応
す
る
た
め
、
戦
後
、
ま
ず
、

昭
和
二
二
年
（
一
九
四
七
年
）
の
刑
法
の
一
部
改
正
（
昭
和
二
二
年
法
律
第
一
二
四
号
）
で
傷
害
罪
な
ど
の
犯
罪
類
型
の
罰
金
額
が
引

き
上
げ
ら
れ
た
。

　

昭
和
二
三
年
（
一
九
四
八
年
）
に
は
、
罰
臨
法
が
制
定
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
当
時
の
大
幅
な
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
一
時
的
変
態
的

現
象
に
留
ま
る
と
の
理
解
か
ら
、
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
終
息
し
、
経
済
事
情
が
正
常
性
を
回
復
し
た
折
に
廃
止
す
る
こ
と
を
予
定
し

た
も
の
で
あ
り）

10
（

、「
当
分
の
間
」
と
の
文
言
が
入
れ
ら
れ
て
い
た
（
罰
臨
法
一
条
）。
そ
し
て
、
罰
金
刑
の
寡
額
が
、
減
軽
前
で
一
〇
〇

〇
円
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
（
罰
臨
法
二
条
）。
そ
れ
と
と
も
に
、
東
京
小
売
物
価
指
数
が
大
正
三
年
（
一
九
一
四
年
）
比
で
二
六
〇
倍
、

一
人
あ
た
り
国
民
所
得
が
明
治
四
〇
年
比
で
三
四
〇
倍
に
達
し
て
い
た
も
の
の
、
実
質
賃
金
指
数
は
昭
和
一
二
年
の
〇
・
二
八
倍
と
減

少
し
て
い
た
こ
と
か
ら）

11
（

、
刑
法
な
ど
の
各
犯
罪
類
型
の
多
額
と
寡
額
が
原
則
と
し
て
一
律
五
〇
倍
と
さ
れ
（
罰
臨
法
三
条
）、
そ
の
他
の

法
令
の
罰
則
も
引
き
上
げ
ら
れ
た
（
罰
臨
法
四
条）

12
（

）。

　

そ
の
後
、
大
幅
な
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
終
息
し
た
も
の
の
、
漸
次
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
進
行
し
た
た
め
、
昭
和
三
六
年
（
一
九

六
一
年
）
に
公
表
さ
れ
た
改
正
刑
法
準
備
草
案
は
、
昭
和
一
五
年
（
一
九
四
〇
年
）
の
改
正
刑
法
假
案
を
土
台
と
し
て）

13
（

、
罰
金
刑
の
寡

額
を
、
減
軽
前
で
五
〇
〇
〇
円
と
し
た
（
同
準
備
草
案
三
八
条
）。
こ
れ
は
、
刑
法
の
施
行
時
と
物
価
指
数
を
比
べ
る
と
、
一
〇
〇
〇
倍
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以
上
上
昇
し
て
い
る
も
の
の
、
実
際
の
生
活
感
覚
か
ら
す
る
と
、
必
ず
し
も
物
価
指
数
の
み
で
決
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
て
、
罰

臨
法
の
五
倍
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た）

14
（

。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
提
案
は
、
刑
法
の
全
面
改
正
の
議
論
が
白
熱
す
る
中
で
立
法
化
さ
れ
な
か

っ
た
。

　

そ
し
て
、
刑
法
改
正
に
向
け
て
の
議
論
が
活
発
化
す
る
中
、
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
法
定
刑
に
折
り
込
み
、
一
部
犯
罪
類
型
で
法
定

刑
の
多
額
に
言
渡
し
額
が
接
近
す
る
、
い
わ
ゆ
る
「
頭
打
ち
現
象
」
に
対
処
す
る
た
め）

15
（

、
刑
法
の
全
面
改
正
に
先
行
さ
せ
る
形
で
、
昭

和
四
七
年
（
一
九
七
二
年
）
に
罰
臨
法
が
改
正
さ
れ
た
（
昭
和
四
七
年
法
律
第
六
一
号
）。
既
に
な
さ
れ
て
い
た
改
正
刑
法
草
案
の
審
議

で
は
、
罰
金
刑
の
寡
額
が
減
軽
前
で
一
万
円
と
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
こ
の
額
に
ま
で
引
き
上
げ
る
こ
と
は
あ
ま
り
に
飛
躍
し
す
ぎ
る

上
、
一
万
円
未
満
の
罰
金
刑
と
す
べ
き
特
別
法
の
罰
則
が
存
在
す
る
と
し
て）

16
（

、
罰
金
刑
の
寡
額
は
引
き
上
げ
ら
れ
た
も
の
の
、
減
軽
前

で
四
〇
〇
〇
円
と
さ
れ
る
に
留
ま
っ
た
（
改
正
後
の
罰
臨
法
二
条
）。
ま
た
、
法
制
定
時
か
ら
物
価
が
三
倍
、
賃
金
及
び
一
人
あ
た
り
国

民
所
得
が
十
数
倍
に
上
昇
し
、
比
較
的
経
済
事
情
が
安
定
す
る
に
至
っ
た
昭
和
三
〇
年
か
ら
も
、
物
価
が
二
倍
、
賃
金
が
四
倍
、
一
人

あ
た
り
国
民
所
得
が
六
倍
、
一
件
あ
た
り
平
均
罰
金
額
が
四
・
八
倍
に
な
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
の
理
由
に
よ
り）

17
（

、
刑
法
な
ど
の
各
犯
罪

類
型
の
多
額
と
寡
額
が
改
正
前
の
一
律
四
倍
と
さ
れ
、
原
規
定
の
二
〇
〇
倍
と
な
っ
た
（
改
正
後
の
罰
臨
法
三
条
）。
さ
ら
に
、
そ
の
他

の
法
令
の
罰
則
も
引
き
上
げ
ら
れ
た
（
改
正
後
の
罰
臨
法
四
条
）。

　

昭
和
四
九
年
（
一
九
七
四
年
）
に
最
終
答
申
さ
れ
た
改
正
刑
法
草
案
は
、
貨
幣
価
値
の
変
動
等
を
考
慮
し
て）

18
（

、
罰
金
刑
の
寡
額
を
減

軽
前
で
一
万
円
と
し
た
が
（
同
草
案
三
八
条
）、
や
は
り
刑
法
の
全
面
改
正
の
議
論
が
紛
糾
し
た
こ
と
に
よ
り
、
寡
額
が
直
ち
に
引
き
上

げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　

さ
ら
に
、
そ
の
後
も
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
徐
々
に
進
行
し
、
ま
た
も
一
部
犯
罪
類
型
に
「
頭
打
ち
現
象
」
が
見
受
け
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
た
め）

19
（

、
平
成
三
年
（
一
九
九
一
年
）
に
は
、
罰
金
改
正
法
が
制
定
さ
れ
た
。
こ
こ
で
は
、
こ
れ
ま
で
刑
法
な
ど
の
罰
則
規
定
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三
七

と
罰
臨
法
の
規
定
を
併
せ
て
見
な
け
れ
ば
、
罰
金
刑
の
多
額
と
寡
額
が
分
か
ら
な
い
と
い
う
不
便
さ
を
解
消
す
る
た
め）

20
（

、
刑
法
自
体
が

改
正
さ
れ
、
罰
金
刑
の
寡
額
が
減
軽
前
で
一
万
円
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
（
罰
金
改
正
法
一
条
）。
ま
た
、
罰
臨
法
改
正
以
来
、
消
費
者
物

価
が
二
・
五
倍
、
労
働
者
賃
金
が
三
・
五
倍
、
一
件
あ
た
り
平
均
罰
金
額
が
二
・
五
倍
と
な
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
の
理
由
に
よ
り）

21
（

、
各
犯

罪
類
型
の
多
額
と
寡
額
が
、
原
則
と
し
て
改
正
罰
臨
法
の
一
律
二
・
五
倍
と
さ
れ
、
原
規
定
の
五
〇
〇
倍
と
な
っ
た
（
罰
金
改
正
法
一

条
、
四
条
）。
さ
ら
に
、
地
方
自
治
法
一
四
条
五
項
（
当
時
。
現
行
一
四
条
三
項
）
を
改
正
し
、
条
例
の
罰
金
刑
の
上
限
を
一
〇
万
円
か

ら
一
〇
〇
万
円
に
引
き
上
げ
た
（
罰
金
改
正
法
八
条
）。
な
お
、
低
額
で
あ
る
従
前
の
五
〇
円
の
規
定
は
一
〇
万
円
に
、
五
〇
〇
円
の
規

定
は
三
〇
万
円
と
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
二
〇
〇
〇
倍
と
六
〇
〇
倍
と
さ
れ
た
（
同
法
一
条
）。

　

こ
の
よ
う
な
罰
金
刑
を
中
心
と
す
る
財
産
刑
の
動
向
に
対
し
て
、
既
に
平
成
二
年
（
一
九
九
〇
年
）
に
、
法
制
審
議
会
は
、「
財
産
刑

を
め
ぐ
る
基
本
問
題
」
に
つ
い
て
法
務
大
臣
か
ら
諮
問
を
受
け
、
刑
事
法
部
会
の
下
に
財
産
刑
検
討
小
委
員
会
を
設
け
て
議
論
を
行
な

っ
て
い
た）

22
（

。
そ
う
し
た
中
、
証
券
不
祥
事
を
受
け
て
な
さ
れ
た
平
成
三
年
（
一
九
九
一
年
）
の
証
券
取
引
法
の
改
正
（
平
成
三
年
法
律

第
九
六
号
）
の
際
、
衆
参
両
議
院
の
証
券
金
融
特
別
委
員
会
が
法
人
処
罰
の
重
罰
化
を
行
な
う
べ
き
と
す
る
付
帯
決
議
を
行
な
っ
た
。

そ
こ
で
、
同
委
員
会
は
、
自
然
人
行
為
者
と
法
人
の
双
方
を
処
罰
す
る
い
わ
ゆ
る
両
罰
規
定
に
お
い
て
、
自
然
人
と
法
人
の
刑
罰
を
切

り
離
す
こ
と
が
で
き
る
か
を
検
討
す
る
た
め
、
こ
の
問
題
を
優
先
し
て
議
論
し
、「
両
罰
規
定
の
在
り
方
に
つ
い
て
」
と
し
て
刑
事
法
部

会
に
報
告
し
、
平
成
三
年
（
一
九
九
一
年
）
末
、
了
承
さ
れ
た
。
こ
の
中
で
、
両
罰
規
定
に
お
い
て
、
罰
金
刑
の
多
額
が
自
然
人
と
法

人
と
で
連
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
と
さ
れ
た
た
め
、
平
成
四
年
（
一
九
九
二
年
）
に
は
、
証
券
取
引
法
（
当

時
。
現
・
金
融
商
品
取
引
法
）
の
改
正
（
平
成
四
年
法
律
第
七
三
号
）
に
よ
っ
て
連
動
の
切
り
離
し
が
行
な
わ
れ
、
法
人
に
対
す
る
罰

金
刑
の
多
額
が
最
高
三
億
円
に
ま
で
引
き
上
げ
ら
れ
た
（
同
法
二
〇
七
条
一
項
一
号
）。
ま
た
、
独
占
禁
止
法
の
改
正
（
平
成
四
年
法
律

第
八
七
号
）
に
よ
り
、
多
額
一
億
円
と
い
う
規
定
も
誕
生
し
た
（
同
法
九
五
条
一
項
一
号
、
二
項
一
号
）。
平
成
九
年
（
一
九
九
七
年
）



 

三
三
八

に
は
、
罰
則
の
整
備
の
た
め
の
金
融
関
係
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
九
年
法
律
第
一
一
七
号
）
が
制
定
さ
れ
、
当
時
の
証

券
取
引
法
、
金
融
先
物
取
引
法
、
商
品
取
引
所
法
で
多
額
が
最
高
五
億
円
と
さ
れ
る
な
ど
（
当
時
の
証
券
取
引
法
二
〇
七
条
一
項
一
号
、

金
融
先
物
取
引
法
一
〇
二
条
一
項
一
号
、
商
品
取
引
所
法
一
六
三
条
一
項
一
号
）、
高
額
の
規
定
が
続
々
登
場
し
た
。
現
在
、
金
融
商
品

取
引
法
に
お
い
て
は
、
多
額
が
七
億
円
と
さ
れ
る
な
ど
（
同
法
二
〇
七
条
一
項
一
号
）、
多
額
は
さ
ら
に
引
き
上
げ
ら
れ
る
方
向
に
あ

る
。

　

な
お
、
税
法
に
お
い
て
は
、
脱
税
額
や
還
付
額
を
罰
金
額
と
で
き
る
旨
の
規
定
が
あ
っ
て
（
例
え
ば
、
所
得
税
法
二
三
八
条
二
項
、

二
三
九
条
三
項
、
二
四
〇
条
二
項
、
法
人
税
法
一
五
九
条
二
項
、
相
続
税
法
六
八
条
二
項
な
ど
）、
こ
う
し
た
場
合
に
数
億
円
の
罰
金
刑

が
科
さ
れ
て
お
り
、
高
額
事
犯
の
過
半
を
占
め
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
我
が
国
の
立
法
及
び
立
法
案
に
お
い
て
は
、
物
価
や
経
済
状
況
な
ど
を
参
考
に
、
刑
法
の
総
則
規
定
に
お
け
る
罰
金

刑
の
寡
額
の
引
き
上
げ
と
各
犯
罪
類
型
の
法
定
刑
の
引
き
上
げ
が
行
な
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
立
法
に
当
た
っ
て
、
物
価
、

名
目
賃
金
、
一
人
あ
た
り
平
均
国
民
所
得
な
ど
目
安
と
な
る
指
標
が
意
識
さ
れ
た
も
の
の
、
そ
の
指
標
を
ど
の
よ
う
に
扱
う
の
か
と
い

う
統
一
的
な
基
準
が
決
定
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
や
や
も
す
る
と
場
当
た
り
的
な
引
き
上
げ
が
行
な
わ
れ
て
き
た
感
が
否
め
な
い
。
ま

た
、
時
宜
に
か
な
っ
た
引
き
上
げ
が
な
さ
れ
な
い
た
め
に
、
引
き
上
げ
が
な
さ
れ
る
際
に
は
、
引
き
上
げ
が
急
激
な
も
の
と
な
っ
て
し

ま
う
こ
と
か
ら
財
産
的
苦
痛
の
幅
の
連
続
性
を
維
持
す
る
必
要
性
が
意
識
さ
れ
、
十
分
な
引
き
上
げ
が
で
き
な
い
こ
と
も
あ
り
う
る）

23
（

。

ま
た
、
特
別
法
に
お
い
て
は
、
い
っ
た
ん
罰
金
刑
が
法
定
さ
れ
る
と
、
当
該
法
律
の
改
正
や
同
種
の
法
制
定
の
際
に
併
せ
て
改
正
さ
れ

る
こ
と
が
な
い
限
り
、
そ
の
法
定
刑
の
見
直
し
が
行
な
わ
れ
ず
、
適
切
な
額
と
は
到
底
言
え
な
い
ま
ま
放
置
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
も
稀

で
は
な
い）

24
（

。
そ
の
結
果
、
同
じ
よ
う
な
事
情
の
行
為
者
が
同
じ
よ
う
な
犯
罪
を
行
な
い
、
刑
事
政
策
的
に
同
じ
財
産
的
苦
痛
が
与
え
ら

れ
る
べ
き
場
合
で
あ
っ
て
も
、
時
期
に
よ
っ
て
財
産
的
苦
痛
の
程
度
が
異
な
っ
て
し
ま
う
可
能
性
が
大
き
い
。
ま
た
、
法
定
刑
の
引
き
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三
三
九

上
げ
が
十
分
に
行
な
わ
れ
ず
、
懲
役
刑
と
罰
金
刑
が
選
択
で
き
る
場
合
に
は
、
本
来
、
罰
金
刑
が
選
択
さ
れ
る
べ
き
事
案
に
対
し
て
、

懲
役
刑
が
選
択
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
つ
な
が
り）

25
（

、
妥
当
な
量
刑
選
択
を
妨
げ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
回
避

す
る
た
め
に
、
機
動
的
な
改
正
が
必
要
と
な
る
も
の
の
、
指
標
と
な
る
基
準
が
確
立
さ
れ
て
お
ら
ず
、
時
宜
に
か
な
っ
た
立
法
を
妨
げ

て
い
る
上
、
特
別
法
の
罰
則
の
数
が
膨
大
で
あ
る
た
め
、
改
正
作
業
が
煩
雑
に
過
ぎ
、
一
斉
に
改
正
す
る
こ
と
を
困
難
に
し
て
い
る）

26
（

。

加
え
て
、
条
例
に
規
定
さ
れ
た
罰
金
刑
の
法
定
刑
を
法
律
で
改
正
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
条
例
の
規
定
と
の
整
合
性
も
問
題
と
な
る）

27
（

。

　

以
上
の
よ
う
に
、
多
額
と
寡
額
を
貨
幣
の
量
で
法
定
し
、
法
改
正
に
よ
り
そ
の
量
を
随
時
改
定
す
る
す
る
方
法
は
、
煩
瑣
に
過
ぎ
る

上
、
時
宜
に
か
な
っ
た
対
応
が
行
な
え
な
い
場
合
も
多
く
、
理
想
的
と
は
言
い
難
い
。
こ
れ
を
回
避
す
る
た
め
、
法
定
刑
の
幅
を
で
き

る
限
り
広
く
と
る
と
い
う
方
法
が
考
え
ら
れ
る
も
の
の）

28
（

、
ハ
イ
パ
ー
・
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
際
に
対
応
で
き
な
い
ば
か
り
で
な
く
、

罪
刑
法
定
主
義
を
実
質
的
に
骨
抜
き
に
し
て
し
ま
う
と
す
る
批
判
を
受
け
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

　

そ
こ
で
、
天
文
学
的
と
も
称
さ
れ
る
ハ
イ
パ
ー
・
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
経
験
し
た
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
い

か
な
る
方
策
が
と
ら
れ
て
い
た
の
か
、
参
考
と
す
る
た
め
、
以
下
で
見
て
み
る
こ
と
と
し
た
い
。

第
三
節　

ド
イ
ツ
戦
間
期
の
対
応

　

第
一
次
世
界
大
戦
に
敗
れ
た
ド
イ
ツ
で
は
、
他
の
参
戦
国
と
同
様
、
大
幅
な
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
見
受
け
ら
れ
た
。
一
九
一
八
年

一
〇
月
を
一
〇
〇
と
す
る
国
産
品
物
価
は
一
九
一
九
年
七
月
に
一
四
二
・
七
と
な
っ
た）

29
（

。
一
九
一
九
年
五
月
七
日
に
締
結
さ
れ
た
ヴ
ェ

ル
サ
イ
ユ
条
約
に
よ
り
、
賠
償
金
総
額
や
支
払
方
式
は
決
定
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
の
、
ド
イ
ツ
政
府
が
差
し
当
た
り
一
九
二
一
年
ま
で



 

三
四
〇

に
二
〇
〇
億
金
マ
ル
ク
（
Ｇ
Ｍ）

30
（

）
を
戦
勝
国
に
支
払
う
こ
と
と
さ
れ
る
と
、
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
亢
進
し
、
一
九
一
八
年
一
〇
月
を

一
〇
〇
と
す
る
国
産
品
物
価
は
一
九
二
〇
年
二
月
に
五
〇
六
・
三
に
達
し
た）

31
（

。
そ
の
後
、
物
価
の
上
昇
は
一
時
沈
静
化
し
た
も
の
の
、
一

九
二
一
年
四
月
に
、
賠
償
金
総
額
が
利
息
を
含
め
て
一
三
二
〇
億
Ｇ
Ｍ
と
決
定
さ
れ
、
同
年
五
月
に
、
ド
イ
ツ
政
府
に
通
告
さ
れ
る
と
、

再
び
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
進
行
し
、
一
九
二
一
年
五
月
を
一
〇
〇
と
す
る
国
産
品
物
価
は
一
九
二
一
年
一
二
月
に
二
五
〇
・
四
に
達

し
た）

32
（

。
ド
イ
ツ
政
府
は
、「
天
文
学
的
」
と
評
さ
れ
た
巨
額
の
賠
償
金
の
支
払
を
履
行
し
よ
う
と
努
め
た
も
の
の
、
そ
の
支
払
能
力
か
ら

は
無
理
が
あ
っ
た
た
め
、
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
急
速
に
生
じ
始
め
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る）

33
（

。
以
下
で
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
に
ハ

イ
パ
ー
・
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
経
験
し
た
ド
イ
ツ
で
、
罰
金
刑
に
よ
る
財
産
的
苦
痛
を
維
持
す
る
た
め
に
、
次
々
と
な
さ
れ
た
立
法

に
つ
い
て
見
て
み
る
こ
と
と
し
た
い）

34
（

。

一
、
一
九
二
一
年
一
二
月
二
一
日
罰
金
刑
の
適
用
領
域
の
拡
大
及
び
短
期
自
由
刑
の
制
限
に
関
す
る
帝
国
法

　

ま
ず
、
一
九
二
一
年
一
二
月
二
一
日
罰
金
刑
の
適
用
領
域
の
拡
大
及
び
短
期
自
由
刑
の
制
限
に
関
す
る
帝
国
法
（Reichsgesetz zur 

Erw
eiterung der A

nw
endungsgebiets der Geldstrafe und zur Einschränkung der kurzen Freiheitstrafen vom

 

21. 12. 1921

）
35
（

）
が
制
定
さ
れ
、
そ
の
嚆
矢
と
な
っ
た
。
本
法
は
、
一
九
二
二
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
た）

36
（

。
本
法
は
、
軍
刑
法
以
外

の
全
て
の
法
規
に
妥
当
す
る
も
の
で
あ
っ
た）

37
（

。
本
法
は
、
帝
国
法
及
び
ラ
ン
ト
法
、
さ
ら
に
、
そ
れ
ら
が
制
定
を
委
任
し
た
罰
金
刑
の

多
額
を
原
則
と
し
て
一
律
一
〇
倍
に
引
き
上
げ
た）

38
（

。
そ
し
て
、
重
罪
又
は
軽
罪
に
お
い
て
、
多
額
が
一
〇
倍
し
て
も
な
お
一
〇
万
紙
幣

マ
ル
ク
（
Ｍ
）
を
下
回
っ
て
い
る
場
合
、
多
額
は
一
律
一
〇
万
Ｍ
と
さ
れ
た）

39
（

。
例
外
的
に
一
定
の
金
額
の
倍
数
と
規
定
し
て
い
る
場
合

に
は
、
従
前
通
り
と
さ
れ
た）

40
（

。
な
お
、
同
時
に
過
料
（Busse

）
の
多
額
も
一
〇
倍
に
引
き
上
げ
ら
れ
て
い
る）

41
（

。
そ
し
て
、
刑
法
典
中

の
関
連
規
定
が
一
〇
倍
に
引
き
上
げ
ら
れ
る
な
ど
、
規
定
の
整
備
が
な
さ
れ
た）

42
（

。
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四
一

　

も
っ
と
も
、
本
法
に
お
い
て
は
、
罰
金
刑
の
多
額
が
引
き
上
げ
ら
れ
た
も
の
の
、
我
が
国
の
罰
金
等
臨
時
措
置
法
の
よ
う
に
、
イ
ン

フ
レ
ー
シ
ョ
ン
へ
の
対
応
が
前
面
に
押
し
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た）

43
（

。
本
法
は
、
軽
罪
に
お
い
て
、
罰
金
刑
の
定
め
が
な
い
場
合

又
は
自
由
刑
と
の
併
科
が
認
め
ら
れ
て
い
る
場
合
で
、
三
月
以
下
の
自
由
刑
を
科
す
際
に
、
罰
金
刑
に
よ
り
刑
罰
目
的
が
達
成
さ
れ
う

る
と
き
に
は
、
自
由
刑
に
代
え
て
一
五
万
Ｍ
以
下
の
罰
金
刑
を
科
す
こ
と
に
主
眼
が
置
か
れ
て
い
た）

44
（

。
こ
れ
は
、
一
九
一
九
年
ド
イ
ツ

刑
法
総
則
草
案
（E 1919

）
の
内
容）

45
（

を
拡
充
し
た
も
の
で）

46
（

、
短
期
自
由
刑
の
弊
害
を
回
避
し
、
罰
金
刑
の
適
用
領
域
を
拡
大
し
よ
う
と

す
る
目
的
を
有
し
て
い
た）

47
（

。

　

帝
国
刑
法
典
（RStGB
）
違
反
の
有
罪
確
定
人
員
を
見
る
と）

48
（

、
一
九
一
九
年
に
は
約
二
六
万
人
で
あ
っ
た
が
、
一
九
二
〇
年
乃
至
一

九
二
二
年
に
は
約
四
六
万
乃
至
約
五
〇
万
人
と
な
っ
た
。
こ
の
う
ち
、
自
由
刑
が
賦
科
さ
れ
た
者
の
割
合
は
、
一
九
一
九
年
乃
至
一
九

二
一
年
の
六
三
％
前
後
か
ら
一
九
二
二
年
に
は
四
〇
・
六
％
へ
と
減
少
す
る
一
方
、
罰
金
刑
が
賦
科
さ
れ
た
者
の
割
合
は
、
一
九
一
九

年
乃
至
一
九
二
一
年
の
三
六
％
前
後
か
ら
一
九
二
二
年
に
は
五
八
・
一
％
へ
と
増
加
し
た
。
す
な
わ
ち
、
本
法
が
施
行
さ
れ
た
直
後
の

一
九
二
二
年
に
は
、
罰
金
刑
を
科
さ
れ
た
者
の
数
及
び
割
合
が
大
幅
に
増
加
し
た
。
様
々
な
要
因
が
絡
み
合
う
た
め
こ
の
理
由
を
説
明

す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
自
由
刑
に
代
え
て
罰
金
刑
を
賦
科
す
る
こ
と
が
量
刑
実
務
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
こ
と
が
理
由
の
一
つ
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る）

49
（

。
こ
の
こ
と
は
、
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
進
行
に
よ
り
、
財
産
的
苦
痛
の
程
度
が
実
質
的
に
目
減
り
し
、
罰
金
刑

の
支
払
が
容
易
と
な
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
罰
金
刑
の
支
払
が
促
進
さ
れ
、
罰
金
刑
の
不
払
に
よ
り
代
替
自
由
刑
を
賦
科
さ
れ
る
者
の

数
及
び
割
合
が
後
年
に
比
べ
て
小
さ
か
っ
た
こ
と
に
よ
り）

50
（

、
罰
金
刑
が
回
避
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
こ
と
も
後
押
し
さ
れ
た
と
思

わ
れ
る
。
ま
た
、
一
方
で
、
後
述
の
一
九
二
三
年
に
比
べ
れ
ば
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
程
度
が
大
き
く
な
く
、
罰
金
刑
の
感
銘
力
が
あ

る
程
度
維
持
さ
れ
た
こ
と
も
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

　

一
九
二
二
年
六
月
に
元
復
興
大
臣
で
外
務
大
臣
と
し
て
賠
償
交
渉
を
担
っ
て
い
た
ラ
テ
ナ
ウ
（R

athenau

）
が
暗
殺
さ
れ
る
と
、
イ



 

三
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二

ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
さ
ら
に
進
行
す
る
こ
と
と
な
っ
た）

51
（

。
こ
の
結
果
、
罰
金
額
が
再
び
実
質
的
に
小
さ
な
も
の
と
な
っ
た
。
一
九
二
一

年
一
二
月
を
一
〇
〇
と
す
る
国
産
品
物
価
は
一
九
二
二
年
一
二
月
に
は
四
〇
二
二
に
達
し
た
。
や
が
て
、
ド
イ
ツ
か
ら
の
賠
償
金
支
払

が
遅
延
し
た
こ
と
を
理
由
に
、
一
九
二
三
年
一
月
一
一
日
、
フ
ラ
ン
ス
は
ベ
ル
ギ
ー
と
と
も
に
、
ド
イ
ツ
有
数
の
鉱
工
業
地
帯
で
あ
る

ル
ー
ル
（R

uhr
）
地
方
に
出
兵
し
て
こ
れ
を
支
配
下
に
置
い
た
（
ル
ー
ル
占
領
）。
こ
れ
に
対
し
、
ド
イ
ツ
政
府
が
ル
ー
ル
地
方
全
域

の
生
産
停
止
で
抵
抗
し
た
た
め
、
た
ち
ま
ち
物
価
が
上
昇
し
、
経
済
が
混
乱
す
る
と
と
も
に
、
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
爆
発
的
に
進
行

す
る
こ
と
と
な
っ
た）

52
（

。
一
九
二
二
年
一
二
月
を
一
〇
〇
と
す
る
国
産
品
物
価
は
一
九
二
三
年
四
月
に
は
三
七
一
に
達
し
た
。
こ
の
よ
う

に
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
激
化
す
る
中
で
、
罰
金
刑
に
お
い
て
も
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
へ
の
対
応
が
迫
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の

結
果
、
本
法
の
役
割
は
、
罰
金
刑
の
適
用
領
域
の
拡
大
か
ら
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
へ
の
対
応
へ
と
軸
足
を
移
す
こ
と
と
な
っ
て
い
っ
た
。

二
、
一
九
二
三
年
四
月
二
七
日
罰
金
法

　

そ
こ
で
、
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
対
応
し
、
こ
れ
を
刑
法
典
に
取
り
込
む
た
め
に
、
一
九
二
三
年
四
月
二
七
日
罰
金
法

（Geldstrafegesetz vom
 27. 4. 1923

）
が
制
定
さ
れ
、
付
随
し
て
刑
法
典
の
改
正
が
行
な
わ
れ
た）

53
（

。
本
法
は
、
一
九
二
三
年
五
月

一
日
か
ら
施
行
さ
れ
た）

54
（

。
本
法
は
、
原
則
と
し
て
寡
額
一
〇
〇
〇
Ｍ
又
は
多
額
一
〇
〇
〇
万
Ｍ
以
下
で
あ
る
か
多
額
の
定
め
の
な
い
（in 

unbeschränkter H
öch

）
重
罪
又
は
軽
罪
の
罰
金
刑
に
つ
い
て
、
寡
額
を
一
〇
〇
〇
Ｍ
、
多
額
を
一
〇
〇
〇
万
Ｍ
と
し
た）

55
（

。
ま
た
、

原
則
と
し
て
寡
額
が
三
〇
〇
Ｍ
に
達
し
な
い
違
反
（Ü

bertretungen
）
の
罰
金
刑
に
つ
い
て
、
寡
額
を
三
〇
〇
Ｍ
と
す
る
と
と
も
に
、

こ
れ
ま
で
の
規
定
に
拘
ら
ず
、
多
額
を
一
〇
〇
〇
万
Ｍ
と
し
た）

56
（

。
例
外
的
に
、
一
定
の
金
額
の
倍
数
と
規
定
し
て
い
る
場
合
に
は
従
前

通
り
と
さ
れ
た）

57
（

。
さ
ら
に
、
重
罪
又
は
軽
罪
で
利
得
目
的
で
な
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
最
高
一
億
Ｍ
の
罰
金
刑
を
科
し
う
る
こ
と

と
な
る
と
と
も
に
、
罰
金
刑
の
法
定
が
な
く
と
も
自
由
刑
と
と
も
に
か
か
る
罰
金
刑
を
科
し
う
る
こ
と
と
な
っ
た）

58
（

。
そ
し
て
、
軽
罪
又
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は
違
反
に
お
い
て
罰
金
刑
の
定
め
が
な
い
場
合
又
は
自
由
刑
と
の
併
科
が
認
め
ら
れ
て
い
る
場
合
で
、
三
月
以
下
の
自
由
刑
を
科
す
際

に
罰
金
刑
に
よ
り
刑
罰
目
的
が
達
成
さ
れ
う
る
と
き
に
、
自
由
刑
に
代
え
て
科
さ
れ
る
罰
金
刑
も
一
〇
〇
〇
万
Ｍ
以
下
に
ま
で
引
き
上

げ
ら
れ
た）

59
（

。
重
罪
、
軽
罪
又
は
違
反
以
外
の
強
制
罰
（Zw

angsstrafen

）
や
秩
序
罰
（O

rdnungsstrafen

）
で
法
定
さ
れ
て
い
る

罰
金
刑
の
多
額
は
、
原
則
と
し
て
一
九
一
九
年
一
二
月
三
一
日
以
前
の
一
〇
〇
〇
倍
と
さ
れ
た）

60
（

。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
全
て
の
罰
金
刑
の

引
き
上
げ
権
限
が
行
政
当
局
に
与
え
ら
れ
た）

61
（

（
同
法
三
条
）。
な
お
、
同
時
に
過
料
の
多
額
も
一
〇
〇
〇
倍
に
引
き
上
げ
ら
れ
て
い
る

（
同
法
四
条）

62
（

）。
こ
れ
ら
の
改
正
は
、
原
則
と
し
て
全
帝
国
法
と
全
ラ
ン
ト
法
に
妥
当
し
た
（
同
法
五
条）

63
（

）。
ま
た
、
こ
れ
と
並
行
し
て
、

刑
法
及
び
関
連
法
規
の
規
定
中
の
寡
額
が
引
き
上
げ
ら
れ
る
な
ど
、
整
備
が
な
さ
れ
た）

64
（

。

　

本
法
は
、
罰
金
刑
に
関
す
る
規
定
を
単
行
立
法
と
し
て
整
備
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
実
際
上
、
罰
金
額
の
引
き
上
げ
が
そ
の
主
眼

と
さ
れ
た
と
言
え
る
。
例
え
ば
、
一
九
二
一
年
一
二
月
二
一
日
法
が
多
額
の
最
低
を
一
〇
万
Ｍ
と
し
て
い
た
重
罪
又
は
軽
罪
の
罰
金
刑

に
つ
い
て
、
多
額
の
最
低
が
一
〇
〇
倍
に
引
き
上
げ
ら
れ
る
な
ど
、
本
法
に
よ
り
多
く
の
犯
罪
類
型
で
法
定
刑
が
大
幅
に
引
き
上
げ
ら

れ
た
。

三
、
一
九
二
三
年
一
〇
月
一
三
日
財
産
刑
及
び
過
料
に
関
す
る
帝
国
法

　

そ
の
後
も
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
止
ま
ら
ず
、
い
っ
そ
う
激
化
し
た）

65
（

。
一
九
二
二
年
一
二
月
を
一
〇
〇
と
す
る
国
産
品
物
価
は
一
九

二
三
年
一
〇
月
九
日
に
は
約
二
四
〇
万
に
達
し
た
。
そ
こ
で
、
一
九
二
三
年
一
〇
月
一
三
日
財
産
刑
及
び
過
料
に
関
す
る
帝
国
法

（Reichsgesetz über V
erm

ögensstrafen und Bussen vom
 13. 10. 1923

）
が
制
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た）

66
（

。
本
法
は
、
一

九
二
三
年
一
〇
月
二
〇
日
か
ら
施
行
さ
れ
た）

67
（

。
本
法
は
、
先
の
一
九
二
三
年
四
月
二
七
日
罰
金
法
に
よ
り
改
正
さ
れ
た
刑
法
典
を
は
じ

め
と
す
る
諸
規
定
を
さ
ら
に
改
正
し
た
。
す
な
わ
ち
、
原
則
と
し
て
寡
額
三
〇
〇
〇
万
Ｍ
又
は
多
額
一
兆
Ｍ
以
下
で
あ
る
か
多
額
の
定
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め
の
な
い
重
罪
又
は
軽
罪
の
罰
金
刑
に
つ
い
て
、
寡
額
を
三
〇
〇
〇
万
Ｍ
、
多
額
を
一
兆
Ｍ
と
し
た）

68
（

。
ま
た
、
原
則
と
し
て
寡
額
が
一

〇
〇
〇
万
Ｍ
に
達
し
な
い
違
反
の
罰
金
刑
に
つ
い
て
、
寡
額
を
一
〇
〇
〇
万
Ｍ
と
す
る
と
と
も
に
、
多
額
を
一
〇
〇
億
Ｍ
と
し
た）

69
（

。
さ

ら
に
、
重
罪
又
は
軽
罪
で
利
得
目
的
で
な
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
最
高
一
〇
兆
Ｍ
の
罰
金
刑
を
科
し
う
る
こ
と
と
な
る
と
と
も
に
、

罰
金
刑
の
法
定
が
な
く
と
も
自
由
刑
と
と
も
に
か
か
る
罰
金
刑
を
科
し
う
る
こ
と
と
な
っ
た）

70
（

。
そ
し
て
、
軽
罪
又
は
違
反
に
お
い
て
罰

金
刑
の
定
め
が
な
い
場
合
又
は
自
由
刑
と
の
併
科
が
認
め
ら
れ
て
い
る
場
合
で
、
三
月
以
下
の
自
由
刑
を
科
す
際
に
罰
金
刑
に
よ
り
刑

罰
目
的
が
達
成
さ
れ
う
る
と
き
に
、
自
由
刑
に
代
え
て
科
さ
れ
る
罰
金
刑
も
、
刑
法
典
の
規
定
を
参
照
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
一
兆
Ｍ

以
下
又
は
一
〇
兆
Ｍ
以
下
に
ま
で
引
き
上
げ
ら
れ
た）

71
（

。
重
罪
、
軽
罪
又
は
違
反
以
外
の
強
制
罰
や
秩
序
罰
で
法
定
さ
れ
て
い
る
罰
金
刑

の
多
額
は
、
一
〇
〇
億
倍
と
さ
れ
た）

72
（

。
一
九
二
三
年
四
月
二
七
日
罰
金
法
に
お
い
て
は
、
一
九
一
九
年
一
二
月
三
一
日
以
前
の
寡
額
が

基
準
と
さ
れ
た
が
、
今
次
改
正
に
お
い
て
は
、
一
九
二
〇
年
一
月
一
日
以
降
の
最
新
の
、
多
く
の
場
合
そ
れ
以
後
に
引
き
上
げ
ら
れ
た

寡
額
が
基
準
と
さ
れ
る
こ
と
と
な
り）

73
（

、
実
際
に
は
一
〇
〇
億
倍
以
上
と
さ
れ
る
も
の
も
見
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
行
政
当

局
は
、
こ
れ
ら
全
て
の
罰
金
刑
の
引
き
上
げ
権
限
が
与
え
ら
れ
た
だ
け
で
な
く
、
軽
罪
の
刑
と
し
て
多
額
一
兆
Ｍ
の
罰
金
刑
を
設
定
し

う
る
こ
と
と
な
っ
た）

74
（

。
な
お
、
同
時
に
過
料
の
多
額
も
一
〇
〇
〇
億
倍
に
引
き
上
げ
ら
れ
て
い
る）

75
（

。
ま
た
、
こ
れ
と
並
行
し
て
、
刑
法

及
び
関
連
法
規
の
規
定
中
の
価
額
が
引
き
上
げ
ら
れ
る
な
ど
の
整
備
が
な
さ
れ
た）

76
（

。
こ
の
よ
う
に
、
例
え
ば
一
九
二
三
年
四
月
二
七
日

法
が
多
額
の
最
低
を
一
〇
〇
〇
万
Ｍ
と
し
て
い
た
重
罪
又
は
軽
罪
の
罰
金
刑
に
つ
い
て
、
多
額
の
最
低
が
一
〇
万
倍
に
引
き
上
げ
ら
れ

る
な
ど
、
本
法
に
よ
り
多
く
の
犯
罪
類
型
で
法
定
刑
が
、
名
目
上
、
劇
的
に
引
き
上
げ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

こ
う
し
た
引
き
上
げ
は
、
言
渡
し
段
階
の
問
題
を
一
時
的
に
あ
る
程
度
解
決
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン

の
程
度
が
あ
ま
り
に
著
し
か
っ
た
た
め
、
言
渡
し
後
、
支
払
ま
で
の
期
間
の
言
渡
し
額
の
実
質
的
な
目
減
り
は
無
視
で
き
な
い
も
の
と

な
っ
た
。
そ
こ
で
、
帝
国
統
計
局
（Statistischen Reichsam

t

）
の
公
表
す
る
「
生
計
費
に
関
す
る
帝
国
指
数
（Reichsindexzahl

）」
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三
四
五

を
利
用
し
て
、
貨
幣
価
値
の
変
動
を
調
整
す
る
こ
と
と
な
っ
た）

77
（

。
す
な
わ
ち
、
判
決
言
渡
し
の
週
以
後
、
支
払
や
徴
収
・
執
行
の
週
ま

で
の
指
数
の
変
動
に
合
わ
せ
て
、
言
い
渡
さ
れ
た
額
を
調
整
さ
せ
る
こ
と
と
し
た
の
で
あ
る）

78
（

。
本
法
施
行
以
前
に
科
さ
れ
た
罰
金
刑
で

本
法
施
行
時
に
支
払
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
罰
金
刑
の
場
合
は
、
判
決
言
渡
し
の
週
に
代
え
て
本
法
を
施
行
し
た
週
を
起
算
点
と
す
る
こ

と
と
な
っ
た）

79
（

。
煩
雑
さ
を
避
け
る
た
め
、
一
〇
〇
万
Ｍ
未
満
の
端
数
は
四
捨
五
入
さ
れ
た）

80
（

。
な
お
、
帝
国
司
法
大
臣
は
、
か
か
る
指
数

以
外
の
別
の
基
準
と
な
る
指
数
を
採
用
す
る
こ
と
も
で
き
る
と
さ
れ
て
い
た）

81
（

。

　

さ
ら
に
、
尋
常
で
な
い
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
進
行
に
対
処
す
る
た
め
、
法
律
に
よ
ら
ず
、
連
邦
参
議
院
の
同
意
が
あ
れ
ば
、
帝
国

政
府
が
罰
金
刑
の
多
額
と
寡
額
を
改
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
定
め
ら
れ
た
（
同
法
五
条
一
項
一
文）

82
（

）。
ま
た
、
連
邦
政
府
は
、
同
じ
く

連
邦
参
議
院
の
同
意
に
基
づ
い
て
、
判
決
言
渡
し
後
の
貨
幣
価
値
の
変
動
の
調
整
の
全
部
又
は
一
部
を
行
な
わ
な
い
こ
と
が
で
き
る
こ

と
も
定
め
ら
れ
た
（
同
法
五
条
一
項
二
文）

83
（

）。

　

こ
の
よ
う
に
、
先
の
一
九
二
一
年
一
二
月
二
一
日
罰
金
刑
の
適
用
領
域
の
拡
大
及
び
短
期
自
由
刑
の
制
限
に
関
す
る
帝
国
法
と
一
九

二
三
年
四
月
二
七
日
罰
金
法
が
、
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
へ
の
対
応
以
外
に
、
そ
れ
ぞ
れ
罰
金
刑
の
適
用
領
域
の
拡
大
と
罰
金
刑
の
関
連

規
定
の
整
備
と
い
う
目
的
を
有
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
本
法
の
目
的
は
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
対
応
す
る
こ
と
に
ほ
ぼ
尽
き
て
い
る

点
が
特
徴
的
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
進
度
が
著
し
い
こ
と
を
受
け
て
、
貨
幣
価
値
の
変
動
に
よ
る
言
渡
し
後

の
罰
金
額
の
修
正
や
法
律
に
よ
ら
ず
政
府
に
よ
り
罰
金
刑
の
多
額
と
寡
額
が
改
定
さ
れ
う
る
と
し
た
点
に
強
く
窺
え
る
。
特
に
、
後
者

は
、
連
邦
参
議
院
の
同
意
を
要
す
る
と
い
う
要
件
が
付
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
事
実
上
、
行
政
に
よ
る
法
改
正
を
認
め
る
も
の
で
、
非

常
時
色
の
色
濃
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　

一
九
二
三
年
一
一
月
八
日
、
賠
償
金
支
払
を
中
心
に
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
の
履
行
を
遵
守
し
よ
う
と
す
る
政
府
の
方
針
に
反
対
し
、

政
府
の
打
倒
を
目
指
し
て
、
国
家
社
会
主
義
ド
イ
ツ
労
働
者
党
（
ナ
チ
ス
）（N

ationalsozialistische D
eutcshe A

rbeiterpartei; 



 

三
四
六

N
azis

）
を
率
い
て
ヒ
ト
ラ
ー
（H

itler

）
が
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
一
揆
（M

ünchener Putsch

）
を
起
こ
し
た
。
こ
れ
は
即
日
鎮
圧
さ
れ
た

も
の
の
、
ド
イ
ツ
社
会
の
動
揺
は
最
高
潮
に
達
し
た
。

四
、
一
九
二
三
年
一
一
月
二
三
日
財
産
刑
お
よ
び
過
料
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
命
令

　

先
に
述
べ
た
よ
う
な
立
法
に
も
拘
ら
ず
、
こ
の
時
期
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
進
度
は
天
文
学
的
で
あ
っ
た）

84
（

。
一
九
二
三
年
一
〇
月

九
日
を
一
〇
〇
と
す
る
国
産
品
物
価
は
一
九
二
三
年
一
一
月
二
〇
日
に
は
約
四
七
万
に
達
し
た
。
こ
の
動
き
に
さ
ら
に
対
応
す
る
た
め

に
、
一
九
二
三
年
一
一
月
二
三
日
財
産
刑
お
よ
び
過
料
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
命
令
（V

erordnung auf Grund des Gesetzes 

über V
erm

ögensstrafen und Bussen vom
 23. 11. 1923

）
85
（

）
が
制
定
さ
れ
た
。
本
命
令
は
、
同
年
一
二
月
八
日
か
ら
施
行
さ
れ

た
。
本
命
令
は
、
先
に
紹
介
し
た
、
一
九
二
三
年
一
〇
月
一
三
日
財
産
刑
及
び
過
料
に
関
す
る
帝
国
法
に
よ
る
帝
国
政
府
へ
の
授
権
に

基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
本
命
令
は
、
先
の
一
九
二
三
年
一
〇
月
一
三
日
財
産
刑
及
び
過
料
に
関
す
る
帝
国
法
に
よ
り
改
正
さ
れ
た
刑
法

典
を
は
じ
め
と
す
る
諸
規
定
を
さ
ら
に
改
正
し
た
。

　

そ
の
中
心
は
、
こ
れ
ま
で
、
紙
幣
マ
ル
ク
（
Ｍ
）
に
よ
っ
て
い
た
罰
金
額
の
表
現
が
今
次
改
正
に
至
っ
て
金
の
価
値
に
依
拠
す
る
金

マ
ル
ク
（
Ｇ
Ｍ
）
と
な
っ
た
こ
と
に
あ
る）

86
（

。
す
な
わ
ち
、
原
則
と
し
て
寡
額
三
Ｇ
Ｍ
又
は
多
額
一
万
Ｇ
Ｍ
以
下
で
あ
る
か
、
多
額
の
定

め
の
な
い
重
罪
又
は
軽
罪
の
罰
金
刑
に
つ
い
て
、
寡
額
を
三
Ｇ
Ｍ
、
多
額
を
一
万
Ｇ
Ｍ
と
し
た）

87
（

。
ま
た
、
原
則
と
し
て
寡
額
が
一
Ｇ
Ｍ

に
達
し
な
い
違
反
の
罰
金
刑
に
つ
い
て
、
寡
額
を
一
Ｇ
Ｍ
と
す
る
と
と
も
に
、
多
額
を
一
五
〇
Ｇ
Ｍ
と
し
た）

88
（

。
さ
ら
に
、
重
罪
又
は
軽

罪
で
利
得
目
的
で
な
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
最
高
一
〇
万
Ｇ
Ｍ
の
罰
金
刑
を
科
し
う
る
こ
と
と
な
る
と
と
も
に
、
罰
金
刑
の
法
定

が
な
く
と
も
自
由
刑
と
と
も
に
か
か
る
罰
金
刑
を
科
し
う
る
こ
と
と
な
っ
た）

89
（

。
こ
の
よ
う
な
変
更
に
伴
い
、
刑
法
典
で
は
、
軽
罪
又
は

違
反
に
お
い
て
、
罰
金
刑
の
定
め
が
な
い
場
合
又
は
自
由
刑
と
の
併
科
が
認
め
ら
れ
て
い
る
場
合
で
、
三
月
以
下
の
自
由
刑
を
科
す
際
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四
七

に
罰
金
刑
に
よ
り
刑
罰
目
的
が
達
成
さ
れ
う
る
と
き
に
、
自
由
刑
に
代
え
て
科
さ
れ
る
罰
金
刑
は
、
刑
法
典
の
他
の
条
項
を
参
照
す
る

こ
と
と
さ
れ
て
い
た
た
め）

90
（

、
一
万
Ｇ
Ｍ
以
下
又
は
一
〇
万
Ｇ
Ｍ
以
下
と
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
重
罪
、
軽
罪
又
は
違
反
以
外
の
強
制

罰
や
秩
序
罰
で
法
定
さ
れ
て
い
る
罰
金
刑
は
、
原
則
と
し
て
寡
額
を
一
Ｇ
Ｍ
、
多
額
を
一
〇
〇
〇
Ｇ
Ｍ
と
さ
れ
た）

91
（

。
そ
し
て
、
行
政
当

局
は
、
こ
れ
ら
全
て
の
罰
金
刑
の
引
き
上
げ
権
限
が
与
え
ら
れ
た）

92
（

。
な
お
、
同
時
に
過
料
の
寡
額
も
三
Ｇ
Ｍ
、
多
額
を
一
万
Ｇ
Ｍ
と
さ

れ
た）

93
（

。
そ
し
て
、
こ
れ
と
並
行
し
て
、
刑
法
及
び
関
連
法
規
の
規
定
中
の
価
額
が
改
定
さ
れ
る
な
ど
の
整
備
が
な
さ
れ
た）

94
（

。
こ
の
よ
う

な
Ｇ
Ｍ
の
財
産
的
価
値
は
、
帝
国
財
務
大
臣
の
定
め
る
支
払
日
又
は
徴
収
日）

95
（

の
換
算
率
に
よ
る
と
さ
れ
た）

96
（

。
そ
し
て
、
Ｇ
Ｍ
に
よ
る
表

現
と
な
っ
て
財
産
的
苦
痛
が
金
の
量
で
一
定
と
さ
れ
た
た
め
、
一
九
二
三
年
一
〇
月
一
三
日
財
産
刑
及
び
過
料
に
関
す
る
帝
国
法
が
定

め
て
い
た
言
渡
し
後
の
貨
幣
価
値
の
変
動
に
よ
る
調
整
が
不
要
と
な
り
、
廃
止
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た）

97
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
Ｇ
Ｍ
に
よ
る
表
現
で
、
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
影
響
を
受
け
難
く
、
財
産
的
苦
痛
の
量
が
一
定
と
な
っ
て
一
応
の
安

定
が
図
ら
れ
た
。
他
面
で
、
一
九
二
三
年
の
一
年
間
に
三
回
も
の
改
正
が
な
さ
れ
、
罰
金
刑
の
寡
額
と
多
額
が
大
き
く
改
定
さ
れ
る
と

と
も
に
、
言
渡
し
後
の
貨
幣
価
値
の
変
動
に
よ
る
調
整
の
制
度
が
制
定
後
に
間
も
な
く
廃
止
さ
れ
る
な
ど
、
罰
金
刑
の
規
定
が
わ
か
り

難
い
も
の
と
な
っ
た
こ
と
は
否
め
な
か
っ
た
。

　

イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
対
策
が
最
大
の
政
治
課
題
と
な
る
中
、
同
年
、
大
連
合
内
閣
の
首
相
と
な
っ
て
い
た
シ
ュ
ト
レ
ー
ゼ
マ
ン

（Stresem
ann

）
は
、
同
年
一
一
月
、
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
収
拾
す
る
た
め
、
不
動
産
な
ど
を
担
保
と
し
た
不
換
紙
幣
で
あ
る
レ
ン

テ
ン
マ
ル
ク
（Rentenm

ark

）
を
発
行
し
、
従
前
の
一
兆
Ｍ
を
一
レ
ン
テ
ン
マ
ル
ク
と
交
換
す
る
こ
と
と
し
た
こ
と
を
契
機
に
、
イ

ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
沈
静
化
し
た）

98
（

。

　

帝
国
刑
法
典
違
反
の
有
罪
確
定
人
員
は）

99
（

、
経
済
状
態
の
悪
化
も
あ
っ
て
、
一
九
二
三
年
に
は
約
六
五
万
人
に
急
増
し
た
。
こ
の
う
ち
、

自
由
刑
が
賦
科
さ
れ
た
者
の
割
合
は
、
三
八
・
五
％
へ
と
一
九
二
二
年
に
比
べ
て
低
下
し
、
罰
金
刑
が
賦
科
さ
れ
た
者
の
割
合
は
六
〇
・



 

三
四
八

二
％
へ
と
増
加
し
た
。
こ
こ
で
も
ま
た
、
様
々
な
要
因
が
絡
み
合
う
た
め
、
こ
の
理
由
を
説
明
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
イ
ン
フ

レ
ー
シ
ョ
ン
の
進
行
に
対
し
て
、
次
々
と
対
応
が
と
ら
れ
た
た
め
、
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
法
定
刑
や
宣
告
刑
の
実
質
的
な
低
下

が
あ
る
程
度
食
い
止
め
ら
れ
た
こ
と
が
理
由
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
自
由
刑
に
代
え
て
罰
金
刑
を
賦
科
す
る
こ
と
が
量

刑
実
務
に
定
着
し
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る）

100
（

。
さ
ら
に
、
一
九
二
三
年
に
有
罪
確
定
人
員
が
増
加
す
る
と
と
も
に
、
自
由
刑
を
賦
科
さ
れ

た
者
が
多
く
な
っ
て
過
剰
収
容
と
な
っ
た
た
め
、
罰
金
刑
の
賦
科
が
増
加
し
た
こ
と
も
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る）

101
（

。

五
、
一
九
二
四
年
二
月
六
日
財
産
刑
及
び
過
料
に
関
す
る
命
令
以
後

　

こ
う
し
た
中
、
短
期
間
の
度
重
な
る
改
正
で
わ
か
り
難
く
な
っ
た
罰
金
刑
の
規
定
を
整
理
し
、
わ
か
り
や
す
く
す
る
た
め
に
、
一
九

二
四
年
二
月
六
日
財
産
刑
及
び
過
料
に
関
す
る
命
令
（V

erordnung über V
erm

ögensstrafen und Bussen vom
 6. 2. 1924

）
102
（

）

が
制
定
さ
れ
た
。
本
命
令
は
同
年
二
月
一
七
日
か
ら
施
行
さ
れ
た）

103
（

。
本
命
令
は
、
一
九
二
三
年
一
一
月
二
三
日
財
産
刑
お
よ
び
過
料
に

関
す
る
法
律
に
基
づ
く
命
令
が
改
定
し
た
価
額
の
ま
ま
、
刑
法
典
の
諸
規
定
を
明
示
し
た）

104
（

。
ま
た
、
そ
の
他
の
規
定
も
改
め
て
明
示
さ

れ
た）

105
（

。
そ
し
て
、
一
九
二
三
年
一
一
月
二
三
日
財
産
刑
お
よ
び
過
料
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
命
令
の
施
行
さ
れ
た
同
年
一
二
月
八
日

以
前
に
科
さ
れ
た
罰
金
刑
で
あ
っ
て
未
払
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
執
行
す
る
際
に
行
政
当
局
に
よ
っ
て
Ｇ
Ｍ
に
換
算
さ
れ
る
こ
と
と
さ

れ
た）

106
（

。
具
体
的
に
は
、
ま
ず
、
科
さ
れ
た
罰
金
刑
が
貨
幣
価
値
に
よ
る
変
動
に
よ
り
調
整
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
か
か
る
調
整
は
、
一

九
二
三
年
一
〇
月
一
三
日
財
産
刑
及
び
過
料
に
関
す
る
帝
国
法
に
よ
り
制
定
さ
れ
、
一
九
二
三
年
一
一
月
二
三
日
財
産
刑
お
よ
び
過
料

に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
命
令
で
廃
止
さ
れ
た
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
施
行
日
で
あ
る
同
年
一
〇
月
二
〇
日
よ
り
同
年
一
二
月
八
日
ま
で

の
間
、
有
効
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
同
年
一
〇
月
二
〇
日
以
前
に
科
さ
れ
た
罰
金
刑
は
同
年
一
〇
月
二
〇
日
よ
り
同
年
一
二
月
八
日
ま

で
の
期
間
、
同
年
一
〇
月
二
〇
日
以
降
同
年
一
二
月
八
日
ま
で
に
科
さ
れ
た
罰
金
刑
は
言
渡
し
日
よ
り
同
年
一
二
月
八
日
ま
で
の
期
間
、
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三
四
九

調
整
が
行
な
わ
れ
る
。
こ
の
際
、
基
準
と
な
る
生
計
費
に
関
す
る
帝
国
指
数
の
一
〇
兆
未
満
の
数
値
は
四
捨
五
入
さ
れ
計
算
さ
れ
る
。

そ
の
上
で
、
一
兆
Ｍ
を
一
Ｇ
Ｍ
に
置
換
す
る
と
さ
れ
た）

107
（

。
一
Ｇ
Ｍ
に
達
し
な
い
場
合
に
は
、
支
払
が
免
除
さ
れ
た）

108
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
規
定
の
整
備
が
行
な
わ
れ
る
と
と
も
に
、
全
て
の
罰
金
刑
が
Ｍ
か
ら
Ｇ
Ｍ
へ
と
変
換
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
、

言
渡
し
後
の
貨
幣
価
値
の
変
動
に
よ
る
調
整
が
一
時
的
に
導
入
さ
れ
た
た
め
、
そ
の
対
応
が
な
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
制
度
が
一
時
的

に
導
入
さ
れ
て
そ
の
後
に
廃
止
さ
れ
る
と
、
混
乱
を
招
き
か
ね
ず
、
そ
の
対
応
や
計
算
も
煩
瑣
に
な
り
か
ね
な
い
た
め
、
利
用
に
は
一

貫
し
た
姿
勢
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
看
取
で
き
る
。

　

や
が
て
、
悪
化
し
た
仏
独
関
係
と
ド
イ
ツ
経
済
を
改
善
す
る
た
め
に
、
一
九
二
四
年
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
ド
ー
ズ
（D

aw
es

）
と

マ
ッ
ケ
ン
ナ
（M

ckenna

）
を
中
心
と
す
る
特
別
委
員
会
が
、
ア
メ
リ
カ
の
資
本
を
ド
イ
ツ
へ
投
下
す
る
と
と
も
に
、
賠
償
金
支
払
の

方
法
と
支
払
期
限
の
緩
和
を
定
め
た
ド
ー
ズ
案
（D

aw
es Plan

）
を
ま
と
め
た）

109
（

。
こ
れ
を
受
け
て
、
フ
ラ
ン
ス
は
ル
ー
ル
地
方
か
ら

撤
兵
し
、
ド
イ
ツ
経
済
は
復
興
の
途
を
歩
む
こ
と
と
な
り
、
レ
ン
テ
ン
マ
ル
ク
の
導
入
と
も
あ
い
ま
っ
て
、
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
鎮

静
化
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

こ
う
し
た
流
れ
を
受
け
て
、
一
九
二
四
年
一
二
月
一
九
日
貨
幣
法
施
行
の
た
め
の
第
二
次
命
令
（Zw

eite V
erordnung zur 

D
urchfuehrung des M

uenzgesetzes vom
 12. 12. 1924

）
110
（

）
に
よ
り
、
罰
金
刑
の
規
定
に
お
い
て
も
、
Ｇ
Ｍ
か
ら
金
本
位
制
を
採

用
し
た
帝
国
マ
ル
ク
（
Ｒ
Ｍ
）
へ
と
貨
幣
単
位
が
改
め
ら
れ
た）

111
（

。

　

帝
国
刑
法
典
違
反
の
有
罪
確
定
人
員
を
見
る
と）

112
（

、
一
九
二
四
年
に
は
約
五
一
万
人
と
な
り
、
そ
れ
以
後
、
一
九
二
〇
年
代
は
約
三
七

万
人
乃
至
約
三
九
万
人
で
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
、
自
由
刑
が
賦
科
さ
れ
た
者
の
割
合
は
、
四
五
・
九
％
へ
と
一
九
二
三
年
に
比
べ
て
増

加
し
、
そ
の
後
、
一
九
二
〇
年
代
は
四
〇
％
前
後
で
推
移
し
た
。
一
方
、
罰
金
刑
が
賦
科
さ
れ
た
者
の
割
合
は
五
二
・
五
％
へ
と
減
少

し
、
そ
の
後
、
一
九
二
〇
年
代
に
は
五
〇
％
台
が
続
い
た
。
こ
こ
で
も
ま
た
、
様
々
な
要
因
が
絡
み
合
う
た
め
、
こ
の
理
由
を
説
明
す



 

三
五
〇

る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が）

113
（

、
貨
幣
価
値
が
安
定
し
、
罰
金
刑
の
賦
科
が
行
な
い
や
す
く
な
る
状
況
と
な
る
一
方
で
、
罰
金
刑
の
不
払
に

よ
り
代
替
自
由
刑
を
科
さ
れ
る
者
の
数
や
割
合
が
増
加
し
た
こ
と
も
あ
っ
て）

114
（

、
経
済
状
態
の
悪
い
行
為
者
に
対
し
て
、
自
由
刑
に
代
え

て
罰
金
刑
を
賦
科
し
よ
う
と
す
る
量
刑
実
務
が
一
九
二
二
年
乃
至
一
九
二
三
年
に
比
べ
て
後
退
し
た
こ
と
が
理
由
の
一
つ
と
し
て
考
え

ら
れ
る）

115
（

。
ま
た
、
自
由
刑
の
賦
科
の
減
少
と
と
も
に
過
剰
収
容
が
緩
和
さ
れ
、
罰
金
刑
の
賦
科
の
必
要
性
が
低
下
し
た
こ
と
も
理
由
と

な
っ
た
で
あ
ろ
う）

116
（

。

六
、
小
括

　

以
上
の
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
の
戦
間
期
に
お
い
て
は
、
短
期
間
に
立
法
を
頻
繁
に
行
な
う
こ
と
に
よ
り
、
我
が
国
に
比
べ
、
貨
幣
価
値

の
変
動
に
対
し
て
機
動
的
に
罰
金
額
を
引
き
上
げ
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
窺
わ
れ
た
。
こ
の
理
由
と
し
て
は
、
我
が
国
に
比
べ
て
イ
ン
フ

レ
ー
シ
ョ
ン
の
程
度
が
著
し
く
、
調
整
の
必
要
性
が
極
め
て
強
か
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
一
九

二
一
年
一
二
月
二
一
日
罰
金
刑
の
適
用
領
域
の
拡
大
及
び
短
期
自
由
刑
の
制
限
に
関
す
る
帝
国
法
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
罰
金
刑
の
適

用
領
域
の
拡
大
に
関
心
が
向
け
ら
れ
て
お
り
、
罰
金
額
の
問
題
が
意
識
さ
れ
や
す
か
っ
た
こ
と
も
看
過
で
き
な
い
。

　

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
度
重
な
る
改
正
に
よ
っ
て
も
、
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
進
行
に
は
十
分
で
は
な
く
、
言
わ
ば
い
た
ち
ご
っ
こ

と
な
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
特
に
一
九
二
三
年
一
〇
月
一
三
日
財
産
刑
及
び
過
料
に
関
す
る
帝
国
法
が
、
罰
金
額
の
改
定
を
政

府
に
授
権
し
た
こ
と
は
、
正
規
の
立
法
作
業
に
よ
っ
て
は
対
応
で
き
な
い
場
合
が
あ
る
こ
と
を
如
実
に
示
し
て
い
る
。

　

し
か
も
、
こ
う
し
た
立
法
の
頻
発
に
よ
っ
て
罰
金
刑
の
規
定
が
一
般
国
民
に
わ
か
り
難
い
も
の
と
な
り
、
一
九
二
四
年
二
月
六
日
財

産
刑
及
び
過
料
に
関
す
る
命
令
が
行
な
っ
た
よ
う
に
、
現
行
規
定
を
改
め
て
明
示
す
る
と
い
う
努
力
ま
で
必
要
と
な
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、
各
則
の
多
額
を
法
定
し
な
い
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
特
に
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
既
に
述
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三
五
一

べ
た
法
改
正
の
中
で
改
正
対
象
と
な
っ
て
い
た
よ
う
に
、
当
時
、
各
則
の
中
で
、
無
制
限
の
額
の
罰
金
刑
（Geldstrafe von 

unbegrenzter H
öhe, Geldstrafe in unbeschränkter H

öhe

）
と
呼
ば
れ
る
、
多
額
を
法
定
し
な
い
罰
金
刑
が
存
在
し
て
い
た
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
規
定
は
、
も
と
も
と
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
は
関
係
が
な
く
、
当
時
の
刑
法
二
七
条
ｃ
第
一
項
が
定
め
る
行
為
者

の
経
済
状
態
を
完
全
に
斟
酌
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
罰
金
刑
に
改
善
・
更
生
・
社
会
復
帰
の
目
的
を
持
た
せ
よ
う

と
す
る
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ガ
ー
（W

ürtenberger

）
の
見
解
を
参
考
に）

117
（

、
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
へ
の
対
応
と
い
う
目
的
も
含
め
て
、
我

が
国
に
お
い
て
も
「
無
定
量
の
罰
金
刑
」
を
導
入
し
よ
う
と
す
る
見
解
が
あ
る）

118
（

。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
、
各
則
に
お
い
て
罰
金
刑
の

多
額
を
規
定
し
な
い
場
合
、
論
者
自
身
も
認
め
る
よ
う
に）

119
（

、
罪
刑
法
定
主
義
違
反
と
の
批
判
を
免
れ
え
な
い
。
ま
た
、
こ
の
見
解
は
、

逆
に
デ
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
対
し
て
は
寡
額
を
規
定
し
な
い
こ
と
で
対
応
し
よ
う
と
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
で
は
、
多
額
も

寡
額
も
規
定
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
い
、
や
は
り
罪
刑
法
定
主
義
に
反
し
よ
う
。
従
っ
て
、
各
則
に
お
い
て
多
額
及
び
寡
額
が

把
握
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
貨
幣
価
値
の
変
動
に
対
し
て
は
、
別
途
、
方
策
を
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
中
で
、
特
筆
す
べ
き
制
度
と
し
て
、
一
九
二
三
年
一
〇
月
一
三
日
財
産
刑
及
び
過
料
に
関
す
る
帝
国
法
が
採
用
し
た
生

計
費
に
関
す
る
帝
国
指
数
の
利
用
に
よ
る
貨
幣
価
値
の
変
動
の
調
整
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
言
渡
し
後
の
貨
幣
価
値
の
変
動
に
対

応
し
て
個
別
の
罰
金
額
の
調
整
を
行
な
う
も
の
で
あ
り
、
個
別
に
立
法
や
判
決
を
要
し
な
い
点
で
便
宜
に
適
う
と
言
え
る
。
ま
た
、
貨

幣
価
値
の
変
動
を
と
ら
え
て
、
罰
金
額
に
反
映
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
時
間
経
過
の
中
で
罰
金
刑
の
公
平
性
を
保
と
う
と
す

る
観
点
か
ら
も
望
ま
し
い
。
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
制
度
が
貨
幣
価
値
の
変
動
が
一
定
以
上
に
達
し
た
場
合
に
の
み
利
用
さ
れ
る
と

す
る
と
、
一
般
国
民
に
混
乱
を
及
ぼ
し
か
ね
な
い
。
特
に
ハ
イ
パ
ー
・
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
時
に
は
、
貨
幣
価
値
の
短
期
的
で
大
幅
な

変
動
に
よ
っ
て
各
種
の
制
度
が
動
揺
す
る
時
期
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
時
期
だ
け
に
利
用
さ
れ
る
と
す
る
と
い
っ
そ
う
混
乱
を
深
め
か

ね
な
い
。
ま
た
、
一
時
期
だ
け
利
用
し
た
後
に
こ
の
制
度
を
廃
止
す
る
と
、
一
九
二
四
年
二
月
六
日
財
産
刑
及
び
過
料
に
関
す
る
命
令
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が
行
な
っ
た
よ
う
に
、
制
度
的
な
手
当
が
必
要
と
な
る
。
さ
ら
に
、
特
に
利
用
期
間
が
短
期
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
罰
金
額
の
計
算
が

煩
瑣
に
な
り
か
ね
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
う
し
た
制
度
を
恒
常
的
に
利
用
す
べ
き
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
全
く
利
用
す
べ
き
で
な
い
の

か
、
検
討
が
必
要
と
な
る
。
ま
た
、
冒
頭
で
述
べ
た
、
②
徴
収
・
執
行
段
階
だ
け
に
利
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
も
検
討

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

そ
こ
で
、
次
に
、
②
徴
収
・
執
行
段
階
の
手
当
と
し
て
、
別
の
方
策
が
と
ら
れ
て
い
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
連
邦
の
制
度
を
見
る
こ

と
と
し
た
い
。

第
四
節　

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
対
応

　

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
連
邦
法
に
お
い
て
は
、
冒
頭
で
述
べ
た
、
②
徴
収
・
執
行
段
階
で
生
じ
る
問
題
を
解
決
す
る
た
め
の
参
考
と
な

り
得
る
方
策
が
と
ら
れ
て
い
る
。

　

罰
金
額
が
二
五
〇
〇
Ｕ
Ｓ
Ｄ
以
上
の
場
合
で
、
言
い
渡
さ
れ
た
額
が
判
決
日
か
ら
一
五
日
以
内
に
全
額
支
払
わ
れ
な
い
と
き
に
は
、

一
五
日
目
以
降
、
罰
金
刑
の
利
息
（interest

）
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る）

120
（

。
そ
し
て
、
そ
の
利
息
の
算
定
は
、
連

邦
財
務
省
証
券
の
過
去
五
二
週
の
平
均
落
札
価
格
か
ら
算
出
さ
れ
る
平
均
利
回
り
に
基
づ
き
、
日
割
り
計
算
で
行
な
わ
れ
る）

121
（

。

　

ま
た
、
罰
金
刑
の
支
払
が
三
一
日
以
上
遅
れ
た
場
合
、
滞
納
（delinquency

）
と
さ
れ
、
九
一
日
以
上
遅
れ
た
場
合
、
不
履
行

（default

）
と
さ
れ
る）

122
（

。
そ
し
て
、
滞
納
と
な
っ
た
場
合
、
制
裁
金
と
し
て
、
言
渡
さ
れ
た
罰
金
額
の
一
〇
％
を
制
裁
金
（penalty

）

と
し
て
罰
金
刑
と
は
別
に
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
不
履
行
と
な
っ
た
場
合
、
言
渡
さ
れ
た
罰
金
額
の
一
五
％
を
制
裁
金
と
し
て
罰
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三

金
刑
と
は
別
に
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い）

123
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
連
邦
法
で
は
、
言
渡
し
後
の
金
額
に
作
用
す
る
も
の
と
し
て
、
利
息
と
制
裁
金
の
二
本
立
て
で

対
応
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
制
裁
金
は
、
そ
の
名
の
通
り
、
制
裁
と
し
て
の
意
味
合
い
が
強
く
、
科
さ
れ
る
量
も
一
〇
％
又
は
一
五

％
と
一
定
で
あ
っ
て
貨
幣
価
値
の
変
動
に
対
応
し
て
科
さ
れ
る
も
の
と
は
言
い
難
い
。

　

一
方
、
利
息
は
、
貨
幣
価
値
の
変
動
に
対
応
す
る
た
め
の
方
策
と
し
て
利
用
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
、
利
息
と
い
う
表
現
自

体
、
罰
金
刑
を
あ
た
か
も
民
事
上
の
債
務
と
し
て
扱
っ
て
い
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
も
の
で
あ
り
、
第
七
章
で
検
討
し
た
よ
う

に
、
罰
金
刑
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
、
私
法
上
の
債
務
説
（zivilrechtlichen O

bligationstheorie; V
erw

andlungstheorie

）
に

依
拠
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
罰
金
刑
の
法
的
性
質
は
純
粋
な
刑
罰
と
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
り
（
純
粋
刑
罰
説
。 Lehre von 

der reinen Strafnatur der Geldstrafe

）、
罰
金
刑
に
利
息
を
付
す
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。

　

そ
れ
ゆ
え
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
連
邦
法
で
採
ら
れ
て
い
る
方
法
は
、
い
ず
れ
も
貨
幣
価
値
の
変
動
に
つ
い
て
、
②
徴
収
・
執
行
段

階
で
生
じ
る
問
題
を
解
決
す
る
た
め
の
方
策
と
し
て
妥
当
で
な
い
。

第
五
節　

貨
幣
価
値
の
変
動
に
対
す
る
調
整

　

そ
れ
で
は
、
貨
幣
価
値
の
変
動
を
罰
金
刑
に
取
り
込
む
た
め
に
、
ど
の
よ
う
な
方
法
が
望
ま
し
い
だ
ろ
う
か
。
ド
イ
ツ
に
お
け
る
生

計
費
に
関
す
る
帝
国
指
数
の
よ
う
な
一
定
の
指
数
に
よ
る
貨
幣
価
値
の
変
動
へ
の
対
応
を
採
用
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

　

既
に
見
た
よ
う
に
、
こ
の
制
度
は
、
一
九
二
三
年
一
〇
月
一
三
日
財
産
刑
及
び
過
料
に
関
す
る
帝
国
法
に
よ
り
制
定
さ
れ
、
同
年
一



 

三
五
四

一
月
二
三
日
財
産
刑
お
よ
び
過
料
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
命
令
に
よ
り
廃
止
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
わ
ず
か
一
か
月
あ
ま
り
と
い
う

極
め
て
短
命
に
終
わ
っ
た
制
度
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
制
度
が
こ
の
よ
う
に
短
期
間
で
廃
止
さ
れ
た
の
は
、
先
に
紹
介
し
た
よ
う

に
、
Ｇ
Ｍ
が
採
用
さ
れ
、
貨
幣
価
値
の
変
動
を
考
慮
す
る
必
要
性
が
失
わ
れ
た
こ
と
に
主
な
原
因
が
あ
る
の
で
あ
り
、
短
命
で
あ
っ
た

こ
と
を
理
由
に
こ
れ
を
排
斥
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
生
計
費
に
関
す
る
帝
国
指
数
の
算
出
に
あ
た
り
、
生
計
費
を
正
確
に
反

映
さ
せ
る
と
は
言
い
難
い
操
作
や
問
題
点
が
あ
っ
た
と
の
批
判
も
あ
る
が）

124
（

、
算
出
上
の
問
題
点
か
ら
直
ち
に
こ
れ
を
排
斥
す
る
こ
と
も

拙
速
に
過
ぎ
よ
う
。

　

む
し
ろ
、
徴
収
・
執
行
段
階
で
生
じ
る
問
題
を
解
決
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
賦
科
時
に
予
定
さ
れ
た
財
産
的
苦
痛
の
実
質
的
な
量

を
維
持
す
る
た
め
に
、
こ
の
よ
う
な
基
準
と
な
る
変
動
的
な
指
標
を
設
定
し
、
こ
れ
に
あ
わ
せ
て
罰
金
額
を
調
整
す
る
こ
と
は
、
有
益

か
つ
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
貨
幣
価
値
は
常
に
変
動
す
る
も
の
で
あ
り
、
貨
幣
量
で
示
さ
れ
た
罰
金
額
は
常
に
調
整
さ
れ
る
こ
と
が
本

来
望
ま
し
い
上
、
か
か
る
制
度
が
一
時
的
に
採
用
さ
れ
る
と
か
え
っ
て
採
用
時
期
の
前
後
で
計
算
を
煩
雑
に
し
、
一
般
国
民
の
混
乱
を

招
く
こ
と
と
な
る
か
ら
、
常
時
こ
の
よ
う
な
調
整
を
行
な
う
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
指
標
を
設
定
し
、「
貨
幣
価

値
の
変
動
に
よ
る
調
整
」
と
し
て
、
貨
幣
価
値
の
変
動
が
著
し
い
場
合
だ
け
で
な
く
、
恒
常
的
に
言
渡
し
後
の
罰
金
額
を
個
別
に
調
整

す
べ
き
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
こ
の
よ
う
に
指
標
を
設
定
し
、
貨
幣
価
値
の
変
動
を
調
整
し
て
い
く
こ
と
は
、
手
間
が
か
か
り
妥
当
で
な
い
と
の

批
判
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
罰
金
刑
の
調
停
額
は
巨
額
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
手
間
を
か
け
る
価
値
が
十
分
に
あ
る
。
ま
た
、
判

決
言
渡
し
日
と
言
い
渡
さ
れ
た
罰
金
額
か
ら
現
在
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
額
を
算
出
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
簡
単
に
用
意
で
き
る
た

め
、
そ
れ
ほ
ど
手
間
も
か
か
ら
な
い
。
ま
た
、
例
え
ば
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
入
力
し
て
行
為
者
自
身
が
算
出
で
き
る
よ
う
に
す
る

こ
と
も
容
易
で
あ
ろ
う
。
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そ
れ
で
は
、
我
が
国
で
は
、
ど
の
よ
う
な
指
標
を
利
用
す
べ
き
か
。
指
標
と
し
て
望
ま
し
い
条
件
と
し
て
、
⒜
貨
幣
価
値
の
変
動
を

で
き
る
限
り
正
確
に
と
ら
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
（
正
確
性
・
反
映
性
）、
⒝
貨
幣
価
値
の
変
動
を
で
き
る
限
り
迅
速
に
反
映
す
る
た

め
、
頻
繁
に
算
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
（
速
報
性
・
頻
回
算
出
性
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

ま
ず
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
な
ら
っ
て
、
国
債
の
平
均
売
却
価
格
か
ら
導
か
れ
る
平
均
利
回
り
を
利
用
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

確
か
に
、
国
債
の
場
合
、
⒝
売
却
回
数
が
多
く
、
頻
繁
に
算
出
さ
れ
る
点
で
は
都
合
が
よ
い
。
し
か
し
、
国
債
の
場
合
、
⒜
株
価
や
外

国
為
替
な
ど
の
金
融
経
済
の
影
響
を
受
け
や
す
い
上
、
デ
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
時
に
も
利
回
り
が
正
の
値
と
な
る
の
が
通
例
で
あ
り
、
貨
幣

価
値
の
変
動
を
常
に
正
確
に
反
映
す
る
も
の
と
は
言
い
難
い
。

　

そ
こ
で
、
ド
イ
ツ
で
行
な
わ
れ
た
よ
う
に
、
物
価
に
直
結
す
る
指
数
を
利
用
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
我
が
国
に
お
い
て
は
、
総
務

省
統
計
局
が
毎
月
算
出
し
て
い
る
消
費
者
物
価
指
数
（Consum

er Price Index; CPI

）
125
（

）、
日
本
銀
行
が
毎
月
算
出
し
て
い
る
企
業
物

価
指
数
（
旧
・
卸
売
物
価
指
数）

126
（

）
と
企
業
向
け
サ
ー
ビ
ス
価
格
指
数）

127
（

が
あ
る
。
消
費
者
物
価
指
数
は
、
消
費
者
世
帯
が
購
入
す
る
各
種

の
商
品
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
価
格
が
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
企
業
物
価
指
数
は
、
物
的
商
品
の
取
引
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
運
輸
、
通
信
、

金
融
な
ど
の
サ
ー
ビ
ス
の
取
引
は
、
企
業
向
け
サ
ー
ビ
ス
指
数
で
取
扱
わ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
指
数
の
う
ち
、
⒝
企
業
物
価
指
数
（
旧
・
卸
売
物
価
指
数
）
と
企
業
向
け
サ
ー
ビ
ス
価
格
指
数
は
、
毎
月
算
出
さ
れ
、
翌

月
に
は
公
表
さ
れ
る
た
め
、
貨
幣
価
値
の
変
動
を
迅
速
に
反
映
で
き
る
点
で
は
妥
当
で
あ
る
。
ま
た
、
⒜
前
年
同
月
比
で
も
算
出
さ
れ

る
た
め
、
年
間
を
通
じ
て
貨
幣
価
値
の
変
動
を
正
確
に
反
映
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
も
消
費
者
物
価
指
数
に
比
べ
れ

ば
、
一
般
的
な
物
価
イ
ン
フ
レ
指
数
の
代
表
と
は
言
い
難
い
。
ま
た
、
企
業
間
取
引
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
お
り
、
自
然
人
の
行
為
者

に
適
用
す
る
こ
と
は
適
切
で
は
な
い
。
ま
た
、
法
人
に
つ
い
て
も
、
当
該
法
人
の
業
務
内
容
が
ど
ち
ら
に
属
す
る
の
か
、
ま
た
、
両
者

に
ま
た
が
る
場
合
に
ど
ち
ら
の
指
数
を
適
用
す
る
の
か
を
そ
の
都
度
判
断
す
る
こ
と
は
煩
瑣
に
過
ぎ
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
指
数
を
適
用
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す
る
こ
と
は
妥
当
で
な
い
。

　

こ
れ
に
対
し
、
⒜
消
費
者
物
価
指
数
は
、
一
般
的
な
物
価
イ
ン
フ
レ
指
数
の
代
表
格
と
さ
れ
る）

128
（

。
ま
た
、
前
年
同
月
比
で
も
算
出
さ

れ
る
た
め
、
年
間
を
通
じ
て
、
貨
幣
価
値
の
変
動
を
反
映
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
消
費
者
物
価
指
数
の
算
出
方
法
に
つ
い
て
は
、

一
九
二
五
年
以
降
、
国
際
労
働
統
計
家
会
議
（International Com

m
ittee of Labor Statistician; ICLS

）
に
よ
り
、
四
度
に
わ

た
っ
て
国
際
基
準
が
採
択
及
び
改
訂
さ
れ
て
き
た）

129
（

。
ま
た
、
一
九
八
九
年
に
は
、
国
際
労
働
機
関
（International Labour 

O
rganization; ILO

）
に
よ
り
算
出
方
法
に
関
す
る
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
初
め
て
作
成
さ
れ）

130
（

、
一
九
九
四
年
に
は
、
国
際
連
合
統
計
委
員
会

（Statistics Com
m
ittee

）
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
た
オ
タ
ワ
グ
ル
ー
プ
（O

ttaw
a Group

）
に
よ
り
改
訂
版
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
策
定

さ
れ
た）

131
（

。
も
っ
と
も
、
一
般
に
、
物
価
指
数
に
は
約
一
％
乃
至
二
％
の
上
方
バ
イ
ア
ス
が
存
在
す
る
と
い
う
問
題
が
あ
る）

132
（

。
確
か
に
、

こ
の
よ
う
な
上
方
バ
イ
ア
ス
は
、
厳
密
に
は
正
確
性
を
損
ね
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
、
通
常
、
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
割
合
で

は
な
い
上
、
賦
科
時
と
徴
収
・
執
行
時
の
比
較
に
利
用
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
利
用
に
耐
え
う
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
価
格
統

制
な
ど
が
行
な
わ
れ
る
と
、
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
進
行
の
程
度
を
正
確
に
反
映
し
な
い
と
い
う
問
題
も
あ
る）

133
（

。
し
か
し
、
我
が
国
の

現
在
の
経
済
状
況
に
お
い
て
は
、
価
格
統
制
な
ど
が
考
え
ら
れ
な
い
た
め
、
利
用
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
⒝
毎
月
算
出

さ
れ
、
翌
月
に
は
公
表
さ
れ
る
た
め
、
貨
幣
価
値
の
変
動
を
迅
速
に
反
映
で
き
、
妥
当
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
こ
の
方
法
が
①
賦
科
段
階
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
も
で
き
る
か
問
題
と
な
る
。
現
行
法
の
よ
う
に
、
法
定
刑
を
貨
幣

量
で
示
す
場
合
、
刻
々
と
変
動
す
る
貨
幣
価
値
に
あ
わ
せ
て
法
改
正
を
行
な
う
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
で
は
、
既
に
見
て
き
た

よ
う
に
煩
瑣
で
あ
り
、
そ
の
改
正
頻
度
に
は
立
法
上
限
界
が
あ
る
一
方
、
他
面
で
改
正
頻
度
を
高
め
な
け
れ
ば
、
貨
幣
価
値
の
変
動
を

正
確
に
反
映
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
妥
当
で
は
な
い
。
ま
た
、
法
定
刑
が
非
常
に
細
か
い
数
字
に
な
っ
て
し
ま
い
、
わ
か
り
難
い
も
の

と
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
否
め
な
い
。
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そ
こ
で
、
各
犯
罪
類
型
に
お
い
て
、
基
準
と
な
る
「
単
位
」
の
形
で
法
定
刑
を
表
現
し
、
単
位
の
量
で
判
決
の
言
渡
し
を
行
な
う
こ

と
と
し
、
貨
幣
価
値
の
変
動
に
応
じ
て
一
単
位
が
い
く
ら
に
な
る
か
を
政
令
な
ど
で
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る）

134
（

。
こ
の
方
法

は
、
平
成
二
年
（
一
九
九
〇
年
）
に
法
務
大
臣
が
法
制
審
議
会
に
対
し
て
行
な
っ
た
、「
罰
金
刑
を
含
む
財
産
刑
を
め
ぐ
る
基
本
問
題
に

関
し
て
、
引
続
き
検
討
の
上
、
別
途
御
意
見
を
承
り
た
い
」（
諮
問
第
三
八
号
）
と
の
諮
問
に
対
し
て
、
法
制
審
議
会
刑
事
法
部
会
が

「
罰
金
額
に
関
す
る
立
法
形
式
」
と
し
て
検
討
項
目
に
掲
げ
た
方
法
で
あ
る）

135
（

。
例
え
ば
、
多
額
が
一
〇
〇
単
位
と
さ
れ
、
立
法
時
に
一
単

位
が
一
万
円
と
さ
れ
た
と
す
る
。
立
法
時
に
比
べ
て
量
刑
時
に
消
費
者
物
価
指
数
が
四
％
上
昇
し
た
場
合
、
一
単
位
は
一
〇
四
〇
〇
円

と
な
り
、
多
額
は
一
〇
四
万
円
と
な
る
。
こ
こ
で
、
被
告
人
に
対
し
、
三
〇
単
位
の
罰
金
刑
が
言
渡
さ
れ
、
立
法
時
に
比
べ
て
徴
収
時

に
三
％
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
な
っ
て
い
た
と
す
る
と
、
被
告
人
が
徴
収
時
に
支
払
う
べ
き
金
額
は
三
〇
万
九
〇
〇
〇
円
と
な
る
。

そ
の
後
、
立
法
時
に
比
べ
て
徴
収
時
に
消
費
者
物
価
指
数
が
二
％
下
落
し
て
い
た
場
合
、
被
告
人
が
徴
収
時
に
支
払
う
べ
き
金
額
は
二

九
万
四
〇
〇
〇
円
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
賦
科
後
に
消
費
者
物
価
指
数
の
上
昇
や
下
落
が
ど
の
よ
う
な
順
序
で
ど
れ
ほ
ど
の
期
間
生

じ
よ
う
が
、
支
払
額
は
賦
科
時
と
の
貨
幣
価
値
の
変
動
で
算
出
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
利
息
な
ど
は
前
述
の
よ
う
に
観
念
さ
れ
な
い
。

ま
た
、
利
息
を
観
念
す
る
必
要
が
な
い
た
め
、
計
算
が
さ
ほ
ど
煩
雑
と
な
る
こ
と
も
な
い
。

　

も
っ
と
も
、
こ
の
方
法
に
対
し
て
は
、
罪
刑
法
定
主
義
の
観
点
か
ら
、
刑
罰
量
が
法
定
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
と
の
批
判
が
考

え
ら
れ
る
。
確
か
に
、
貨
幣
に
よ
る
表
示
で
は
な
く
、
な
じ
み
が
な
い
点
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
単
位
の
量
が
法
定
さ
れ
て
お

り
、
形
式
的
な
貨
幣
量
は
明
ら
か
に
さ
れ
る
上
、
立
法
府
が
予
定
し
た
財
産
的
苦
痛
の
量
が
実
質
的
に
変
化
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま

た
、
貨
幣
価
値
の
変
動
に
迅
速
に
対
応
す
る
こ
と
は
、
公
正
・
公
平
な
刑
罰
を
実
現
す
る
観
点
か
ら
望
ま
し
く
、
実
体
的
デ
ュ
ー
・
プ

ロ
セ
ス
に
適
う
と
言
え
る
。

　

そ
し
て
、
こ
の
方
法
は
、
条
例
に
お
い
て
も
採
用
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
条
例
の
法
定
刑
を
法
律
及
び
政
令
な
ど
で
調
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整
す
る
こ
と
が
条
例
制
定
権
（
憲
法
九
四
条
、
地
方
自
治
法
一
四
条
、
九
六
条
一
項
一
号
）
に
抵
触
し
な
い
か
問
題
と
な
る
。
確
か
に
、

罰
金
刑
の
法
定
刑
を
法
律
で
引
き
上
げ
る
こ
と
は
、
条
例
制
定
権
を
害
す
る
こ
と
と
な
ろ
う）

136
（

。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
基
準
と
な
る
単

位
で
示
さ
れ
た
名
目
上
の
法
定
刑
を
変
化
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
上
、
地
方
公
共
団
体
の
議
会
が
予
定
し
た
財
産
的
苦
痛
の
量
を
実
質

的
に
変
化
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
条
例
制
定
権
を
害
す
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
条
例
制
定
権
が
「
法
律
の

範
囲
内
」
と
の
留
保
を
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
（
憲
法
九
四
条
）、
罰
金
刑
の
引
き
上
げ
の
際
に
こ
れ
ま
で
も
置
か
れ
て
き
た
よ
う

に
、
一
定
期
間
内
に
条
例
中
の
罰
則
規
定
を
改
定
し
な
い
場
合
、
当
該
規
定
を
無
効
に
す
る
と
定
め
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
た
め
、
条
例

中
の
罰
則
規
定
を
単
位
で
表
現
す
る
こ
と
が
促
進
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
、
条
例
の
罰
金
刑
の
規
定
と
の
整
合
性
も
確
保
で
き

る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

し
か
し
、「
単
位
」
に
よ
っ
て
法
定
刑
や
宣
告
刑
を
表
現
す
る
こ
と
は
、
一
単
位
あ
た
り
の
金
額
か
ら
そ
の
貨
幣
量
を
導
き
出
す
こ
と

が
で
き
る
と
は
言
え
、
金
銭
の
量
で
表
現
す
る
こ
と
に
比
べ
て
、
わ
か
り
難
い
こ
と
は
否
め
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
賦
科
段
階
に
お
い
て
、

行
為
者
の
行
為
責
任
の
量
を
表
示
・
表
現
す
る
こ
と
を
重
視
す
る
と
い
う
表
示
・
表
現
目
的
に
適
う
も
の
と
は
言
い
難
い
。
従
っ
て
、

「
単
位
」
に
よ
る
法
定
刑
や
宣
告
刑
の
表
現
は
、
冒
頭
で
述
べ
た
、
⑵
公
正
・
公
平
な
量
定
に
は
適
う
も
の
の
、
⑴
罰
金
刑
の
目
的
と
相

容
れ
ず
、
妥
当
で
な
い
。

　

そ
こ
で
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
な
貨
幣
量
に
よ
る
法
定
刑
や
宣
告
刑
は
維
持
す
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
法
定
刑
や
宣
告
刑
の
金

額
を
法
改
正
の
な
さ
れ
た
一
定
時
点
の
貨
幣
価
値
に
よ
る
も
の
と
す
る
こ
と
を
刑
法
総
則
に
規
定
す
る
こ
と
で
対
処
す
べ
き
で
あ
る
。

ま
た
、
被
告
人
、
被
害
者
及
び
一
般
国
民
に
誤
解
を
与
え
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、
罰
金
刑
を
判
決
で
言
渡
す
際
に
は
、
罰
金
額
が
法

改
正
の
な
さ
れ
た
一
定
時
点
の
貨
幣
価
値
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
主
文
で
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
。
な

お
、
利
息
を
観
念
す
る
必
要
が
な
い
こ
と
、
立
法
府
が
予
定
し
た
財
産
的
苦
痛
の
量
が
実
質
的
に
変
化
す
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
、
条
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例
に
お
い
て
も
採
用
可
能
で
あ
る
こ
と
は
、「
単
位
」
に
よ
る
法
定
刑
や
宣
告
刑
の
表
現
と
同
じ
で
あ
る
。

　

こ
の
方
法
は
、
貨
幣
価
値
の
変
動
を
何
ら
調
整
し
な
い
現
在
の
方
法
に
比
べ
て
、
多
少
わ
か
り
難
い
こ
と
は
否
定
で
き
ず
、
⑴
罰
金

刑
の
目
的
と
の
関
係
で
問
題
を
孕
む
も
の
の
、
⑵
時
間
の
経
過
に
よ
っ
て
も
、
公
正
・
公
平
な
量
定
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う

長
所
を
考
え
れ
ば
、
導
入
に
値
す
る
と
思
わ
れ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
消
費
者
物
価
指
数
を
利
用
し
て
、
貨
幣
価
値
の
変
動
を
随
時
反
映
す
る
こ
と
に
よ
り
、
①
賦
科
段
階
と
②
徴
収
・

執
行
段
階
の
両
段
階
を
通
じ
て
、
統
一
的
に
罰
金
額
を
貨
幣
価
値
の
変
動
に
応
じ
て
調
整
す
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
時
間

の
経
過
に
よ
っ
て
も
、
公
平
・
公
正
な
罰
金
刑
を
賦
科
し
、
徴
収
・
執
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
か
る
調
整
は
、
量
定
の
第
一
段
階

で
あ
る
「
行
為
責
任
額
」
に
お
い
て
も
、
量
定
の
第
二
段
階
で
あ
る
支
払
内
容
の
変
更
の
申
立
て
に
お
い
て
も
行
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

　

こ
う
し
た
調
整
方
法
は
、
罰
金
刑
だ
け
で
な
く
、
被
害
弁
償
命
令
、
費
用
支
払
命
令
な
ど
に
お
い
て
も
利
用
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。
こ
れ
ら
の
財
産
的
刑
事
制
裁
に
お
い
て
、
貨
幣
価
値
の
変
動
に
よ
る
調
整
を
統
一
的
に
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
個
々
の
財
産

的
刑
事
制
裁
が
ど
の
程
度
の
財
産
的
苦
痛
を
行
為
者
に
与
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
を
わ
か
り
や
す
い
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
と

考
え
ら
れ
る
。

（
1
）  

内
田
真
人
『
デ
フ
レ
と
イ
ン
フ
レ
』（
日
本
経
済
新
聞
社
、
二
〇
〇
三
）
五
〇
―
五
六
頁
。
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ

れ
、
明
治
九
年
乃
至
一
四
年
（
一
八
七
六
年
乃
至
一
八
八
一
年
）、
明
治
二
五
年
乃
至
三
一
年
（
一
八
九
二
年
乃
至
一
八
九
八
年
）、
明
治

三
四
年
乃
至
四
〇
年
（
一
九
〇
一
年
乃
至
一
九
〇
七
年
）、
大
正
四
年
乃
至
九
年
（
一
九
一
五
年
乃
至
一
九
二
〇
年
）、
デ
フ
レ
ー
シ
ョ
ン

に
つ
い
て
は
、
明
治
一
四
年
乃
至
一
七
年
（
一
八
八
一
乃
至
一
八
八
四
年
）、
明
治
三
一
年
乃
至
三
二
年
（
一
八
九
八
年
乃
至
一
八
九
九

年
）、
明
治
四
〇
年
乃
至
四
二
年
（
一
九
〇
七
年
乃
至
一
九
〇
九
年
）、
大
正
一
〇
年
乃
至
昭
和
六
年
（
一
九
二
一
年
乃
至
一
九
三
一
年
）



 

三
六
〇

の
数
値
で
あ
る
。
な
お
、
西
南
戦
争
前
後
の
み
、
卸
売
物
価
指
数
に
よ
る
数
値
で
あ
る
。

（
2
）  

内
田
・
前
掲
注
（
1
）
五
一
―
五
二
、
五
六
―
五
八
頁
。

（
3
）  
内
田
・
前
掲
注
（
1
）
五
九
―
六
六
頁
。

（
4
）  
内
田
・
前
掲
注
（
1
）
二
六
―
四
一
頁
。

（
5
）  

例
え
ば
、
日
本
銀
行
は
、
黒
田
東
彦
総
裁
の
下
、
平
成
二
五
年
（
二
〇
一
三
）
年
四
月
四
日
に
、「
量
・
質
と
も
に
次
元
の
違
う
金
融
緩

和
を
行
う
」
と
し
て
、
政
策
委
員
会
・
金
融
政
策
決
定
会
合
に
お
い
て
量
的
・
質
的
金
融
緩
和
の
導
入
を
決
定
し
た
（
日
本
銀
行
「『
量

的
・
質
的
金
融
緩
和
』
の
導
入
に
つ
い
て
」）。

（
6
）  

「
日
銀
の
決
断
？　
『
量
的
緩
和
』
が
招
き
寄
せ
る
亡
国
の
ハ
イ
パ
ー
・
イ
ン
フ
レ
」
週
刊
東
洋
経
済
五
六
九
〇
号
（
二
〇
〇
一
）
一
一

六
頁
以
下
、
一
一
八
―
一
一
九
頁
。
量
的
緩
和
に
加
え
て
、
原
油
高
な
ど
の
原
材
料
費
の
高
騰
と
地
政
学
的
な
リ
ス
ク
の
高
ま
り
な
ど
に

よ
り
、
大
幅
な
円
安
と
な
る
こ
と
で
ハ
イ
パ
ー
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
加
速
す
る
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。

（
7
）  V

gl. D
irk von Selle, Gerechte Geldstrafe: eine K

onkretisierung des Grundsatzes der O
pfergleichheit

（N
om

os 
V
erlagsgesellschaft, 1997

）, S. 49-51.

（
8
）  

市
川
秀
雄
「
罰
金
刑
と
教
育
刑
理
念
―
―
ウ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ガ
ー
教
授
の
所
論
と
関
連
し
て
」
季
刊
刑
政
一
巻
四
号
（
一
九
五
三
）
五

六
頁
以
下
、
六
〇
―
六
一
頁
。

（
9
）  

刑
法
一
〇
五
条
ノ
四
第
一
項
は
、「
戰
時
、
天
災
其
他
ノ
事
變
ニ
際
シ
暴
利
ヲ
得
ル
コ
ト
ヲ
目
的
ト
シ
テ
金
融
界
ノ
攪
亂
、
重
要
物
資
の

生
産
又
ハ
配
給
ノ
阻
害
其
他
ノ
方
法
ニ
依
リ
國
民
經
濟
ノ
運
行
ヲ
著
シ
ク
阻
害
ス
ル
虞
ア
ル
行
爲
ヲ
爲
シ
タ
ル
者
ハ
無
期
又
ハ
一
年
以
上

ノ
懲
役
ニ
處
ス
」
と
し
て
い
た
。

（
10
）  

川
口
光
太
郎
「
罰
金
等
臨
時
措
置
法
略
解
」
警
時
四
巻
三
号
（
一
九
四
九
）
一
〇
頁
以
下
、
一
〇
頁
、
石
山
陽
ほ
か
「
改
正
罰
金
等
臨

時
措
置
法
に
つ
い
て
（
上
）」
曹
時
二
四
巻
九
号
（
一
九
七
二
）
三
〇
頁
以
下
、
三
一
頁
。
重
罰
主
義
の
要
請
や
国
家
収
入
の
増
加
の
目
的

で
は
な
い
。
石
山
陽
ほ
か
「
改
正
罰
金
等
臨
時
措
置
法
に
つ
い
て
（
下
）」
曹
時
二
四
巻
一
〇
号
（
一
九
七
二
）
一
頁
以
下
、
一
頁
。

（
11
）  

石
山
ほ
か
「（
上
）」・
前
掲
注
（
10
）
三
二
―
三
四
頁
。
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（
12
）  

引
き
上
げ
前
後
の
法
定
刑
の
比
較
表
と
し
て
、
警
察
研
究
編
輯
部
編
「
罰
金
等
臨
時
措
置
法
に
よ
る
罰
金
及
び
科
料
額
」
警
研
二
〇
巻

二
号
（
一
九
四
九
）
五
三
頁
以
下
。

（
13
）  
植
松
正
「
物
価
と
罰
金
」
時
法
六
二
八
＝
六
二
九
号
（
一
九
六
八
）
三
一
頁
以
下
、
三
三
頁
。

（
14
）  
刑
法
改
正
準
備
会
『
改
正
刑
法
準
備
草
案　

附　

同
理
由
書
』（
法
務
省
、
一
九
六
一
）
一
二
〇
―
一
二
一
頁
。

（
15
）  

石
山
ほ
か
「（
上
）」・
前
掲
注
（
10
）
四
一
頁
、
原
田
國
男
「
罰
金
等
臨
時
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
に
つ
い
て
」
警
研
四
三
巻

八
号
（
一
九
七
二
）
二
二
頁
以
下
、
二
三
頁
、
東
條
伸
一
郎
ほ
か
「
罰
金
刑
の
見
直
し
（
上
）」
判
タ
六
六
八
号
（
一
九
八
八
）
四
八
頁
以

下
、
五
〇
頁
、
池
田
茂
穗
「
我
が
国
に
お
け
る
財
産
刑
運
用
の
実
情
と
問
題
点
に
つ
い
て
」
法
総
研
三
二
号
（
一
九
八
九
）
一
頁
以
下
、

一
一
―
一
七
頁
。

（
16
）  

石
山
ほ
か
「（
下
）」・
前
掲
注
（
10
）
二
―
三
頁
、
原
田
・
前
掲
注
（
15
）
二
五
頁
。

（
17
）  

石
山
ほ
か
「（
上
）」・
前
掲
注
（
10
）
三
五
―
四
一
頁
、
原
田
・
前
掲
注
（
15
）
二
三
―
二
四
頁
。

（
18
）  

法
制
審
議
会
刑
事
法
特
別
部
会
『
改
正
刑
法
草
案　

附　

同
理
由
書
』（
法
曹
会
、
一
九
七
二
）
一
二
五
頁
、
法
制
審
議
会
『
改
正
刑
法

草
案　

附　

同
理
由
書
』（
法
務
省
、
一
九
七
四
）
一
二
九
頁
。

（
19
）  

東
條
ほ
か
「（
上
）」・
前
掲
注
（
15
）
五
〇
―
五
五
頁
、
小
島
吉
晴
「
罰
金
額
等
の
引
き
上
げ
の
た
め
の
刑
法
等
の
一
部
改
正
」
ひ
ろ
ば

四
四
巻
九
号
（
一
九
九
一
）
一
六
頁
以
下
、
一
六
頁
、
池
田
・
前
掲
注
（
15
）
五
―
一
一
頁
、
一
七
―
二
六
頁
。

（
20
）  

角
田
正
紀
「
罰
金
刑
の
見
直
し
―
―
罰
金
の
額
等
の
引
き
上
げ
の
た
め
の
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
三
・
四
・
一
七
公
布

法
律
第
三
一
号
）
―
―
」
時
法
一
四
〇
八
号
（
一
九
九
一
）
六
頁
以
下
、
一
〇
―
一
一
頁
、
小
島
・
前
掲
注
（
19
）
一
六
―
一
七
頁
。

（
21
）  

角
田
・
前
掲
注
（
20
）
八
―
一
〇
頁
、
小
島
・
前
掲
注
（
19
）
一
六
頁
。

（
22
）  

法
制
審
議
会
刑
事
法
部
会
財
産
刑
検
討
小
委
員
会
報
告
「『
財
産
刑
を
め
ぐ
る
基
本
問
題
に
つ
い
て
』
の
審
議
検
討
経
過
及
び
結
果
に
つ

い
て
」
は
平
成
五
年
（
一
九
九
三
年
）
三
月
一
六
日
に
な
さ
れ
た
。
自
由
と
正
義
四
五
巻
一
号
（
一
九
九
四
）
七
四
頁
以
下
に
資
料
と
し

て
添
付
さ
れ
て
い
る
。
本
報
告
に
つ
い
て
論
評
し
た
も
の
と
し
て
、
浅
田
和
茂
「
財
産
刑
の
改
正
に
つ
い
て
」
森
下
忠
先
生
古
稀
祝
賀
『
変

動
期
の
刑
事
政
策
・
下
巻
』（
成
文
堂
、
一
九
九
五
）
六
六
五
頁
以
下
。
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（
23
）  

石
山
ほ
か
「（
上
）」・
前
掲
注
（
10
）
四
四
―
四
五
頁
。

（
24
）  

石
山
ほ
か
「（
上
）」・
前
掲
注
（
10
）
四
五
頁
。
条
例
の
罰
金
額
の
上
限
の
引
き
上
げ
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
こ
と
が
言
わ
れ
る
。
角

田
・
前
掲
注
（
20
）
二
一
頁
。

（
25
）  
青
木
正
良
「
罰
金
額
の
変
遷
」
立
教
四
九
号
（
一
九
八
八
）
一
四
九
頁
以
下
、
一
六
五
頁
。

（
26
）  

曽
我
部
正
実
「
量
刑
の
研
究
」
法
務
報
告
四
六
集
一
号
（
一
九
五
八
）
一
五
頁
以
下
、
青
木
・
前
掲
注
（
25
）
一
六
七
―
一
六
九
頁
。

（
27
）  

引
き
上
げ
の
際
に
、
条
例
で
定
め
ら
れ
た
罰
則
の
罰
金
刑
の
多
額
が
引
き
上
げ
後
の
金
額
に
満
た
な
い
場
合
、
施
行
の
日
か
ら
六
月
（
罰

臨
法
附
則
二
項
）
又
は
一
年
（
改
正
罰
臨
法
附
則
二
項
及
び
平
成
三
年
刑
法
改
正
法
附
則
二
項
）
を
経
過
し
た
後
は
、
当
該
罰
金
刑
の
規

定
は
効
力
を
失
う
と
さ
れ
た
。
な
お
、
最
高
裁
は
、
平
成
三
年
（
一
九
九
一
年
）
以
前
に
「
五
千
円
以
下
の
罰
金
ま
た
は
拘
留
」
と
定
め

て
い
た
条
例
の
場
合
、
罰
金
刑
を
定
め
た
部
分
の
み
が
失
効
し
、
拘
留
を
科
し
う
る
と
判
示
し
た
。
最
高
裁
平
成
一
一
年
四
月
八
日
刑
集

五
三
巻
四
号
三
八
七
頁
。

（
28
）  

池
田
・
前
掲
注
（
15
）
二
七
頁
。

（
29
）  

Ｃ
・
Ｂ
・
チ
ュ
ロ
ー
ニ
著
・
東
京
銀
行
集
会
所
調
査
課
抄
訳
『
獨
逸
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
解
剖
』（
東
京
銀
行
集
会
所
、
一
九
三
八
）

六
―
七
頁
。

（
30
）  

一
Ｇ
Ｍ
は
四
・
一
九
八
紙
幣
マ
ル
ク
（
Ｍ
）
と
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
前
の
ベ
ル
リ
ン
市
場
で
の
対
ア
メ
リ
カ
合
衆
国

ド
ル
（
Ｕ
Ｓ
Ｄ
）
の
平
価
で
あ
り
、
Ｕ
Ｓ
Ｄ
が
一
時
期
を
除
い
て
金
本
位
制
に
依
拠
し
て
い
た
こ
と
か
ら
「
金
」
マ
ル
ク
と
称
さ
れ
た
。

渡
辺
武
『
ド
イ
ツ
大
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
―
―
そ
の
政
治
と
経
済
―
―
』（
大
月
書
店
、
一
九
八
九
）
八
―
九
頁
。

（
31
）  

チ
ュ
ロ
ー
ニ
・
前
掲
注
（
29
）
八
頁
。

（
32
）  

チ
ュ
ロ
ー
ニ
・
前
掲
注
（
29
）
八
―
一
三
頁
。

（
33
）  

日
本
銀
行
調
査
局
『
ド
イ
ツ
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
財
政
金
融
政
策
』（
実
業
之
日
本
社
、
一
九
四
六
）
一
四
―
一
七
頁
。

（
34
）  

簡
潔
に
こ
の
流
れ
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
、
小
野
坂
弘
「
罰
金
刑
制
度
の
再
検
討
（
4
・
完
）」
法
学
三
〇
巻
三
号
（
一
九
六
六
）
一

〇
頁
以
下
、
三
八
頁
注
（
1
）、
小
野
坂
弘
「
罰
金
等
臨
時
措
置
法
の
改
正
に
つ
い
て
」
ジ
ュ
リ
五
〇
三
号
（
一
九
七
二
）
三
二
頁
以
下
、
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三
六
三

三
二
―
三
三
頁
。

（
35
）  BGBl 1921 S. 1604. 

解
説
と
し
て
、
小
野
清
一
郎
「
罰
金
に
関
す
る
ド
イ
ツ
の
新
立
法
に
就
て
」
法
曹
界
一
巻
四
号
（
一
九
二
三
）

一
二
頁
以
下
、
市
川
秀
雄
「
無
制
限
額
の
罰
金
と
無
定
量
の
罰
金
刑
―
―
教
育
刑
理
念
の
罰
金
刑
理
論
へ
の
展
開
」
新
報
五
八
巻
一
二
号

（
一
九
五
一
）
二
五
頁
以
下
、
三
六
―
三
七
頁
。

（
36
）  

§10 A
bs. 1 Reichsgesetz zur Erw

eiterung der A
nw

endungsgebiets der Geldstrafe und zur Einschränkung der 
kurzen Freiheitstrafen vom

 21. 12. 1921.

（
37
）  

§9 Reichsgesetz zur Erw
eiterung der A

nw
endungsgebiets der Geldstrafe und zur Einschränkung der kurzen 

Freiheitstrafen vom
 21. 12. 1921.

（
38
）  

§1 A
bs. 1 Satz 1, 2 Reichsgesetz zur Erw

eiterung der A
nw

endungsgebiets der Geldstrafe und zur Einschränkung 
der kurzen Freiheitstrafen vom

 21. 12. 1921.

（
39
）  

§1 A
bs. 1 Satz 1 Reichsgesetz zur Erw

eiterung der A
nw

endungsgebiets der Geldstrafe und zur Einschränkung 
der kurzen Freiheitstrafen vom

 21. 12. 1921.

（
40
）  

§1 A
bs. 2 Reichsgesetz zur Erw

eiterung der A
nw

endungsgebiets der Geldstrafe und zur Einschränkung der 
kurzen Freiheitstrafen vom

 21. 12. 1921.

（
41
）  

§1 A
bs. 3 Reichsgesetz zur Erw

eiterung der A
nw

endungsgebiets der Geldstrafe und zur Einschränkung der 
kurzen Freiheitstrafen vom

 21. 12. 1921.

（
42
）  

§2 Reichsgesetz zur Erw
eiterung der A

nw
endungsgebiets der Geldstrafe und zur Einschränkung der kurzen 

Freiheitstrafen vom
 21. 12. 1921.

（
43
）  

我
が
国
に
お
い
て
、
こ
の
点
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
小
野
・
前
掲
注
（
35
）
一
九
―
二
〇
頁
、
市
川
・
前
掲
注
（
35
）
三
七
頁
。

（
44
）  

§3 A
bs. 1 Reichsgesetz zur Erw

eiterung der A
nw

endungsgebiets der Geldstrafe und zur Einschränkung der 
kurzen Freiheitstrafen vom

 21. 12. 1921.



 

三
六
四

（
45
）  

§115 A
bs. 2 E 1919 .

（
46
）  R

eichs-Justizm
inisterium

（V
eroff entlicht auf A

nordnung

）, Entw
ürf zu einem

 deutschen Strafgesetzbuch Zw
eiter 

T
eil

（1920

）, S. 31. 

同
草
案
一
一
五
条
二
項
で
は
、
一
月
以
下
の
自
由
刑
に
代
え
て
、
罰
金
刑
を
科
す
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
た
。

（
47
）  A

lbert H
ellw

ig

（erläutert

）, D
as Geldstrafengesetz vom

 21. D
ezem

ber 1921 m
it der begründung und der 

A
llgem

einen V
erfügung von 22. D

ezem
ber 1921.

（H
. W

. M
üller, 1922

）, S. 7; Christoph K
rehl, D

ie Erm
ittlung der 

T
atsachengrundlage zur Bem

essung der T
agessatzhöhe bei der Geldstrafe

（Peter Lang, 1985

）, S. 16.

（
48
）  von H

erm
ann Stapenhorst, D

ie Entw
icklung des V

erhaeltnisses von Geldstrafe zu Freiheitsstrafe seit 1882 -Eine 
rechtshistorische U

ntersuchung anhand von K
rim

inalstatistiken

（D
uncker &

 H
um

blot, 1993

）, S. 41-42.

（
49
）  von W

erner Pitschel, D
ie Praxis in der W

ahl der Geldstrafe

（Ernst W
iegandt, 1929

）, S. 34. 

一
九
二
二
年
に
は
、
全

犯
罪
で
賦
科
さ
れ
た
罰
金
刑
の
う
ち
、
約
三
〇
％
が
自
由
刑
を
罰
金
刑
に
転
換
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。Stapenhorst, a. a. O

.

（A
nm

. 
48

）, S. 43.

（
50
）  

一
九
二
二
年
に
は
、
全
犯
罪
で
賦
科
さ
れ
た
罰
金
刑
の
う
ち
、
代
替
自
由
刑
が
科
さ
れ
た
の
は
、
三
・
九
％
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
、
一

九
二
五
年
に
は
六
・
七
％
と
な
り
、
そ
の
後
、
一
九
二
六
年
乃
至
一
九
二
九
年
は
八
・
一
％
乃
至
九
・
二
％
で
推
移
し
た
。 Stapenhorst, 

a. a. O
.

（A
nm

. 48

）, S. 51.

（
51
）  

渡
辺
・
前
掲
注
（
30
）
三
〇
一
頁
。

（
52
）  

チ
ュ
ロ
ー
ニ
・
前
掲
注
（
29
）
一
一
―
一
三
頁
。
日
本
銀
行
調
査
局
・
前
掲
注
（
33
）
一
七
頁
。

（
53
）  BGBl 1923 I S. 254.

（
54
）  

§9 A
bs. 1 Geldstrafegesetz vom

 27. 4. 1923.

（
55
）  

§1 A
bs. 2 Geldstrafegesetz vom

 27. 4. 1923; 

§27 A
bs. 1 Satz 2 StGB.

（
56
）  

§1 A
bs. 2 Geldstrafegesetz vom

 27. 4. 1923; 

§27 A
bs. 1 Satz 1 StGB.

（
57
）  

§1 A
bs. 2 Geldstrafegesetz vom

 27. 4. 1923; 

§27 A
bs. 2 StGB.
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三
六
五

（
58
）  

§1 A
bs. 2 Geldstrafegesetz vom

 27. 4. 1923; 

§27a StGB.
（
59
）  

§1 A
bs. 2 Geldstrafegesetz vom

 27. 4. 1923; 

§27b StGB.
（
60
）  
§2 Geldstrafegesetz vom

 27. 4. 1923.

（
61
）  
§3 Geldstrafegesetz vom

 27. 4. 1923.

（
62
）  

§4 Geldstrafegesetz vom
 27. 4. 1923.

（
63
）  

§5 Geldstrafegesetz vom
 27. 4. 1923.

（
64
）  

§§1 A
bs. 1 Satz 1; 6-8 Geldstrafegesetz vom

 27. 4. 1923.

（
65
）  

チ
ュ
ロ
ー
ニ
・
前
掲
注
（
29
）
一
二
―
一
七
頁
。

（
66
）  BGBl 1923 I S. 943.

（
67
）  

§7 A
bs. 1 Reichsgesetz über V

erm
ögensstrafen und Bussen vom

 13. 10. 1923.

（
68
）  

§1 A
bs. 2 Reichsgesetz über V

erm
ögensstrafen und Bussen vom

 13. 10. 1923; 

§27 A
bs. 1 Satz 1 StGB.

（
69
）  

§1 A
bs. 2 Reichsgesetz über V

erm
ögensstrafen und Bussen vom

 13. 10. 1923; 

§27 A
bs. 1 Satz 2 StGB.

（
70
）  

§1 A
bs. 3 Reichsgesetz über V

erm
ögensstrafen und Bussen vom

 13. 10. 1923;

§27a StGB.

（
71
）  

§1 A
bs. 4 Reichsgesetz über V

erm
ögensstrafen und Bussen vom

 13. 10. 1923; 

§27b StGB. V
gl. 

§§27, 27a StGB.

（
72
）  

§2 Reichsgesetz über V
erm

ögensstrafen und Bussen vom
 13. 10. 1923.

（
73
）  

§2 A
bs. 3 Reichsgesetz über V

erm
ögensstrafen und Bussen. vom

 13. 10. 1923.

（
74
）  

§2 A
bs. 4 Reichsgesetz über V

erm
ögensstrafen und Bussen. vom

 13. 10. 1923.

（
75
）  

§2 A
bs. 2 Reichsgesetz über V

erm
ögensstrafen und Bussen. vom

 13. 10. 1923.

（
76
）  

§§1 A
bs. 1, 4, 5; 2 A

bs. 5; 3 A
bs. 1 Reichsgesetz über V

erm
ögensstrafen und Bussen vom

 13. 10. 1923.

（
77
）  

§4 A
bs. 1 Satz 1 Reichsgesetz über V

erm
ögensstrafen und Bussen vom

 13. 10. 1923.

（
78
）  

§4 A
bs. 1 Satz 1, 2 Reichsgesetz über V

erm
ögensstrafen und Bussen vom

 13. 10. 1923.
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（
79
）  

§4 A
bs. 5 Satz 2 Reichsgesetz über V

erm
ögensstrafen und Bussen vom

 13. 10. 1923.
（
80
）  

§4 A
bs. 1 Satz 3 Reichsgesetz über V

erm
ögensstrafen und Bussen vom

 13. 10. 1923.
（
81
）  
§4 A

bs. 1 Satz 4 Reichsgesetz über V
erm

ögensstrafen und Bussen vom
 13. 10. 1923.

（
82
）  
§5 A

bs. 1 Satz 1 Reichsgesetz über V
erm

ögensstrafen und Bussen vom
 13. 10. 1923.

（
83
）  

§5 A
bs. 1 Satz 2 Reichsgesetz über V

erm
ögensstrafen und Bussen vom

 13. 10. 1923.

（
84
）  

チ
ュ
ロ
ー
ニ
・
前
掲
注
（
29
）
一
三
―
一
七
頁
。

（
85
）  BGBl 1923 I S. 1117.

（
86
）  

§1 A
bs. 2 V

erordnung auf Grund des Gesetzes über V
erm

ögensstrafen und Bussen vom
 23. 11. 1923; 

§27 A
bs. 

1. StGB.

（
87
）  

§1 A
bs. 2 V

erordnung auf Grund des Gesetzes über V
erm

ögensstrafen und Bussen vom
 23. 11. 1923; 

§27 A
bs. 

1 Satz 1. StGB.

（
88
）  

§1 A
bs. 2 V

erordnung auf Grund des Gesetzes über V
erm

ögensstrafen und Bussen vom
 23. 11. 1923; 

§27 A
bs. 

1 Satz 2. StGB.

（
89
）  

§1 A
bs. 3 V

erordnung auf Grund des Gesetzes über V
erm

ögensstrafen und Bussen vom
 23. 11. 1923; 

§27a. StGB.

（
90
）  

§27b StGB. V
gl. 

§§27, 27a StGB.

（
91
）  

§2 A
bs. 1 V

erordnung auf Grund des Gesetzes über V
erm

ögensstrafen und Bussen. vom
 23. 11. 1923;

§2 
Geldstrafegesetz vom

 27. 4. 1923.

（
92
）  

§2 A
bs. 1 V

erordnung auf Grund des Gesetzes über V
erm

ögensstrafen und Bussen. vom
 23. 11. 1923; 

§3 
Geldstrafegesetz vom

 27. 4. 1923.

（
93
）  

§2 A
bs. 1 V

erordnung auf Grund des Gesetzes über V
erm

ögensstrafen und Bussen. vom
 23. 11. 1923; 

§4 
Geldstrafegesetz vom

 27. 4. 1923.
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三
六
七

（
94
）  

§§1 A
bs. 1; 3, 6, 7 V

erordnung auf Grund des Gesetzes über V
erm

ögensstrafen und Bussen vom
 23. 11. 1923.

（
95
）  

§5 V
erordnung auf Grund des Gesetzes über V

erm
ögensstrafen und Bussen vom

 23. 11. 1923.
（
96
）  
§4 A

bs. 1, 2 V
erordnung auf Grund des Gesetzes über V

erm
ögensstrafen und Bussen vom

 23. 11. 1923.

（
97
）  
§4 A

bs. 3 V
erordnung auf Grund des Gesetzes über V

erm
ögensstrafen und Bussen vom

 23. 11. 1923.

（
98
）  

こ
の
経
緯
に
つ
い
て
、
分
析
し
た
も
の
と
し
て
、
渡
辺
・
前
掲
注
（
30
）
三
八
六
―
三
九
四
頁
。

（
99
）  Stapenhorst, a. a. O

.

（A
nm

.48

）, S. 41-42.

（
100
）  Pitschel, a. a. O

.

（A
nm

. 49

） S. 34.

（
101
）  von Franz E

xner, Studien uber die Strafzum
essungspraxis der deutschen Gerichte

（E. W
iegandt, 1931

）, S. 31.

（
102
）  BGBl 1924 I S. 44.

（
103
）  

§14 A
bs. 1 V

erordnung über V
erm

ögensstrafen und Bussen vom
 6. 2. 1924.

（
104
）  

§1 V
erordnung über V

erm
ögensstrafen und Bussen vom

 6. 2. 1924. V
gl. 

§§27ff . StGB.

（
105
）  

§§2-6, 8-13 V
erordnung über V

erm
ögensstrafen und Bussen vom

 6. 2. 1924.

（
106
）  

§7 A
bs. 1 V

erordnung über V
erm

ögensstrafen und Bussen vom
 6. 2. 1924.

（
107
）  

§7 A
bs. 2 V

erordnung über V
erm

ögensstrafen und Bussen vom
 6. 2. 1924.

（
108
）  

§7 A
bs. 3 V

erordnung über V
erm

ögensstrafen und Bussen vom
 6. 2. 1924.

（
109
）  

日
本
銀
行
調
査
局
・
前
掲
注
（
33
）17-18

頁
。

（
110
）  BGBl 1924 I S. 775.

（
111
）  

§2 A
bs. 1 Satz 1 Zw

eite V
erordnung zur D

urchfuehrung des M
uenzgesetzes vom

 12. 12. 1924.

（
112
）  Stapenhorst, a. a. O

.

（A
nm

.48

）, S. 41-42.

（
113
）  

一
九
二
三
年
に
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
進
行
に
よ
り
、
罰
金
刑
の
威
嚇
力
が
大
き
く
低
下
す
る
と
と
も
に
、
賦
科
さ
れ
た
額
が
実
質
的

に
目
減
り
す
る
こ
と
と
な
っ
た
こ
と
を
受
け
て
、
裁
判
所
が
罰
金
刑
よ
り
も
自
由
刑
を
選
択
す
る
よ
う
に
な
り
、
一
九
二
四
年
の
罰
金
刑



 

三
六
八

を
科
さ
れ
た
者
の
数
及
び
割
合
が
減
少
す
る
こ
と
を
も
た
ら
し
た
も
の
の
、
一
九
二
四
年
二
月
六
日
財
産
刑
及
び
過
料
に
関
す
る
命
令
に

よ
り
、
こ
う
し
た
罰
金
刑
の
問
題
点
が
解
決
さ
れ
た
た
め
、
一
九
二
五
年
に
は
罰
金
刑
を
科
さ
れ
た
者
の
割
合
が
若
干
増
加
す
る
こ
と
と

な
っ
た
と
す
る
見
解
が
あ
る
。Stapenhorst, a. a. O

.

（A
nm

. 48

）, S. 45. 

し
か
し
、
日
々
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
程
度
を
実
感
で
き

る
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
一
九
二
三
年
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
進
行
の
影
響
が
一
九
二
四
年
に
な
っ
て
現
れ
た
り
、

一
九
二
四
年
二
月
六
日
財
産
刑
及
び
過
料
に
関
す
る
命
令
の
影
響
が
一
九
二
五
年
に
な
っ
て
現
れ
た
り
し
た
と
理
解
す
る
こ
と
は
困
難
で

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
114
）  Stapenhorst, a. a. O

.

（A
nm

. 48

）, S. 51. 

数
値
に
つ
い
て
は
、
同
書
注
（50

）
参
照
。

（
115
）  Pitschel, a. a. O

.
（A

nm
. 49

）, S. 34.

（
116
）  E

xner, a. a. O
.

（A
nm

. 101

）, S,. 31.

（
117
）  W

ürtenberger, D
ie Reform

 des Geldstrafenw
esens, 64 ZStW

 17

（1952

）, S. 20 ff . 

紹
介
と
し
て
、
市
川
・
前
掲
注
（
8
）

七
五
頁
以
下
、
同
「
同
（
承
前
）」
二
巻
一
号
（
一
九
五
三
）
五
八
頁
以
下
。

（
118
）  

市
川
・
前
掲
注
（
35
）
四
一
―
八
頁
、
市
川
・
前
掲
注
（
8
）
六
〇
―
七
四
頁
。

（
119
）  

市
川
・
前
掲
注
（
35
）
四
八
頁
、
市
川
・
前
掲
注
（
8
）
七
四
頁
。

（
120
）  18 U

. S. C. A
. 

§3612

（f

）（1

）. 

一
五
日
目
が
、
土
曜
日
、
日
曜
日
又
は
法
定
の
休
日
に
あ
た
る
場
合
は
、
直
後
の
そ
れ
ら
以
外
の

日
を
初
日
と
し
て
利
息
が
計
算
さ
れ
る
。

（
121
）  18 U

. S. C. A
. 

§3612

（f

）（2

）.

（
122
）  18 U
. S. C. A

. 

§3572

（h

）,（i

）.

（
123
）  18 U

. S. C. A
. 

§3612

（g

）.

（
124
）  

渡
辺
・
前
掲
注
（
30
）
三
六
一
―
三
六
七
頁
。

（
125
）  

内
田
・
前
掲
注
（
1
）
一
三
九
、
一
四
六
―
一
四
七
頁
。

（
126
）  

内
田
・
前
掲
注
（
1
）
一
三
九
、
一
四
八
―
一
五
一
頁
。
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三
六
九

（
127
）  

内
田
・
前
掲
注
（
1
）
一
三
九
、
一
五
一
―
一
五
四
頁
。

（
128
）  

伊
藤
隆
敏
『
イ
ン
フ
レ
・
タ
ー
ゲ
テ
ィ
ン
グ
―
―
物
価
安
定
数
値
目
標
政
策
』（
日
本
経
済
新
聞
社
、
二
〇
〇
一
）
一
八
頁
、
国
際
労
働

機
構
ほ
か
著
・
財
団
法
人
日
本
統
計
協
会
訳
『
消
費
者
物
価
指
数
マ
ニ
ュ
ア
ル
―
―
理
論
と
実
践
―
―
』（
財
団
法
人
日
本
統
計
協
会
、
二

〇
〇
五
）（
五
）
頁
。

（
129
）  

国
際
労
働
機
構
ほ
か
著
・
前
掲
注
（
128
）（
六
）―（
七
）
頁
。

（
130
）  

ラ
ル
フ
＝
タ
ー
ヴ
ェ
イ
著
・
財
団
法
人
日
本
統
計
協
会
訳
『
消
費
者
物
価
指
数
Ｉ
Ｌ
Ｏ
マ
ニ
ュ
ア
ル
』（
財
団
法
人
日
本
統
計
協
会
、
一

九
九
〇
）。

（
131
）  

国
際
労
働
機
構
ほ
か
著
・
前
掲
注
（
128
）。
経
緯
に
つ
い
て
は
、
同
書
（
七
）
頁
参
照
。

（
132
）  

内
田
・
前
掲
注
（
1
）
一
五
四
―
一
五
六
頁
。
①
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
の
価
格
が
上
昇
し
た
場
合
に
割
安
な
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
の
購
入
を

増
加
さ
せ
て
対
応
す
る
代
替
効
果
、
②
新
規
参
入
の
販
売
店
の
割
安
な
価
格
を
十
分
に
反
映
で
き
な
い
こ
と
、
③
価
格
を
据
え
置
い
た
ま

ま
品
質
向
上
が
な
さ
れ
た
場
合
の
実
質
的
な
価
格
引
下
げ
効
果
が
十
分
に
反
映
さ
れ
な
い
こ
と
な
ど
が
そ
の
理
由
と
さ
れ
る
。

（
133
）  

ド
イ
ツ
戦
間
期
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
問
題
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
渡
辺
・
前
掲
注
（
30
）
九
―
一
〇
頁
。

（
134
）  

こ
の
よ
う
な
方
法
に
賛
同
す
る
も
の
と
し
て
、
青
木
・
前
掲
注
（
25
）
一
七
一
―
一
七
三
頁
。
但
し
、
機
動
的
な
調
整
は
行
な
わ
ず
、

罰
金
額
を
一
・
五
倍
又
は
二
倍
に
す
る
の
が
妥
当
に
な
っ
た
時
点
で
、
基
準
単
位
に
つ
い
て
法
改
正
す
る
こ
と
で
足
り
る
と
す
る
。
し
か

し
、
機
動
的
に
調
整
を
行
な
わ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
時
限
立
法
な
ど
で
法
改
正
を
促
す
方
法
で
足
り
、
こ
の
よ
う
な
単
位
を
持
ち
出
す
必

要
性
は
乏
し
い
。

（
135
）  

「
法
律
で
は
罰
金
の
単
位
数
の
み
を
定
め
、
一
単
位
の
金
額
は
、
貨
幣
価
値
の
変
動
に
伴
い
政
令
等
で
定
め
る
こ
と
の
可
否
」（
法
制
審

議
会
刑
事
法
部
会
「
財
産
刑
を
め
ぐ
る
基
本
問
題
に
つ
い
て
」
一
（
四
））。
法
制
審
議
会
刑
事
法
部
会
財
産
刑
検
討
小
委
員
会
に
お
い
て

は
、
日
数
罰
金
制
度
の
採
否
な
ど
と
密
接
に
関
連
す
る
と
の
意
見
も
あ
り
、
そ
の
検
討
を
待
っ
て
検
討
を
行
な
う
と
さ
れ
、
同
小
委
員
会

で
は
検
討
さ
れ
な
か
っ
た
。
法
制
審
議
会
刑
事
法
部
会
財
産
刑
検
討
小
委
員
会
「『
財
産
刑
を
め
ぐ
る
基
本
問
題
に
つ
い
て
』
の
審
議
検
討

経
過
及
び
結
果
に
つ
い
て
（
報
告
）」（
平
成
五
年
三
月
一
六
日
）
第
二 

4
。



 

三
七
〇

（
136
）  

中
野
次
雄
「
罰
金
等
臨
時
措
置
法
と
條
例
の
罰
則
と
の
関
係
」
自
治
二
五
巻
五
号
（
一
九
四
九
）
四
一
頁
以
下
、
四
四
―
四
六
頁
、
濱

邦
久
「
罰
金
等
臨
時
措
置
法
の
改
正
と
条
例
の
罰
則
と
の
関
係
に
つ
い
て
」
自
治
四
八
巻
一
二
号
（
一
九
七
二
）
五
七
頁
以
下
、
六
五
頁
。




